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本手引きについて 

 

 

「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」（以下「法」という。）の施行後、

半世紀近くが経過しており、水・大気等の多くの項目で環境基準の達成をするなど一定の成

果を上げてきました。 

しかし、近年では環境問題の多様化に伴う業務量の増加、公害防止に関わったベテラン職

員の大量退職等により、地方自治体において公害防止業務の人員・体制の縮小を余儀なくさ

れている状況が懸念されているところです。 

 また、事業者側においてもコスト削減の一貫として環境担当部門の職員数が削られるこ

と等により、適切な自主管理が難しくなっている状況も懸念されます。 

このため、地方自治体の公害防止体制の質を維持・充実することは必要であり、法の運用

や解釈、地方自治体独自の取組を情報共有することが重要です。 

本手引きは、本法の事務を行う地方自治体に向けて、新任の職員がより迅速に法を理解し、

また実務を担っている職員においても実用的な手引きとして使えるよう、担当職員の効率

的な事務・運用が実施されることを期待して取りまとめたものです。 

本法における届出事務、立入検査等の権限は、地方自治体にあることに留意して、本手引

きを参考情報として取り扱うようお願いします。 
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1 章 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律の概要解説 
 
1.1 法の目的 
 

1.1.1 法の目的 

法第１条（目的） 

 この法律は、公害防止統括者等の制度を設けることにより、特定工場における公害防止

組織の整備を図り、もって公害防止に資することを目的とする。 

 

【解説】 

昭和 30 年代にみられた経済の急速な発展と人口の過度の集中は、これに対応した適切な

公害防止対策等の欠如と相まって、深刻な公害問題を惹起したが、とりわけ事業活動に伴

う産業公害がその緊急な解決を迫られていた。 

このような状況に鑑み、昭和 45 年末のいわゆる「公害国会」において、公害対策基本法

の一部改正をはじめとして従前の公害規制法令が見直され、大気汚染防止法、水質汚濁防

止法、騒音規制法等 14 法の制定及び改正が行われた。 

しかしながら、一段と強化された規制水準とこれを現実に実行すべき事業者の公害防止

体制（人的組織）との間には、当時大きなへだたりがあるのが実情であった。 

そこで、主な公害発生源である工場に公害防止組織の設置を義務付け、事業者の公害防

止体制の整備を図ることを目的として、本法が昭和 46 年に制定された。 
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1.2 特定工場 
 

1.2.1 特定工場 

法第２条（定義） 

この法律において「特定工場」とは、製造業その他の政令で定める業種に属する事業の

用に供する工場のうち、次に掲げるものをいう。 

（略） 

 

【解説】 

法の適用を受ける特定工場とは、①政令で定める業種（「1.2.2 対象業種」）に属する事

業の用に供し、②政令で定める施設が設置されており、③政令で定める規模等（「1.2.3 対

象施設等」の工場である（特定工場の該当及び公害防止統括者等の選任判断フローは資料

１に記載）。 

本法では、大気汚染防止法、水質汚濁防止法等の公害規制法と異なり、工場のみを対象

とし、ホテル、病院、学校、事務所等の事業場は対象外としている。 

これは、工場における公害防止が生産活動と密接不可分であり、かつ、技術的にも複雑

であるのに対し、事業場の場合には、より容易に公害防止を行うことができるからである。 

 

 

1.2.2 対象業種 

施行令第１条（対象業種） 

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律（以下「法」という。）第２条の政令

で定める業種は、次に掲げるとおりとする。 

一 製造業（物品の加工業を含む。） 

二 電気供給業 

三 ガス供給業 

四 熱供給業 

 

【解説】 

上記４つの業種が本法の対象となる。対象業種の分類は、事業者単位ではなく工場毎に

判断する。 

 なお、対象業種の範囲は、原則として日本標準産業分類による。従って、例えば、採石業

は鉱業であり、自動車整備業はサービス業であるから、いずれも法の対象業種ではない。  

ただし、ある工場が同時に２以上の業種に属し、かつ、それらの業種の一部が法の対象

業種である場合には、その工場は法の対象工場となる。すなわち、ある工場が採石業(鉱業

に属する。)と砕石業(製造業に属する。)を兼業している場合には、その工場は、砕石業に

属する工場として法の対象となる。 
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1.2.3 対象施設等 

本法の対象は(1)～(7)の施設であり、公害規制法の規制対象施設のうち、一定の要件を

満たすものが原則該当する（公害規制法の規制対象施設と法の関係は資料２に記載）。    

また、それぞれ設置されている施設ごとに工場種別が区分される。 

 

(1) ばい煙発生施設／大気関係特定工場 

法第２条第１号 

 ばい煙（大気汚染防止法（昭和43年法律第97号）第２条第１項に規定するばい煙をい

う。以下同じ。）を発生し、及び排出する施設のうちその施設から排出されるばい煙が

大気の汚染の原因となるもので政令で定めるもの（以下「ばい煙発生施設」という。）

が設置されている工場のうち、政令で定めるもの 

 

施行令第２条（ばい煙発生施設等） 

 法第２条第１号の政令で定める施設は、大気汚染防止法施行令（昭和43年政令第329

号）別表第１に掲げる施設（同表の13の項に掲げる施設を除き、これらに相当する施設

で鉱山保安法（昭和24年法律第70号）第２条第２項ただし書の附属施設に設置されるも

のを含む。）とする。 

２ 法第２条第１号の政令で定める工場は、次に掲げるとおりとする。 

一 大気汚染防止法施行令別表第１の９の項に掲げるばい煙発生施設（硫化カドミウ

ム、炭酸カドミウム、ほたる石、珪弗化ナトリウム又は酸化鉛を原料として使用す

るガラス又はガラス製品の製造の用に供するものに限る。）又は同表の14の項から

26の項までに掲げるばい煙発生施設のいずれかが設置されている工場 

二 前号に掲げる工場以外の工場で排出ガス量（設置されているばい煙発生施設にお

いて発生し、大気中に排出される気体の１時間当たりの量を温度が零度で圧力が1

気圧の状態に換算したものの最大値の合計をいう。以下同じ。）が１万立方メート

ル以上のもの 

 

【解説】 

「ばい煙発生施設」は「その施設から排出されるばい煙が大気の汚染の原因となるもの

で政令で定めるもの」としており、施行令第２条第１項により、大気汚染防止法施行令別

表第１に掲げるばい煙発生施設のうち廃棄物焼却炉以外のもの及び鉱山保安法第２条第２

項ただし書きに規定する付属施設のうちの製錬場に設置されるばい煙発生施設に相当する

施設を規定している。 

廃棄物焼却炉を除いた理由は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律において、技術管理

者を置くべきことが規定されているためである。 

鉱山保安法第２条第２項ただし書きの付属製錬場に設置されるばい煙発生施設に相当す

る施設を特に規定した理由は、この付属製錬場については、一般の鉱山と異なり、鉱山保

安法の保安統括者等の組織に関する規定が適用されないので、本法により、公害防止組織

を整備する必要があるが、大気汚染防止法第２条第２項に規定するばい煙発生施設のうち

には、鉱山及び付属製錬場に設置されるばい煙を発生する施設は含まれないからである。 

また、総排出ガス量が少ない工場は、大気環境に与える影響が小さいと考えられ、現

在、毎時１万m3/時未満の工場を対象外としている。 
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(2) 汚水等排出施設／水質関係特定工場 

法第２条第２号 

 汚水又は廃液（水質汚濁防止法（昭和45年法律第138号）第２条第２項各号の要件の

いずれかを備える汚水又は廃液をいう。第３条第１項第２号イ及びロにおいて同じ。）

を排出する施設で政令で定めるもの（以下「汚水等排出施設」という。）が設置されて

いる工場のうち、政令で定めるもの 

 

令第３条（汚水等排出施設等） 

 法第２条第２号の政令で定める施設は、水質汚濁防止法施行令（昭和46年政令第188

号）別表第１第２号から第59号まで、第61号から第63号まで、第63号の３、第64号、第

65号から第66号の２まで、第71号の５及び第71号の６に掲げる施設（同表第62号に掲げ

る施設で鉱山保安法第２条第２項の鉱山に設置されるものを除く。）とする。 

２ 法第２条第２号の政令で定める工場は、次に掲げるとおりとする。 

一 別表第１に掲げる汚水等排出施設のいずれかが設置されている工場で排出水を排

出しているもの又は特定地下浸透水を浸透させているもの 

二 前号に掲げる工場以外の工場で排出水量（１日当たりの平均的な排出水の量をい

う。以下同じ。）が1,000立方メートル以上のもの 

 

【解説】 

「汚水等排出施設」は、原則として、水質汚濁防止法施行令別表第１に掲げる特定施設

のうち、製造業等本法の対象業種の用に供する工場に係る施設を定めている。 

「工場のうち、政令で定めるもの」として限定しているのは、いわゆる生活環境項目に

係る汚水等排出施設のみが設置されている工場で、工場からの総排出水量が少ないもの

は、水質環境に与える影響が小さいと考えられるので、これを除外する趣旨である。現

在、工場からの排出水量の合計が 1,000m3/日未満の工場は対象外としている。 

また、汚水排出施設が設置されている工場が法第２条第２号に定める特定工場となるた

めには、その工場から公共用水域に水が排出されていること又は特定地下浸透水を浸透さ

せていることが要件となっている。従って、例えば工場から水が全量終末処理場を有する

公共下水道に排出されている場合には、その工場は法第２条第２号に定める特定工場とな

らない。ただし、汚水等排出施設から排出される水が全量終末処理場を有する公共下水道

に排出されていても、その工場の他の施設から排出される水が公共用水域に排出されてい

る場合には、その工場は法第２条第２号に定める特定工場となる。 
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 (3) 騒音発生施設／騒音関係特定工場 

法第２条第３号 

 著しい騒音を発生する施設で政令で定めるもの（以下「騒音発生施設」という。）が

設置されている工場のうち、騒音規制法（昭和43年法律第98号）第３条第１項の規定に

より指定された地域内にあるもの 

 

施行令第４条（騒音発生施設） 

 法第２条第３号の政令で定める施設は、次に掲げるとおりとする。 

 一 機械プレス（呼び加圧能力が980 キロニュートン以上のものに限る。） 

 二 鍛造機（落下部分の重量が１トン以上のハンマーに限る。） 

 

【解説】 

騒音規制法による規制は、大気汚染防止法等による規制と異なり、指定地域制をとって

いるため、騒音規制法による規制との調整を図ることが必要と考えられ、本法は「騒音規

制法第３条第１項の規定により指定された地域内にあるもの」に限定している。 

また、本法の騒音発生施設は、騒音規制法施行令別表第１の特定施設のうち、金属加工

機械として使用する機械プレス、鍛造機の２施設であり、かつ騒音規制法に定める特定施

設のうち一定規模以上の施設である。 

 

 

(4) 特定粉じん発生施設／特定粉じん関係特定工場 

法第２条第４号 

特定粉じん（大気汚染防止法第２条第８項に規定する特定粉じんをいう。以下同

じ。）を発生し、及び排出し、又は飛散させる施設のうちその施設から排出され、又は

飛散する特定粉じんが大気の汚染の原因となるもので政令で定めるもの（以下「特定粉

じん発生施設」という。）が設置されている工場（第１号に掲げるものを除く。） 

 

施行令第４条の２（特定粉じん発生施設） 

法第２条第４号の政令で定める施設は、大気汚染防止法施行令別表第２の２に掲げる

施設（これらに相当する施設で鉱山保安法第２条第２項ただし書の附属施設に設置され

るものを含む。）とする。 

 

【解説】 

「第１号に掲げるものを除く」としているのは、第１号の大気関係特定工場に該当する

ものは、たとえ特定粉じん発生施設が設置されているものであっても、第４号の特定粉じ

ん関係特定工場から除くという意味である。これは、第１号の大気関係特定工場において

選任される公害防止管理者は、特定粉じん発生施設に関する管理能力をも有していると考

えられるので、特定粉じんに係る公害防止管理者を選任させる必要がないからである。 
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(5) 一般粉じん発生施設／一般粉じん関係特定工場 

法第２条第５号 

一般粉じん（大気汚染防止法第２条第８項に規定する一般粉じんをいう。以下同

じ。）を発生し、及び排出し、又は飛散させる施設のうちその施設から排出され、又は

飛散する一般粉じんが大気の汚染の原因となるもので政令で定めるもの（以下「一般粉

じん発生施設」という。）が設置されている工場（第１号及び前号に掲げるものを除

く。） 

 

施行令第５条（一般粉じん発生施設） 

法第２条第５号の政令で定める施設は、大気汚染防止法施行令別表第２に掲げる施設

（これらに相当する施設で鉱山保安法第２条第２項ただし書の附属施設に設置されるも

のを含む。）とする 

 

【解説】 

「第１号及び前号に掲げるものを除く」としているのは、第１号の大気関係特定工場、

第４号の特定粉じん関係特定工場に該当するものは、たとえ一般粉じん発生施設が設置さ

れているものであっても、第５号の一般粉じん関係特定工場から除くという意味である。 

これは、第１号の大気関係特定工場において選任される公害防止管理者は一般粉じん発

生施設に関する管理能力をも有していると考えられ、同様に第４号の特定粉じん関係特定

工場において選任される公害防止管理者は一般粉じん発生施設に関する管理能力をも有し

ていると考えられ、一般粉じんに係る公害防止管理者を選任させる必要がないからであ

る。 

 

 

(6) 振動発生施設／振動関係特定工場 

法第２条第６号 

 著しい振動を発生する施設で政令で定めるもの（以下「振動発生施設」という。）が

設置されている工場のうち、振動規制法（昭和51年法律第64号）第３条第１項の規定に

より指定された地域内にあるもの 

 

施行令第５条の２（振動発生施設） 

 法第２条第６号の政令で定める施設は、次に掲げるとおりとする。 

 一 液圧プレス（矯正プレスを除くものとし、呼び加圧能力が2941キロニュートン以

上のものに限る。） 

 二 機械プレス（呼び加圧能力が980キロニュートン以上のものに限る。） 

 三 鍛造機（落下部分の重量が１トン以上のハンマーに限る。） 

 

【解説】 

振動規制法による規制は、騒音規制法の場合と同様に指定地域性をとっているため、振

動規制法による規制との調整を図ることが必要と考えられ、本法は「振動規制法第３条第

１項の規定により指定された地域内にあるもの」に限定している。 
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また、本法の振動発生施設は、振動規制法施行令別表第１の特定施設のうち、金属加工

機械として使用する液圧プレス、機械プレス、鍛造機の３施設であり、かつ振動規制法に

定める特定施設のうち一定規模以上の施設である。 

 

 

(7) ダイオキシン類発生施設／ダイオキシン類関係特定工場 

法第２条第７号 

 ダイオキシン類（ダイオキシン類対策特別措置法（平成 11 年法律第 105 号）第２条

第１項に規定するダイオキシン類をいう。以下同じ。）を発生し及び大気中に排出し、

又はこれを含む汚水若しくは廃液を排出する施設で政令で定めるもの（以下「ダイオキ

シン類発生施設」という。）が設置されている工場のうち、政令で定めるもの 

 

施行令第５条の３（ダイオキシン類発生施設等） 

 法第２条第７号の政令で定める施設は、ダイオキシン類対策特別措置法施行令（平成

11年政令第433号）別表第１第１号から第４号まで及び別表第２第１号から第14号まで

に掲げる施設とする。 

２ 法第２条第７号の政令で定める工場は、前項に規定する施設のいずれかが設置され

ている工場とする。 

 

【解説】 

「ダイオキシン類発生施設」は、ダイオキシン類対策特別措置法の特定施設のうち廃棄

物関係の施設などを一部除外している。 

また、ダイオキシン類発生施設を設置している場合は、規模等その他の要件はなくダイ

オキシン類関係特定工場に該当する。 
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1.3 公害防止組織 

 

1.3.1 公害防止組織とは 

 特定工場には、公害防止組織の整備が義務づけられており、公害防止組織とは、自主的

な公害防止業務を行う、公害防止統括者、公害防止主任管理者、若しくは公害防止管理者

又はこれらの代理者（以下「公害防止統括者等」という。）を軸として、個々の従業員まで

を含めた組織である（図 3-1）。 

  

※代理者の選任については、1.3.2 選任と各種届出 (4）を参照 

図 3-1 公害防止組織の概要 

  

(1) 公害防止統括者 

特定工場に係る公害防止に関する業務を統括管理する者。常時使用する従業員数が20人

以下の小規模事業者（施行令第６条）を除き、選任する必要がある。その工場の事業の実

施を統括管理する者（いわゆる工場長に該当する者）を充て、選任にあたり資格は必要な

い。 

 

(2) 公害防止主任管理者 

大気及び水質関係の技術的事項について公害防止統括者を補佐し、公害防止管理者を指

揮する者。排出ガス量が４万m3/時以上で、かつ、排出水量が１万m3/日以上の特定工場の

場合、選任が必要となる（資格必要）。 

 

(3) 公害防止管理者 

公害発生施設又は公害防止施設の運転、維持、管理、燃料、原材料の検査等の技術的事

項を行う役割を担う。 

 工場に設置された公害発生施設の区分（表3-1に掲げる規模・種類）に応じた資格者を

・・・公害防止業務の統括(法第３条) 

   選任義務は常時使用する従業員数が 21 人以上

の特定工場 

・・・公害防止対策の技術的事項の管理(法第４条) 

   選任義務は公害発生施設の区分ごと 

・・・指示に従う義務（法第９条） 

・・・統括者の補佐、公害防止管理者の指揮(法第５条) 

選任義務は排出ガス４万 /時以上かつ 

排出水量１万 /日以上の特定工場 

公害防止組織 
特定工場 

代理者※（資格不要） 

公害防止統括者（資格不要） 

代理者※（資格要） 

公害防止主任管理者（資格要） 

全従業員 

代理者※（資格要） 

公害防止管理者（資格要） 
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選任する必要がある（法第４条、施行令第８条）。例えば、大気関係第１種の有資格者

は、大気関係（第１種～第４種）、一般（又は特定）粉じん関係公害防止管理者としても

選任が可能であり、大気関係第３種の選任が必要な特定工場に、大気関係第１種有資格者

を選任しても大気関係第３種公害防止管理者の選任をしたこととなる。 

 

表3-1 公害発生施設の区分と選任すべき公害防止管理者の種類 

公害発生施設の区分※１ 
公害防止管理者

の種類 

選任すべき 

公害防止管理者の種類 

(いずれかを満たすこと) 

大気関係 

(ばい煙発

生施設) 

大気関係の 

有害物質に 

係るばい煙

発生施設 

排出ガス量４万ｍ3／時以上

（工場の総排出ガス量とし

て、以下同じ） 

大気関係第１種 大気関係第１種有資格者 

排出ガス量４万ｍ3／時未満 大気関係第２種 大気関係第１種又は第２種有資格者 

上記以外の 

施設 

排出ガス量４万ｍ3／時以上 大気関係第３種 大気関係第１種又は第３種有資格者 

排出ガス量１万ｍ3／時以上 

４万ｍ3／時未満 
大気関係第４種 大気関係第１種～第４種有資格者 

水質関係 

(汚水等排

出施設) 

水質関係の 

有害物質に 

係る汚水等

排出施設 

排出水量１万ｍ3／日 

以上（工場の総排出水量と

して、以下同じ） 

水質関係第１種 水質関係第１種有資格者 

排出水量１万ｍ3／日未満 

又は特定地下浸透水あり 
水質関係第２種 水質関係第１種又は第２種有資格者 

上記以外の 

施設 

排出水量１万ｍ3／日以上 水質関係第３種 水質関係第１種又は第３種有資格者 

排出水量 1,000ｍ3／日以上 

1 万ｍ3／日未満 
水質関係第４種 水質関係第１種～第４種有資格者 

騒音関係施設 騒音関係 
騒音・振動関係有資格者 

騒音関係有資格者※２ 

特定粉じん発生施設 特定粉じん関係 
大気関係第１種～第４種有資格者 

特定粉じん関係有資格者 

一般粉じん発生施設 一般粉じん関係 

大気関係第１種～第４種有資格者 

特定粉じん関係有資格者 

一般粉じん関係有資格者 

振動発生施設 振動関係 
騒音・振動関係有資格者 

振動関係有資格者※２ 

ダイオキシン類発生施設 
ダイオキシン類

関係 
ダイオキシン類関係有資格者 

※１ 対象となる施設の詳細は添付資料２のとおり。 

※２ 平成 17 年度までの資格 
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1.3.2 選任と各種届出 

 本法における選任、各種届出は表3-2により特定工場を設置している者（以下「特定事

業者」という。）が行う。ただし、工場長等が委任状等により届出の権限を特定事業者か

ら委任されている場合には、工場長等が届出を行なっても差し支えない。 

 

表3-2 選任期限と届出期限 

※１ 届出先は、都道府県知事又は政令で定める市の長（騒音発生施設又は振動発生施設のみが設置され

ている特定工場は市町村長）。また、届出書正本にその写し１通を添える（施行規則第12条）。 

※２ 公害防止統括者（代理者）選任,死亡・解任届（様式第１）にて提出。 

※３ 公害防止主任管理者（代理者）選任,死亡・解任届（様式第３）にて提出。公害防止管理者及び公

害防止主任管理者の選任については、有資格者の選任が必要なため、「国家試験合格証書」又は

「資格認定講習修了証書」の写しの添付が必要。各証書を紛失した場合には、指定試験機関及び資

格認定講習の登録機関において再交付の手続きが必要。 

※４ 公害防止管理者（代理者）選任,死亡・解任届（様式第２）にて提出。 

※５ 承継・相続に関する届出関係（様式第３の２～４）にて提出。承継を証する書類として法定様式の

他、戸籍謄本又は法人の登記事項証明書の添付が必要。 

 

 

 

  

事項 選任期限 届出※１期限 法 

選
任 

公害防止統括者 
及び代理者 

選任すべき事由が発生 
した日から30日以内 

選任した日から 
30日以内※２ 

法第３条第３項 
及び第６条第２項 

公害防止主任管理者 
及び代理者 

選任すべき事由が発生 
した日から60日以内 

選任した日から 
30日以内※３ 

法第５条第３項 
及び第６条第２項 

公害防止管理者 
及び代理者 

選任すべき事由が発生 
した日から60日以内 

選任した日から 
30日以内※４ 

法第４条第３項 
及び第６条第２項 

死
亡
・
解
任 

公害防止統括者 
及び代理者 

 
死亡、解任した日から 
30日以内※２ 

法第３条第３項 
及び第６条第２項 

公害防止主任管理者 
及び代理者 

 
死亡、解任した日から 
30日以内※３ 

法第５条第３項 
及び第６条第２項 

公害防止管理者 
及び代理者 

 
死亡、解任した日から 
30日以内※４ 

法第４条第３項 
及び第６条第２項 

承
継 

相続又は合併 遅滞なく※５ 法第６条の２第２項 
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(1) 公害防止統括者の選任 

法第３条（公害防止統括者の選任） 

 特定工場を設置している者（以下「特定事業者」という。）は、主務省令で定めると

ころにより、当該特定工場に係る公害防止に関する次に掲げる業務を統括管理する者

（以下「公害防止統括者」という。）を選任しなければならない。ただし、特定事業者

が政令で定める要件に該当する小規模の事業者であるときは、この限りでない。 

(略) 

２ 公害防止統括は、当該特定工場においてその事業の実施を統括管理す者をもつて充

てなければならない。 

３ 特定事業者は、公害防止統括者を選任したときは、その日から30日以内に、主務省

令で定めるところにより、その旨を当該特定工場の所在地を管轄する都道府県知事に届

け出なければならない。公害防止統括者が死亡し、又これを解任したときも、同様とす

る。 

 

施行令第６条（小規模事業者） 

法第３条第１項ただし書の政令で定める要件は、常時使用する従業員の数が20人以下

であることとする。 

 

施行規則第２条（公害防止統括者の選任） 

法第３条第１項の規定による公害防止統括者の選任は、公害防止統括者を選任すべき

事由が発生した日から30日以内にしなければならない。 

 

【解説】 

本条は、特定工場を設置している者は小規模の者を除き、特定工場に係る公害防止に関

する業務を統括する者を選任すべき旨を規定したものである。 

公害防止統括者は、公害防止統括者を選任すべき事由が発生した日から30日以内に選任

しなければならず、選任したときは、その日から30日以内に施行規則様式第１による届出

書（施行規則第４条）の提出が必要である。 

公害防止に関して実施すべき業務は「1.3.3 業務」のとおりである。 

また、小規模な事業者は、常時使用する従業員の数が20人以下の工場である。ここで、

常時使用する従業員の数とは、事業者が使用する従業員のうち個々の工場に配置されてい

る従業員の数でなく、事業者が常時使用する従業員の総数である。従って、その事業者に

別に工場があり、常時使用する従業員を合計すると21人以上になる場合は、公害防止統括

者を選任しなければならない。 
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（2）公害防止主任管理者の選任 

 

【解説】 

 公害防止主任管理者を選任すべき工場は、ばい煙発生施設及び汚水等排出施設を併置し

ている工場でその排出ガス量が毎時４万m3以上であり、かつ、排出水量が毎日１万m3以上

であることである。 

公害防止主任管理者が実施すべき業務は「1.3.3 業務」のとおりであり、有資格者の種

類、選任免除要件（施行規則第８条の２）は表3-3のとおりである。 

公害防主任管理者は、選任すべき事由が発生した日から60日以内に選任しなければなら

ず、選任したときは、その日から30日以内に施行規則様式第３及び資格を有する者である

旨を証する書類（施行規則第９条）の提出が必要である。 

 

  

法第５条（公害防止主任管理者の選任） 

 特定事業者は、当該特定工場が政令で定める要件に該当するものであるときは、主

務省令で定めるところにより、前条第１項第１号及び第２号に規定する技術的事項に

ついて、公害防止統括者を補佐し、公害防止管理者を指揮する者（以下「公害防止主

任管理者」という。）を選任しなければならない。 

２ 公害防止主任管理者は、第７条第１項第２号の資格を有する者をもつて充てなけ

ればならない。 

３ 第３条第３項の規定は、公害防止主任管理者について準用する。 

 

施行令第９条（公害防止主任管理者を選任すべき工場） 

法第５条第１項の政令で定める要件は、ばい煙発生施設及び汚水等排出施設が設置

されている工場で排出ガス量が４万立方メートル以上であり、かつ、排出水量が１万

立方メートル以上であること（当該工場においてばい煙並びに汚水及び廃液の処理を

確実に行うことができるものとして主務省令で定める要件に該当する場合を除く。）

とする。 

 

施行規則第８条（公害防止主任管理者の選任） 

 法第５条第１項の規定による公害防止主任管理者の選任は、次に定めるところによ

りしなければならない。 

一 公害防止主任管理者を選任すべき事由が発生した日から60日以内に選任する 

こと。 

二 ２以上の工場について同一の公害防止主任管理者を選任してはならないこと。  
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表 3-3 公害防止主任管理者の選任要件等 

選任要件 有資格者の種類 

(いずれかを満たすこと) 

選任免除要件 

(いずれかを満たすこと) 

排出ガス量４万

ｍ3／時以上かつ

排出水量１万ｍ3

／日以上 

①公害防止主任管理者 

②大気関係第１種又は第３

種有資格者でかつ水質関係

第１種又は第３種有資格者 

①ばい煙発生施設に係る公害防止管理者とばい煙

の処理工程に設置されている汚水排出施設に係る

公害防止管理者に同一人を選任している場合 

②ばい煙の処理工程と汚水等の処理工程が独立し

ている場合 

 

(3) 公害防止管理者の選任及び兼務について 

  

【解説】 

公害防止業務の内容は、極めて専門技術的な内容が多く、公害防止統括者のみでは実効

のある公害防止対策を講ずる上で必ずしも十分ではないことから、本条において公害防止

管理者の選任を義務付けたものである。 

公害防止管理者が実施すべき業務は「1.3.3 業務」のとおりであり、表3-1のとおり施

設の区分ごとに有資格者を選任する必要がある。 

公害防管理者は、選任すべき事由が発生した日から60日以内に選任しなければならず、

選任したときは、その日から30日以内に施行規則様式第２及び資格を有する者である旨を

証する書類（施行規則第７条）の提出が必要である。 

２つ以上の工場で同一人を公害防止管理者として選任することは原則禁止としている

法第４条（公害防止管理者の選任） 

 特定事業者は、主務省令で定めるところにより、特定工場において次に掲げる業務を

管理する者（以下「公害防止管理者」という。）を選任しなければならない。この場合

において、第２条第１号又は第２号の特定工場にあつては、政令で定めるばい煙発生施

設又は汚水等排出施設の区分ごとに、それぞれ公害防止管理者を選任しなければならな

い。 

（略） 

２ 公害防止管理者は、政令で定めるところにより、第７条第１項第１号の資格を有す

る者のうちから選任しなければならない。 

３ 前条第３項の規定は、公害防止管理者について準用する。 

 

施行規則第５条（公害防止管理者の選任） 

法第４条第１項の規定による公害防止管理者の選任は、次に定めるところによりしな

ければならない。 

一 公害防止管理者を選任すべき事由が発生した日から60日以内にすること。 

二 ２以上の工場について同一の公害防止管理者を選任してはならないこと。ただ

し、次に掲げる場合であつて、工場相互間の距離、生産工程上の関連、指揮命令系

統、当該工場の維持管理について権限を有する者の状況その他の主務大臣が定める

基準を満たし、１人の公害防止管理者が２以上の工場の公害防止管理者となつても

その職務を遂行するに当たつて特に支障がないときは、この限りでない。 

（略） 
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が、兼務は施行規則第５条第２号の但し書きに掲げる条件や「特定工場における公害防止

組織の整備に関する法律施行規則第５条第２号ただし書（第10条第2項において準用する

場合を含む。）に基づく基準」（平成17年３月７日）を満たした場合に認められる。 

また、公害防止管理者が法第９条第１項の規定に従い業務を誠実に行うためには、特定

工場の従業員に対し公害防止に関し必要な措置を指示し得る立場にあることが必要であ

り、原則として、当該特定工場の従業員であることが必要である。当該特定工場の従業員

でなくても所要の資格を有する者であれば、その者を当該特定工場の公害防止管理者に選

任しても違法ではないが、その場合には、特定事業者は、その者が当該特定工場の従業員

に対し公害防止に関し必要な指示をし得るような地位を与えるよう配置することが必要で

ある。 

 

(4) 代理者の選任について 

法第６条（代理者の選任） 

特定事業者は、主務省令で定めるところにより、公害防止統括者、公害防止管理者又

は公害防止主任管理者が旅行、疾病その他の事故によつてその職務を行なうことがで

きない場合にその職務を行なう者（以下「代理者」という。）を選任しなければなら

ない。 

２ 第３条第３項及び第４条第２項の規定は公害防止管理者の代理者について準用

し、第３条第３項及び前条第２項の規定は公害防止主任管理者の代理者について準用

する。 

 

【解説】 

公害防止統括者、公害防止管理者又は公害防止主任管理者は、公害の防止に関する業務

を統括管理し、あるいは管理するものである以上、これらの者が旅行や疾病によって、そ

の職務を行うことができなくなったときには、これらの者に代わり得る相当の能力を有す

る者がその業務を代わって行うのでなければ、公害防止に万全を期することはできない。 

本条は、このような意味において、公害防止統括者、公害防止管理者及び公害防止主任

管理者については、あらかじめ代理者を選任しておくべきこととしたものである。 

選任の方法、選任の時期等は本人に準じるものとし、公害防止管理者の代理者及び公害

防止主任管理者の代理者について要求される資格は、それぞれ本人について要求される資

格と同一ものである。 
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1.3.3 業務 

 公害防止統括者等の業務内容について以下に示す。 

 

(1) 公害防止統括者（法第３条、施行規則第３条） 

公害防止のために必要な業務が適切かつ円滑に実施されるように所要の措置を講じ、そ

の実施状況を監督するなどによって、その業務を統括管理するものとして表3-4の業務を

行う。 

 

表 3-4 公害防止統括者の業務 

区分 業務内容（統括者の職務） 法 

大気 

(ばい煙発生施設) 

・ばい煙発生施設の使用方法の監視 

・処理施設等の維持及び使用に関すること 

第３条
第１項
第１号 
 

イ 

ばい煙の量の測定及び記録に関すること ロ 

大気汚染防止法の事故時の措置及びばい煙に係る

緊急時の措置 

ハ 
(施行規則第

３条第１項) 

水質 

(汚水等排出施設) 

・汚水等排出施設の使用方法の監視 

・処理施設等の維持及び使用に関すること 

第３条
第１項
第２号 
 

イ 

排出水又は特定地下浸透水の測定及び記録に関す

ること 

ロ 

水質汚濁防止法の事故時の措置及び排出水に係る

緊急時の措置に関すること 

ハ 
(施行規則第

３条第２項) 

騒音 

(騒音発生施設) 

騒音発生施設の使用の方法及び配置その他騒音の

防止の措置に関すること 

第３条第１項３号 
 

粉じん 

(特定粉じん発生施設) 

・特定粉じん発生施設の使用方法の監視 

・処理施設等の維持及び使用に関すること 

第３条
第１項 
第４号 
 

イ 

特定粉じんの濃度の測定及び記録に関すること ロ 

粉じん 

(一般粉じん発生施設) 

・一般粉じん発生施設の使用方法の監視 

・処理施設等の維持及び使用に関すること 

第３条第１項５号 
 

振動 

（振動発生施設） 

振動発生施設の使用の方法及び配置その他振動の

防止の措置に関すること。 

第３条第１項６号 
 

ダイオキシン類 

（ダイオキシン類発生

施設） 

・ダイオキシン類発生施設の使用方法の監視 

・処理施設等の維持及び使用に関すること 

第３条
第１項 
第７号 
 

イ 

排出ガス又は排出水に含まれるダイオキシン類の

量の測定及び記録に関すること 

ロ 

ダイオシキン類対策特別措置法の事故時の措置及

びダイオキシン類に係る緊急時の措置に関するこ

と 

ハ 
(施行規則第

３条第３項) 

 

17



 
 
 

(2) 公害防止主任管理者（法第５条） 

 公害防止統括者及び公害防止管理者により一応公害防止組織の整備は整うことになる

が、特に規模の大きなばい煙発生施設及び汚水等処理施設を併せ持つような工場において

は、例えばばい煙の処理過程から汚水が発生するように、ばい煙と汚水が密接に関連して

おり、このような工場においては単にばい煙に関する専門技術者と汚水に関する専門技術

者が選任されているのみでは不十分である。 

このため、公害防止統括者を補佐すると共に、双方にまたがる知識能力を有する者がそ

れぞれの施設の相互の関連性を十分考慮しつつ、両者の公害防止管理者を指揮監督を行

う。 

 業務範囲については、大気関係、水質関係両公害防止管理者の両者にまたがり、表3-5

の業務を行う。 

 

表 3-5 公害防止主任管理者 

区分 業務内容（主任管理者の業務） 法 

大気 

(ばい煙発生施設) 

使用する燃料又は原材料の検査  第
５
条
第
１
項 

（第４条第１

項第１号関係

の業務） 

 

ばい煙発生施設の点検 

処理施設等の操作、点検及び補修 

ばい煙量又はばい煙濃度の測定の実施及び記録 

測定機器の点検及び補修 

事故時の措置の実施 

ばい煙に係る緊急時の措置の実施 

水質 

(汚水等排出施設) 

使用する原材料の検査 （第４条第１

項第２号関係

の業務） 

汚水等排出施設の点検 

処理施設等の操作、点検及び補修 

排出水又は特定地下浸透水の測定及び記録 

測定機器の点検及び補修 

事故時の措置の実施 

排出水に係る緊急時の措置の実施 

 

(3) 公害防止管理者（法第４条、施行規則第６条） 

 使用する原材料の検査やばい煙濃度の測定など公害防止業務に関する技術的事項を管理

する者として、表3-6の業務を行う。 
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表3-6 公害防止管理者の技術的事項 

区分 業務内容（管理者の業務） 法 施行規則 

大気 

(ばい煙発生施設) 

使用する燃料又は原材料の検査  第４条

第１項

第１号 

 

第
６
条
第
１
項 

第１号 

ばい煙発生施設の点検 第２号 

処理施設等の操作、点検及び補修 第３号 

ばい煙量又はばい煙濃度の測定の実施及び記録 第４号 

測定機器の点検及び補修 第５号 

事故時の措置の実施 第６号 

ばい煙に係る緊急時の措置の実施 第７号 

水質 

(汚水等排出施設) 

使用する原材料の検査 第４条

第１項

第２号 

 

第
６
条
第
２
項 

第１号 

汚水等排出施設の点検 第２号 

処理施設等の操作、点検及び補修 第３号 

排出水又は特定地下浸透水の測定及び記録 第４号 

測定機器の点検及び補修 第５号 

事故時の措置の実施 第６号 

排出水に係る緊急時の措置の実施 第７号 

騒音 

(騒音発生施設) 

騒音発生施設の配置の改善 第４条

第１項

第３号 

第
６
条
第
３
項 

第１号 

騒音発生施設の点検 第２号 

騒音発生施設の操作の改善 第３号 

騒音を防止するための施設の操作、点検及び補修  第４号 

粉じん 

(特定粉じん発生

施設) 

使用する原材料の検査 第４条

第１項

第４号 

第
６
条
第
４
項 

第１号 

特定粉じん発生施設の点検 第２号 

処理施設等の操作、点検及び補修 第３号 

特定粉じんの濃度の測定及び記録 第４号 

測定機器の点検及び補修    第５号 

粉じん 

(一般粉じん発生

施設) 

使用する原材料の検査 第４条

第１項

第５号 

第
６
条
第
５
項 

第１号 

一般粉じん発生施設の点検 第２号 

処理施設等の操作、点検及び補修 第３号 

振動 

(振動発生施設) 

振動発生施設の配置の改善 第４条

第１項

第６号 

第
６
条
第
６
項 

第１号 

振動発生施設の点検 第２号 

振動発生施設の操作の改善 第３号 

振動を防止するための施設の操作、点検及び補修 第４号 

ダイオキシン類 

(ダイオキシン類

発生施設) 

使用する燃料又は原材料の検査 第４条

第１項

第７号 

第
６
条
第
７
項 

第１号 

ダイオキシン類発生施設の点検 第２号 

処理施設等の操作、点検及び補修 第３号 

ダイオキシン類の量の測定及び記録 第４号 

測定機器の点検及び補修 第５号 

事故時の措置の実施 第６号 

排出ガス又は排出水に係る緊急時の措置の実施 第７号 

 

19



 
 
 

 

●参考：公害防止ガイドライン１● 
2005 年頃、一部事業者の間で排出基準値超過や測定データの改ざん等の公害防止管理に

係る不適正事案が相次いで発覚した。そこで、2007 年 3 月に「環境管理における公害防止

体制の整備の在り方に関する検討会」を立ち上げ、実効性のある公害防止のための行動指

針として、「「公害防止に関する環境管理の在り方」に関する報告書」いわゆる公害防止

ガイドラインを策定した。 

 公害防止ガイドラインでは、公害防止管理者制度制定時の基本的な精神に立ち返るとと

もに、今日において公害防止管理者等が果たすべき役割について整理している。 

 

≪「公害防止に関する環境管理の在り方」に関する報告書 より≫ 

公害防止組織整備法に基づく公害防止管理者制度は、工場における公害防止活動の根幹

を成すものである。本制度により設置が義務付けられる公害防止体制は、工場の最高責任

者である「公害防止統括者」、専門知識を有する技術管理者である「公害防止管理者」、

統括者を補佐し管理者を指揮する「公害防止主任管理者」により構成され、従業員にはそ

の指示に従う義務が公害防止組織整備法で規定されている。 

よって、事業者においては、この公害防止管理者制度の重要性を再認識した上で、工場

全体で実効性ある公害防止活動を実践できるよう、また、本社（経営層・環境管理部門）

や利害関係者との連携を円滑に進められるよう、公害防止管理者等が実務においてそれぞ

れの職務に応じた役割を果たすことが期待される。 

 

公害防止統括者、公害防止主任管理者及び公害防止管理者の役割・責務 

役職 定義(根拠規定） 組織上の

役職 

実務上期待される役割・任務 

公害防止統括者 特定工場に係る公害防止に関

する業務（公害防止施設の監

視、維持、使用、測定、記録

等）を統括管理する者。当該

特定工場においてその事業実

施を統括管理する者をもって

充てなければならない。 

 (公害防止組織整備法第３

条） 

工場長 ・工場における公害防止に関

する環境管理方針の策定・

浸透 

・環境管理部門内、生産管理

部門、環境管理 部門、危

機管理担当部門間の役割・

責任所在、 報告連絡・指

揮命令系統及び手順の明確

化 

・工場内での排出等データ改

ざんや隠蔽防止の仕組みの

構築  

・公害防止管理者等の業務の

指揮・監督  

・本社(経営層、環境管理部

門）への報告、本社からの

指示事項への対応  

・訓練等による公害防止体制

の有効性の評価、改善の指

示 

・環境維持・管理に必要な資

源配分(人員、設備）の本

社への提案、工場への適正

投資 
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・事故・緊急時における措置

の統括指揮 

・工場の公害防止管理者等関

係者への環境教育の実施 

等 

公害防止主任管理者 

(資格が要件） 

特定工場が政令で定める要件

に該当するものであるとき

は、法に規定する技術的事項

について、公害防止統括者を

補佐し、公害防止管理者を指

揮する者。 

 (公害防止組織整備法第５条) 

環境管理

担当の部

課長等 

・公害防止統括者業務の補佐  

・公害防止管理者の指揮、統

括 

・地方自治体とのコミュニケ

ーションの実施 等 

公害防止管理者  

(資格が要件） 

特定工場において法に掲げる

業務を管理する者。政令で定

めるばい煙発生施設又は汚水

等排出施設の区分ご とに、そ

れぞれ公害防止管理者を選任

しなければならない。 

 (公害防止組織整備法第４条) 

環境管理

担当の課

長、補佐

等 

・公害防止設備等の点検方

法、排出等データの測定、

記録、監視、評価、報告、

保管方法の策定 

・公害防止設備等の状況及び

排出等データの評価、公害

防止統括者等への報告 

・公害防止設備等及び排出等

データの異常発生時におけ

る応急措置の実施(生産管

理部門等への指示等)、公

害防止統括者等への報告 

・地方自治体とのコミュニケ

ーション(立入検査への立

会い、報告等) 

・訓練等による公害防止体制

の有効性の確認、公害防止

体制・手順の見直し 

・公害防止に関わる従業員等

への環境教育の実施 等 

「公害防止に関する環境管理の在り方」に関する報告書 p13 より 
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1.4 資格の取得方法等 

 公害防止管理者の資格を取得するには、国家試験を受験する方法と資格認定講習を受講して

資格を取得する２つの方法がある。取得方法の概要を表4-1に掲載した。 

 
表4-1 資格の取得方法 

 公害防止管理者等国家試験 公害防止管理者等資格認定講習 
※（一社）産業環境管理協会の実施分 

実施時期 ・１年に１回 （10月上旬ごろ） ・12月～３月の時期に、全国のべ30回程度 

実施場所 ・全国主要９都市（札幌、仙台、東京、
愛知、大阪、広島、高松、福岡、那覇） 

・東京、愛知、大阪の場合、会場は複数 
・会場は年によって異なる。 

・全国主要８都市（札幌、仙台、東京、愛知、
大阪、広島、高松、福岡） 

・地方自治体等の要請に基づき、上記以外の
都市で開催することもある。 

実施する区分 全13区分 ・基本的に全13区分を実施しますが、申込
人数が極端に少ない場合、最少催行人数
を設定することがある。 

・開催地により、また、その年により、実施
する講習区分は異なる。 

実施の公表予定 ・毎年６月上旬に、官報公示および当協
会ホームページにて、その年の実施概
要を公表。 

・毎年10月上旬に、官報公示および当協会
ホームページにて、その年の実施概要を
公表。 

受験・受講資格 ・学歴、年齢、実務経験等の制限はなし。 ・講習区分ごとに定められている技術資格、
または、学歴に応じた実務経験年数を有
している方が対象。 

受験（講）者の 
負担を軽減する 
制度 

科目別合格制度 
（１）科目合格に基づく科目免除 
受験した試験区分を構成する一部の科目
に科目合格すると、同じ試験区分を受験
する場合に限り、最初に合格した年を含
め3年までは、受験者の申請により、合
格科目の受験を免除できる。 
（２）区分合格に基づく科目免除 
ある試験区分に合格し資格を取得する
と、後年、別の試験区分を受験する際、
受験者の申請により、共通科目を免除で
きる（免除の年限はなし）。 

聴講免除制度 
平成18年度以降の国家試験または認定講習
で公害防止管理者の資格を取った方は、新
たに別の講習区分を受講する際、既取得区
分と共通する科目の講義の聴講を免除でき
る。 
 
（注）免除できるのは、講義の聴講だけで、
修了試験はすべての科目範囲を受ける必要
がある。 

資格取得の条件 ・国家試験を受験し、一定の合格基準を
満たした者。 

以下の３条件を全て満たすことが条件 
（１）受講資格を満たしている。 
（２）規定の講習時間を聴講する。 
（３）修了試験を受験し、修了基準を満た
す。 

資格が付与される 
時期 

・例年12月半ばごろに合格発表を行い、
区分合格者には、合格証書を送付。 

・区分合格者以外の方には、結果通知を
送付。 

・12 月～１月に実施される講習について
は、２月下旬ごろに修了証書を発行。 

・２月～３月に実施される講習については、
４月下旬ごろに修了証書を発行。 

・修了者以外の方には、結果通知を送付。 

資格取得後の 
登録・更新 

・免許証や登録手続きはなし。合格証書
が、資格を証明する書類となる。 

・定期的な更新制度はなく、永年資格。 

・免許証や登録手続きはなし。修了証書が、
資格を証明する書類となる。 

・定期的な更新制度はなく、永年資格。 

（一社）産業環境管理協会公害防止管理者試験センター http://www.jemai.or.jp/polconman/method/index.html 
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1.4.1 国家試験 

国家試験（法第８条） 

 公害防止管理者試験及び公害防止主任管理者試験（以下「国家試験」という。）は、大気

の汚染、水質の汚濁、騒音又は振動の防止に関して必要な知識及び技能について行なう。 

２ 国家試験は、毎年少なくとも１回、経済産業大臣及び環境大臣が行なう。 

３ 国家試験の試験科目、受験手続その他国家試験の実施細目は、主務省令で定める。 

 

指定試験機関の指定等（法第８条の２） 

 経済産業大臣及び環境大臣は、その指定する者（以下「指定試験機関」という。）に、国

家試験の実施に関する事務（以下「試験事務」という。）の全部又は一部を行わせることが

できる。 

２ 前項の指定は、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、試験事務を行おうとす 

る者の申請により行う。 

３ 経済産業大臣及び環境大臣は、第１項の規定により指定試験機関に試験事務の全部又は 

一部を行わせることとしたときは、当該試験事務の全部又は一部を行わないものとする。 

 

【解説】 

国家試験は、毎年少なくとも１回実施することとしており（法第８条２号）、現在、経済産

業大臣及び環境大臣は、指定試験機関として一般社団法人産業環境管理協会を指定している。 

国家試験の受験手続等の概要は、表4-2の通りである。 

 

表4-2 受験手続の概要 

受験手続等（例年） 

受験願書 

配布先 

受験案内及び願書は、７月初日（土日祝日を除く）より公害防止管理者試験センター等で配布するほ

か、経済産業局、都道府県庁、主要市役所の環境関係部署でも入手可能。受付期間は７月末日（土日

祝日を除く）。 

出願方法 「払込取扱票（兼受験願書）」又は「インターネット申込」の２通り。 

試験日 例年10月の第１日曜日に全国一斉に実施 

受験地 札幌市、仙台市、東京都、愛知県、大阪府、広島市、高松市、福岡市、那覇市（H29実績） 

受験資格 制限なし 

試験の形式 筆記試験（マークシート方式の五肢択一問題） 

合格発表 12月中旬 

科目別合格制度 平成18年度から適用されており、同一の試験区分を受験する場合に適用されるものと他の試験区分を

受験する場合に適用されるものと２つある。 

指定試験機関 一般社団法人産業環境管理協会 公害防止管理者試験センター 

 東京都千代田区鍛冶町2－2－1 

TEL： 03-5209-7713 FAX： 03-5209-7718  E-mail:shikenbu（at）jemai.or.jp  

実施試験区分と試験科目 

試験区分 試験科目 

大気関係第1種 公害総論 大気概論 大気特論 
ばいじん・ 
粉じん特論 

大気有害 
物質特論 

大規模大気 
特論 

大気関係第2種 公害総論 大気概論 大気特論 
ばいじん・ 
粉じん特論 

大気有害 
物質特論 

 

大気関係第3種 公害総論 大気概論 大気特論 
ばいじん・ 

粉じん特論 
 

大規模大気 

特論 

大気関係第4種 公害総論 大気概論 大気特論 
ばいじん・ 

粉じん特論 
  

一般粉じん関係 公害総論 大気概論  
ばいじん・ 

一般粉じん特論 
  

特定粉じん関係 公害総論 大気概論  
ばいじん・ 
粉じん特論 
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水質関係第1種 公害総論 水質概論 
汚水処理 

特論 

水質有害 

物質特論 

大規模水質

特論 
 

水質関係第2種 公害総論 水質概論 
汚水処理 
特論 

水質有害 
物質特論 

  

水質関係第3種 公害総論 水質概論 
汚水処理 
特論 

 
大規模水質

特論 
 

水質関係第4種 公害総論 水質概論 
汚水処理 
特論 

   

騒音・振動関係 公害総論 
騒音・振動 

概論 
騒音・振動 

特論 
   

ダイオキシン類 公害総論 
ダイオキシン

類概論 
ダイオキシン

類特論 
   

公害防止主任管

理者 
公害総論 

大気・水質 

概論 

大気関係 

技術特論 

水質関係 

技術特論 
  

 

1.4.2 資格認定講習 

施行規則第18条（講習） 

 講習を受けようとする者は、登録講習機関が定める受講申込書に令第11条第２号に規定す

る学歴及び実務の経験又は令別表第３の下欄の各号に掲げる資格（以下「受講資格」とい

う。）を証する書類を添付して登録講習機関に提出しなければならない。 

２ 講習は、講義及び修了試験により行う。 

３ 前項の講義は、別表第４の第１欄に掲げる区分ごとに、同表の第２欄に掲げる講義科目 

について、同表の第３欄に掲げる講義時間により行う。 

４ 第２項の修了試験は、講義を受講した者に対して、別表第４の第１欄に掲げる区分ごと 

に、同表の第４欄に掲げる修了試験時間により行い、その合格者は当該区分の講習を修了し

た者（以下「講習修了者」という。）とする。 

５ 講習を実施した者は、修了試験の結果を、その受験者に通知し、講習修了者には、様式 

第７により作成した修了証書を交付しなければならない。 

 

【解説】 

国家試験が毎年、一定の時期に定期的に実施されるのに対し、資格認定講習は、時期を特定

することなく、本法の目的を達成するため、これを実施する必要性のあると認める場合に、随

時実施し、必要な有資格者の養成と確保に努めることとしている。 

資格認定講習は、経済産業大臣及び環境大臣の登録を受けた者によって実施される。2020

年１月現在では、以下の３団体が登録されている。 

 

・一般社団法人産業環境管理協会〔東京都千代田区鍛冶町2丁目2番1号〕（全区分） 

・一般社団法人東京都金属プレス工業会〔東京都墨田区両国4丁目30番7号〕（騒音・振動関係） 

・一般社団法人日本砕石協会〔東京都品川区西五反田2丁目12番 19号〕（一般粉じん関係） 

 

 講習は、講義及び修了試験により行い、各講義時間等は施行規則で表4-3のとおり定められ

ている。 
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表4-3 施行規則別表第４ 

区分 講義科目 講義時間 修了試験時間 

大気関係第1 種公害防止管理者講習 1 公害総論 3 時間 

2時間 

2 大気概論 4 時間 

3 大気特論 5 時間 

4 ばいじん・粉じん特論 7 時間 

5 大気有害物質特論 5 時間 

6 大規模大気特論 7 時間 

大気関係第2種公害防止管理者講習 1 公害総論 3 時間 

1時間30分 

2 大気概論 4 時間 

3 大気特論 5 時間 

4 ばいじん・粉じん特論 7 時間 

5 大気有害物質特論 5 時間 

大気関係第3種公害防止管理者講習 1 公害総論 3 時間 

2時間 

2 大気概論 4 時間 

3 大気特論 5 時間 

4 ばいじん・粉じん特論 7 時間 

5 大規模大気特論 7 時間 

大気関係第4種公害防止管理者講習 1 公害総論 3 時間 

1時間 
2 大気概論 4 時間 

3 大気特論 5 時間 

4 ばいじん・粉じん特論 7 時間 

水質関係第1 種公害防止管理者講習 1 公害総論 3 時間 

2時間 

2 水質概論 5 時間 

3 汚水処理特論 11 時間 

4 水質有害物質特論 5 時間 

5 大規模水質特論 7 時間 

水質関係第2 種公害防止管理者講習 1 公害総論 3 時間 

1時間30分 
2 水質概論 5 時間 

3 汚水処理特論 11 時間 

4 水質有害物質特論 5 時間 

水質関係第3種公害防止管理者講習 1 公害総論 3 時間 

2時間 
2 水質概論 5 時間 

3 汚水処理特論 11 時間 

4 大規模水質特論 7 時間 

水質関係第4種公害防止管理者講習 1 公害総論 3 時間 

1時間 2 水質概論 5 時間 

3 汚水処理特論 11 時間 

騒音・振動関係公害防止管理者講習 1 公害総論 3 時間 

2時間 2 騒音・振動概論 13 時間 

3 騒音・振動特論 13時間 

特定粉じん関係公害防止管理者講習 1 公害総論 3 時間 

1時間 2 大気概論 4時間 

3 ばいじん・粉じん特論 7時間 

一般粉じん関係公害防止管理者講習 1 公害総論 3 時間 

1時間 2 大気概論 4時間 

3 一般ばいじん・粉じん特論 6時間 

ダイオキシン類関係公害防止管理者講
習 

1 公害総論 3 時間 

1時間30分 2 ダイオキシン類概論 7時間 

3 ダイオキシン類特論 14時間 

公害防止主任管理者講習 1 公害総論 3 時間 

2時間30分 
2 大気・水質概論 9時間 

3 大気関係技術特論 12時間 

4 水質関係技術特論 11時間 
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1.5 地方自治体の役割 
 本法における地方自治体の役割については、届出事務などの自治事務の他、指導等の責

務がある。 

 

1.5.1 自治事務 

 地方自治体（都道府県知事又は政令で定める市の長等の権限に属する）の事務とは、具

体的には次のものをいう。 

 

(1) 公害防止統括者等の選任等の届出に係る事務 

  表3-2（再掲）のとおり、各種届出に係る事務を行う。 

  

表3-2 選任期限と届出期限（再掲） 

※１ 届出先は、都道府県知事又は政令で定める市の長（騒音発生施設又は振動発生施設のみが設置され

ている特定工場は市町村長）。また、届出書正本にその写し１通を添える（施行規則第12条）。 

※２ 公害防止統括者（代理者）選任,死亡・解任届（様式第１）にて提出。 

※３ 公害防止主任管理者（代理者）選任,死亡・解任届（様式第３）にて提出。公害防止管理者及び公

害防止主任管理者の選任については、有資格者の選任が必要なため、「国家試験合格証書」又は

「資格認定講習修了証書」の写しの添付が必要。各証書を紛失した場合には、指定試験機関及び資

格認定講習の登録機関において再交付の手続きが必要。 

※４ 公害防止管理者（代理者）選任,死亡・解任届（様式第２）にて提出。 

※５ 承継・相続に関する届出関係（様式第３の２～４）にて提出。承継を証する書類として法定様式の

他、戸籍謄本又は法人の登記事項証明書の添付が必要。 

  

事項 選任期限 届出※１期限 法 

選
任 

公害防止統括者 
及び代理者 

選任すべき事由が発生 
した日から30日以内 

選任した日から 
30日以内※２ 

法第３条第３項 
及び第６条第２項 

公害防止主任管理者 
及び代理者 

選任すべき事由が発生 
した日から60日以内 

選任した日から 
30日以内※３ 

法第５条第３項 
及び第６条第２項 

公害防止管理者 
及び代理者 

選任すべき事由が発生 
した日から60日以内 

選任した日から 
30日以内※４ 

法第４条第３項 
及び第６条第２項 

死
亡
・
解
任 

公害防止統括者 
及び代理者 

 
死亡、解任した日から 
30日以内※２ 

法第３条第３項 
及び第６条第２項 

公害防止主任管理者 
及び代理者 

 
死亡、解任した日から 
30日以内※３ 

法第５条第３項 
及び第６条第２項 

公害防止管理者 
及び代理者 

 
死亡、解任した日から 
30日以内※４ 

法第４条第３項 
及び第６条第２項 

承
継 

相続又は合併 遅滞なく※５ 法第６条の２第２項 
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(2) 公害防止統括者等の解任命令に係る事務 

法第 10 条（公害防止統括者等の解任命令） 

 都道府県知事は、公害防止統括者、公害防止管理者若しくは公害防止主任管理者又は

これらの代理者が、この法律、大気汚染防止法、水質汚濁防止法、騒音規制法、振動規

制法若しくはダイオキシン類対策特別措置法又はこれらの法律に基づく命令の規定その

他政令で定める法令の規定に違反したときは、特定事業者に対し、公害防止統括者、公

害防止管理者若しくは公害防止主任管理者又はこれらの代理者の解任を命ずることがで

きる。 

 

施行令第 12 条（法第 10 条の政令で定める法令の規定） 

法第 10 条の政令で定める法令の規定は、湖沼水質保全特別措置法（昭和 59 年法律第

61 号）、特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置

法（平成６年法律第９号）若しくはこれらの法律に基づく命令の規定又は大気汚染防止

法（昭和 43 年法律第 97 号）、騒音規制法（昭和 43 年法律第 98 号）、水質汚濁防止法

（昭和 45 年法律第 138 号）、振動規制法（昭和 51 年法律第 64 号）、湖沼水質保全特別

措置法、特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置

法、ダイオキシン類対策特別措置法（平成 11 年法律第 105 号）若しくはこれらの法律に

基づく命令の規定に相当する鉱山保安法、ガス事業法（昭和 29 年法律第 51 号）、電気

事業法（昭和 39 年法律第 170 号）若しくはこれらの法律に基づく命令の規定とする。 

 

【解説】 

 公害防止統括者等の制度の目的は、これらの制度を通じて特定工場における公害防止組

織を整備し、実効ある公害防止対策を講じさせることにあるが、肝心の公害防止統括者等

が公害防止に関する業務の担当者として著しく不適当な場合には、この制度は十分な効果

をあげることができない。 

本条は、このような趣旨から、公害防止統括者等が、公害規制法令に違反したような場

合には、都道府県知事が、事業者に対し、その者の解任を命じ得ることとしたものであ

る。 

「この法律」に違反した場合とは、法第９条第１項に違反して、その職務を誠実に行わ

ない場合であり、「その他政令で定める法令の規定」とは、施行令第13条の規定である。 

解任命令は、その発動に当たっては、慎重かつ適切な配慮を要することから、次の要件

のすべてに該当する場合等公害防止のため解任命令が必要である場合に限って発動される

こととなろう。 

○ 公害規制法令に対する違反の存在が客観的な事態に照らして明白であること。 

○ 違反の内容が排出基準を上回る排出を行ったこと等、公害防止上実質的な影響が生 

ずるものであること。 

○ 公害防止統括者等が公害規制法令の違反に実質的に関与していること。 
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(3) 報告徴収および立入検査に係る事務 

第11条（報告及び検査） 

 都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、特定事業者に対し、公害防

止統括者、公害防止管理者若しくは公害防止主任管理者又はこれらの代理者の職務の実

施状況の報告を求め、又はその職員に、特定工場に立ち入り、書類その他の物件を検査

させることができる。 

（略） 

３ 前２項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係

人に提示しなければならない。 

４ 第１項又は第２項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたも

のと解釈してはならない。 

 

【解説】 

 「この法律の施行に必要な限度において」とは、具体的には公害防止統括者等の選任状

況及び公害防止統括者等の職務の実施状況である。 

「職務の実施状況」とは、本法が規定する公害防止統括者等の職務の遂行状況である。

「書類その他の物件」とは、本法で特に規定していないが、大気汚染防止法、水質汚 

濁防止法等公害規制法令と同様のものである。これは、公害防止統括者等の組織は、これ

ら公害規制法令の目的を全うするために設けられたものであるからである。 

 

 

1.5.2 指導等 

第 12 条（国の指導等） 

 国及び地方公共団体は、公害防止管理者又は公害防止主任管理者として必要な知識及

び技能を習得させるため必要な指導その他の措置を講ずるよう努めるものとする。 

 

【解説】 

 法制定当時、公害は急速に社会問題化したものであり、その防止についての知識や能力

を有する者が著しく不足している状況に鑑み、単に特定事業者に対して一定の資格を有す

る者の選任を義務付けるのみでは、特に人材の不足している中小企業等は法規制に対応で

きなくなるおそれが多分にある。このような観点から、国や地方公共団体においても、公

害防止管理者や公害防止主任管理者としての必要な知識や技術を習得させるための資格認

定講習会、研修会あるいは現に公害防止管理者等として工場に従事している者を対象とし

た再教育講習会等を開催することにより、その人材の養成に努めることとしたものである。 
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1.5.3 事務の委任 

法第 14 条（市町村が処理する事務） 

 この法律に規定する都道府県知事の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところ

により、政令で定める市の長（政令で定める特別区の区長を含むものとし、第２条各号

の政令で定める施設のうち騒音発生施設又は振動発生施設のみが設置されている特定工

場に係る事務については、市町村長とする。）が行うこととすることができる。 

 

施行令第 14 条（市町村が処理する事務） 

 法に規定する都道府県知事の権限に属する事務のうち、騒音発生施設又は振動発生施

設のみが設置されている工場に係る事務は市町村長が、次の各号に掲げる工場に係る事

務はそれぞれ当該各号に掲げる市の長が行うこととする。この場合においては、法中こ

の項前段に規定する事務に係る都道府県知事に関する規定は、市町村長又は市の長に関

する規定としてそれぞれ市町村長又は当該各号に掲げる市の長に適用があるものとす

る。 

一 ばい煙発生施設、一般粉じん発生施設、特定粉じん発生施設又はダイオキシン類

発生施設が設置されている工場 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 252 条の

19 第１項の指定都市（以下この条において「指定都市」という。）及び同法第 252

条の 22 第１項の中核市（以下この条において「中核市」という。） 

二 前号に掲げる工場以外の工場（騒音発生施設又は振動発生施設のみが設置されて

いる工場を除く。） 指定都市及び中核市並びに市川市、松戸市、市原市、藤沢市

及び徳島市 

 

 

【解説】 

 大気汚染防止法、水質汚濁防止法等の公害規制法令において、都道府県知事の権限を委

任することができること等に対応して、本法においても委任することができることとした

ものである。都道府県知事の権限に属する事務とは次のものをいう。 

  ○ 公害防止統括者等の選任等の各種届出に係る事務 

 ○ 公害防止統括者等の解任命令に係る事務 

  ○ 報告徴収及び立入検査に係る事務 

  

また、騒音発生施設又は振動発生施設のみが設置されている工場とは、次の３つの工場

であり、これらの工場に係る事務は市町村町に委任されている。 

  ○ 騒音発生施設のみを設置する工場 

  ○ 振動発生施設のみを設置する工場 

  ○ 騒音発生施設及び振動発生施設を併置する工場 
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●参考：公害防止ガイドライン２● 
 公害防止ガイドラインでは、事業者へ行動指針を示すほか、地方自治体が果たすべき役割

についても整理を行っている。 

 

≪「公害防止に関する環境管理の在り方」に関する報告書 第 5 章地方自治体の取組みより≫ 

１．基本的方向性 

事業者が工場において公害防止体制を構築し、その体制に基づき公害防止活動を実施する

に当たって、平常時や異常発生時における地方自治体との円滑なコミュニケーションは、事

業者が公害防止体制を有効に機能させ、公害防止活動を円滑に実践する上で非常に重要な役

割を果たす。 

このため、地方自治体においては、工場において公害防止管理者等が果たすべき役割(参考

資料１参照）を再認識し、また、公害防止組織整備法に規定されている地方自治体の役割(選

任等の届出受理、報告徴収・立入検査、知識・技能に係る指導等：下枠参照）を再確認した

上で、工場における公害防止業務の履行状況等を適切に把握するとともに、大気汚染防止法

や水質汚濁防止法その他の公害関連法令と相まって、工場に対し適時適切な公害防止の取組

を促すことが期待される。 

(平常時） 

・事業者との公害防止体制や取組に関する日頃からの情報・意見交換等を通じた事業者との信頼関係の構築 

・異常発生時における両者間の危機管理対応体制（報告・連絡・指導等）の明文化、相互確認及び周知徹底 

(異常発生時） 

・事業者からの迅速な報告・連絡、適切な応急対策・恒久対策の実施に関する確認・指導 

 

（参考）公害防止組織整備法に規定する地方自治体の事務 

●公害防止統括者等の選任等に係る届出の受理 

・特定事業者は、公害防止統括者等を選任したときは、その日から 30 日以内に、その旨を都道府県

知事に届け出なければならない（法第３条～第６条）。 

・上記届出をした特定事業者の地位を継承した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、そ

の旨を都道府県知事に届け出なければならない（法第６条の２）。 

●公害防止統括者等に係る報告徴収及び立入検査 

・都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、特定事業者に対し、公害防止統括者等の

職務の実施状況の報告を求め、又はその職員に、特定工場に立ち入り、書類その他の物件を検査させ

ることができる（法第 11 条）。 

●公害防止統括者等の解任命令 

・都道府県知事は、公害防止統括者等がこの法律又は公害関連法令*１の規定に違反したときは、特

定事業者に対し、公害防止統括者等の解任を命ずることができる（法第 10 条）。 

*１この法律又は公害関連法令：公害防止組織整備法、大気汚染防止法、水質汚濁防止法、騒音規制

法、振動規制法、ダイオキシン類対策特別措置法、湖沼水質保全特別措置法、特定水道利水障害の防

止のための水道水源水域の保全に関する特別措置法、鉱山保安法、ガス事業法、電気事業法 

●地方自治体の指導等 

・国及び地方自治体は、公害防止管理者又は公害防止主任管理者として必要な知識及び技能を習得さ

せるため必要な指導その他の措置を講ずるよう努めるものとする（法第 12 条）。 
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以下に、地方自治体が公害防止組織整備法に基づき工場における公害防止体制の状況把握、

公害防止業務の履行状況の確認や指導等を行うに当たって留意すべき事項を示す。 

２．公害防止管理者等の選任等の届出時における対応 

 事業者から地方自治体への公害防止管理者等の選任等の届出や公害関係法令に係る届出

を、地方自治体と事業者とのコミュニケーションの一機会ととらえ、次の点について適宜情

報提供を行い、周知啓発を図ることが望ましい。 

(1)公害防止組織整備法等の改正等に関する周知 

 公害防止組織整備法及び公害関連法令の改正等が行われた場合、その改正内容及び届出

時の留意事項等について周知を図る。 

(2)事業者向けガイドラインの啓発 

 事業者向けガイドラインを配布すること等により、公害防止管理者等への事業者向けガ

イドラインの啓発に努める。 

３．報告徴収及び立入検査時における対応 

 公害防止組織整備法に基づく報告徴収及び立入検査は、この法律の施行に必要な限度にお

いて、公害防止統括者等の職務の実施状況等について行うこととされている。これらの報告

徴収及び立入検査は、大気汚染防止法及び水質汚濁防止法その他の公害関連法令に係る報告

徴収及び立入検査の実施に併せて行うのが有効的かつ効果的である。 

 具体的には、事業者向けガイドラインの内容を踏まえつつ、個々の工場の状況に応じて徴

収・検査すべき項目を重点化・特定化した上で、公害防止業務の履行状況の確認、指導等を

適切に行うことが望ましい。 

４．事業者とのコミュニケーションの実施及び啓発活動 

(1)事業者とのコミュニケーションの実施 

 上記の公害防止組織整備法の趣旨に沿った事業者（工場）の公害防止体制及び公害防止

業務の履行状況の把握、事業者（工場）への適切な指導等を行うことに加え、事業者（工

場）との日頃からの情報・意見交換等のコミュニケーションを通じ、工場における公害防

止に関する環境管理の実態・課題等について認識の共有化を図る。 

(2)普及啓発活動 

 ①パンフレット及びホームページ等による公害防止管理者制度（公害防止組織整備法の

概要、国家試験・資格認定講習の実施概要）の普及啓発 

 ②公害関連法令の改正や公害防止技術に関する普及啓発 

(3)教育・研修の実施 

 ①公害防止統括者、公害防止管理者等を対象とした教育・研修の実施 

・公害防止統括者、公害防止管理者等を対象とした講習会等を開催し、公害防止組織整備

法及び公害関係法令の改正等の最新動向等について知識の普及を図る。なお、地方自治体

自らが実施する場合のほか、外部機関への委託、公害防止管理者の自主的連絡組織や業界

団体等による実施も考えられる。 

 ②地方自治体職員を対象とした教育・研修の実施 

(4)その他 

 ①関係行政機関との連携 

・公害防止対策は電気事業法、ガス事業法及び鉱山保安法等による保安規程等とも関連す

ることから、関係行政機関と連携を図りつつ公害防止対策を講じる。 
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②地域社会におけるコミュニケーションの促進 

・工場と地域住民・地域団体との間の円滑なコミュニケーションにより、両者の信頼関係

が醸成されるよう、工場に対して、平常時及び異常発生時における地域住民等への適時適

切な情報提供や説明会の開催等を促す。 

 

  

32



 
 
 

1.6 データ（参考） 
 

1971 年から 2019 年までに公害防止管理者等国家試験の合格者数は累計 39万人を超えて

いる。国家試験の受験者数の過去 5 年平均は、約 24,200 人で、毎年そのうち 25％程度の

約 6,200 人が合格し新たに資格者となっている。 

 

（令和元年度公害防止管理者等国家試験結果 www.jemai.or.jp/polconman/examination/dd4ht300000005fn-att/R01_summary.pdf） 

 

図 6-1．1971 年から 2019 年までの国家試験結果 
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図1. 特定工場の該当及び公害防止統括者等の選任判断フロー（大気関係） 

いいえ 

はい 

【選任】 
・公害防止主任管理者及び代理者 
・公害防止管理者 

(大気関係第 1 種有資格者)及び代
理者 

【排出ガス量】 
4 万 /時以上 

第 7 条第 1 項第 1 号に 
掲げるばい煙発生施設 

【選任】 
・公害防止管理者 

(大気関係第 1 種有資格者) 
及び代理者 

【選任】 
・公害防止主任管理者及び代理者 
・公害防止管理者 

(大気関係第 1,3 種有資格者)及び
代理者 

【選任】 
・公害防止管理者 

(大気関係第 1,3 種有資格者) 
及び代理者 

第 7 条第 1 項第 1 号に 
掲げるばい煙発生施設 

【選任】 
・公害防止管理者 

(大気関係第 1,2 種有資格者) 
及び代理者 

【選任】 
・公害防止管理者 

(大気関係第 1,2,3,4 種有資格者) 
及び代理者 

はい 

はい 

はい 

いいえ 

いいえ 

いいえ 

はい 

いいえ 

はい 

【従業員数】 
21 人以上 

いいえ 

届出不要 

【排出ガス量】 
1 万 /時以上の工場 

はい 

いいえ 

はい 

いいえ 【業種】 
製造業、電気供給業 
ガス供給業、熱供給業 

【特定工場の判断】 
大気汚染防止法施行令別表第 1 

の施設※を有している 

【特定工場の判断】 
大気汚染防止法施行令別表第 1※の

9(硫化カドミウム、炭酸カドミウム、

ほたる石、珪弗化ナトリウム、又は酸

化鉛を原料として使用するガラス又は

ガラス製品の製造の用に供するものに

限る。）又は 14～26のばい煙発生施設

を有する工場 

【施行令第 1 条】 

【施行令第 2 条第 1 項】 

【施行令第 2 条第 2 項第 1 号】 

いいえ 

【施行令第 6 条】 

【施行令別表第 2】 

【施行令第 7 条第 1 項第 1 号】 

【施行令第 9 条】 

いいえ 

はい 

※詳細の施設については本概要解説の資料 2 を参照 

はい 

【排出ガス量】 
4 万 /時以上 

第 7 条第 1 項第 1 号に 
掲げるばい煙発生施設 

汚水等排出施設※を 
有しており排出水量が 

1 万 /日以上 

汚水等排出施設※を 
有しており排出水量が 

1 万 /日以上 

汚水等排出施設※を 
有しており排出水量が 

1 万 /日以上 

汚水等排出施設※を 
有しており排出水量が 

1 万 /日以上 

【選任】 
・公害防止統括者及び代理者 
・公害防止主任管理者及び代理者 
・公害防止管理者 

(大気関係第 1 種有資格者)及び代
理者 

【選任】 
・公害防止統括者及び代理者 
・公害防止管理者 

(大気関係第 1 種有資格者) 
及び代理者 

【選任】 
・公害防止統括者及び代理者 
・公害防止主任管理者及び代理者 
・公害防止管理者 

(大気関係第 1,3 種有資格者)及び
代理者 

【選任】 
・公害防止統括者及び代理者 
・公害防止管理者 

(大気関係第 1,3 種有資格者) 
及び代理者 

第 7 条第 1 項第 1 号に 
掲げるばい煙発生施設 

【選任】 
・公害防止統括者及び代理者 
・公害防止管理者 

(大気関係第 1,2 種有資格者)及
び代理者 

【選任】 
・公害防止統括者及び代理者 
・公害防止管理者 

(大気関係第 1,2,3,4 種有資格者) 
及び代理者 

はい 

いいえ 

いいえ 

いいえ いいえ 

はい 

はい 

いいえ 

はい 

はい 

資料１ 特定工場の該当及び公害防止統括者等の選任判断フロー 
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図2.  特定工場の該当及び公害防止統括者等の選任判断フロー（水質関係） 

いいえ 

はい 

【選任】 
・公害防止主任管理者及び代理者 
・公害防止管理者 

(水質関係第 1 種有資格者)及び 
代理者 

【選任】 
・公害防止管理者 

(水質関係第 1,2 種有資格者) 
及び代理者 

【選任】 
・公害防止主任管理者及び代理者 
・公害防止管理者 

(水質関係第 1,3 種有資格者)及び
代理者 

【選任】 
・公害防止管理者 

(水質関係第 1,2,3,4 種有資格者) 
及び代理者 

はい 

はい 

いいえ 

はい 

【従業員数】 
21 人以上 

【業種】 
製造業、電気供給業 
ガス供給業、熱供給業 

いいえ 

施設第 62 号でかつ鉱山保安法 
第２条 第２項の鉱山に設置 
されているものである 

排出水を公共用水域へ排出し
ている又は特定地下浸透水を
浸透させている 

施行令別表第１の汚水等排出施
設設置の工場である 

施行令別表第１の汚水等排出施
設設置の工場である 

【排出水量】 
1 千 /日以上の工場 

いいえ 

はい 

いいえ 

【施行令第 1 条】 

【施行令第 3 条第 1 項】 

【第 3 条第 2 項第 1 号排出先】 

【施行令第 6 条】 

【同項除外施設】 

【施行令別表第 1】 

はい 

いいえ 

はい 

【選任】 
・公害防止統括者及び代理者 
・公害防止管理者 

(水質関係第 1 種有資格者)及び 
代理者 

【選任】 
・公害防止統括者及び代理者 
・公害防止管理者 

(水質関係第 1,2 種有資格者)
及び代理者 

【選任】 
・公害防止統括者及び代理者 
・公害防止主任管理者及び代理者 
・公害防止管理者 

(水質関係第 1,3 種有資格者)及び 
代理者 

【選任】 
・公害防止統括者及び代理者 
・公害防止管理者 

(水質関係第1,2,3,4種有資格者)及び
代理者 

はい 

いいえ 

いいえ いいえ 

はい 
はい 

【特定施設の判断】 
水質汚濁防止法施行令別表第 1 の施設※
（第２～59、第 61～63、63 の 3、64、
65～66 の 2、71 の 5、71 の 6）を有し

ている 

いいえ 

はい 

いいえ 

はい 

【排出水量】 
1 千 /日以上の工場 

いいえ 

届出不要 

いいえ 

【選任】 
・公害防止統括者及び代理者 
・公害防止主任管理者及び代理者 
・公害防止管理者 

(水質関係第 1 種有資格者)及び 
代理者 

【選任】 
・公害防止統括者及び代理者 
・公害防止管理者 

(水質関係第 1,3 種有資格者)及び 
代理者 

【選任】 
・公害防止管理者 

(水質関係第 1 種有資格者)及び
代理者 

【選任】 
・公害防止管理者 

(水質関係第 1,3 種有資格者)及
び代理者 

はい 

はい 

はい 

いいえ いいえ いいえ いいえ 
はい はい 

※詳細の施設については本概要解説の資料 2 を参照 

汚水等排出施設※を 
有しており排出水量が 

1 万 /日以上 

汚水等排出施設※を 
有しており排出水量が 

1 万 /日以上 

汚水等排出施設※を 
有しており排出水量が 

1 万 /日以上 

汚水等排出施設※を 
有しており排出水量が 

1 万 /日以上 

ばい煙発生施設※ 
(第 13を除く)を有し、 

排出ガス量が 
4 万 /時以上 

ばい煙発生施設※ 
(第 13 を除く)を有し、 

排出ガス量が 
4 万 /時以上 

ばい煙発生施設※ 
(第 13 を除く)を有し、 

排出ガス量が 
4 万 /時以上 

ばい煙発生施設※ 
(第 13 を除く)を有し、 

排出ガス量が 
4 万 /時以上 

届出不要 
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【業種】 
製造業、電気供給業 

ガス供給業、熱供給業 

【特定工場】 
騒音規制法の「騒音発生施設」で 
指定された地域内にある 

【施設】 
金属加工機として使用 

1.機械プレス(呼び加圧能力 980kN 以上) 
2.鍛造機(落下部分の重量が 1t 以上のハンマー) 

【従業員数】 
21 人以上 

【選任】 
・公害防止統括者及び代理者 
・公害防止管理者及び代理者 

【選任】 
・公害防止管理者 

及び代理者 

届出不要 

はい 

はい 

はい 

はい 

いいえ 

いいえ 

いいえ 

いいえ 
【施行令第 1 条】 

【法第 2 条第 3 号】 

【施行令第 4 条】 

【施行令第 6 条】 

図 3． 特定工場の該当及び公害防止統括者等の選任判断フロー（騒音関係） 
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【施行令第 4 条の 2】 

【業種】 
製造業、電気供給業 
ガス供給業、熱供給業 

【特定工場】 
「特定粉じん発生施設」が
設置されている工場 

届出不要 

【施行令第 1 条】 

【法第 2 条第 4 号】 

【施行令第 6 条】 

【従業員数】 
21 人以上 

【選任】 
・公害防止統括者及び代理者 
・公害防止管理者 
 (特定粉じん又は大気関係第 1,2,3,4 種

有資格者)及び代理者 

【選任】 
・公害防止管理者 
 (特定粉じん又は大気関係第 1,2,3,4 種

有資格者)及び代理者 

図 4．特定工場の該当及び公害防止統括者の選任判断フロー（特定粉じん関係） 

※大気汚染防止法施行令別表第 2 の 2 

 施設名称 規模要件 

1 解綿用機械 
原動機定格 

3.7  以上 
2 混合機 

3 紡織用機械 

4 切断機 

原動機定格 

2.2  以上 

5 研磨機 

6 切削用機械 

7 破砕機及び摩砕機 

8 プレス（せん断加工用） 

9 穿孔機 

石綿含有製品の製造のように供する施設に限
り、湿式及び密閉式のものを除く 

 

はい 

はい 

はい 

はい 

いいえ 

いいえ 

いいえ 

いいえ 

【施設】 
大気汚染防止法施行令別表第 2 の 2 
の施設（鉱山保安法第 2 条第 2 項た
だし書の附属施設に設置されるもの
を含む）下表参照※ 
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【施設】 
大気汚染防止法施行令別表第 2 の施
設（鉱山保安法第 2 条第 2 項ただし
書の附属施設に設置されるものを含
む）下表参照※ 

【業種】 
製造業、電気供給業 

ガス供給業、熱供給業 

【特定工場】 
「一般粉じん発生施設」が
設置されている工場 

届出不要 

【施行令第 1 条】 

【法第 2 条第 5 号】 

【施行令第 6 条】 

【従業員数】 
21 人以上 

【選任】 
・公害防止統括者及び代理者 
・公害防止管理者 
 (一般粉じん、特定粉じん又は大気関係

第 1,2,3,4 種有資格者)及び代理者 

【選任】 
・公害防止管理者 
 (一般粉じん、特定粉じん又は大気関係

第 1,2,3,4 種有資格者)及び代理者 

図 5． 特定工場の該当及び公害防止統括者等の選任判断フロー（一般粉じん関係） 

【施行令第 5 条】 

※大気汚染防止法施行令別表第 2 

 施設名称 規模要件 

1 コークス炉 原料処理能力 50ｔ/日以上 

2 
鉱物(コークスを含み、石綿を除く。
以下同じ)又は土砂の堆積物 

面積 1,000 ㎡以上 

3 

ベルトコンベア及びバケットコン
ベア(鉱物、土砂又はセメントのよ
うに供するものに限り、密閉式のも
のを除く)。 

ベルトの幅 75 ㎝以上か又はバ
ケットの内容積が 0.03  以上 

4 

破砕機及び摩砕機(鉱物、岩石又は
セメントのように供するものに限
り、湿式のもの及び密閉式のものを
除く。) 

原動機の定格出力が 75  以上 

5 
ふるい(鉱物、岩石又はセメントの
ように供するものに限り、湿式のも
の及び密閉式のものを除く。) 

原動機の定格出力が 15  以上 

 

はい 

はい 

はい 

はい 

いいえ 

いいえ 

いいえ 

いいえ 
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【業種】 
製造業、電気供給業 

ガス供給業、熱供給業 

【特定工場】 
振動規制法の「振動発生施設」で 
指定された地域内にある 

【施設】 
金属加工機として使用 

1.液圧プレス(矯正プレスを除き、呼び加圧

能力が 2941ｋN 以上) 
2.機械プレス(呼び加圧能力 980kN 以上) 
3.鍛造機(落下部分の重量が 1t 以上のハン

マー) 

【従業員数】 
21 人以上 

【選任】 
・公害防止統括者及び代理者 
・公害防止管理者及び代理者 

【選任】 
・公害防止管理者 

及び代理者 

届出不要 

はい 

はい 

はい 

はい 

いいえ 

いいえ 

いいえ 

いいえ 
【施行令第 1 条】 

【法第 2 条第 6 号】 

【施行令第 5 条の 2】 

【施行令第 6 条】 

図 6． 特定工場の該当及び公害防止統括者等の選任判断フロー（振動関係） 
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【業種】 
製造業、電気供給業 
ガス供給業、熱供給業 

【特定工場】 
「ダイオキシン類発生施設」が
設置されている工場 

届出不要 

【法第 2 条】 

【法第 2 条第 7 号】 

【施行令第 6 条】 

【従業員数】 
21 人以上 

【選任】 
・公害防止統括者及び代理者 
・公害防止管理者 
 (ダイオキシン類有資格者)及び代理者 

【選任】 
・公害防止管理者 
 (ダイオキシン類有資格者)及び代理者 

【施設】 
ダイオキシン類対策特別措置法施行
令別表第 1 第 1～4 及び別表第 2 第
1 号～14 号の施設（次頁参照） 

【施行令第 5 条の 3】 

いいえ 

はい 

はい 

はい 

はい 

いいえ 

いいえ 

いいえ 

図 7． 特定工場の該当及び公害防止統括者等の選任判断フロー（ダイオキシン類関係） 
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ダイオキシン類対策特別措置法に基づく特定施設（大気関係） 

ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第 1（抜粋） 
番

号 
特定施設 要   件 

1 鉄鋼用焼結施設 
焼結鉱（銑鉄の製造の用に供するものに限る。）の製造の用に供する焼結

炉であっ て、原料の 処理能力が１時間当たり１トン以上のもの。 

2 製鋼用電気炉 

製鋼の用に供する電気炉（鋳鋼又は鍛鋼の製造の用に供するものを除く。）

であって、変圧器 の定格容量が１，０００キロボルトアンペア以上のも

の。 

3 亜鉛回収施設 

亜鉛の回収（製鋼の用に供する電気炉から発生するばいじんであって、集

じん機により集めら れたものからの亜鉛の回収に限る。）の用に供する焙

焼炉、焼結炉、溶解炉及び乾燥炉であって、 原料の処理能力が１時間あた

り０．５トン以上のもの 

4 アルミニウム合金製造施設 

アルミニウム合金の製造（原料としてアルミニウムくず（当該アルミニウ

ム合金の製造を行う 工場内のアルミニウム圧延工程において生じたもの

を除く。）を使用するものに限る。）の用に 供する焙焼炉、溶解炉及び乾燥

炉であって、焙焼炉及び乾燥炉にあっては、原料の処理能力が １時間当

たり０．５トン以上のもの、溶解炉にあっては容量が１トン以上のもの。 

 
ダイオキシン類対策特別措置法に基づく特定施設（水質関係） 

ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第 2（抜粋） 
番号 特定施設 

1 
硫酸塩パルプ（クラフトパルプ）又は亜硫酸パルプ（サルファイトパルプ）の製造の用に供する塩素又は

塩素化合物による漂白施設 

2 カーバイド法アセチレンの製造の用に供するアセチレン洗浄施設 

3 硫酸カリウムの製造の用に供する施設のうち、廃ガス洗浄施設 

4 アルミナ繊維の製造の用に供する施設のうち、廃ガス洗浄施設 

5 
担体付き触媒の製造（塩素又は塩素化合物を使用するものに限る。）の用に供する焼成炉から発生するガス

を処理する施設のうち、廃ガス洗浄施設 

6 塩化ビニルモノマーの製造の用に供する二塩化エチレン洗浄施設 

7 

カプロラクタムの製造（塩化ニトロシルを使用するものに限る。）の用に供する施設のうち、次に掲げるも

の 

イ 硫酸濃縮施設  ロ シクロヘキサン分離施設  ハ 廃ガス洗浄施設  

8 
クロロベンゼン又はジクロロベンゼンの製造の用に供する施設のうち、次に掲げるもの 

イ 水洗施設 ロ 廃ガス洗浄施設 

9 
4-クロロフタル酸水素ナトリウムの製造の用に供する施設のうち、次に掲げるもの 

イ ろ過施設 ロ 乾燥施設 ハ 廃ガス洗浄施設 

10 
2・3-ジクロロ-1・4-ナフトキノンの製造の用に供する施設のうち、次に掲げるもの 

イ ろ過施設 ロ 廃ガス洗浄施設 

11 

8・18-ジクロロ-5・15-ジエチル-5・15-ジヒドロジインドロ[3・2-b:3'2'-m]トリフェノジオキサジン(別

名ジオキジンバイオレット。ハにおいて単に「ジオキサジン バイオレット」という。)の製造の用に供す

る施設のうち、次に掲げるもの 

イ ニトロ化誘導体分離施設及び還元誘導体分離施設 ロ ニトロ化誘導体洗浄施設及び還元誘導体洗浄施

設 ハ ジオキサジンバイオレット洗浄施設 ニ 熱風乾燥施設 

12 

アルミニウム又はその合金の製造の用に供する焙焼炉、溶解炉又は乾燥炉から発生するガスを処理する施

設のうち、次に掲げるもの 

イ 廃ガス洗浄施設 ロ 湿式集じん施設 

13 

亜鉛の回収（製鋼の用に供する電気炉から発生するばいじんであって、集じん機により集められたものか

らの亜鉛の回収に限る。）の用に供する施設の うち、次に掲げるもの 

イ 精製施設 ロ 廃ガス洗浄施設 ハ 湿式集じん施設 

14 

担体付き触媒（使用済みのものに限る。）からの金属の回収（ソーダ灰を添加して焙焼炉で処理する方法及

びアルカリにより抽出する方法（焙焼炉で処理 しないものに限る。）によるものを除く。）の用に供する施

設のうち、次に揚げるもの イ ろ過施設 

ロ 精製施設 ハ 廃ガス洗浄施設 
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資料２ 公害規制法の規制対象施設と法の関係 

 
１ 大気汚染防止法対象のばい煙発生施設と法の関係（規制対象施設及び選任できる有資格者） 

大気汚染防止法 施行令別表 1 
総排出ガス量別 

選任できる有資格者 

番号 施 設 名 称 
4 万ｍ３/ｈ 

以上 

4 万～1万 

ｍ３/ｈ 

1 万ｍ３/ｈ 

未満 

1  ボイラー（熱風ボイラーを含み、熱源として電気又は廃

熱のみを使用するものを除く。） 

大気 

1,3 種 

大気 

1～4 種 

法 

適用外 

2  水性ガス又は油ガスの発生用ガス発生炉及び加熱炉 

3  金属の精錬又は無機化学工業品の製造用焙焼炉、焼結炉

(ペレット焼成炉を含む。)及び煆焼炉(14 の項に掲げる

ものを除く。) 

4 金属の精錬用溶鉱炉(溶鉱用反射炉を含む。)、転炉及び

平炉(14 の項に掲げるものを除く。） 

5 金属の精製又は鋳造用溶解炉(こしき炉並びに 14 の項

及び 24 の項から 26 の項までに掲げるものを除く。) 

6  金属の鍛造若しくは圧延又は金属若しくは金属製品の

熱処理用加熱炉 

7  石油製品、石油化学製品又はコールタール製品の製造用

加熱炉 

8  石油の精製用流動接触分解装置のうち触媒再生塔 

8 の 2  石油ガス洗浄装置に附属する硫黄回収装置のうち燃焼

炉 

9  窯業製品の製造用焼成炉及び溶融炉 

硫化カドミウム､炭酸カドミウム､蛍石､珪弗化ナトリウ

ム､酸化鉛を原料とするガラス又はガラス製品製造用 

大気 1種 大気 1,2 種 

施行令 2 条 2項 1 号 

10  無機化学工業品又は食料品の製造用反応炉(カーボンブ

ラック製造用燃焼装置を含む。)及び直火炉(26 の項に

掲げるものを除く。) 大気 

1,3 種 

大気 

1～4 種 

法 

適用外 11  乾燥炉(14 の項及び 23 の項に掲げるものを除く。） 

12  製銑､製鋼又は合金鉄若しくはカーバイドの製造用電気

炉 

13 廃棄物焼却炉 法は適用外 

14  銅、鉛又は亜鉛の精錬用焙焼炉、焼結炉(ペレット焼成

炉を含む。）、溶鉱炉(溶鉱用反射炉を含む。）、転炉、溶

解炉及び乾燥炉 

大気 1種 大気 1,2 種 

15  カドミウム系顔料又は炭酸カドミウムの製造用乾燥施

設 

16  塩素化エチレンの製造用塩素急速冷却施設 

17  塩化第二鉄の製造用溶解槽 

18  活性炭の製造(塩化亜鉛を使用するものに限る。)用反応

炉 

19  化学製品の製造用塩素反応施設、塩化水素反応施設及び

塩化水素吸収施設(塩素ガス又は塩化水素ガスを使用す

るものに限り、前 3 項に掲げるもの及び密閉式のもの

を除く。） 

20  アルミニウムの製錬用電解炉 

21  燐、燐酸、燐酸質肥料又は複合肥料の製造(原料として

燐鉱石を使用するものに限る。)用反応施設、濃縮施設、

焼成炉及び溶解炉 
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22  弗酸の製造用凝縮施設、吸収施設及び蒸留施設(密閉式

のものを除く。) 

23  トリポリ燐酸ナトリウムの製造(原料として燐鉱石を使

用するものに限る。)用反応施設、乾燥炉及び焼成炉 

24 鉛の第二次精錬(鉛合金の製造を含む。)又は鉛の管、板

若しくは線の製造用溶解炉 

25  鉛蓄電池の製造用溶解炉 

26  鉛系顔料の製造用溶解炉、反射炉、反応炉及び乾燥施設 

27 硝酸の製造用吸収施設、漂白施設及び濃縮施設 

大気 

1,3 種 

大気 

1～4 種 

法 

適用外 

28 コークス炉 

29 ガスタービン 

30 ディーゼル機関 

31 ガス機関 

32 ガソリン機関 

※いずれの施設も大気汚染防止法のばい煙発生施設の規模要件を満たすものとして 
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２ 水質汚濁防止法対象の特定施設と法の関係（規制対象施設及び選任できる有資格者）（１） 

水質汚濁防止法 施行令別表 1 
総排出水量別 

選任できる有資格者 

番号 施 設 名 称 
1 万ｍ３/日 

以上 

1 万～1千 

ｍ３/日 

1 千ｍ３/日 

未満 

1 鉱業又は水洗炭業用施設で、次に掲げるもの 

イ 選鉱施設、ロ 選炭施設、ハ 坑水中和沈でん施設、 

ニ 掘さく用の泥水分離施設 

法適用外 

1 の 2 
畜産農業又はサービス業用施設で、次に掲げるもの

（47．10．1 施行） 

イ 豚房施設（豚房の総面積が 50 平方メートル未満

の事業場に係るものを除く。） 

ロ 牛房施設（牛房の総面積が 200 平方メートル未満

の事業場に係るものを除く。） 

ハ 馬房施設（馬房の総面積が 500 平方メートル未満

の事業場に係るものを除く。） 

2 
畜産食料品製造業用施設で、次に掲げるもの 

イ 原料処理施設、ロ 洗浄施設（洗びん施設を含

む。）、ハ 湯煮施設 

水質 

1,3 種 
水質 

1～4 種 
法 

適用外 

3 水産食料品製造業用施設で、次に掲げるもの 

イ 水産動物原料処理施設、ロ 洗浄施設、ハ 脱水施

設、ニ ろ過施設、ホ 湯煮施設 

4 野菜又は果実を原料とする保存食料品製造業用施設

で、次に掲げるもの 

イ 原料処理施設、ロ 洗浄施設、ハ 圧搾施設、 

ニ 湯煮施設 

5 みそ、しょう油、食用アミノ酸、グルタミン酸ソーダ、

ソース又は食酢の製造業用施設であって、次に掲げる

もの 

イ 原料処理施設、ロ 洗浄施設 、ハ 湯煮施設、 

ニ 濃縮施設、ホ 精製施設、ヘ ろ過施設 

6 小麦粉製造業の用に供する洗浄施設 

7 砂糖製造業用施設で、次に掲げるもの 

イ 原料処理施設、ロ 洗浄施設（流送施設を含む。）、 

ハ ろ過施設、ニ 分離施設、ホ 精製施設 

8 パン若しくは菓子の製造業又は製あん業用粗製あんの

沈でんそう 

9 米菓製造業又はこうじ製造業用洗米機 

10 飲料製造業用施設で、次に掲げるもの 

イ 原料処理施設、ロ 洗浄施設（洗びん施設を含

む。）、 

ハ 搾汁施設、ニ ろ過施設、ホ 湯煮施設、 

ヘ 蒸留施設 

11 動物系飼料又は有機質肥料の製造業用施設で、次に掲

げるもの 

イ 原料処理施設、ロ 洗浄施設、ハ 圧搾施設、 

ニ 真空濃縮施設、ホ 水洗式脱臭施設 
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水質汚濁防止法対象の特定施設と法の関係（規制対象施設及び選任できる有資格者）（２） 

水質汚濁防止法 施行令別表 1 
総排出水量別 

選任できる有資格者 

番号 施 設 名 称 
1 万ｍ３/日

以上 

1 万～1千 

ｍ３/日 

1 千ｍ３/日

未満 

12 動植物油脂製造業用施設で、次に掲げるもの 

イ 原料処理施設、ロ 洗浄施設、ハ 圧搾施設、 

ニ 分離施設 

水質 

1,3 種 
水質 

1～4 種 
法適用外 

13 イースト製造業用施設で、次に掲げるもの 

イ 原料処理施設、ロ 洗浄施設、ハ 分離施設 

14 でん粉又は化工でん粉の製造業用施設で、次に掲げる

もの 

イ 原料浸せき施設、ロ 洗浄施設（流送施設を含

む。）、 

ハ 分離施設、ニ 渋だめ及びこれに類する施設 

15 ぶどう糖又は水あめの製造業用施設で、次に掲げるも

の 

イ 原料処理施設、ロ ろ過施設、ハ 精製施設 

16 めん類製造業用湯煮施設 

17 豆腐又は煮豆の製造業用湯煮施設 

18 インスタントコーヒー製造業用抽出施設 

18 の

2 
冷凍調理食品製造業用施設で、次に掲げるもの 

（57．1．1 施行） 

イ 原料処理施設、ロ 湯煮施設、ハ 洗浄施設 

18 の

3 
たばこ製造業用施設で、次に掲げるもの（57．1．1 施

行） 

イ 水洗式脱臭施設、ロ 洗浄施設 

19 紡績業又は繊維製品の製造業若しくは加工業用施設

で、次に掲げるもの 

イ まゆ湯煮施設、ロ 副蚕処理施設、ハ 原料浸せき施

設、ニ 精練機及び精練そう、ホ シルケット機、 

ヘ 漂白機及び漂白そう、ト 染色施設、チ 薬液浸透施

設、リ のり抜き施設（49．12．1 施行） 

上記の施設で、トリクロロエチレン又はテトラクロロ

エチレンを使用する染色又は薬液浸透の用に供するも

のに限る。 

水質 1種 水質 1,2 種 

20 洗毛業用施設で、次に掲げるもの 

イ 洗毛施設、ロ 洗化炭施設 

水質 

1,3 種 

水質 

1～4 種 

法 

適用外 

21 化学繊維製造業用施設で、つぎに掲げるもの 

イ 湿式紡糸施設、 

ロ リンター又は未精練繊維の薬液処理施設、 

ハ 原料回収施設 

21 の

2 
一般製材業又は木材チップ製造業用湿式バーカー 

（57．1．1 施行） 

21 の

3 
合板製造業用接着機洗浄施設（57．1．1 施行） 

21 の

4 
パーティクルボード製造業用施設で、次に掲げるもの 

（57．1．1 施行） 

イ 湿式バーカー、ロ 接着機洗浄施設 

22 木材薬品処理業用施設で、次に掲げるもの 

イ 湿式バーカー、ロ 薬液浸透施設 

（次ページへつづく） 
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水質汚濁防止法対象の特定施設と法の関係（規制対象施設及び選任できる有資格者）（３） 

水質汚濁防止法 施行令別表 1 
総排出水量別 

選任できる有資格者 

番号 施 設 名 称 
1 万ｍ３/日 

以上 

1 万～1千 

ｍ３/日 
1 千ｍ３/日 

未満 

22 上記の施設で、六価クロム化合物又は砒素化合物を使

用する木材の薬品処理の用に供するものに限る。 
水質 1種 水質 1,2 種 

23 パルプ､紙又は紙加工品の製造業用施設で､次に掲げる

もの 

イ 原料浸せき施設、ロ 湿式バーカー、ハ 砕木機、 

ニ 蒸解施設、ホ 蒸解廃液濃縮施設、 

ヘ チップ洗浄施設及びパルプ洗浄施設、ト 漂白施

設、チ 抄紙施設（抄造施設を含む。）、 

リ セロハン製膜施設、ヌ 湿式繊維板成型施設、 

ル 廃ガス洗浄施設 

水質 

1,3 種 

水質 

1～4 種 

法 

適用外 

23 の

2 
新聞業、出版業、印刷業又は製版業用施設で、次に掲げ

るもの（57．1．1 施行） 

イ 自動式フィルム現像洗浄施設、 

ロ 自動式感光膜付印刷版現像洗浄施設 

上記の施設で､トリクロロエチレン又はテトラクロロ

エチレンを使用する自動式のフイルムの現像洗浄又は

自動式の感光膜付印刷版の現像洗浄の用に供するもの

に限る。 

水質 1種 水質 1,2 種 

24 化学肥料製造業用施設で、次に掲げるもの 

イ ろ過施設、ロ 分離施設、ハ 水洗式破砕施設、 

ニ 廃ガス洗浄施設、ホ 湿式集じん施設 

水質 

1,3 種 

水質 

1～4 種 

法 

適用外 

上記の施設で、ふつ素若しくはその化合物を含有する

物質、ほう素若しくはその化合物又はアンモニア、アン

モニウム化合物、亜硝酸化合物若しくは硝酸化合物を

原料として使用する化学肥料の製造の用に供するもの

に限る。 

水質 1種 水質 1,2 種 

25 削除（水銀に関する水俣条約発効のため H29.8.16）  

26 無機顔料製造業用施設で、次に掲げるもの 

イ 洗浄施設、ロ ろ過施設、ハ カドミウム系無機顔

料製造施設のうち、遠心分離機、ニ 群青製造施設の

うち、水洗式分別施設、ホ 廃ガス洗浄施設 

水質 

1,3 種 

水質 

1～4 種 

法 

適用外 

上記の施設で、カドミウム若しくはその化合物、鉛若し

くはその化合物又は水銀若しくはその化合物を含有す

る無機顔料の製造の用に供するものに限る。 

水質 1種 水質 1,2 種 

27 前号に掲げる事業以外の無機化学工業製品製造業用施

設で、次に掲げるもの 

イ ろ過施設、ロ 遠心分離機、ハ 硫酸製造施設のう

ち、亜硫酸ガス冷却洗浄施設、ニ 活性炭又は二硫化

炭素の製造施設のうち、洗浄施設ホ 無水けい酸製造

施設のうち、塩酸回収施設、ヘ 青酸製造施設のうち、

反応施設、 

ト よう素製造施設のうち、吸着施設及び沈でん施

設、 

チ 海水マグネシア製造施設のうち、沈でん施設、 

リ バリウム化合物製造施設のうち、水洗式分別施

設、ヌ 廃ガス洗浄施設、ル 湿式集じん施設 

（次ページへつづく） 

水質 

1,3 種 

水質 

1～4 種 

法 

適用外 
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水質汚濁防止法対象の特定施設と法の関係（規制対象施設及び選任できる有資格者）（４） 

水質汚濁防止法 施行令別表 1 
総排出水量別 

選任できる有資格者 

番号 施 設 名 称 
1 万ｍ３/日 

以上 

1 万～1千 

ｍ３/日 
1 千ｍ３/日 

未満 

27 
上記の施設で、水質汚濁防止法施行令第二条各号に掲

げる物質（以下「有害物質」という。）又はこれらを含

有する物質を原料又は触媒として使用する無機化学工

業製品の製造用に供するもの及び黄燐の製造の用に供

するものに限る。 

水質 1種 水質 1,2 種 

28 カーバイド法アセチレン誘導品製造業用施設で、次に

掲げるもの 

イ 湿式アセチレンガス発生施設、ロ さく酸エステ

ル製造施設のうち、洗浄施設及び蒸留施設、ハ ポリ

ビニルアルコール製造施設のうち、メチルアルコー

ル蒸留施設、ニ アクリル酸エステル製造施設のう

ち、蒸留施設、ホ 塩化ビニルモノマー洗浄施設、ヘ 

クロロプレンモノマー洗浄施設 

水質 

1,3 種 

水質 

1～4 種 

法 

適用外 

上記の施設で、塩化ビニルモノマーの製造の用に供す

るものに限る。 

水質 1種 水質 1,2 種 29 コールタール製品製造業用施設で、次に掲げるもの 

イ ベンゼン類硫酸洗浄施設、ロ 静置分離器、 

ハ タール酸ソーダ硫酸分離施設 

30 発酵工業(第 5号、第 10 号及び第 13 号に掲げる事業を

除く。)用施設で、次に掲げるもの 

イ 原料処理施設、ロ 蒸留施設、ハ 遠心分離機、 

ニ ろ過施設 
水質 

1,3 種 

水質 

1～4 種 

法 

適用外 
31 メタン誘導品製造業用施設で、次に掲げるもの 

イ メチルアルコール又は四塩化炭素の製造施設の

うち、蒸留施設、ロ ホルムアルデヒド製造施設のう

ち、精製施設、ハ フロンガス製造施設のうち、洗浄

施設及びろ過施設 

上記の施設で、トリクロロエチレン又はテトラクロロ

エチレンを原料として使用するフロンガスの製造の用

に供するものに限る。 

水質 1種 水質 1,2 種 

32 有機顔料又は合成染料の製造業用施設で、次に掲げる

もの 

イ ろ過施設、 

ロ 顔料又は染色レーキの製造施設のうち、水洗施設 

ハ 遠心分離機、ニ 廃ガス洗浄施設 

水質 

1,3 種 

水質 

1～4 種 

法 

適用外 

上記の施設で、トリクロロエチレン若しくはテトラク

ロロエチレンを原料として使用する有機顔料又は合成

染料の製造の用に供するもの又は銅フタロシアニン系

顔料の製造の用に供するものに限る。） 

水質 1種 水質 1,2 種 
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水質汚濁防止法対象の特定施設と法の関係（規制対象施設及び選任できる有資格者）（５） 

水質汚濁防止法 施行令別表 1 
総排出水量別 

選任できる有資格者 

番号 施 設 名 称 
1 万ｍ３/日 

以上 

1 万～1千 

ｍ３/日 
1 千ｍ３/日 

未満 

33 合成樹脂製造業用施設で、次に掲げるもの 

イ 縮合反応施設、ロ 水洗施設、ハ 遠心分離機、 

ニ 静置分離機、ホ 弗素樹脂製造施設のうち、ガス冷

却洗浄施設及び蒸留施設、ヘ ポリプロピレン製造施

設のうち、溶剤蒸留施設、 

ト 中圧法又は低圧法によるポリエチレン製造施設

のうち、溶剤回収施設、チ ポリブテンの酸又はアル

カリによる処理施設、リ 廃ガス洗浄施設、 

ヌ 湿式集じん施設 

水質 

1,3 種 

水質 

1～4 種 

法 

適用外 

上記の施設で、塩化ビニルモノマー(※)を原料として

使用する合成樹脂の製造の用に供するもの、トリク

ロロエチレン若しくはテトラクロロエチレンを溶剤

として使用するふつ素樹脂の製造の用に供するも

の、1,4-ジオキサンを溶剤として使用する合成樹脂

の製造の用に供するもの又はポリエチレンテレフタ

レートの製造の用に供するものに限る。※特定地下

浸透水を浸透させている工場に設置されている場合

に限定。（25.3.7 技術的助言 環水大総発第 1302203

号） 

水質 1種 水質 1,2 種 

34 合成ゴム製造業用施設で、次に掲げるもの 

イ ろ過施設、ロ 脱水施設、ハ 水洗施設、 

ニ ラテックス濃縮施設、ホ スチレン・ブタジエンゴ

ム、ニトリル・ブタジエンゴム又はポリブタジエンゴ

ムの製造施設のうち、静置分離器 

水質 

1,3 種 

水質 

1～4 種 

法 

適用外 

 上記の施設で、テトラクロロエチレンを含有する物質

若しくは 2-クロロエチルビニルエーテルを原料とし

て使用する合成ゴムの製造の用に供するもの又はニ

トリル・ブタジエンゴムの製造の用に供するものに

限る 

水質 1種 水質 1,2 種 

35 有機ゴム薬品製造業用施設で、次に掲げるもの 

イ 蒸留施設、ロ 分離施設、ハ 廃ガス洗浄施設 

水質 

1,3 種 

水質 

1～4 種 

法 

適用外 

上記の施設で、2-クロロエチルビニルエーテルの製造

の用に供するものに限る。 
水質 1種 水質 1,2 種 

36 合成洗剤製造業用施設で、次に掲げるもの 

イ 廃酸分離施設、ロ 廃ガス洗浄施設、 

ハ 湿式集じん施設 

水質 

1,3 種 

水質 

1～4 種 

法 

適用外 

37 前 6 号に掲げる事業以外の石油化学工業（石油又は石

油副生ガスの中に含まれる炭化水素の分解、分離その

他の化学的処理により製造される炭化水素又は炭化水

素誘導品の製造業をいい、第 51 号に掲げる事業を除

く。）用施設で、次に掲げるもの 

イ 洗浄施設、ロ 分離施設、ハ ろ過施設、ニ アクリ

ロニトリル製造施設のうち、急冷施設及び蒸留施設、

ホ アセトアルデヒド、アセトン、カプロラクタム、

テレフタル酸又はトリレンジアミンの製造施設のう

ち、蒸留施設、 （次ページへつづく） 
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水質汚濁防止法対象の特定施設と法の関係（規制対象施設及び選任できる有資格者）（６） 

水質汚濁防止法 施行令別表 1 
総排出水量別 

選任できる有資格者 

番号 施 設 名 称 
1 万ｍ３/日 

以上 
1 万～1千 

ｍ３/日 
1 千ｍ３/日 

未満 

37 ヘ アルキルベンゼン製造施設のうち、酸又はアルカ

リによる処理施設、ト イソプロピルアルコール製造

施設のうち、蒸留施設及び硫酸濃縮施設、チ エチレ

ンオキサイド又はエチレングリコールの製造施設の

うち、蒸留施設及び濃縮施設、リ 2－エチルヘキシル

アルコール又はイソブチルアルコールの製造施設の

うち、縮合反応施設及び蒸留施設、ヌ シクロヘキサ

ノン製造施設のうち、酸又はアルカリによる処理施

設、ル トリレンジイソシアネート又は無水フタル酸

の製造施設のうち、ガス冷却洗浄施設、ヲ ノルマル

パラフィン製造施設のうち、酸又はアルカリによる

処理施設及びメチルアルコール蒸留施設、ワ プロピ

レンオキサイド又はプロピレングリコールのけん化

器、カ メチルエチルケトン製造施設のうち、水蒸気

凝縮施設、ヨ メチルメタアクリレートモノマー製造

施設のうち、反応施設及びメチルアルコール回収施

設、タ 廃ガス洗浄施設 

水質 

1,3 種 

水質 

1～4 種 

法 

適用外 

上記の施設で、トリクロロエチレン、テトラクロロエ

チレン、アクリロニトリル、テレフタル酸（カドミウ

ム化合物を触媒として使用して製造するものに限

る。）、メチルメタアクリレートモノマー、ウレタン原

料（硝酸化合物を原料として使用して製造するもの

に限る。）、高級アルコール（１分子を構成する炭素の

原子の数が６個以上のアルコールをいい、ほう素化

合物を触媒として使用して製造するものに限る。）、

キシレン（ほう素化合物を触媒として使用し、又はふ

つ素化合物を溶剤として使用して製造するものに限

る。）、アルキルベンゼン（ふつ素化合物を触媒として

使用して製造するものに限る。）若しくはエチレンオ

キサイドの製造の用に供するもの又はエチレンオキ

サイドを原料として使用する石油化学製品の製造の

用に供するものに限る。 

水質 1種 水質 1,2 種 

38 石けん製造業用施設で、次に掲げるもの 

イ 原料精製施設、ロ 塩析施設 

水質 

1,3 種 

水質 

1～4 種 

法 

適用外 

38 の

2 
界面活性剤製造業の用に供する反応施設（1,4-ジオキ

サンが発生するものに限り、洗浄装置を有しないもの

を除く。） 

水質 1種 水質 1,2 種 

39 硬化油製造業用施設で、次に掲げるもの 

イ 脱酸施設、ロ 脱臭施設 
水質 

1,3 種 

水質 

1～4 種 

法 

適用外 
40 脂肪酸製造業用蒸留施設 

41 香料製造業用施設で、次に掲げるもの 

イ 洗浄施設、ロ 抽出施設 

上記の施設で、トリクロロエチレン又はテトラクロロ

エチレンを使用する抽出の用に供するものに限る。 
水質 1種 水質 1,2 種 
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水質汚濁防止法対象の特定施設と法の関係（規制対象施設及び選任できる有資格者）（７） 

水質汚濁防止法 施行令別表 1 
総排出水量別 

選任できる有資格者 

番号 施 設 名 称 
1 万ｍ３/日 

以上 

1 万～1千 

ｍ３/日 

1 千ｍ３/日 

未満 

42 ゼラチン又はにかわの製造業用施設で、次に掲げるも

の 

イ 原料処理施設、ロ 石灰づけ施設、ハ 洗浄施設 

水質 

1,3 種 

水質 

1～4 種 

法 

適用外 

43 写真感光材料製造業用の感光剤洗浄施設 水質 1種 水質 1,2 種 

44 天然樹脂製品製造業用施設で、次に掲げるもの 

イ 原料処理施設、ロ 脱水施設 

水質 

1,3 種 

水質 

1～4 種 

法 

適用外 

45 木材化学工業用のフルフラール蒸留施設 

水質 

1,3 種 

水質 

1～4 種 

法 

適用外 

46 第 28 号から前号までに掲げる事業以外の有機化学工業

製品製造業用施設で、次に掲げるもの 

イ 水洗施設、ロ ろ過施設、ハ ヒドラジン製造施設

のうち、濃縮施設、ニ 廃ガス洗浄施設 

上記の施設で、有害物質若しくはこれらを含有する物

質を原料若しくは触媒として使用し、又はトリクロ

ロエチレン、テトラクロロエチレン若しくは 1,4-ジ

オキサンを溶剤として使用する有機化学工業製品の

製造の用に供するものに限る。 

水質 1種 水質 1,2 種 

47 医薬品製造業用施設で、次に掲げるもの 

イ 動物原料処理施設、ロ ろ過施設、ハ 分離施設、 

ニ 混合施設（第 2条各号に掲げる物質を含有する物

を混合するものに限る。以下同じ。）、 

ホ 廃ガス洗浄施設 

水質 

1,3 種 

水質 

1～4 種 

法 

適用外 

上記の施設で、水銀若しくはその化合物、鉛若しくは

その化合物若しくは砒素若しくはその化合物若しく

はこれらを含有する物質を原料若しくは触媒として

使用し、又はトリクロロエチレン、テトラクロロエチ

レン若しくは 1,4-ジオキサンを溶剤として使用する

医薬品の製造の用に供するものに限る。 

水質 1種 水質 1,2 種 

48 火薬製造業用の洗浄施設 水質 

1,3 種 

水質 

1～4 種 
法適用外 

 上記の施設で、ほう素若しくはその化合物、ふつ素若し

くはその化合物又はアンモニア、アンモニウム化合物、

亜硝酸化合物若しくは硝酸化合物を原料として使用す

る火薬の製造の用に供するものに限る。 

水質 1種 水質 1,2 種 

49 農薬製造業用の混合施設 

水質 

1,3 種 

水質 

1～4 種 

法 

適用外 

50 第 2 条各号に掲げる物質（※）を含有する試薬の製造業

用の試薬製造施設 

（※1：水質汚濁防止法施行令第 2条に掲げる物質 1 カ

ドミウム及びその化合物、2 シアン化合物、3 有機燐化

合物(パラチオン､メチルパラチオン､メチルジメトン及

び EPN に限る｡)、4 鉛及びその化合物、5 六価クロム化

合物、6 砒素及びその化合物、7 水銀及びアルキル水銀

その他の水銀化合物、8 ポリ塩化ビフェニル、9 トリク

ロロエチレン、10 テトラクロロエチレン、11 ジクロロ

メタン、12 四塩化炭素、13 1,2-ジクロロエタン、14 

1,1-ジクロロエチレン、15 シス-1,2-ジクロロエチレ

ン、16 1,1,1-トリクロロエタン、（次ページへつづく） 
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水質汚濁防止法対象の特定施設と法の関係（規制対象施設及び選任できる有資格者）（８） 

水質汚濁防止法 施行令別表 1 
総排出水量別 

選任できる有資格者 

番号 施 設 名 称 
1 万ｍ３/日 

以上 

1 万～1千 

ｍ３/日 

1 千ｍ３/日 

未満 

50 17 1,1,2-トリクロロエタン、18 1,3-ジクロロプロ

ペン、19 チウラム、20 シマジン、21 チオベンカル

ブ、22 ベンゼン、23 セレン及びその化合物、24 ほ

う素及びその化合物、25 ふっ素及びその化合物、26 

アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び

硝酸化合物、27 塩化ビニルモノマー 28 1,4-ジオキ

サン） 

水質 

1,3 種 

水質 

1～4 種 

法 

適用外 

上記の施設で、トリクロロエチレン、テトラクロロエ

チレン又は 1,4-ジオキサンの試薬の製造の用に供す

るものに限る。 

水質 1種 水質 1,2 種 

51 石油精製業（潤滑油再生業を含む。）用施設で、次に掲

げるもの 

イ 脱塩施設、ロ 原油常圧蒸留施設、ハ 脱硫施設、

ニ 揮発油、灯油又は軽油の洗浄施設、ホ 潤滑油洗浄

施設 

水質 

1,3 種 

水質 

1～4 種 

法 

適用外 

上記の施設で、トリクロロエチレンを使用する潤滑油の

洗浄の用に供するものに限る。 
水質 1種 水質 1,2 種 

51 の

2 

自動車用タイヤ若しくは自動車用チューブの製造業、ゴ

ムホース製造業、工業用ゴム製品製造業（防振ゴム製造

業を除く。）、再生タイヤ製造業又はゴム板製造業用の

直接加硫施設（57．1．1 施行） 

水質 

1,3 種 

水質 

1～4 種 

法 

適用外 

51 の

3 

医療用若しくは衛生用のゴム製品製造業、ゴム手袋製造

業、糸ゴム製造業又はゴムバンド製造業用のラテックス

成形型洗浄施設（57．1．1 施行） 

52 皮革製造業用施設で、次に掲げるもの 

イ 洗浄施設、ロ 石灰づけ施設、ハ タンニンづけ施

設、ニ クロム浴施設、ホ 染色施設 

53 ガラス又はガラス製品の製造業用施設で、次に掲げるも

の 

イ 研摩洗浄施設、ロ 廃ガス洗浄施設 

上記の施設で、硫化カドミウム、炭酸カドミウム、酸化

鉛、ほう素若しくはその化合物若しくはふつ素化合物を

原料として使用するガラス若しくはガラス製品の製造

の用に供するもの又はトリクロロエチレン若しくはふ

つ素若しくはその化合物を使用する研摩洗浄の用に供

するものに限る。 

水質 1種 水質 1,2 種 

54 セメント製品製造業用施設で、次に掲げるもの 

イ 抄造施設、ロ 成型機、 

ハ 水養生施設（蒸気養生施設を含む。） 

水質 

1,3 種 

水質 

1～4 種 

法 

適用外 

55 生コンクリート製造業用のバッチャープラント 

56 有機質砂かべ材製造業用の混合施設 

57 人造黒鉛電極製造業用の成型施設 

58 窯業原料（うわ薬原料を含む。）の精製業用施設で、次

に掲げるもの 

イ 水洗式破砕施設、ロ 水洗式分別施設、 

ハ 酸処理施設、ニ 脱水施設 

52



 
 

上記の施設で、ほう素化合物を原料として使用するうわ

薬原料の精製の用に供するものに限る。 
水質 1種 水質 1,2 種 

 
水質汚濁防止法対象の特定施設と法の関係（規制対象施設及び選任できる有資格者）（９） 

水質汚濁防止法 施行令別表 1 
総排出水量別 

選任できる有資格者 

番号 施 設 名 称 
1 万ｍ３/日 

以上 

1 万～1千 

ｍ３/日 

1 千ｍ３/日 

未満 

59 砕石業用施設で、次に掲げるもの 

イ 水洗式破砕施設、ロ 水洗式分別施設 

水質 

1,3 種 

水質 

1～4 種 

法 

適用外 

60 砂利採取業用の水洗式分別施設 法は適用外 

61 鉄鋼業用施設で、次に掲げるもの 

イ タール及びガス液分離施設、 

ロ ガス冷却洗浄施設、ハ 圧延施設、ニ焼入れ施設、 

ホ 湿式集じん施設 

水質 

1,3 種 

水質 

1～4 種 

法 

適用外 

上記の施設で、コークスの製造又は転炉ガスの冷却洗浄

の用に供するものに限る。 
水質 1種 水質 1,2 種 

62 非鉄金属製造業用施設で、次に掲げるもの 

イ 還元そう、ロ 電解施設（溶融塩電解施設を除く。）、

ハ 焼入れ施設、ニ 水銀精製施設、 

ホ 廃ガス洗浄施設、ヘ 湿式集じん施設 

鉱山保安法第2条第2項の鉱山に設置されるものを除く 

水質 

1,3 種 

水質 

1～4 種 

法 

適用外 

上記の施設で、銅、鉛若しくは亜鉛の第１次製錬若しく

は鉛若しくは亜鉛の第 2次製錬、水銀の精製又はふつ素

化合物を原料として使用するウランの酸化物の製造の

用に供するものに限る。 

水質 1種 水質 1,2 種 

63 金属製品製造業又は機械器具製造業（武器製造業を含

む。）用施設で、次に掲げるもの 

イ 焼入れ施設、ロ 電解式洗浄施設、 

ハ カドミウム電極又は鉛電極の化成施設、 

ニ 水銀精製施設、ホ 廃ガス洗浄施設 

水質 

1,3 種 

水質 

1～4 種 

法 

適用外 

上記の施設で、液体浸炭による焼入れ、シアン化合物若

しくは六価クロム化合物を使用する電解式洗浄、カドミ

ウム電極若しくは鉛電極の化成又は水銀の精製の用に

供するものに限る。 

水質 1種 水質 1,2 種 

63 の

2 

空きびん卸売業用の自動式洗びん施設（57．1．1 施行） 
法適用外 

63 の

3 
石炭を燃料とする火力発電施設のうち，廃ガス洗浄施設

（H13．7．1 施行） 
水質 1種 水質 1,2 種 

64 ガス供給業又はコークス製造業用施設で、次に掲げるも

の 

イ タール及びガス液分離施設、 

ロ ガス冷却洗浄施設（脱硫化水素施設を含む。） 

水質 

1,3 種 

水質 

1～4 種 

法 

適用外 

上記の施設で、コークス炉ガス又はコークスの製造の用

に供するものに限る。 
水質 1種 水質 1,2 種 
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64 の

2 

水道施設（水道法第3条第8項に規定するものをいう。）、

工業用水道施設（工業用水道事業法第 2条第 6項に規定

するものをいう。）又は自家用工業用水道（同法第 21 条

第 1項に規定するものをいう。）の施設のうち、浄水施

設であって、次に掲げるもの（これらの浄水能力が 1日

当たり 1 万立方メートル未満の事業場に係るものを除

く。）（51．6．1 施行） 

イ 沈でん施設、ロ ろ過施設 

法適用外 

 
水質汚濁防止法対象の特定施設と法の関係（規制対象施設及び選任できる有資格者）（10） 

水質汚濁防止法 施行令別表 1 
総排出水量別 

選任できる有資格者 

番号 施 設 名 称 
1 万ｍ３/日 

以上 

1 万～1千 

ｍ３/日 

1 千ｍ３/日 

未満 

65 酸又はアルカリによる表面処理施設 水質 

1,3 種 

水質 

1～4 種 

法 

適用外 

上記の施設で、クロム酸、ほう素若しくはその化合物、

ふつ素若しくはその化合物又はアンモニア、アンモニウ

ム化合物、亜硝酸化合物若しくは硝酸化合物による表面

処理の用に供するものに限る。 

水質 1種 水質 1,2 種 

66 電気めっき施設  水質 

1,3 種 

水質 

1～4 種 

法 

適用外 

上記の施設で、カドミウム化合物、シアン化合物、六価

クロム化合物、トリクロロエチレン、テトラクロロエチ

レン、ほう素化合物、ふつ素化合物又はアンモニウム化

合物、亜硝酸化合物若しくは硝酸化合物を使用する電気

めつきの用に供するものに限る。 

水質 1種 水質 1,2 種 

66 の

2 

エチレンオキサイド又は 1,4-ジオキサンの混合施設

（前各号に該当するものを除く） 
水質 1種 水質 1,2 種 

66 の

3 
旅館業（旅館業法第 2条第 1項に規定するもの（下宿営

業を除く。）をいう。）用施設で、次に掲げるもの（49．

12．1 施行） 

イ ちゅう房施設、ロ 洗たく施設、ハ 入浴施設 

法適用外 

66 の

4 

共同調理場（学校給食法第 6条に規定する施設をいう。

以下同じ。）に設置されるちゅう房施設（業務用部分の

総床面積（以下単に「総床面積」という。）が 500 平方

メートル未満の事業場に係るものを除く。）（63．10．

1 施行） 

66 の

5 
弁当仕出屋又は弁当製造業用のちゅう房施設（総床面積

が 360 平方メートル未満の事業場に係るものを除く。）

（63．10．1 施行） 

66 の

6 

飲食店（次号及び第 66 号の 8に掲げるものを除く。）

に設置されるちゅう房施設（総床面積が 420 平方メー

トル未満の事業場に係るものを除く。）（63．10．1 施

行） 

66 の

7 
そば店、うどん店、すし店のほか、喫茶店その他の通常

主食と認められる食事を提供しない飲食店（次号に掲げ

るものを除く。）に設置されるちゅう房施設（総床面積

が 630 平方メートル未満の事業場に係るものを除く。）

（63．10．1 施行） 
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66 の

8 
料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに

類する飲食店で設備を設けて客の接待をし、又は客にダ

ンスをさせるものに設置されるちゅう房施設（総床面積

が 1,500 平方メートル未満の事業場に係るものを除

く。）（63．10．1 施行） 

67 洗たく業用の洗浄施設 

68 写真現像業用の自動式フィルム現像洗浄施設 

 

 

水質汚濁防止法対象の特定施設と法の関係（規制対象施設及び選任できる有資格者）（11） 

水質汚濁防止法 施行令別表 1 
総排出水量別 

選任できる有資格者 

番号 施 設 名 称 
1 万ｍ３/日 

以上 

1 万～1千 

ｍ３/日 

1 千ｍ３/日 

未満 

68 の

2 

病院（医療法第 1条の 5第 1項に規定するものをいう。

以下同じ。）で病床数が 300 以上であるものに設置され

る施設で、次に掲げるもの（54．5．10 施行） 

イ ちゅう房施設、ロ 洗浄施設、ハ 入浴施設 

法適用外 

69 と畜業又は死亡獣畜取扱業用の解体施設 

69 の

2 

中央卸売市場（卸売市場法第 2 条第 3 項に規定するも

のをいう。）に設置される施設で、次に掲げるもの（水

産物に係るものに限る。）（51．6．1 施行） 

イ 卸売場、ロ 仲卸売場 

69 の

3 

地方卸売市場（卸売市場法第 2 条第 4 項に規定するも

の（卸売市場法施行令第 2 条第 2 号に規定するものを

除く。）をいう。）に設置される施設で、次に掲げるも

の（水産物に係るものに限り、これらの総面積が 1,000

平方メートル未満の事業場に係るものを除く。）（57．

7．1 施行） 

イ 卸売場、ロ 仲卸売場 

70 廃油処理施設（海洋汚染等及び海上災害の防止に関する

法律第 3条第 14 号に規定するものをいう。） 

70 の

2 

自動車分解整備事業（道路運送車両法第 77 条に規定す

るものをいう。以下同じ。）用の洗車施設（屋内作業場

の総面積が 800 平方メートル未満の事業場に係るもの

及び次号に掲げるものを除く。）（57．1．1 施行） 

71 自動式車両洗浄施設 

71 の

2 

科学技術（人文科学のみに係るものを除く。）に関する

研究、試験、検査又は専門教育を行う事業場で、環境省

令で定めるもの（※）に設置されるそれらの業務用施設

で、次に掲げるもの（49．12．1 施行） 

イ 洗浄施設、ロ 焼入れ施設 

※環境省令で定める事業場は次に掲げる事業場とする

（施行規則第１条の２）。 

1 国又は地方公共団体の試験研究機関（人文科学のみ

に係るものを除く。） 

2 大学及びその附属試験研究機関（人文科学のみに係

るものを除く。） 

3 学術研究（人文科学のみに係るものを除く。）又は製

品の製造若しくは技術の改良、考案若しくは発明に係

る試験研究を行う研究所（前２号に該当するものを除

く。）（次ページへつづく） 
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4 農業、水産又は工業に関する学科を含む専門教育を

行う高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校、

職員訓練施設又は職業訓練施設 

5 保健所 

6 検疫所 

7 動物検疫所 

8 植物防疫所 

9 家畜保健衛生所 

10 検査業に属する事業場 

11 商品検査業に属する事業場 

12 臨床検査業に属する事業場 

13 犯罪鑑識施設 

71 の

3 

一般廃棄物処理施設（廃棄物の処理及び清掃に関する法

律第 8条第 1項に規定するもの（※）をいう。）である

焼却施設（54．5．10 施行） 

※廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 8 条第 1 項の

政令で定めるごみ処理施設は、1日当たりの処理能力が

5トン以上（焼却施設にあっては、1時間当たりの処理

能力が 200kg 以上又は火格子面積が 2ｍ2以上）のごみ

処理施設とする（施行令第５条）。 

法適用外 

71 の

4 

産業廃棄物処理施設（廃棄物の処理及び清掃に関する法
律第 15 条第 1 項に規定するものをいう。）のうち、次
に掲げるもの 
イ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和

46 年政令第 300 号）第 7 条第 1 号、第 3 号から第
6号まで、第 8号又は第 11 号に掲げる施設（※１）
で、国若しくは地方公共団体又は産業廃棄物処理業
者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 2 条第 4
項に規定する産業廃棄物の処分を業として行う者
（同法第 14 条第 6項ただし書の規定により同項本
文の許可を受けることを要しない者及び同法第 14
条の 4 第 6 項ただし書の規定により同項本文の許
可を受けることを要しない者を除く。）をいう。）
が設置するもの（57．1．1 施行） 

※1 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第 7 条
第 1 号、第 3 号から第 6 号まで、第 8 号又は第 11
号の産業廃棄物処理施設は、次のとおりとする。（第
3号、第 5号又は第 8号に掲げるものにあっては、
湿式廃ガス洗浄施設を有するものに限る（環水規
18 号）。） 

1 号 汚泥の脱水施設で、1日当たりの処理能力 10ｍ3を
超えるもの。 
3 号 汚泥（PCB 汚染物及び PCB 処理物であるもの
を除く。）の焼却施設で、次のいずれかに該当す
るもの 
イ 1 日当たりの処理能力が 5ｍ3を超えるもの 
ロ 1 時間当たりの処理能力が 200kg 以上のもの 
ハ 火格子面積が 2ｍ2以上のもの 

4 号 廃油の油水分離施設で、1 日当たりの処理能力が
10ｍ3を超えるもの（海洋汚染等及び海上災害の防
止に関する法律第 3 条第 14 号の廃油処理施設を
除く。） 

5 号 廃油（廃 PCB 等を除く。）の焼却施設で、次のい
ずれかに該当するもの（海洋汚染等及び海上災害
の防止に関する法律第 3 条第 14 号の廃油処理施
設を除く。） 
イ 1 日当たりの処理能力が 1ｍ3を超えるもの 
ロ 1 時間当たりの処理能力が 200kg 以上のもの 
（次ページへつづく） 
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ハ 火格子面積が 2ｍ2以上のもの 
6 号 廃酸又は廃アルカリの中和施設で、1 日当たりの
処理能力が 50ｍ3を超えるもの 

 

水質汚濁防止法対象の特定施設と法の関係（規制対象施設及び選任できる有資格者）（12） 

水質汚濁防止法 施行令別表 1 
総排出水量別 

選任できる有資格者 

番号 施 設 名 称 
1 万ｍ３/日 

以上 

1 万～1千 

ｍ３/日 

1 千ｍ３/日 

未満 

71 の

4 

8 号 廃プラスチック類（PCB 汚染物及び PCB 処理物で
あるものを除く。）の焼却施設で、次のいずれか
に該当するもの 
イ 1 日当たりの処理能力が 100kg を超えるもの 
ロ 火格子面積が 2ｍ2以上のもの 

11 号 汚泥、廃酸又は廃アルカリに含まれるシアン化合
物の分解施設 

ロ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第 7 条
第 12 号から第 13 号までに掲げる施設（※２）（10．
6．17 施行） 

※2 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第 7 条
第 12 号から第 13 号までに掲げる産業廃棄物処理
施設（第 12 号に掲げるものにあっては、湿式廃ガ
ス洗浄施設を有するものに限る。）は次のとおりと
する。 

12 号 廃 PCB 等、PCB 汚染物又は PCB 処理物の焼却施設 
12 の 2 号 廃 PCB 等（PCB 汚染物に塗布され、染み込み、

付着し、又は封入された PCB を含む）又は
PCB 処理物の分解施設 

13 号 PCB 汚染物又は PCB 処理物の洗浄施設又は分離施
設 

法適用外 

71 の

5 

トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン又はジクロ

ロメタンによる洗浄施設（前各号に該当するものを除

く。）（3．10．1 施行） 
水質 1種 水質 1,2 種 

71 の

6 

トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン又はジクロ

ロメタンの蒸留施設（前各号に該当するものを除く。）

（3．10．1 施行） 

72 し尿処理施設（建築基準法施行令第 32 条第 1 項の表に

規定する算定方法により算定した処理対象人員が 500

人以下のし尿浄化槽を除く。） 

法適用外 

73 下水道終末処理施設 

74 特定事業場から排出される水（公共用水域に排出される

ものを除く。）の処理施設（前 2 号に掲げるものを除

く。） 

指 定

地 域

特 定

施設 

(施行令

第 3 条

の2） 

政令で指定された地域（※）において、特定施設となる

施設。 

※ 建築基準法施行令第 32 条第 1 項の表に規定する算

定方法により算定した処理対象人員が 201 人以上

500 人以下のし尿浄化槽（3．4．1 施行） 
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３ 騒音規制法対象の特定施設と法の関係（規制対象施設及び選任できる有資格者） 

騒音規制法 施行令別表 1 

選任できる有資格者 番

号 
施設名称 規 模 要 件 

1 金属加工機械 

イ 圧延機械 
原動機の定格出力の合計が 22.5

キロワット以上のものに限る。 

法適用外 

ロ 製管機械 

ハ ベンディングマ

シン 

ロール式のものであつて、原動機

の定格出力が 3.75 キロワット以

上のものに限る。 

ニ 液圧プレス（矯正プレスを除く。） 

ホ 機械プレス 
呼び加圧能力が294キロニュート

ン以上のものに限る。 

騒音又は騒音･振動 
980 キロニュートン

以上 

ヘ せん断機 
原動機の定格出力が 3.75 キロワ

ット以上のものに限る。 
法適用外 

ト 鍛造機  

騒音又は騒音･振動 
重量 1トン以上のハ

ンマー 

チ ワイヤーフォーミングマシン 

法適用外 

リ ブラスト（タンブラスト以外のものであつて、密閉

式のものを除く。） 

ヌ タンブラー 

ル 切断機（といしを用いるものに限る。） 

2 空気圧縮機及び送風機 
原動機の定格出力が7.5キロワッ

ト以上のものに限る。 

3 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕

機、ふるい及び分級機 

原動機の定格出力が7.5キロワッ

ト以上のものに限る。 

4 織機（原動機を用いるものに限る。） 

5 
建設用資材製

造機械 

イ コンクリートプ

ラント 

気ほうコンクリートプラントを

除き、混練機の混練容量が0.45立

方メートル以上のものに限る。 

ロ アスファルトプ

ラント 

混練機の混練重量が200キログラ

ム以上のものに限る。 

6 穀物用製粉機（ロール式のものであって、原動機の定格出力が 7.5 キロワ

ット以上のものに限る） 

7 木材加工機械 

イ ドラムバーカー 

ロ チッパー 
原動機の定格出力が 2.25 キロワ

ット以上のものに限る。 

ハ 砕木機 

ニ 帯のこ盤 
製材用のものにあっては原動機

の定格出力が 15 キロワット以上

のもの、木工用のものにあっては

原動機の定格出力が 2.25 キロワ

ット以上のものに限る。 
ホ 丸のこ盤 

ヘ かんな盤 
原動機の定格出力が 2.25 キロワ

ット以上のものに限る。 

8 抄紙機 

9 印刷機械（原動機を用いるものに限る。） 

10 合成樹脂用射出成形機 

11 鋳型造型機（ジョルト式のものに限る。） 
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４ 大気汚染防止法対象の特定粉じん発生施設と法の関係 

（規制対象施設及び選任できる有資格者） 

大気汚染防止法 施行令別表 2-2 選任できる 

有資格者 番号 施 設 名 称 規 模 要 件 

1 解綿用機械 
原動機の定格出力が 3.7 キロワット

以上であること。 

特定粉じん 

又は、 

大気 1～4種 

2 混合機 

3 紡織用機械 

4 切断機 

原動機の定格出力が 2.2 キロワット

以上であること。 

 

5 研磨機 

6 切削用機械 

7 破砕機及び摩砕機 

8 プレス（剪断加工用のものに限る。） 

9 穿孔機 

備考 この表に掲げる施設は、石綿を含有する製品の製造の用に供する施設に限り、湿式のもの及び密

閉式のものを除く。 

 

５ 大気汚染防止法対象の一般粉じん発生施設と法の関係 

（規制対象施設及び選任できる有資格者） 

大気汚染防止法 施行令別表 2 選任できる 

有資格者 番号 施 設 名 称 規 模 要 件 

1 コークス炉 原料処理能力が一日当たり 50 トン

以上であること。 

一般粉じん 

又は、 

特定粉じん 

又は、 

大気 1～4種 

2 鉱物（コークスを含み、石綿を除く。以

下同じ。）又は土石の堆積場 

面積が 1,000 平方メートル以上であ

ること。 

3 
ベルトコンベア及びバケットコンベア

（鉱物、土石又はセメントの用に供す

るものに限り、密閉式のものを除く。） 

ベルトの幅が 75 センチメートル以

上であるか、又はバケットの内容積

が 0.03 立方メートル以上であるこ

と。 

4 破砕機及び摩砕機（鉱物、岩石又はセ

メントの用に供するものに限り、湿式

のもの及び密閉式のものを除く。） 

原動機の定格出力が 75 キロワット

以上であること。 

5 ふるい（鉱物、岩石又はセメントの用

に供するものに限り、湿式のもの及び

密閉式のものを除く。） 

原動機の定格出力が 15 キロワット

以上であること。 
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６ 振動規制法対象の特定施設と法の関係（規制対象施設及び選任できる有資格者） 

振動規制法 施行令別表 1 

選任できる有資格者 番

号 
施設名称 規 模 要 件 

1 金属加工機械 

イ 液圧プレス（矯正プレスを除く。） 

振動又は騒音･振動 

2941 キロニュートン

以上 

ロ 機械プレス 

振動又は騒音･振動 

980 キロニュートン

以上 

ハ せん断機 
原動機の定格出力が1キロワット

以上のものに限る。 
法適用外 

ニ 鍛造機 

振動又は騒音･振動 

重量 1トン以上のハ

ンマー 

ホ ワイヤーフォー

ミングマシン 

原動機の定格出力が 37.5 キロワ

ット以上のものに限る。 

法適用外 

2 圧縮機 
原動機の定格出力が7.5キロワッ

ト以上のものに限る。 

3 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕

機、ふるい及び分級機 

原動機の定格出力が7.5キロワッ

ト以上のものに限る。 

4 織機（原動機を用いるものに限る。）  

5 コンクリートブロックマシン 

原動機の定格出力の合計が 2.95

キロワット以上のものに限る。）

並びにコンクリート管製造機械

及びコンクリート柱製造機械（原

動機の定格出力の合計が 10 キロ

ワット以上のものに限る。 

6 木材加工機械 

イ ドラムバーカー 

ロ チッパー 
原動機の定格出力が2.2キロワッ

ト以上のものに限る。 

7 印刷機械 
原動機の定格出力が2.2キロワッ

ト以上のものに限る。 

8 
ゴム練用又は合成樹脂練用のロール

機 

カレンダーロール機以外のもの

で原動機の定格出力が 30 キロワ

ット以上のものに限る。 

9 合成樹脂用射出成形機 

10 鋳型造型機（ジョルト式のものに限る。） 
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７ ダイオキシン類対策特別措置法対象の特定施設と法の関係 

（規制対象施設及び選任できる有資格者）（１） 

ダイオキシン類対策特別措置法対象 施行令別表 1 選任できる 

有資格者 番号 施 設 名 称 規 模 要 件 

1 
焼結鉱（銑鉄の製造の用に供するもの

に限る。）の製造の用に供する焼結炉 

原料の処理能力が 1 時間当たり

1 トン以上のもの 

ダイオキシン類 

2 
製鋼の用に供する電気炉（鋳鋼又は鍛

鋼の製造の用に供するものを除く。） 

変圧器の定格容量が 1,000 キロ

ボルトアンペア以上のもの 

3 

亜鉛の回収（製鋼の用に供する電気炉

から発生するばいじんであって、集じ

ん機により集められたものからの亜

鉛の回収に限る。）の用に供する焙焼

炉、焼結炉、溶鉱炉、溶解炉及び乾燥

炉 

原料の処理能力が 1 時間当たり

0.5 トン以上のもの 

4 

アルミニウム合金の製造（原料として

アルミニウムくず（当該アルミニウム

合金の製造を行う工場内のアルミニ

ウムの圧延工程において生じたもの

を除く。）を使用するものに限る。）の

用に供する焙焼炉、溶解炉及び乾燥炉 

焙焼炉及び乾燥炉にあっては原

料の処理能力が 1 時間当たり

0.5 トン以上のもの、溶解炉にあ

っては容量が 1トン以上のもの 

5 廃棄物焼却炉 

火床面積（廃棄物の焼却施設に 2

以上の廃棄物焼却炉が設置され

ている場合にあっては、それら

の火床面積の合計）が 0.5 平方

メートル以上又は焼却能力（廃

棄物の焼却施設に 2 以上の廃棄

物焼却炉が設置されている場合

にあっては、それらの焼却能力

の合計）が 1時間当たり 50 キロ

グラム以上のもの 

法適用外 

ダイオキシン類対策特別措置法対象施設と法の関係 

（規制対象施設及び選任できる有資格者）（２） 

ダイオキシン類対策特別措置法対象 施行令別表 2 選任できる 
有資格者 番号 施 設 名 称 

1 
硫酸塩パルプ（クラフトパルプ）又は亜硫酸パルプ（サルファイトパル

プ）の製造の用に供する塩素又は塩素化合物による漂白施設 

ダイオキシン類 

2 カーバイド法アセチレンの製造の用に供するアセチレン洗浄施設 

3 硫酸カリウムの製造の用に供する施設のうち、廃ガス洗浄施設 

4 アルミナ繊維の製造の用に供する施設のうち、廃ガス洗浄施設 

5 

担体付き触媒の製造（塩素又は塩素化合物を使用するものに限る。）の用

に供する焼成炉から発生するガスを処理する施設のうち、廃ガス洗浄施

設 

6 塩化ビニルモノマーの製造の用に供する二塩化エチレン洗浄施設 

7 

カプロラクタムの製造（塩化ニトロシルを使用するものに限る。）の用に

供する施設のうち、次に掲げるもの 

イ 硫酸濃縮施設、ロ シクロヘキサン分離施設、ハ 廃ガス洗浄施設 

8 

クロロベンゼン又はジクロロベンゼンの製造の用に供する施設のうち、

次に掲げるもの 

イ 水洗施設、ロ 廃ガス洗浄施設 
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ダイオキシン類対策特別措置法対象施設と法の関係 

（規制対象施設及び選任できる有資格者）（３） 

ダイオキシン類対策特別措置法対象 施行令別表 2 選任できる 
有資格者 番号 施 設 名 称 

9 

4－クロロフタル酸水素ナトリウムの製造の用に供する施設のうち、次

に掲げるもの 

イ ろ過施設、ロ 乾燥施設、ハ 廃ガス洗浄施設 

ダイオキシン類 

10 

2・3-ジクロロ-1・4-ナフトキノンの製造の用に供する施設のうち、次に

掲げるもの 

イ ろ過施設、ロ 廃ガス洗浄施設 

11 

8・18-ジクロロ-5・15-ジエチル-5・15-ジヒドロジインドロ［3・2-ｂ：

3′・2′-ｍ］トリフェノジオキサジン（別名ジオキサジンバイオレット。

ハにおいて単に「ジオキサジンバイオレット」という。）の製造の用に供

する施設のうち、次に掲げるもの 

イ ニトロ化誘導体分離施設及び還元誘導体分離施設 

ロ ニトロ化誘導体洗浄施設及び還元誘導体洗浄施設 

ハ ジオキサジンバイオレット洗浄施設 

ニ 熱風乾燥施設 

12 

アルミニウム又はその合金の製造の用に供する焙焼炉、溶解炉又は乾燥

炉から発生するガスを処理する施設のうち、次に掲げるもの 

イ 廃ガス洗浄施設、ロ 湿式集じん施設 

13 

亜鉛の回収（製鋼の用に供する電気炉から発生するばいじんであって、

集じん機により集められたものからの亜鉛の回収に限る。）の用に供す

る施設のうち、次に掲げるもの 

イ 精製施設、ロ 廃ガス洗浄施設、ハ 湿式集じん施設 

14 

担体付き触媒（使用済みのものに限る。）からの金属の回収（ソーダ灰を

添加して焙焼炉で処理する方法及びアルカリにより抽出する方法（焙焼

炉で処理しないものに限る。）によるものを除く。）の用に供する施設の

うち、次に掲げるもの 

イ ろ過施設、ロ 精製施設、ハ 廃ガス洗浄施設 

15 

別表第 1第 5号に掲げる廃棄物焼却炉から発生するガスを処理する施設

のうち次に掲げるもの及び当該廃棄物焼却炉において生ずる灰の貯留

施設であって汚水又は廃液を排出するもの 

イ 廃ガス洗浄施設、ロ 湿式集じん施設 

 

16 
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和 46 年政令第 300 号）

第 7条第 12 号の 2及び第 13 号に掲げる施設 

 

 

 

法 

適用外 

17 

フロン類（特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令

（平成 6 年政令第 308 号）別表 1 の項、3 の項及び 6 の項に掲げる特定

物質をいう。）の破壊（プラズマを用いて破壊する方法その他環境省令で

定める方法によるものに限る。）の用に供する施設のうち、次に掲げるも

の 

イ プラズマ反応施設、ロ 廃ガス洗浄施設、ハ 湿式集じん施設 

18 
下水道終末処理施設（第 1 号から前号まで及び次号に掲げる施設に係る

汚水又は廃液を含む下水を処理するものに限る。） 

19 

第 1 号から第 17 号までに掲げる施設を設置する工場又は事業場から排

出される水（第 1 号から第 17 号までに掲げる施設に係る汚水若しくは

廃液又は当該汚水若しくは廃液を処理したものを含むものに限り、公共

用水域に排出されるものを除く。）の処理施設（前号に掲げるものを除

く。） 

（注）※網掛部（青・黄色）の施設は、法において規制対象施設となる施設 

     黄色の網掛部は、有害物質の排出がある施設で大気（水質）関係第 1 種または第 2 種の選任が必要 

※公害防止管理者は各施設に対し選任するものではないが、早見表としての便宜上表記として 
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２章 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律
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２章 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律Q&A集 
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 Ⅲ－３ 特定事業者の地位の承継 Ｑ25 
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Ⅰ.対象業種 

   

Ⅰ-1.日本標準産業分類の解釈 

Q1 砂利採取業として届出を行い、砂の洗浄のみを行っている事業者は対象となるか。 

A1 
砂利採取業は鉱業に分類されており、本法の対象業種ではないため、対象とならな

い。 

【関連条文】 

・法第２条 

・施行令第１条 

・施行令第３条第１項 

【参照】 

・日本標準産業分類 「大分類 C 鉱業 採石業、砂利採取業」 

※第 12 回改定（平 20.4.1 適用）より、分類名が鉱業から上記に変更 

 

 （抜粋） 

0548    砂・砂利・玉石採取業 

主として砂，砂利，玉石などの採取を行う事業所をいう。 

○砂採取業；砂利採取業；玉石採取業；壁砂採取業；川砂採取業；玉砂利採取業； 

バラスト採取業（粉砕した岩石でないもの） 

 

・日本標準産業分類 「大分類Ｃ 鉱業、採石業、砂利採取業」 

 

（抜粋） 

鉱業、採石業、砂利採取業と他産業との関係 

（中略） 

(5) 掘採された岩石の破砕，粉砕を行う事業所は大分類Ｅ－製造業［2181，2186］に，一定

の大きさの石に切る事業所は大分類Ｅ－製造業［2184］に，碑石，墓石の彫刻や仕上げを行

い小売する事業所は大分類Ｉ－卸売業，小売業［6099］に分類される。ただし，採石現場で

行うものは本分類に含まれる。 

 

・通商産業省立地公害局公害防止企画課 『詳解 公害防止管理者法』（通算資料調査会、

1979）（以下「逐条解説」という。）58 頁 

 

（抜粋） 

（ロ）「汚水等排出施設」は、（中略）、鉱業又は水洗炭業の用に供する施設、砂利採取業の用

に供する施設等を除外し、原則として、水質汚濁防止法施行令別表第１に掲げる特定施設の

うち、製造業等本法の対象業種の用に供する工場に係る施設が定められている。 
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Q2 

施行令第５条には、一般粉じん発生施設として、『施行令別表第２に掲げる施設

（これらに相当する施設で鉱山保安法第２条第２項ただし書の附属施設に設置され

るものを含む。）とする。』とあるが、カッコ書きの内容について、鉱業は法の対

象業種ではないが、これらの施設は含まれると解釈してよいか。 

A2 

鉱業以外に砕石業（製造業に属する）等を兼業している場合は、法の対象と解され

る。 

なお、鉱山保安法第２条第２項ただし書の附属施設は、鉱山保安法の保安統括者等

の組織に関する規定が適用されず、よってカッコ書きの施設は法において公害防止

組織を整備する必要があると解される。 

【関連条文】 

・法第２条第５号 

・施行令第５条 

・大気汚染防止法第 27 条 

・大気汚染防止法施行令別表第２ 

・鉱山保安法第２条第２項 

【参照】 

・逐条解説 51 頁 第２章第２条 (3)大気関係(イ) 

 

（抜粋） 

(前略)なお、鉱山保安法第２条第２項但書の付属精錬場に相当する施設を特に規定した理由

は、この付属精錬場については、一般の鉱山（略）と異なり、鉱山保安法の保安統括者等の

組織に関する規定が適用されないので、本法により、公害防止組織を整備する必要があるが、

大気汚染防止法第２条第２項に規定するばい煙発生施設のうちには、鉱山及び附属精錬場に

設置されるばい煙を発生する施設は含まれないからである。 

 

・逐条解説 81 頁 第２章第２条 (6)粉じん関係(イ) 

 

（抜粋） 

 「粉じん発生施設」は、「その施設から排出され、又は飛散する粉じんが大気の汚染の原因

となるもので政令に定めるもの」とされているが、施行令第５条により、大気汚染防止法施

行令別表第２に掲げる施設及びこれらの施設に相当する施設で鉱山保安法第２条第２項の

但書の附属精錬所に設置されるものが定められている 

 

・鉱山保安法施行規則第２条「附属施設の範囲」 

 

（抜粋） 

（附属施設の範囲）  

第２条  法第２条第２項のただし書の附属施設の範囲は、次に掲げるものとする。  

一  鉱物の掘採と緊密な関連を有しない附属施設の範囲は、病院、診療所及び寄宿舎とす
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る。  

二  鉱物の掘採に係る事業を主たる事業としない附属施設の範囲は、金鉱、銀鉱、銅鉱、鉛

鉱、すず鉱、アンチモニー鉱、亜鉛鉱、硫化鉄鉱又はクローム鉄鉱を目的とする鉱業の施設

であって、かつて当該施設がある山元で掘採した鉱石を原料として製錬事業を行ったことが

あり、かつ、坑水及び廃水の処理を一体的に実施している山元にある製錬施設とする。  

三 鉱物の掘採場から遠隔の地にある附属施設の範囲は、次に掲げるものとする。 

イ 石灰石、ドロマイト、けい石、長石、ろう石、滑石又は耐火粘土を目的とする鉱業（そ

の他の鉱物を共に目的とする場合を除く。）の施設であって、山元以外にある掘採用機械器具

工作施設、砕鉱施設、選鉱施設、貯鉱施設、か焼施設、鉱石運搬施設、包装施設、事務所及

び厚生施設（ただし、病院、診療所及び寄宿舎を除く。） 

ロ 金鉱、銀鉱、銅鉱、鉛鉱、そう鉛鉱、すず鉱、アンチモニー鉱、水銀鉱、亜鉛鉱、鉄鉱、

硫化鉄鉱、クローム鉄鉱、マンガン鉱、タングステン鉱、モリブデン鉱、砒鉱、ニッケル鉱

又はコバルト鉱を目的とする鉱業の施設であって、山元以外にある製錬施設 
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Q3 

法の対象業種ではない事業所において、ソーラーパネル等を設置して自家発電を行

い、余剰電力を電力会社に売電する行為は、電気供給事業にあたるか。 

また、その場合、売電量の大小に関わらず該当するのか。 

A3 

対象業種に関する判断は、原則日本標準産業分類によることとしており、当該発電

行為が本分類に該当する場合は、売電量の大小を問わず電気業に該当することとな

る。しかしながら、当該発電行為に関連し、ばい煙発生施設等の法の規制対象とな

る公害発生施設の稼働がない場合は、当該発電行為は、本法の対象とするところの

公害防止と密接不可分な生産活動とは言えないため、法の電気供給業としては取り

扱わない。 

 一方、当該発電に起因し、ばい煙発生施設等の公害発生施設が稼働している場合

は、自家用発電であっても特定工場に該当するものと考える。 

【関連条文】 

・施行令第１条 

【参照】 

・日本標準産業分類 大分類 F 電気・ガス・熱供給・水道業 

 

（抜粋） 

＜総説より＞ 

 電気業とは、一般の需要に応じ電気を供給する事業所又はその事業所に電気を供給する事

業所、特定規模需要に応じ一般電気事業者が運用・維持する系統を供給する事業所をいう。

自家用発電の事業所も電気業に含まれる。 

 

＜中分類 33－電気業より＞ 

 331 電気業 3311 発電所 

 発電機，原動力設備，その他の電気工作物を設置して電気を発生する事業所をいう。 

 ○ 水力発電所；火力発電所；原子力発電所；ガスタービン発電所；地熱発電所；太陽光発

電所；風力発電所 
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Ⅱ.特定工場・施設 

   

Ⅱ-1.工場の範囲 

Q4 

A 社が工場内の土地の一部を、他の事業者（B 社）に貸し出しており、B 社が敷地内

にばい煙発生施設（または汚水等排出施設）を設置する場合、自社とその事業者の

排出ガス量（又は排出水量）は合算することになるか。 

A4 
同一敷地内に A 社の工場と B 社の工場がある場合でも、別個の工場として扱う。よ

って合算することはない。なお、B 社が A 社の子会社である場合も同様である。 

【関連条文】 

・法第２条 

・施行令第２～３条 

【参照】 

・46 保局 444 号 第１ 特定工場について ２特定工場の範囲について 

 

（抜粋） 

２ 特定工場の範囲について 

 工場とは、社会通念上、１個の単位として生産活動が行なわれている場所をいい、原則と

して同一敷地内にあり、かつ、組織上、生産工程上密接な関連があるものをいう。ただし、

同一敷地内になくても、道路、河川等をへだてている等近接しており、かつ、組織的関連、

生産工程上の関連等からみてそれぞれが１個の工場としての独立性がなく、全体を１工場と

して取り扱った方が公害防止組織の機能をより効果的に発揮できると認められる場合には、

全体を１工場として取り扱うものとする。 

 具体的事例については、以上の考え方に基づきつつ、次に示す例示を参考として、判断す

ることとされたい。 

（中略） 

〔例 4〕 同一敷地内に A 社の工場と B 社の工場がある場合には、別個の工場とする。この

場合、B 社が A 社の子会社であっても同様とする。 

 

 

 

 

  

71



 

 

Ⅱ-2. ばい煙発生施設/排出ガス量等 

Q5 
ばい煙発生施設の規模の算定には、非常用施設、休止施設、予備施設など、常時使

用しない施設の排出ガス量も含まれるか。 

A5 

施行令第２条第２項第２号に規定されている排出ガス量とは、特定工場内に設置さ

れているばい煙発生施設それぞれから排出されるガスの最大値の合計である。算出

にあたっては、当該工場のばい煙発生施設であれば、常時使用されていないもので

あっても対象となる。また、工場内の研究所、食堂などに設置されているものであ

っても全て対象となる。 

【関連条文】 

・法第２条第１号 

・施行令第２条第２項第２号 

【参照】 

・46 保局 444 号 第１ 特定工場について ５排出ガス量および排出水量について（1） 

 

（抜粋） 

５ 排出ガス量および排出水量について 

(1) 排出ガス量 

排出ガス量とは、特定工場内に設置されているばい煙発生施設のそれぞれにおいて発生

し、大気中に排出される気体の１時間当りの量を温度が零度で圧力が１気圧の状態に換算し

たものの最大値を合計したものであり(令第２条第２項第２号)、個々のばい煙発生施設の排

出ガスの量ではない。 

 （中略） 

工場のばい煙発生施設であれば、常時使用されていないものであっても、また、工場内の

研究所、食堂等に設置されているものであっても、すべて対象となる。 
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Q6 
ばい煙発生施設の排出ガス量については、届出書の最大量（書類上の定格値）と、

実際の排出量（実測値）のどちらになるのか。 

A6 

前者となる。施行令第２条第２項第２号に規定されている排出ガス量とは、特定工

場内に設置されているばい煙発生施設それぞれから排出されるガスの最大値の合計

である。 

【関連条文】 

・法第２条第１号 

・施行令第２条第２項第２号 

【参照】 

・46 保局 444 号 第１ 特定工場について ５排出ガス量および排出水量について 

 

（抜粋） 

５ 排出ガス量および排出水量について 

(1) 排出ガス量 

排出ガス量とは、特定工場内に設置されているばい煙発生施設のそれぞれにおいて発生

し、大気中に排出される気体の１時間当りの量を温度が零度で圧力が１気圧の状態に換算し

たものの最大値を合計したものであり(令第２条第２項第２号)、個々のばい煙発生施設の排

出ガスの量ではない。この値の具体的な算出は、次により行なうものとする。 

 

① 特定工場内に設置されているばい煙発生施設のそれぞれについて、その工場における

通常の原燃料または電力の使用条件に従い、当該施設を定格能力で運転するときの排出ガ

スの量を温度０℃、圧力１気圧の状態に換算して算出する。これらの量の算定は、湿りガ

スで行なう(昭和 46 年８月 25 日付環境庁大気保全局長通達参照)。この場合、令第２条第

１項に規定するばい煙発生施設以外の施設は対象とならない。 

工場のばい煙発生施設であれば、常時使用されていないものであつても、また、工場内

の研究所、食堂等に設置されているものであつても、すべて対象となる。 

  ② ①により算出された値を合計する。 

③ なお、実際には、②により算出される値は、大気汚染防止法に基づく届出を行なう際

にすでに算出されているはずであるから、その値を用いることが適当である。 
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Ⅱ-３．汚水等排出施設/排出水量 

（１）汚水等の排出方法 

Q7 

汚水等排出施設からの廃液は、全量をタンクに貯蔵して専門業者に処理を委託して

いるが、雨水は側溝等から公共用水域に排出している。この場合、特定工場に該当

するか。 

Q8 

汚水等排出施設からの廃液は、終末処理場を有する公共下水道に排出しているが、

生活排水は工場内で処理し公共用水域に排出している。この場合、特定工場に該当

するか。 

A7,8 

大雨時や廃液の送液時の事故等により、汚水等排出施設からの汚水又は廃液が、雨水

等の排水溝を通じ公共用水域に流出してしまう可能性が否定しきれないため、雨水等

の排水溝を含め工場からの水が公共用水域へ排出されている場合には特定工場とな

る。 

【関連条文】 

・法第２条第２号 

・施行令第３条第２項 

【参照】 

・46 保局 444 号 第１ 特定工場について ３汚水等排出施設が設置されている工場につい

て 

 

（抜粋） 

３ 汚水等排出施設が設置されている工場について 

(1) 汚水等排出施設が設置されている工場が法第２条第２号に定める特定工場となるため

には、その工場から公共用水域に水が排出されていることが要件となっている※ (令第３条

第２項、法第３条第１項第２号ロ)。従って、工場から水が全量終末処理場を有する公共下水

道に排出されている場合には、その工場は法第２条第２号に定める特定工場とならない。た

だし、汚水等排出施設から排出される水が全量終末処理場を有する公共下水道に排出されて

いても、その工場の他の施設から排出される水が公共用水域に排出されている場合には、そ

の工場は法第２条第２号に定める特定工場となる。 

 ※補足：法においては、特定地下浸透水を浸透させている場合も対象 

 

・46 保局 444 号 第１ 特定工場について ５排出ガス量および排出水量について 

 

（抜粋） 

５ 排出ガス量および排出水量について 

(2) 排出水量 

② ①において、流量測定の対象は、特定事業場から公共用水域に排出されているすべて

の水である。従って、終末処理場を有する公共下水道に排出される水は対象とならないが、

公共用水域に排出される水であれば、工場内の研究所、食堂等から排出される水であって

もすべて対象となる。 
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Q9 

同一敷地内にＡ社工場とＢ社工場があり、Ａ社工場は汚水等排出施設からの汚水、

生活排水及び雨水等の一切をＢ社工場の汚水等の処理施設に接続して排出している

が、この場合、Ａ社工場は特定工場に該当するのか。 

A9 
敷地内の雨水についても、Ｂ社工場の汚水等の処理施設により処理し、Ａ社工場か

ら排出水の排出がない場合には特定工場とならない。 

【関連条文】 

・法第２条第２号 

・施行令第３条第２２項 

【参照】 

・46 保局 444 号 第１ 特定工場について 3 汚水等排出施設が設置されている工場につい

て 

 

（中略） 

(2) 汚水等排出施設が設置されている工場から排出される水が直接公共用水域に排出され

ず、他の工場の排水溝または排水処理施設に排出される場合の取り扱いは、水質汚濁防止法

および昭和 46 年９月 20 日付環境庁水質保全局長通達の趣旨に沿って次の例により行なうも

のとする。 

① 汚水等排出施設が設置されている A 工場から排出される水が全量 B 工場の排水溝に排

出されている場合であっても、A 工場は法第２条第２号に定める特定工場となる(第１図)。 

 ② ①において、B 工場の排水溝または共同排水溝から公共用水域への排出口に B 工場の

汚水等の処理施設がある場合には、A 工場は法第２条第２号に定める特定工場とならな

い(第２図)。 

※補足：特定地下浸透水の浸透がない場合において 

河川等

Ａ

工

場

Ｂ

工

場
Ａ工場の排水溝

Ｂ工場の排水溝

（第１図）

 

河川等

Ａ

工

場

Ｂ

工

場
Ａ工場の排水溝

Ｂ工場の排水溝

Ｂ工場の
汚水等の処理施設

（第２図）

 

※第２図については、一部加筆を行っている。 
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（2）排出水量の算出方法 

Q10 
公害防止管理者等の資格区分の基となる排出水量の計算方法は、下水道への排出量

を除いてよいか。 

A10 

排出水量は、工場から公共用水域に排出される水が対象となる。よって、公共下水道

に排出される水は除くこととなる。なお、公共用水域に排出される水には工場内の研

究所、食堂等から排出される水も含まれる。 

【関連条文】 

・法第 2 条第 2 号 

【参照】 

・46 保局 444 号 第１ 特定工場について 5 排出ガス量および排出水量について 

 

（抜粋） 

５ 排出ガス量および排出水量について 

(2) 排出水量 

 排出水量とは、特定工場から公共用水域に排出される水の１日当りの平均的な量であり

(令第３条第２項第２号、法第３条第１項第２号ロ)個々の汚水等排出施設から排出される水

の量ではない。この値の具体的な算出は、次により行なうものとする。 

① 公共用水域に排出される水について、正常に操業している時点において１日１回週３

日以上操業状態が異なる時期を含むようにして流量測定を行ない、次式により求める。な

お、季節的に大幅に排水量が変動する場合は、通常の操業時間を対象とする(昭和 46 年９

月 20 日付環境庁水質保全局長通達参照)。 

     Q＝q1t1＋q2t2＋……＋qntn／n 

    ただし、Q：排出水量(m3／day) 

        qn：実測流量(m3／sec) 

        tn：qn の測定を行なった日の実質操業時間(sec) 

        n：測定回数 

    とする。 

② ①において、流量測定の対象は、特定事業場から公共用水域に排出されているすべて

の水である。従って、終末処理場を有する公共下水道に排出される水は対象とならないが、

公共用水域に排出される水であれば、工場内の研究所、食堂等から排出される水であって

もすべて対象となる。（後略） 
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Ⅱ-４．騒音・振動発生施設 

Q11 

法の騒音/振動発生施設の機械プレスは『呼び加圧能力 980 キロニュートン以上のも

のに限る』とされているが、機械の最大能力が 980 キロニュートン以上であって

も、能力を抑えて運転する場合には、同施設に該当するか否か疑義が生じた。 

 機械の最大能力が 980 キロニュートンを超えていて、能力を抑えて運転すること

を確認できないので、騒音/振動発生施設にあたると考えてよいか。 

A11 
機械の最大能力（公称能力）で判断する。機械の最大能力が 980 キロニュートンを

超えている場合には、騒音/振動発生施設にあたる。 

【関連条文】 

・法第２条第３号、第６号 

・施行令第４条、第５条の２ 

 

【参照】 

・52 立局 436 号 第１騒音発生施設及び振動発生施設について 
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Q12  法の騒音／振動発生施設は、金属加工用の機械に限られるのか。 

A12 

騒音／振動規制法上の特定施設のうち、法では、金属加工用機械のうち液圧プレス

（矯正プレスを除く。）※、機械プレス、鍛造機が騒音／振動発生施設となる。 

 金属加工機械への限定については、本法と騒音／振動規制法の関係から、騒音／

振動規制法において特定施設として定められている金属加工機械の上記３施設※を対

象とすることとしている。ただし、騒音／振動規制法で定める特定施設の一定規模

以上の施設を法で定める騒音／振動発生施設と規定していることに注意する。 

 また、法で特定工場となるのは、騒音／振動規制法の指定地域内にある工場のみ

である。 

※液圧プレス（矯正プレスを除く。）は振動発生施設にのみ該当 

【関連条文】 

・法第２条第３号、第６号 

・施行令第４条、第５条の２ 

・騒音規制法施行令別表第１ 

・振動規制法施行令別表第１ 

【参照】 

・52 立局 436 号 第１ 騒音発生施設及び振動発生施設について 

 

（抜粋） 

第１ 騒音発生施設及び振動発生施設について 

１ 令第４条に掲げる騒音発生施設とは、騒音規制法施行令別表第１に掲げる特定施設のう

ち、次のものとする。 

  金属加工機械のうち 

  (1) 機械プレス(呼び加圧能力が 100 重量トン※以上のものに限る。) 

  (2) 鍛造機(落下部分の重量が１トン以上のハンマーに限る。) 

2 令第 5 条の 2 に掲げる振動発生施設とは、振動規制法施行令別表第１に掲げる特定施設

のうち、次のものとする。 

  金属加工機械のうち 

  (1) 液圧プレス(矯正プレスを除くものとし、呼び加圧能力が 300 重量トン※以上のも

のに限る。) 

  (2) 機械プレス(呼び加圧能力が 100 重量トン※以上のものに限る。) 

  (3) 鍛造機(落下部分の重量が１トン以上のハンマーに限る。) 

  ※補足：１重量トン＝9.80665 キロニュートン 

     （平成４年の計量法改正により、現行法規とは単位表記が異なる） 
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Ⅱ-５．一般粉じん発生施設等 

Q13 

建設中は対象業種の事業活動が行われないため、対象工場には該当せず公害防止管

理者等の選任を要しないが、事業所の建設工事が終了し事業活動を開始した時点で

対象業種に該当することから、この土石堆積場の設置を継続する場合には特定工場

となり、一般粉じん関係の公害防止管理者等の選任が必要であると判断してよい

か。 

（事業者の概要） 

・法の対象業種の事業所を建設中である。 

・敷地内の造成に伴う残土の堆積を目的に、土石堆積場を設置した。また、この土

石の堆積場は、面積 1,000 平方メートル以上の一般粉じん発生施設である。 

・工事終了後も同一場所に残土を堆積する予定である。 

A13 

 法では、製造業等の事業活動が行われる工場で、物の製造過程に必要な施設とし

て設置された粉じん等発生施設があるものが対象となる。従って、基本的に一時的

な建設工事に係る残土の土石堆積場については、法の対象とならない。ただし、事

業活動を開始した時点において、製造業等の事業活動に伴い土石堆積場を使用する

場合には法の対象となるので土石堆積場の使用実態に応じた判断となる。 

【関連条文】 

・法第２条第５号 

・施行令第５条 

・大気汚染防止法施行令別表第２ 
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Ⅲ．公害防止統括者等 

  

Ⅲ-１．公害防止統括者 

Q14 

常時使用する従業員が 21 人以上の工場内に、ばい煙発生施設が設置されており、

この施設は有害物質に係るばい煙発生施設ではなく、工場の排出ガス量も毎時

10,000 立方メートル未満で、法における特定工場には該当しない。公害防止管理者

の選任は不要と考えるが、この場合、公害防止統括者の選任も不要となるのか。 

A14 
特定工場に該当しなければ、公害防止統括者および公害防止管理者を選任する必要

はない。 

【関連条文】 

・法第２～４条 

・施行令第２条、第６条 
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Q15 

法では『常時使用する従業員の数が 20 人以下』の場合は、特定事業者であっても公

害防止統括者の選任が不要であると規定されているが、『常時使用する従業員』に

は、本社の事務職員等も含まれるか。 

A15 
 

『常時使用する従業員』は、特定の事業所単位の従業員数ではなく、事業者が常時

使用する従業員の総数である。よって、特定事業場でない本社の事務職員等も含

む。 

 なお、選任が不要となるのは公害防止統括者のみで、公害防止管理者の選任は必

要となる。 

【関連条文】 

・法第３条第１項 

・施行令第６条 

【参照】 

・46 保局 444 号 第２ 公害防止統括者の選任について ２ 公害防止統括者の選任を要しな

い小規模事業者について 

 

（抜粋） 

２ 公害防止統括者の選任を要しない小規模事業者について 

 常時使用する従業員の数が 20 人以下である小規模事業者は、公害防止統括者を選任する

必要はないが(法第３条第１項、令第６条)、この場合の従業員の数は、事業者が使用する従

業員のうち個々の工場に配置されている従業員の数でなく、事業者が常時使用する従業員の

総数である。従って常時使用する従業員の数が 20 人以下の工場であっても、その事業者に

別に工場がありその事業者が常時使用する従業員を合計すると 21 人以上になる場合には、

その事業者は、それぞれの工場について公害防止統括者を選任しなければならない。 
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Q16 
『常時使用する従業員』には、（臨時員／パートタイム／派遣職員／外部企業からの

出向者／外部委託者）は含まれるか。 

A16 

「常時使用する従業員」には、労働基準法 21 条に規定する同法第 20 条の解雇の予

告を適用されない者は含まれないため、特定事業者と直接契約関係にない派遣職員

や外部委託職員は常時使用する従業員には含まれない。臨時員（期間を定めた契約

職員等）やパートタイムなど雇用関係のある従業員については、各々の就労状態に

応じて判断することとなる。 

【関連条文】 

・法第３条 

・施行令第６条 

【参照】 

・「逐条解説」第２章逐条解説 第３条公害防止統括者の選任 

 

(抜粋) 

(ロ)常時使用する従業員数 

（前略）なお、「従業員」には、（略）労働基準法第 21 条に規定する同法第 20 条の解雇の予

告を適用されない者が含まれないものとする。 

 

労働基準法 

（解雇の予告） 

第 20 条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも 30 日前にその

予告をしなければならない。30 日前に予告をしない使用者は、30 日分以上の平均賃金を支

払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可

能となった場合又は労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合においては、この限

りでない。 

２ 前項の予告の日数は、１日について平均賃金を支払った場合においては、その日数を短

縮することができる。 

３ 前条第２項の規定は、第１項ただし書の場合にこれを準用する。 

第 21 条 前条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。但し、第１

号に該当する者が１箇月を超えて引き続き使用されるに至った場合、第２号若しくは第３号

に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合又は第４号に該当す

る者が 14 日を超えて引き続き使用されるに至った場合においては、この限りでない。 

一 日日雇い入れられる者 

二 ２箇月以内の期間を定めて使用される者 

三 季節的業務に四箇月以内の期間を定めて使用される者 

四 試の使用期間中の者 
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Ⅲ-２．公害防止管理者 

（１）選任の要否等 

Q17 

電気供給業等を営む事業者が、同者が設置する発電用ダムから離れた場所に、大気

汚染防止法上の一般粉じん発生施設に該当する土石の堆積場を設置し、大気汚染防

止法上の届出を行っており、この場合、法上の公害防止管理者の選任は必要なのか。 

A17 

法の対象となるのは、特定工場に設置された施設であり、当該特定工場から離れた

単なる土石の堆積場は対象とはならない。 

ただし、組織上、生産工程上密接な関連があり、全体を１つの工場として取り扱っ

た方が公害防止管理上の効果を発揮できる場合は、同一敷地内になくても１つの工

場として扱うこととしている。このため、組織上、生産工程上の関連を考慮し特定

工場に当たるかを検討し、公害防止管理者の選任が必要かを判断する必要がある。 

【関連条文】 

・法第２条 

【参照】 

・46 保局 444 号 第１ 特定工場について ２ 特定工場の範囲について 

 

（抜粋） 

２ 特定工場の範囲について 

 工場とは、社会通念上、１個の単位として生産活動が行なわれている場所をいい、原則と

して同一敷地内にあり、かつ、組織上、生産工程上密接な関連があるものをいう。ただし、

同一敷地内になくても、道路、河川等をへだてている等近接しており、かつ、組織的関連、

生産工程上の関連等からみてそれぞれが１個の工場としての独立性がなく、全体を１工場と

して取り扱った方が公害防止組織の機能をより効果的に発揮できると認められる場合には、

全体を１工場として取り扱うものとする。 
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Q18 

大型の発電ボイラーが設置されており、大気関係公害防止管理者が選任されている

火力発電所があり、この発電所内に大気汚染防止法上の一般粉じん発生施設に該当

する土石堆積場を新設した場合、新たに公害防止管理者を選任する必要はあるか。 

A18 

法では、大気関係特定工場（法第２条第１号）及び特定粉じん関係特定工場（法第

２条第４号）に、一般粉じん発生施設を設置する場合は、一般粉じん関係公害防止

管理者の選任は不要としている。 

 これは、大気関係/特定粉じん関係特定工場に選任される公害防止管理者は、一般

粉じん発生施設に関する管理能力を有しており、同工場を一般粉じん関係特定工場

（法第２条第５号）としないためである。 

【関連条文】 

・法第２条第５号、第３条、第４条 

・施行令第８条 

【参照】 

法第２条（定義） 

五 一般粉じん（大気汚染防止法第２条第九項に規定する一般粉じんをいう。以下同じ。）

を発生し、及び排出し、又は飛散させる施設のうちその施設から排出され、又は飛散する

一般粉じんが大気の汚染の原因となるもので、政令で定めるもの（以下「一般粉じん発生

施設」という。）が設置されている工場（第１号及び前号に掲げるものを除く。） 
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Q19 
公害防止管理者を選任する際に、運転・管理を委託している外部の有資格者を選任

することはできるか。 

A19 

原則として当該特定工場の従業員であることが必要だが、所要の資格を有する者で

あれば、外部の公害防止管理者を選任することは可能と考える。 

 ただし、その場合、選任された公害防止管理者が当該特定工場の従業員に対し

て、公害防止に関し必要な指示ができる地位を与えるなどの配慮が必要である。少

なくとも、社内規定等において、当該公害防止管理者の職務及び権限を明らかに

し、工場全体においてその位置付けが明確にされている必要がある。 

【関連条文】 

・法第４条 

【参照】 

・46 保局 444 号 第３ 公害防止管理者の選任について ２.公害防止管理者を選任すべき

事由の発生について 

 

（抜粋） 

２.公害防止管理者を選任すべき事由の発生について 

（前略）なお、公害防止管理者が法第９条第１項の定めるところに従いその業務を誠実に行

なうことができるためには、特定工場の従業員に対し公害防止に関し必要な措置を指示し得

る立場にあることが必要であり、従ってそのためには原則として当該特定工場の従業員であ

ることが必要である。 

 当該特定工場の従業員でなくても所要の資格を有する者であれば、その者を当該特定工場

の公害防止管理者に選任しても違法ではないが、その場合には、特定事業者は、その者が当

該特定工場の従業員に対し公害防止に関し必要な指示をし得るような地位を与えるよう配

慮することが必要であろう。 

 

・47 保局 391 号 ３ 公害防止管理者等の職務および権限等 

 

（抜粋） 

 公害防止管理者等の職務については、法により規定されているが、公害防止組織がその機

能を十分発揮し得るようにするためには、なお、次のような点に配慮することが望ましい。 

(1)社内規定においても、公害防止管理者等の職務および権限を明らかにし、あわせて公

害防止組織全体について、企業内における位置づけを明確にしておくこと。 

(2)公害防止管理者等の職務の内容を確実に実施し得るような公害防止に関する操業基準

を作成しておくこと。 
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Q20 

特定工場内において環境装置の運転・管理を外部の業者に委託している場合、公害

防止管理者等の選任義務について、委託元（特定事業者）、委託先（外部業者）どち

らにおいて義務が発生するのか（どちら側が組織を整備するのか、また委託元が大

気関係、委託先が水質関係の公害防止管理者となるといった運用が可能かどうか）。 

A20 

本法においては、工場全体における公害防止組織を整備することを目的としている

ため、特定事業者（特定工場を設置している者）が、公害防止管理者等を選任する

こととしている。従って、委託先（外部業者）は、環境管理に関する一部業務を受

託しているだけで特定工場を設置している者ではないため、委託元（特定事業者）

に公害防止管理者等の選任・届出の義務が発生すると考えられる。 

 なお、この場合において、当該特定工場の従業員に対して、公害防止に関する必

要な指示ができるような地位を与えられれば委託先の従業員から公害防止管理者を

選任することは可能だが、公害防止統括者については当該特定工場においてその事

業の実施を統括管理する者をもって充てることとしており、委託元において選任す

る必要がある。 

【関連条文】 

・法第３～５条 

【参照】 

・47 保局 391 号 １ 本制度の目的 

 

（抜粋） 

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(以下「法」という。)の目的は、特定

工場の公害防止に関する業務を統括する公害防止統括者、公害防止に関する技術的、専門的

知識・技能を有する公害防止管理者等の選任を義務付け、これらの者を中心とする公害防止

組織を整備することにより、工場において自主的に日々の公害防止活動を行なうことができ

るような体制をつくりあげることにある。 

 従って、この目的を達成するためには、単に必要数の有資格者を確保するだけでは不十分

であり、公害防止管理者等が企業内組織においてその職務を十分果たし得るような適切な配

置を行なうことが必要であり、さらに公害防止管理者等を中心とする工場全体の公害防止の

ための体制を整備することが必要である。（後略） 
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Q21 

工場の運営委託契約等により、特定事業者と生産活動等を実施する運営者（外部業

者）が異なる場合、公害防止管理者の選任義務について、特定事業者、外部業者の

どちらにおいて義務が発生するのか（どちら側が組織を整備するのか）。 

A21 

原則として、特定事業者が自らの従業員を公害防止管理者として選任することとして

いるが、当該工場の運営を一括して委託している場合においては、外部業者の従業員

を公害防止管理者として選任することは可能と考える。 

 しかしながら、一括委託の場合においても、企業全体として特定事業者の責任は保

有しており、選任の届出は特定事業者において行うことが必要である。 

【関連条文】 

・法第３～５条 

【参照】 

・47 保局 391 号 １ 本制度の目的 

 

（抜粋） 

（前略） なお、工場における公害防止組織の機能を十分発揮させるためには、企業全体と

しての公害防止体制を確立することが必要であり、本法の直接の対象とはなっていないが、

本社においても工場の公害防止組織に対応する組織を整備し、工場の公害防止組織に対する

指導体制を確立することが望ましい。 
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（２）兼務の適否 

Q22 

A 工場の公害防止統括者を、B 工場の公害防止管理者として選任することができ

るか。 

（諸条件） 

・A 工場および B 工場は、ボイラーを運転し、近隣の工場への熱供給事業を行って

いる。 

・両工場とも同じ会社が所有し、両工場のボイラーの運転は、その子会社が行って

いる。 

・A 工場と B 工場は同じ敷地内にはなく、両工場間は２時間以内での移動が可能で

ある。 

Q23 
特定工場に常勤しない遠隔地にいる従業員を公害防止管理者に選任してもよい

か。また、その場合の必要条件は何か。 

A22,23 

選任する公害防止管理者の責任・権限の所在、指揮命令系統などが明確化されて

おり、かつ、実態上も施行規則第６条に定める公害防止業務（技術的事項）を行

い得る場合については、公害防止管理者として選任することができる。 

 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則第５条第２号ただ

し書に基づく基準（以下「基準告示」という。）では、同一人を複数の公害防止管

理者として選任（兼務）できるケースを示しているが、一般的に基準告示の要件

を満たしていれば、公害防止管理者の務めを果たすことができると考えられる。 

 なお、実際の兼務の可否については、基準告示を参考に、特定事業者や両工場

における公害防止組織の状況について総合的に勘案し判断することとなる。 

【関連条文】 

・法第４条 

・基準告示第１条 

【参照】 

・46 保局 444 号 第３ 

 

（抜粋） 

第３ 公害防止管理者の選任について ２公害防止管理者を選任すべき事由の発生について 

なお、公害防止管理者が法第９条第１項の定めるところに従いその業務を誠実に行なうこと

ができるためには、特定工場の従業員に対し公害防止に関し必要な措置を指示し得る立場に

あることが必要であり、し従って、そのためには原則として当該特定工場の従業員であるこ

とが必要である。 

 当該特定工場の従業員でなくとも所要の資格を有する者であれば、その者を当該特定工場

の公害防止管理者に選任しても違法ではないが、その場合には、当該特定事業者は、その者

が当該特定工場の従業員に対し公害防止に関し必要な指示をし得るような地位を与えるよ

う配慮することが必要であろう。 
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Q24 
法に、公害防止管理者の兼務を緩和する条件として、『通信手段が整備されているこ

と』とあるが、どのような整備を行うべきなのか。 

A24 

公害防止管理者は、常勤工場と同等に、兼務工場の公害の状況を監視する必要があ

るため、遠隔監視システム、社内 LAN 等により常時、公害の発生状況、排出量等の

測定結果を受信できる環境が備えられており、かつ、直ちに伝達事項を送信できる

設備が整備されていることなどの整備が必要である。 

【関連条文】 

・施行規則第５条第２号 

・基準告示第１条 

【参照】 

・平成 17 年３月 31 日付け事務連絡 第１ 公害防止管理者等の必置制度の見直しについて 

 

（抜粋） 

第１ 公害防止管理者等の必置制度の見直しについて 

１.複数の工場における公害防止管理者の兼務可能要件の追加（施行規則第５条第２号、基準

告示関係） 

（中略） 

⑤ 兼務公害防止管理者の常時勤務する工場から他の兼務工場の公害の発生状況を監視

できる通信手段が整備されていること。 

なお、「公害の発生状況を監視できる通信手段が整備されている」とは、遠隔監視システ

ム、社内 LAN 等により、常時、公害の発生状況、排出量等の測定結果を受信できる環境が

備えられており、かつ、直ちに伝達事項を送信できる設備が整備されていることなどをい

う。 
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Ⅲ-３．特定事業者の地位の承継 

Q25 

ある会社が分社化されることとなり、公害防止管理者も変わるため、公害防止管理

者の選任届を提出することとなった。この場合、法第６条の２の規定に基づく、承

継届出の提出は不要と考えて良いか。 

A25 

貴見のとおり、承継届出の提出は不要である。 

なお、本法は、人的要素として公害防止組織の整備を求めている法律であり、相続

又は合併の場合、人的要素がそのまま引き継がれるのが一般的であることから、こ

れらについては承継の規定を設けているところ。 

【関連条文】 

・法第６条の２ 

 

90



 

 

 

 

 

３章 特定工場における公害防止組織の整備に関する 
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3 章 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に基づく 
立入検査マニュアル策定の手引き 

 
3.1 立入検査の目的 

 

本法は、公害防止統括者等の制度を設けることにより、特定工場における公害防止組織

の整備を図り、もって公害の防止に資することを目的としている。 

この制度の実行性を担保するため、都道府県知事（施行令第 14 条に基づき都道府県知

事の権限が委任されている市町村長を含む）が、法第 11 条に基づき、この法律の施行に必

要な限度において、特定事業者に対し、公害防止統括者等らの職務の実施状況の報告を求

めることができ、また特定工場に立ち入って書類その他の物件を検査させることができる

こととされている。 

 

 

－参考－ 

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律 

（報告及び検査）  

第 11 条  都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、特定事業者に対し、

公害防止統括者、公害防止管理者若しくは公害防止主任管理者又はこれらの代理者の職

務の実施状況の報告を求め、又はその職員に、特定工場に立ち入り、書類その他の物件

を検査させることができる。  

２ （略） 

３ 前２項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人

に提示しなければならない。  

４ 第１項又は第２項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたもの

と解釈してはならない。  
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3.2 立入検査の実施にあたっての基本的な考え方と実施フロー 
 

3.2.1 基本的な考え方 

昭和 45年末のいわゆる公害国会では、従前の公害規制法令が見直され大気汚染防止法、

水質汚濁防止法、騒音規制法等 14 法の制定及び改正が行われ、公害の規制は大幅に強化・

拡充された。 

しかしながら、一段と強化された規制水準とこれを現実に実効すべき事業者の公害防止

体制（人的組織）との間には大きなへだたりがあった。 

そこで、主な公害発生源である工場や事業場に公害防止組織の設置を義務付けるため、

昭和 46 年に法に基づく公害防止統括者等の制度が設けられた。 

このため、法の制定の経緯を踏まえ、立入検査は、原則として公害規制法に係る立入検

査と併せて実施する。 

  

 

3.2.2 立入検査の実施フロー 

本手引きは、立入検査を行うにあたっての作業の順に、次のフローにより組み立てられ

る。 

なお、特定工場の事故、苦情等の通報があり、公害規制法に係る立入検査を直ちに実施

する場合、公害防止管理体制に綻びが生じている可能性があるため、法の遵守状況を併せ

て確認することが重要である。この場合は、事前準備を行う時間が限られているため、適

切に対処できるよう常に関係機関と連携し体制を整えておく必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-1 立入検査の実施フロー 

 

 

  

立入検査計画の作成 

指導・処分等 

立入検査の事前準備 

立入検査の実施 
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3.3 立入検査の具体的な方法 
 

3.3.1 立入検査計画の作成 

立入検査計画は、原則として立入検査を実施しようとする年度の前年度末又は年度初め

に作成することが望ましい。 

また、立入検査計画の作成にあたっての留意事項は次のとおりである。 

 

【立入検査計画の作成にあたっての留意事項】 

○原則として、公害規制法に基づく立入検査と同時に実施する。 

○継続的に改善指導（公害規制法の指導を含む）を行っている特定工場を選定すること

を検討する。 

○長期間立入検査が行われていない特定工場がないように検討する。 

 

なお、年度途中に特定工場が新設された場合や特定工場の事故等の緊急時は、随時立入

検査を実施するなど、自治体ごとに弾力的に対応することが望ましい。 

 

 

3.3.2 立入検査の事前準備 

 (1) 公害防止統括者等の届出書等の確認 

特定事業者から提出された届出書を確認し、公害防止統括者等の選任者及び選任が必要

な公害防止管理者の施設の区分を確認する。 

また、公害防止統括者等の選任者が変更されている可能性があるため、選任期限及び届

出期限（表 3-1）や必要な届出様式を事前に確認する。 

 

表 3-1 選任期限及び届出期間 

事項 選任期限 届出期限 

選
任 

公害防止統括者 
及び代理者 

選任すべき事由が発生し
た日から30日以内 選任した日から30日以内 

公害防止主任管理者 
及び代理者 

選任すべき事由が発生し
た日から60日以内 選任した日から30日以内 

公害防止管理者 
及び代理者 

選任すべき事由が発生し
た日から60日以内 選任した日から30日以内 

死
亡
・
解
任 

公害防止統括者 
及び代理者  死亡、解任した日から30日以内 

公害防止主任管理者 
及び代理者  死亡、解任した日から30日以内 

公害防止管理者 
及び代理者  死亡、解任した日から30日以内 

承
継 相続又は合併  遅滞なく 

95



 
 

(2) 事業者向けガイドライン等の確認 

公害規制法の規制基準等の違反がある特定工場は、公害防止管理体制に綻びが生じてい

る可能性がある。 

このため、当該特定工場については、公害防止統括者等がそれぞれの業務を適切に行っ

ていたかを特に丁寧に確認する必要があるため、法・施行規則で規定されている公害防止

統括者等の業務内容を事前確認しておく必要がある。 

さらに、事業者向けガイドライン等（表 3-2）について、過去、公害規制法の排出基準

の超過及び工場の従業員による測定データの改ざん等の違反事案が相次いで明らかになっ

た際に策定しているため、事前確認しておくことが望ましい。 

これらを踏まえた立入検査チェックリスト例を資料１に、法・施行規則で規定されてい

る公害防止統括者等の業務内容を資料２に示す。 

 

表 3-2 指導の参考とするガイドライン等 

策定年月日 名称 

平成 19 年 

３月 15 日 

事業者向けガイドライン 

（「公害防止に関する環境管理の在り方」に関する報告書 Ⅰ～Ⅳ） 

平成 24 年 

６月 22 日 

新しい地域パートナーシップによる公害防止取組指針 

 

(3) 過去の指導経過等の確認 

公害防止統括者等の未選任等に係る指導をしている場合があるため、予め過去の立入検

査の結果等から、指導経過や是正状況を確認する。 

 

(4) 携行品等の準備 

立入検査に必要な携行品例を表 3-3 に示す。これらの携行品に加え、立入検査を行う公

害規制法の種類に応じた携行品を準備する必要がある。 

 

表 3-3 立入検査携行品例 

用途 携行品 

立入検査開始時 身分証明書（施行規則様式第９） 

立入検査チェック用 立入検査チェックリスト等の調査票 

届出書の写し 

カメラ 

指導等資料 関係法令集 

手引き 

届出書様式類 

安全装備 作業服 

ヘルメット 

安全靴 
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3.3.3 立入検査の手順 

立入検査の手順例を図 3-2 に示す。 

立入検査は原則無通告で行うこととするが、特定事業者の資料の準備、公害防止管理者

の立会い等が必要な場合があり、通告を行うことで効率的な検査が可能となることもある。

その場合においても、違反行為が疑われるような場合や過去の経緯によっては通告するこ

とが不適切となる可能性があり、判断には注意が必要である。なお、立入検査は、原則と

して公害規制法も併せて確認することなどから複数の職員で行う。 

立入検査員は、検査開始時に身分証明書を特定事業者に提示の上、立入検査の目的等を

説明する。特定事業者が立入検査を拒否・妨害・忌避する場合は、立入検査の権限がその

抵抗を排除してまで実施することが許されないことに留意するものの、刑罰による間接強

制により適正かつ円滑な立入検査の実施を確保するとする法の趣旨に照らし、罰則が適用

されることを説明し、必要に応じ、捜査機関と協議の上で対応する。 

立入検査の目的を説明後、公害防止管理者等の立会いを求め、選任・届出状況等を聴取

等により確認をする。 

立入検査の実施後は、検査結果を特定事業者へ伝える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-2 立入検査の手順の例 

  

身分証を提示、検査目的の説明 

公害防止管理者の立会い等を依頼 

選任・届出状況等の確認 

検査結果を伝え、必要に応じ指導・処分等 

終了 
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3.3.4 立入検査内容 

立入検査については、公害防止統括者等の選任・届出状況を確認し、公害規制法の規制

基準等の確認と併わせ、公害防止統括者等の業務内容を適切に行っていたかを確認する。

適否の結果や特記事項はその場でメモを取り、検査結果を口頭又は文書で伝える。 

 

3.3.5 指導・処分等 

(1) 指導 

立入検査において指摘事項が見つかった場合には、その軽重に応じ、迅速かつ適切な措

置を講じる。以下に考え方を及び文書による指導例を示す。  

 

【考え方】 

○軽微な不適事項や改善すべき事項については、現地で特定事業者に対して口頭指導を行

う。  

○立入時に確認できなかった点や、不審な点がある場合は、資料の提出や再調査を指導し、

後日報告するよう求める。  

○法令違反による指導を行う場合は、各自治体の判断により文書で指導等を行い、期間を

定め改善等に係る事後の報告を求める。報告は、指導の原因が解消されたか、再発防止

となる改善であったかという観点で内容を確認し、必要に応じて再度の立入検査を行う。 

 

【文書による指導例】 

・公害防止管理者の未選任状態が継続するなど公害防止組織の整備にあたり著しい不備が

確認された場合（法第４条第１項違反） 

・ばい煙量又はばい煙濃度の測定記録を保存しておらず（大気汚染防止法第 16 条違反）、

公害防止管理者が継続して確認をしていない場合（施行規則第６条に規定する技術的事

項の業務を管理していないため、大気汚染防止法の指導と併せて指導） 

 

(2) 処分等 

法に定められた行政処分及び罰則は表 3-4 及び表 3-5 に示す。指導に基づく是正が行

われない場合等、各自治体の判断で刑事訴訟法第239条第２項の規定に基づき告発する。 

また、公害規制法における処分等の発動が検討される場合もあるので、関係機関と調

整する。 

なお、法第 10 条の解任命令により解任され、その解任の日から２年を経過しない者

は、公害防止統括者等になることができないため（法第７条第２項）、解任命令の処分

を行った場合には、速やかに環境省へ情報共有し、事実の概要、処分の内容及び理由な

どを明らかにする。 

処分等を行った場合の公表は法に定められていないものの、実施した場合には周辺住

民に対する情報公開等の利点があるため、自治体の判断により行う。 
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表 3-4 行政処分 

行政処分 対象者 概要 

解任命令 

（法第 10 条） 

公害防止統括者、公

害防止管理者若しく

は公害防止主任管理

者又はこれらの代理

者 

この法律、大気汚染防止法、水質汚濁防止法、

騒音規制法、振動規制法若しくはダイオキシン

類対策特別措置法又はこれらの法律に基づく

命令の規定その他政令で定める法令の規定に

違反したとき 

 

－参考－ 

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律 

（公害防止統括者等の解任命令）  

第 10 条  都道府県知事は、公害防止統括者、公害防止管理者若しくは公害防止主任管

理者又はこれらの代理者が、この法律、大気汚染防止法、水質汚濁防止法、騒音規制

法、振動規制法若しくはダイオキシン類対策特別措置法又はこれらの法律に基づく命

令の規定その他政令で定める法令の規定に違反したときは、特定事業者に対し、公害

防止統括者、公害防止管理者若しくは公害防止主任管理者又はこれらの代理者の解任

を命ずることができる。  

 

 

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令 

（法第 10 条の政令で定める法令の規定） 

第 12 条 法第 10 条の政令で定める法令の規定は、湖沼水質保全特別措置法（昭和 59

年法律第 61 号）、特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関す

る特別措置法（平成６年法律第９号）若しくはこれらの法律に基づく命令の規定又は

大気汚染防止法（昭和 43 年法律第 97 号）、騒音規制法（昭和 43 年法律第 98 号）、水

質汚濁防止法（昭和 45 年法律第 138 号）、振動規制法（昭和 51 年法律第 64 号）、湖

沼水質保全特別措置法、特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全

に関する特別措置法、ダイオキシン類対策特別措置法（平成 11 年法律第 105 号）若

しくはこれらの法律に基づく命令の規定に相当する鉱山保安法、ガス事業法（昭和

29 年法律第 51 号）、電気事業法（昭和 39 年法律第 170 号）若しくはこれらの法律に

基づく命令の規定とする。 
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表 3-5 罰則 

違反 概要 根拠 

選任義務違反※ 

（第３条第１項、第４条第１

項、第５条第１項又は第６条

第１項） 

公害防止統括者、公害防止管

理者又は公害防止主任管理

者並びにそれぞれの代理者

の選任を怠った者 

法第 16 条第１号 

（50 万円以下の罰金） 

解任命令違反※ 

（第 10 条） 

表 3-4 のとおり 法第 16 条第２号 

（50 万円以下の罰金) 

届出義務違反※ 

（第３条第３項（第４条第３

項、第５条第３項又は第６条

第２項において準用する場

合を含む。） 

公害防止統括者、公害防止管

理者又は公害防止主任管理

者並びにそれぞれの代理者

の届出をせず、又は虚偽の届

出をした者 

法第 17 条第１号 

（20 万円以下の罰金） 

 

報告違反、立入検査の拒否・

妨害・忌避※ 

（第 11 条第１項） 

 

都道府県知事等の求めに対

して報告をせず、若しくは虚

偽の報告をし、又は検査を拒

み、妨げ、若しくは忌避した

者 

法第 17 条第２号 

（20 万円以下の罰金） 

 

承継届出義務違反 

（法第６条の２第２項） 

承継の届出をせず、又は虚偽

の届出をした者 

法第 19 条 

（10 万円以下の過料） 

※法人又は人に係る両罰規定あり（法第 18 条） 

 

－参考－ 

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律 

（罰則）  

第 16 条  次の各号の一に該当する者は、50 万円以下の罰金に処する。  

一  第３条第１項、第４条第１項、第５条第１項又は第６条第１項の規定に違反した

者  

二  第 10 条の規定による命令に違反した者  

 

第 17 条  次の各号の一に該当する者は、20 万円以下の罰金に処する。  

一  第３条第３項（第４条第３項、第５条第３項又は第６条第２項において準用する

場合を含む。）の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者  

二  第 11 条第１項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規

定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者  

 

第 18 条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法

人又は人の業務に関し、第 16 条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰する

ほか、その法人又は人に対して、各本条の刑を科する。  

 

第 19 条  第６条の２第２項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、10

万円以下の過料に処する。 
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行政処分の指針について（環循規発第 18033028 号 平成 30 年３月 30 日） 

第１ 総論 

２ 行政指導について 

行政指導は、迅速かつ柔軟な対応が可能という意味で効果的であるが、相手方の任

意の協力を前提とするものであり、相手方がこれに従わないことをもって法的効果を

生ずることはなく、行政処分の要件ではないものである。このような場合に更に行政

指導を継続し、法的効果を有する行政処分を行わない結果、違反行為が継続し、生活

環境の保全上の支障の拡大を招くといった事態は回避されなければならないところで

あり、緊急の場合及び必要な場合には躊躇することなく行政処分を行うなど、違反行

為に対しては厳正に対処すること。 

この場合において、当該違反行為が犯罪行為に該当する場合には捜査機関とも十分

連携を図ること。 

 

４ 事実認定について 

(1) 行政処分を行うためには、違反行為の事実を行政庁として客観的に認定すれば足

りるものであって、違反行為の認定に直接必要とされない行為者の主観的意思など

の詳細な事実関係が不明であることを理由に行政処分を留保すべきでないこと。な

お、事実認定を行う上では、法に基づく立入検査、報告徴収又は関係行政機関への

照会等を積極的に活用し、事実関係を把握すること。 

 

第 14 刑事告発 

１ 一般的留意事項 

(1) 刑事訴訟法第 239 条第２項において、官吏又は公吏は、その職務を行うことによ

り犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない旨規定されている趣旨

を踏まえ、違反行為については積極的に告発を行われたいこと。 

(2) 告発に当たっては、違反行為者の氏名又は名称、違反行為の日時（少なくとも何

年何月ころ）、違反行為の対象となった廃棄物又は有害使用済機器の種類及び数量

周辺の生活環境への影響、周辺住民からの苦情、違反行為の回数（少なくとも何年

何月から何年何月にかけておよそ何回）、違反行為者への過去の指導状況などにつ

いて疎明資料をもってできる限り明らかにされたいこと。なお、告発に係る手続を

円滑に進めるためにも、告発を行う前には、告発対象となる違反行為の内容等につ

いて捜査機関と十分に協議する必要があること。 
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資料 1 立入検査チェックリスト例 

指導・確認項目 結果 特記事項 

選任・届出

状況※１ 

 

公害防止統括者の氏名 

○○○○（代理者○○○○） 
○ 

 

公害防止主任管理者の氏名 

（代理者    ） 
－ 

選任不要 

公害防止管理者の氏名(区分※2：大気） 

○○○○（代理者○○○○） 
× 

届出されていた選任者が退職していたた

め、外部委託者でも構わない（Q＆A 集の

Q19 参照）ので速やかに選任のうえ届出す

るよう指導 

役割業務の

実施状況※3 

公害防止統括者の業務（区分：大気）

を実施しているか × 

ばい煙量又はばい煙濃度の測定記録を未

保存等 

公害防止主任管理者の業務を実施して

いるか 
－ 

選任不要 

公害防止管理者の業務（区分：大気）

を実施しているか 
× 

そもそも公害防止管理者が未選任 

事業者向け

ガイドライ

ン等の取組

状況※４ 

工場・現場における公害防止に関する

環境管理への取組 
× 

・測定データを複数者で確認するよう指導 

・異常時の緊急連絡網を作成するよう指導 

全社的な公害防止に関する環境管理へ

の取組 × 

設備が劣化していたにも関わらず設備投

資されていなかったため、社内体制を改善

するよう指導 

従業員教育への取組 

× 

・今回の立入検査を契機に環境コンプライ

アンス関係の教育を実施するよう指導 

・複数の従業員に公害防止管理者の資格取

得をさせるよう指導 

利害関係者とのコミュニケーションへ

の取組 
× 

・届出事項を変更する際は、事前に行政へ

相談するよう指導 

・地域住民からの測定データの情報開示請

求に可能な限り対応するよう指導 

※１ 選任:法第３条第１項、法第４条第１項、法第５条第１項又は法第６条第１項の選任状況 

   届出：法第３条第３項(法第４条第３項、法第５条第３項又は法第６条第２項において準用する 

場合を含む。)の届出状況 

※２ 区分は大気、水質、騒音、粉じん、振動又はダイオキシン類を記載。複数の区分ごとに選任者が 

いる場合は行を追加して記載 

※３ 法第３条第１項、法第４条第１項又は法第５条第１項の業務実施状況 

※４ 「公害防止に関する環境管理の在り方」に関する報告書（平成 19 年３月 15 日）の事業者向けガイ 

ドライン及び新しい地域パートナーシップによる公害防止取組指針（平成 24 年６月 22 日）を参照 
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資料２ 公害防止統括者等の業務内容 

 

【公害防止統括者】 

区分 業務内容（統括者の職務） 法 

大気 

(ばい煙発生施

設) 

・ばい煙発生施設の使用方法の監視 

・処理施設等の維持及び使用に関すること 

第３条
第１項
第１号 

イ 

ばい煙の量の測定及び記録に関すること ロ 

大気汚染防止法の事故時の措置及びばい煙に係る

緊急時の措置 

ハ 
(施行規則第

３条第１項) 

水質 

(汚水等排出施

設) 

・汚水等排出施設の使用方法の監視 

・処理施設等の維持及び使用に関すること 

第３条
第１項
第２号 

イ 

排出水又は特定地下浸透水の測定及び記録に関す

ること 

ロ 

水質汚濁防止法の事故時の措置及び排出水に係る

緊急時の措置に関すること 

ハ 
(施行規則第

３条第２項) 

騒音 

(騒音発生施設) 

騒音発生施設の使用の方法及び配置その他騒音の

防止の措置に関すること 

第３条第１項３号 

粉じん 

(特定粉じん発生

施設) 

・特定粉じん発生施設の使用方法の監視 

・処理施設等の維持及び使用に関すること 

第３条
第１項 
第４号 

イ 

特定粉じんの濃度の測定及び記録に関すること ロ 

粉じん 

(一般粉じん発生

施設) 

・一般粉じん発生施設の使用方法の監視 

・処理施設等の維持及び使用に関すること 

第３条第１項５号 

振動 

（振動発生施設） 

振動発生施設の使用の方法及び配置その他振動の

防止の措置に関すること。 

第３条第１項６号 

ダイオキシン類 

（ダイオキシン

類発生施設） 

・ダイオキシン類発生施設の使用方法の監視 

・処理施設等の維持及び使用に関すること 

第３条
第１項 
第７号 

イ 

排出ガス又は排出水に含まれるダイオキシン類の

量の測定及び記録に関すること 

ロ 

ダイオシキン類対策特別措置法の事故時の措置及び

ダイオキシン類に係る緊急時の措置に関すること 

ハ 
(施行規則第

３条第３項) 
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【公害防止管理者】 

区分 業務内容（管理者の業務） 法 施行規則 

大気 

(ばい煙発生施

設) 

使用する燃料又は原材料の検査  第４条

第１項

第１号 

 

第
６
条
第
１
項 

第１号 

ばい煙発生施設の点検 第２号 

処理施設等の操作、点検及び補修 第３号 

ばい煙量又はばい煙濃度の測定の実施及び記録 第４号 

測定機器の点検及び補修 第５号 

事故時の措置の実施 第６号 

ばい煙に係る緊急時の措置の実施 第７号 

水質 

(汚水等排出施

設) 

使用する原材料の検査 第４条

第１項

第２号 

 

第
６
条
第
２
項 

第１号 

汚水等排出施設の点検 第２号 

処理施設等の操作、点検及び補修 第３号 

排出水又は特定地下浸透水の測定及び記録 第４号 

測定機器の点検及び補修 第５号 

事故時の措置の実施 第６号 

排出水に係る緊急時の措置の実施 第７号 

騒音 

(騒音発生施設) 
騒音発生施設の配置の改善 第４条

第１項

第３号 

第
６
条
第
３
項 

第１号 

騒音発生施設の点検 第２号 

騒音発生施設の操作の改善 第３号 

騒音を防止するための施設の操作、点検及び補修  第４号 

粉じん 

(特定粉じん発生

施設) 

使用する原材料の検査 第４条

第１項

第４号 

第
６
条
第
４
項 

第１号 

特定粉じん発生施設の点検 第２号 

処理施設等の操作、点検及び補修 第３号 

特定粉じんの濃度の測定及び記録 第４号 

測定機器の点検及び補修    第５号 

粉じん 

(一般粉じん発生

施設) 

使用する原材料の検査 第４条

第１項

第５号 

第
６
条
第
５
項 

第１号 

一般粉じん発生施設の点検 第２号 

処理施設等の操作、点検及び補修 第３号 

振動 

(振動発生施設) 
振動発生施設の配置の改善 第４条

第１項

第６号 

第
６
条
第
６
項 

第１号 

振動発生施設の点検 第２号 

振動発生施設の操作の改善 第３号 

振動を防止するための施設の操作、点検及び補修 第４号 

ダイオキシン類 

(ダイオキシン類

発生施設) 

使用する燃料又は原材料の検査 第４条

第１項

第７号 

第
６
条
第
７
項 

第１号 

ダイオキシン類発生施設の点検 第２号 

処理施設等の操作、点検及び補修 第３号 

ダイオキシン類の量の測定及び記録 第４号 

測定機器の点検及び補修 第５号 

事故時の措置の実施 第６号 

排出ガス又は排出水に係る緊急時の措置の実施 第７号 
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【公害防止主任管理者】 

区分 業務内容（主任管理者の業務） 法 

大気 

(ばい煙発生施設) 

使用する燃料又は原材料の検査  第
５
条
第
１
項 
 
 
 

（第４条第

１項第１号

関係の業務） 

 

ばい煙発生施設の点検 

処理施設等の操作、点検及び補修 

ばい煙量又はばい煙濃度の測定の実施及び記録 

測定機器の点検及び補修 

事故時の措置の実施 

ばい煙に係る緊急時の措置の実施 

水質 

(汚水等排出施設) 

使用する原材料の検査 （第４条第

１項第２号

関係の業務） 

汚水等排出施設の点検 

処理施設等の操作、点検及び補修 

排出水又は特定地下浸透水の測定及び記録 

測定機器の点検及び補修 

事故時の措置の実施 

排出水に係る緊急時の措置の実施 
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４章 特定工場における公害防止組織の整備に関する 

法律に係る地方自治体独自の取り組み（条例規制関係） 
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自
治

体
条

例
名

称
対

象
の
拡

大
そ

の
他

条
例

及
び
条

例
施

行
規

則
別

表
等

栃
木

県
栃

木
県

生
活

環
境

の
保

全
等

に
関

す
る

条
例

○
―

条
例

(
公

害
防

止
責

任
者

の
選

任
)

第
五

十
条

　
ば

い
煙

等
に

係
る

施
設

で
あ

っ
て

規
則

で
定

め
る

も
の

を
設

置
し

て
い

る
者

は
、

当
該

施
設

の
種

類
ご

と
に

規
則

で
定

め
る

業
務

を
行

わ
せ

る
た

め
、

当
該

施
設

の
種

類
ご

と
に

そ
れ

ぞ
れ

公
害

防
止

責
任

者
を

選
任

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

2
　

前
項

の
規

定
は

、
同

項
に

規
定

す
る

施
設

の
種

類
に

応
じ

特
定

工
場

に
お

け
る

公
害

防
止

組
織

の
整

備
に

関
す

る
法

律
(
昭

和
四

十
六

年
法

律
第
百

七
号

)
第

四
条

の
規
定

に
よ

り
公

害
防

止
管

理
者

が
選

任
さ

れ
て

い
る

場
合

は
、

そ
の

選
任

さ
れ

て
い

る
施

設
の

種
類

に
つ

い
て

は
、

適
用

し
な

い
。

条
例

施
行

規
則

(
公

害
防

止
責

任
者

を
選

任
す

べ
き

施
設

)
第

三
十
二

条
　

条
例

第
五

十
条

第
一

項
の

規
則

で
定

め
る

施
設

は
、

次
に

掲
げ

る
施

設
と

す
る

。
一

　
ば
い

煙
に

係
る

特
定

施
設

、
大

気
汚

染
防

止
法

施
行

令
(
昭

和
四
十

三
年

政
令

第
三

百
二

十
九

号
)
別

表
第

一
に

掲
げ

る
施

設
又

は
ダ

イ
オ

キ
シ

ン
類

対
策

特
別

措
置

法
施

行
令

(
平

成
十

一
年

政
令

第
四

百
三

十
三

号
)
別

表
第

一
に

掲
げ

る
施

設 二
　

粉
じ

ん
に

係
る

特
定

施
設

又
は

大
気

汚
染

防
止

法
施

行
令

別
表

第
二

に
掲

げ
る

施
設

三
　

汚
水

に
係

る
特

定
施

設
、

水
質

汚
濁

防
止

法
施

行
令

(
昭

和
四

十
六

年
政

令
第

百
八

十
八

号
)
別

表
第

一
に

掲
げ

る
施

設
又

は
ダ

イ
オ

キ
シ

ン
類

対
策

特
別

措
置

法
施

行
令

別
表

第
二

に
掲

げ
る

施
設

四
　

騒
音

に
係

る
特

定
施

設
又

は
騒

音
規

制
法

施
行

令
(
昭

和
四

十
三
年

政
令

第
三

百
二

十
四

号
)
別

表
第

一
に

掲
げ

る
施

設 五
　

振
動

に
係

る
特

定
施

設
又

は
振

動
規

制
法

施
行

令
(
昭

和
五

十
一
年

政
令

第
二

百
八

十
号

)
別

表
第

一
に

掲
げ

る
施

設

宇
都

宮
市

栃
木

県
生

活
環

境
の

保
全

等
に

関
す

る
条

例

○
―

同
上

４
章

　
特

定
工

場
に

お
け

る
公

害
防

止
組

織
の

整
備

に
関

す
る

法
律

に
係

る
地

方
自

治
体

独
自

の
取

り
組

み
（
条

例
規

制
関

係
）

■
別

表
第

１
（

第
３

条
、

第
1
4
条

、
第

4
3
条

関
係

）
ば
い

煙
発

生
施

設
１

廃
棄

物
焼
却

炉
〔

火
格

子
面

積
が

1
.
5
平

方
メ

ー
ト

ル
以

上
２

平
方

メ
ー
ト

ル
未

満
で

あ
る

か
、

又
は

焼
却

能
力

が
１

時
間

当
た

り
1
5
0
キ

ロ
グ

ラ
ム

以
上

（
廃

油
焼

却
炉

に
あ

っ
て

は
１

時
間

当
た

り
5
0
キ

ロ
グ

ラ
ム

以
上

）
2
0
0
キ

ロ
グ

ラ
ム

未
満

で
あ

る
こ

と
。

〕
　

/
　

２
オ

ガ
ラ

イ
ト

の
製

造
の

用
に

供
す

る
乾

燥
炉

〔
火

格
子

面
積

が
0
.
5
平

方
メ

ー
ト

ル
以

上
１

平
方

メ
ー
ト

ル
未

満
で

あ
る

か
、

又
は

バ
ー

ナ
ー

の
燃

料
の

燃
焼

能
力

が
重

油
換

算
１

時
間

当
た

り
2
0
リ

ッ
ト

ル
以

上
5
0
リ

ッ
ト

ル
未

満
で

あ
る

こ
と

。
〕

■
別

表
第

２
（

第
４

条
、

第
1
7
条

、
第

4
3
条

関
係

）
粉
じ

ん
発

生
施

設
１

鉱
物

（
コ
ー

ク
ス

を
含

む
。

以
下

同
じ

。
）

、
土

石
、

チ
ッ

プ
又

は
木

く
ず

の
堆

積
場

〔
面

積
が

鉱
物

又
は

土
石

に
あ

っ
て

は
5
00

平
方

メ
ー

ト
ル

以
上

1
,
0
0
0
平

方
メ

ー
ト
ル

未
満

、
チ

ッ
プ

又
は

木
く

ず
に

あ
っ

て
は

5
0
0
平

方
メ

ー
ト
ル

以
上

で
あ

る
こ

と
。

〕
　

/
　

２
破

砕
機

及
び

摩
砕

機
（

鉱
物

、
岩

石
又

は
セ

メ
ン

ト
の

用
に

供
す

る
も

の
に

限
り

、
湿

式
の

も
の

及
び

密
閉

式
の

も
の

を
除

く
。

）
〔

原
動

機
の

定
格

出
力

が
3
7
.
5
キ

ロ
ワ

ッ
ト

以
上

7
5
キ

ロ
ワ

ッ
ト

未
満

で
あ

る
こ

と
。

〕
　

/
　

３
ふ

る
い

（
鉱

物
、

岩
石

又
は

セ
メ

ン
ト

の
用

に
供

す
る

も
の

に
限

り
、

湿
式

の
も

の
及

び
密

閉
式

の
も

の
を

除
く

。
）

〔
原

動
機

の
定

格
出

力
が

7
.
5
キ

ロ
ワ

ッ
ト

以
上

1
5
キ
ロ

ワ
ッ

ト
未

満
で

あ
る

こ
と

。
〕

　
/
　

４
動

力
打

綿
機

及
び

動
力

混
打

綿
機

〔
す

べ
て

の
も

の
〕

　
/
　

５
木

材
、

木
製
品

の
製

造
の

用
に

供
す

る
切

断
施

設
、

研
削

施
設

、
研

摩
施

設
及

び
粉

砕
施

設
（

家
具

製
造

の
用

に
供

す
る

も
の

を
除

く
。

）
〔

原
動

機
の

定
格

出
力

が
切

断
施

設
、

研
削

施
設

又
は

研
摩

施
設

に
あ

っ
て

は
2
.
2
5
キ

ロ
ワ

ッ
ト

以
上

、
粉

砕
施

設
に

あ
っ

て
は

7
.
5
キ

ロ
ワ

ッ
ト

以
上

で
あ
る

こ
と

。
■

別
表

第
３
（

第
５

条
、

第
2
0
条

、
第

4
3
条

関
係

）
汚
水

等
排

出
施

設
湿

式
集

じ
ん
施

設
又

は
廃

ガ
ス

洗
浄

施
設

（
水

質
汚

濁
防

止
法

施
行

令
（

昭
和

4
6
年

政
令

第
1
8
8
号

）
別

表
第

１
各

号
に

掲
げ

る
業

に
用

い
る

も
の

を
除

く
。

）
■

別
表

第
４
（

第
８

条
、

第
4
3
条

関
係

）
騒

音
発

生
施
設

１
金

属
加

工
用

の
旋

盤
（

ベ
ル

ト
駆

動
式

の
も

の
で

あ
る

こ
と

。
）

〔
す

べ
て

の
も

の
〕

　
/
　

２
空

気
圧

縮
機

及
び
送

風
機

〔
原

動
機

の
定

格
出

力
が

3.
7
5
キ

ロ
ワ

ッ
ト

以
上
7
.
5
キ

ロ
ワ

ッ
ト

未
満

で
あ

る
こ

と
。

〕
　

/
　

３
コ

ン
ク

リ
ー

ト
製

品
製

造
用
の

コ
ン

ク
リ

ー
ト

プ
ラ

ン
ト

〔
気

泡
コ

ン
ク

リ
ー

ト
プ

ラ
ン

ト
を

除
き

、
混

練
機

の
混

練
容

量
が

0
.
4
5
立

方
メ

ー
ト

ル
未
満

で
あ

る
こ

と
。

〕
　

/
　

４
木

材
加

工
機

械
〔

(
１

)
　

チ
ッ
パ

ー
原

　
動

機
の

定
格

出
力

が
2
.
2
5
キ

ロ
ワ

ッ
ト

未
満
で

あ
る

こ
と

。
　

(２
)
　

製
材

用
帯

の
こ
盤

及
び

丸
の

こ
盤

　
原

動
機

の
定

格
出

力
が

7
.
5
キ

ロ
ワ

ッ
ト
以

上
1
5
キ

ロ
ワ
ッ

ト
未

満
で

あ
る

こ
と

。
　

(
３

)
　

木
工
用

の
帯

の
こ

盤
及

び
丸

の
こ

盤
　

原
動

機
の

定
格

出
力

が
1
.
5
キ

ロ
ワ

ッ
ト

以
上

2
.
2
5
キ

ロ
ワ

ッ
ト

未
満

で
あ

る
こ

と
。
　

(
４

)
　

か
ん

な
盤

　
原

動
機

の
定

格
出
力

が
1
.
5
キ

ロ
ワ

ッ
ト

以
上

2
.
2
5
キ
ロ

ワ
ッ

ト
未

満
で

あ
る

こ
と

。
〕

　
/
　

５
冷

凍
機

〔
原

動
機
の

定
格

出
力

が
3
.
7
5
キ

ロ
ワ

ッ
ト

以
上

で
あ

る
こ

と
。

〕
　

/
　

６
冷

却
塔

〔
原

動
機

の
定

格
出

力
が

0
.
7
5
キ

ロ
ワ

ッ
ト
以

上
で

あ
る

こ
と

。
〕

　
/
　

７
バ

ー
ナ

ー
〔

燃
料

の
消
費

能
力

が
１

時
間

当
た

り
5
0
リ

ッ
ト

ル
以
上

で
あ

る
こ

と
。

〕

条
例

（
環

境
保

全
監

督
者

）
第

9
0
条
　

工
場

又
は

事
業

場
を

設
置

し
て

い
る

者
で

規
則

で
定

め
る

も
の

（
以

下
「

工
場

等
設

置
者

」
と

い
う

。
）

は
、

環
境

保
全

監
督

者
を

選
任

し
、

作
業

の
方

法
、

施
設

の
維

持
等

に
つ

い
て

、
生

活
環

境
の

保
全

上
の

支
障

を
防

止
す

る
た

め
に

監
督

を
行

わ
せ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
２

　
工
場

等
設

置
者

は
、

環
境

保
全

監
督

者
を

選
任

し
、

又
は

解
任

し
た

と
き

は
、

速
や

か
に

、
規

則
で

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
、

そ
の

旨
を

知
事

に
届

け
出

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

条
例

施
行

規
則

（
工

場
等

設
置

者
）

第
4
3
条
　

条
例

第
9
0
条

第
１

項
の

規
則

で
定

め
る
者

は
、

別
表

第
１

、
別

表
第

２
、

別
表

第
３

又
は

別
表

第
４

に
掲

げ
る

施
設

を
有

す
る

工
場

又
は

事
業

場
を

設
置

し
て

い
る

者
と

す
る

。

―
○

県
民

の
健

康
で

快
適

な
生

活
を

確
保

す
る

た
め

の
環

境
の

保
全

に
関

す
る

条
例

岩
手

県

群
馬

県
の

生
活

環
境

を
保

全
す

る
条

例

群
馬

県
■

別
表

第
一
（

第
四

条
、

第
四

十
五

条
関

係
）

一
　

非
鉄

金
属

製
品

の
製

造
の

用
に

供
す

る
溶

解
炉

（
設

置
さ

れ
る

同
種

の
溶

解
炉

の
バ

ー
ナ

ー
の

燃
料

の
燃

焼
能

力
の

合
計

が
重

油
換

算
一

時
間

当
た

り
一

〇
〇

リ
ッ

ト
ル

以
上

又
は

変
圧

器
の

定
格

容
量

の
合

計
が

四
〇

〇
キ

ロ
ボ

ル
ト

ア
ン

ペ
ア

以
上

の
工

場
又

は
事

業
場

に
設

置
さ

れ
る

も
の

に
限

り
、

大
気

汚
染

防
止

法
施

行
令

別
表

第
一

に
掲

げ
る

も
の

を
除

く
。

）
〔

羽
口

面
断

面
積

（
羽

口
の

最
下

端
の

高
さ

に
お

け
る

炉
の

内
壁

で
囲

ま
れ

た
部

分
の

水
平

断
面

積
を

い
う

。
）

が
〇

・
二

平
方

メ
ー

ト
ル

以
上

〇
・

五
平

方
メ

ー
ト

ル
未

満
で

あ
る

か
、

バ
ー

ナ
ー

の
燃

料
の

燃
焼

能
力

が
重

油
換

算
一

時
間

当
た

り
五

〇
リ

ッ
ト

ル
未

満
で

あ
る

か
、

又
は

変
圧

器
の

定
格

容
量

が
二

〇
〇

キ
ロ

ボ
ル

ト
ア

ン
ペ

ア
未

満
で

あ
る

こ
と

。
〕

　
/
　

二
　

金
属

の
鋳
造

の
用

に
供

す
る

溶
解

炉
（

一
の

項
に

掲
げ

る
も

の
を

除
く

。
）

〔
羽

口
面

断
面

積
（

羽
口

の
最
下

端
の

高
さ

に
お

け
る

炉
の

内
壁

で
囲

ま
れ

た
部

分
の

水
平

断
面

積
を

い
う

。
）

が
〇

・
二

平
方

メ
ー

ト
ル

以
上

〇
・

五
平

方
メ

ー
ト

ル
未

満
で

あ
る

か
、

バ
ー

ナ
ー

の
燃

料
の

燃
焼

能
力

が
重

油
換

算
一

時
間

当
た

り
五

〇
リ

ッ
ト

ル
未

満
で

あ
る

か
、

又
は

変
圧

器
の

定
格

容
量

が
二

〇
〇

キ
ロ

ボ
ル

ト
ア

ン
ペ

ア
未

満
で

あ
る

こ
と

。
〕

　
/
　

三
　
鉱

物
質

製
品

の
製

造
の

用
に

供
す

る
電

気
炉

（
鉱

物
を

溶
融

す
る

も
の

に
限

り
、

大
気

汚
染

防
止

法
第

二
条

第
二

項
に

規
定

す
る

ば
い

煙
発

生
施

設
を

除
く

。
）

〔
変

圧
器

の
定

格
容

量
が

一
、

〇
〇

〇
キ

ロ
ボ

ル
ト

ア
ン

ペ
ア

以
上

で
あ

る
こ

と
。

〕
　

/
　

四
　

化
学

製
品

の
製

造
の

用
に

供
す

る
電

気
分

解
槽

〔
電

流
容

量
が

五
〇

〇
ア

ン
ペ

ア
以

上
で

あ
る

こ
と

。
〕

　
/
　

五
　

化
学

製
品

の
製

造
の

用
に

供
す

る
塩

素
反

応
施

設
、

塩
化

水
素

反
応

施
設

及
び

塩
化

水
素

吸
収

施
設

（
塩

素
ガ

ス
又

は
塩

化
水

素
ガ

ス
を

使
用

す
る

も
の

に
限

る
。

）
〔

原
料

と
し

て
使

用
す

る
塩

素
（

塩
化

水
素

に
あ

っ
て

は
、

塩
素

換
算

量
）

の
処

理
能

力
が

一
時

間
当

た
り

三
〇

キ
ロ

グ
ラ

ム
以

上
五

〇
キ

ロ
グ

ラ
ム

未
満

で
あ

る
こ

と
。

〕
/
　

六
　

液
体

塩
化

ア
ル

ミ
ニ

ウ
ム

の
製

造
の

用
に

供
す

る
溶

解
槽

〔
原

料
の

処
理

能
力

が
一

回
当

た
り

四
五

〇
キ

ロ
グ

ラ
ム

以
上

で
あ

る
こ

と
。

〕
　

/
　

七
　

ガ
ラ

ス
製

品
の

製
造

の
用

に
供

す
る

反
応

施
設

〔
容

量
が

五
〇

リ
ッ

ト
ル

以
上

で
あ

る
こ

と
。

〕
　

/
　

八
　

た
ん

白
質

の
加

水
分

解
に

よ
る

食
品

の
製

造
の

用
に

供
す

る
分

解
槽

〔
原

料
の

処
理

能
力

が
一

回
当

た
り

五
〇

〇
キ

ロ
グ

ラ
ム

以
上

で
あ

る
こ

と
。

〕
　

/
九

　
表

面
処
理

又
は

金
属

の
加

工
の

用
に

供
す

る
酸

洗
い

施
設

、
メ

ッ
キ

施
設

及
び

塩
浴

炉
（

メ
ッ

キ
施

設
及

び
塩

浴
炉

に
あ

っ
て

は
、

浴
と

し
て

シ
ア

ン
化

合
物

を
用

い
る

も
の

に
限

る
。

）
〔

す
べ

て
の

規
模

〕

■
別

表
第

七
（

第
十

八
条

、
第

二
十

五
条

、
第

四
十

六
条

関
係

）
一

　
電

気
機
械

器
具

製
造

業
（

乾
電

池
製

造
業

に
限

る
。

）
の

用
に

供
す

る
混

合
施

設
　

/
　

二
　

金
属

製
品

製
造

業
（

ト
ロ

フ
ィ
ー

製
造

業
に

限
る

。
）

の
用

に
供

す
る

施
設

で
あ

っ
て

、
次

に
掲

げ
る

も
の

〔
イ

　
研

磨
施

設
、

　
ロ

　
塗

装
被

膜
施

設
〕

　
/
　

三
　

化
学
工

業
の

用
に

供
す

る
施

設
で

あ
っ

て
、

次
に

掲
げ

る
も

の
〔

イ
　

ホ
ル

ム
ア

ル
デ

ヒ
ド

製
造

施
設

の
う

ち
、

精
製

施
設

、
　

ロ
　

縮
合

反
応

施
設

（
ホ

ル
ム

ア
ル

デ
ヒ

ド
、

同
重

合
品

及
び

同
誘

導
品

を
使

用
す

る
も

の
に

限
る

。
）

〕
　

/
　

四
　

ボ
タ

ン
製

造
業

の
用

に
供

す
る

カ
ゼ

イ
ン

浸
せ

き
施

設
（

ホ
ル

ム
ア

ル
デ

ヒ
ド

を
使

用
す

る
も

の
に

限
る

。
）

条
例

（
公

害
防

止
責

任
者

の
選

任
）

第
八

十
七

条
　

指
定

事
業

場
を

設
置

し
て

い
る

者
（

以
下

「
特

定
事

業
者

」
と

い
う

。
）

は
、

規
則

で
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

、
当

該
指

定
事

業
場

に
係

る
公

害
防

止
に

関
す

る
次

に
掲

げ
る

業
務

を
管

理
す

る
者

（
以

下
「

公
害

防
止

責
任

者
」

と
い

う
。

）
を

選
任

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

条
例

施
行

規
則

（
指

定
事

業
場

の
対

象
業

種
）

第
四

十
四

条
　

条
例

第
二

条
第

十
九

項
の

規
則

で
定

め
る

業
種

は
、

製
造

業
（

物
品

の
加

工
業

を
含

む
。

）
と

す
る

。
（

ば
い
煙

発
生

施
設

）
第

四
十
五

条
　

条
例

第
二

条
第

十
九

項
第

一
号

の
規

則
で

定
め

る
施

設
は

、
ば

い
煙

特
定

施
設

及
び

大
気

汚
染

防
止

法
施

行
令

（
昭

和
四

十
三

年
政

令
第

三
百

二
十

九
号

）
別

表
第

一
に

掲
げ

る
施

設
（

同
表

の
一

三
の

項
に

掲
げ

る
施

設
を

除
く

。
）
と

す
る

。
２

　
条
例

第
二

条
第

十
九

項
第

一
号

の
規

則
で

定
め

る
工

場
又

は
事

業
場

は
、

次
の

と
お

り
と

す
る

。
一

　
別
表

第
一

の
四

の
項

か
ら

九
の

項
ま

で
に

掲
げ

る
施

設
の

い
ず

れ
か

が
設

置
さ

れ
て

い
る

工
場

又
は

事
業

場
二

　
前
号

に
掲

げ
る

工
場

又
は

事
業

場
以

外
の

工
場

又
は

事
業

場
で

排
出

ガ
ス

量
（

設
置

さ
れ

て
い

る
ば

い
煙

発
生

施
設

に
お

い
て

発
生

し
、

大
気

中
に

排
出

さ
れ

る
気

体
の

一
時

間
当

た
り

の
量

を
温

度
が

零
度

で
圧

力
が

一
気

圧
の

状
態

に
換

算
し

た
も

の
の

最
大

値
の

合
計

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）

が
五

千
立

方
メ

ー
ト

ル
以

上
の

も
の

（
汚

水
等

排
出

施
設

）
第

四
十
六

条
　

条
例

第
二

条
第

十
九

項
第

二
号

の
規

則
で

定
め

る
施

設
は

、
水

質
特

定
施

設
並

び
に

水
質

汚
濁

防
止

法
施

行
令

（
昭

和
四

十
六

年
政

令
第

百
八

十
八

号
）

別
表

第
一

第
二

号
か

ら
第

二
十

四
号

ま
で

、
第

二
十

六
号

か
ら

第
二

十
八

号
ま

で
、

第
三

十
号

か
ら

第
四

十
二

号
ま

で
、

第
四

十
四

号
か

ら
第

五
十

九
号

ま
で

及
び

第
六

十
一

号
か

ら
第

六
十

六
号

ま
で

に
掲

げ
る

施
設

（
同

表
第

六
十

二
号

に
掲

げ
る

施
設

で
鉱

山
保

安
法

第
二

条
第

二
項

の
鉱

山
に

設
置

さ
れ

る
も

の
を

除
く

。
）

と
す

る
。

２
　

条
例

第
二

条
第

十
九

項
第

二
号

の
規

則
で

定
め

る
工

場
又

は
事

業
場

は
、

次
の

と
お

り
と

す
る

。
一

　
別
表

第
七

の
一

の
項

又
は

二
の

項
に

掲
げ

る
施

設
が

設
置

さ
れ

て
い

る
水

質
特

定
事

業
場

で
特

定
排

出
水

を
排

出
し

て
い

る
も

の
二

　
前
号

に
掲

げ
る

水
質

特
定

事
業

場
以

外
の

水
質

特
定

事
業

場
又

は
特

定
事

業
場

で
一

日
あ

た
り

の
平

均
的

な
特

定
排

出
水

の
量

が
五

百
立

方
メ

ー
ト

ル
以

上
の

も
の

（
条

例
第

二
条

第
十

九
項

第
三

号
か

ら
第

六
号

ま
で

の
規

則
で

定
め

る
工

場
又

は
事

業
場

）
第

四
十
七

条
　

条
例

第
二

条
第

十
九

項
第

三
号

か
ら

第
六

号
ま

で
の

規
則

で
定

め
る

工
場

又
は

事
業

場
は

、
常

時
使

用
す

る
従

業
者

の
数

が
二

十
一

人
以

上
の

工
場

又
は

事
業

場
と

す
る

。
（

騒
音
発

生
施

設
）

第
四

十
八

条
　

条
例

第
二

条
第

十
九

項
第

四
号

の
規

則
で

定
め

る
施

設
は

、
騒

音
規

制
法

施
行

令
（

昭
和

四
十

三
年

政
令

第
三

百
二

十
四

号
）

別
表

第
一

に
掲

げ
る

施
設

と
す

る
。

（
振

動
発

生
施

設
）

第
四

十
九

条
　

条
例

第
二

条
第

十
九

項
第

五
号

の
規

則
で

定
め

る
施

設
は

、
振

動
規

制
法

施
行

令
（

昭
和

五
十

一
年

政
令

第
二

百
八

十
号

）
別

表
第

一
に

掲
げ

る
施

設
と

す
る

。

―
○

109



さ
い

た
ま

市
さ

い
た

ま
市

生
活

環
境

の
保

全
に

関
す

る
条

例

○
―

同
上

（
た

だ
し

公
害

防
止

監
督

者
等

の
選

任
等

に
つ

い
て

の
規

定
は

百
十

三
条

で
は

な
く

百
十

四
条

で
あ

る
）

川
口

市
埼

玉
県

生
活

環
境

保
全

条
例

○
―

同
上

条
例

対
象

工
場

に
は

、
講

習
の

修
了

者
等

を
選

任

○
都

民
の

健
康

と
安

全
を

確
保

す
る

環
境

に
関

す
る

条
例

東
京

都
■

条
例

別
表
第

八
　

位
置

の
制

限
及

び
現

況
届

等
対
象

工
場

(
第

七
十

八
条
、

第
八

十
六

条
関

係
)

一
　

金
属

の
精

錬
又

は
無

機
化

学
工

業
品

の
製

造
の

用
に

供
す

る
焙

ば
い

燃
炉

、
焼

結
炉

若
し

く
は

煆
か

焼
炉

で
、

原
料

の
処

理
能

力
が

一
施

設
一

時
間

当
た

り
一

ト
ン

以
上

の
も

の
を

有
す

る
工

場
二

　
金

属
の
精

製
又

は
鋳

造
の

用
に

供
す

る
溶

解
炉

で
羽

口
面

断
面

積
が

〇
・

五
平

方
メ

ー
ト

ル
以

上
の

も
の

又
は

液
体

燃
料

用
バ

ー
ナ

ー
の

燃
焼

能
力

が
一

時
間

当
た

り
五

十
リ

ッ
ト

ル
以

上
の

も
の

を
有

す
る

工
場

三
　

製
鋼

、
合

金
鉄

又
は

非
鉄

金
属

の
製

造
の

用
に

供
す

る
電

気
炉

で
変

圧
器

の
定

格
容

量
が

千
キ

ロ
ボ

ル
ト

ア
ン

ペ
ア

以
上

の
も

の
を

有
す

る
工

場
四

　
動

物
質
臓

器
を

原
料

と
す

る
物

品
の

製
造

を
行

う
工

場
五

　
動

物
質
廃

棄
物

の
焼

却
作

業
を

行
う

工
場

六
　

レ
デ

ィ
ミ

ク
ス

ト
コ

ン
ク

リ
ー

ト
又

は
ア

ス
フ

ァ
ル

ト
コ

ン
ク

リ
ー

ト
の

製
造

を
行

う
工

場
七

　
金

属
の
厚

板
又

は
形

鋼
の

工
作

で
原

動
機

を
使

用
す

る
は

つ
り

作
業

、
鋲

び
よ

う
打

ち
作

業
又

は
孔

あ
な

埋
め

作
業

を
伴

う
も

の
を

行
う

工
場

八
　

金
属

の
鍛

造
で

重
量

が
〇

・
五

ト
ン

以
上

の
落

下
錘

を
使

用
す

る
も

の
を

行
う

工
場

九
　

無
機

化
学

工
業

品
若

し
く

は
有

機
化

学
工

業
品

の
製

造
若

し
く

は
精

製
又

は
こ

れ
ら

の
工

業
品

を
用

い
る

製
造

、
加

工
若

し
く

は
作

業
を

行
う

工
場

で
ア

ン
モ

ニ
ア

、
塩

化
水

素
、

塩
素

、
窒

素
酸

化
物

、
二

酸
化

い
お

う
、

硫
酸

(
三

酸
化

い
お

う
を

含
む

。
)
、

硫
化

水
素
、

弗
ふ

つ
素

化
合

物
、

臭
素

化
合

物
、

シ
ア

ン
化

水
素

、
塩

化
ス

ル
ホ

ン
酸

、
ク

ロ
ム

化
合

物
、

ホ
ル

ム
ア

ル
デ

ヒ
ド

、
ア

ク
ロ

レ
イ

ン
、

ホ
ス

ゲ
ン

、
ベ

ン
ゼ

ン
、

ト
ル

エ
ン

、
ア

セ
ト

ン
、

メ
タ

ノ
ー

ル
、

ト
リ

ク
ロ

ロ
エ

チ
レ

ン
若

し
く

は
テ

ト
ラ

ク
ロ

ロ
エ

チ
レ

ン
を

発
生

さ
せ

る
も

の

■
条

例
施

行
規

則
別

表
第

九
　

公
害

防
止

管
理

者
を

選
任

す
べ

き
工

場
の

区
分

等
(
第

四
十

八
条

、
第

四
十

九
条

関
係
)

（
東

京
都

一
種

公
害

防
止

管
理

者
）

条
例

別
表

第
八

に
掲

げ
る

工
場

の
う

ち
次

の
各

号
に

掲
げ

る
業

種
に

属
す

る
も

の
(
従

業
員

十
人

以
上

の
も

の
に

限
る
。

)
並

び
に

発
電
施

設
、

都
市

ガ
ス

製
造

施
設

、
都

市
ご

み
焼

却
施

設
及

び
パ

ル
プ

製
造

施
設

を
有

す
る

工
場

一
　

非
鉄

金
属

第
一

次
精

錬
精

製
業

　
　

　
　

二
　

鉛
再

精
錬

又
は

亜
鉛

第
二

次
精

錬
業

三
　

伸
銅

品
又

は
メ

ッ
キ

鉄
鋼

線
製

造
業

　
　

　
　

四
　

鋳
鋼

、
銑

鉄
鋳

物
、

可
鍛

鋳
鉄

若
し

く
は

非
鉄

金
属

鋳
物

製
造

業
又

は
製

鋼
業

五
　

有
機

質
飼

料
又

は
肥

料
製

造
業

　
　

　
　

六
　

建
設

機
械

又
は

鉱
山

機
械

製
造

業
七

　
運

送
用
車

両
又

は
運

送
用

車
両

部
品

製
造

業
　

　
　

　
八

　
鋼

船
製

造
又

は
修

理
業

九
　

ト
ラ

ク
タ

ー
製

造
業

　
　

　
　

十
　

亜
鉛

鉄
板

製
造

業
十

一
　

石
け
ん

又
は

合
成

洗
剤

製
造

業
　

　
　

　
十

二
　

合
板

製
造

又
は

薬
品

に
よ

る
木

材
処

理
業

十
三

　
プ

ラ
ス

チ
ッ

ク
、

合
成

皮
革

、
プ

ラ
ス

チ
ッ

ク
床

材
、

プ
ラ

ス
チ

ッ
ク

フ
ィ

ル
ム

又
は

プ
ラ

ス
チ

ッ
ク

発
泡

製
品

製
造

業
十

四
　

セ
メ
ン

ト
製

造
業

　
　

　
　

十
五

　
舗

装
材

料
製

造
業

十
六

　
合

金
鉄

又
は

電
気

炉
銑

製
造

業
　

　
　

　
十

七
　

鍛
工

品
製

造
業

十
八

　
圧

縮
ガ

ス
又

は
液

化
ガ

ス
製

造
業

　
　

　
　

十
九

　
界

面
活

性
剤

製
造

業
二

十
　

ソ
ー
ダ

ー
製

造
業

　
　

　
　

二
十

一
　

メ
タ

ン
誘

導
品

製
造

業
二

十
二

　
医
薬

品
又

は
農

薬
製

造
業

　
　

　
　

二
十

三
　

産
業

用
火

薬
類

製
造

業
二

十
四

　
染
料

若
し

く
は

そ
の

中
間

物
、

顔
料

又
は

塗
料

製
造

業
　

　
　

　
二

十
五

　
表

面
処

理
鋼

材
製

造
業

二
十

六
　

コ
ー

ル
タ

ー
ル

製
品

製
造

、
潤

滑
油

及
び

グ
リ

ス
精

製
業

（
東

京
都

一
種

公
害

防
止

管
理

者
又

は
東

京
都

二
種

公
害

防
止

管
理

者
）

条
例

別
表

第
八

に
掲

げ
る

工
場

で
前

項
各

号
に

規
定

す
る

も
の

以
外

の
も

の

条
例

(
公

害
防

止
管

理
者

の
設

置
及

び
届

出
)

第
百

五
条

　
規

則
で

定
め

る
規

模
以

上
の

工
場

を
設

置
し

て
い

る
者

は
、

公
害

防
止

管
理

者
を

選
任

し
、

作
業

の
方

法
、

施
設

の
維

持
等

に
つ

い
て

当
該

工
場

か
ら

公
害

を
発

生
さ

せ
な

い
よ

う
監

督
を

行
わ

せ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

2
　

前
項

に
規

定
す

る
工

場
を

設
置

し
て

い
る

者
は

、
同

項
の

公
害

防
止

管
理

者
を

選
任

し
た

と
き

は
、

規
則

で
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

、
速

や
か

に
、

そ
の

旨
を

知
事

に
届

け
出

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
同

項
の

公
害

防
止

管
理

者
を

解
任

し
た

と
き

も
、

同
様

と
す

る
。

(
公

害
防

止
管

理
者

の
資

格
等

)
第

百
六
条

　
前

条
第

一
項

の
公

害
防

止
管

理
者

は
、

規
則

に
定

め
る

工
場

の
区

分
に

従
い

、
規

則
で

定
め

る
講

習
を

修
了

し
た

者
又

は
知

事
が

規
則

で
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

こ
れ

ら
と

同
等

の
知

識
及

び
技

能
を

有
す

る
と

認
め

た
者

で
、

規
則

で
定

め
る

事
項

に
つ

い
て

知
事

の
登

録
を

受
け

た
も

の
の

う
ち

か
ら

選
任

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

条
例

施
行

規
則

(
公

害
防

止
管

理
者

を
選

任
す

べ
き

工
場

等
)

第
四

十
八

条
　

条
例

第
百

五
条

第
一

項
に

規
定

す
る

規
則

で
定

め
る

工
場

は
、

別
表

第
九

に
掲

げ
る

と
お

り
と

す
る

。

埼
玉

県
埼

玉
県

生
活

環
境

保
全

条
例

○
―

条
例

（
公

害
防

止
監

督
者

等
の

選
任

等
）

第
百

十
三

条
　

規
則

で
定

め
る

工
場

又
は

事
業

場
（

以
下

こ
の

節
及

び
第

百
二

十
一

条
に

お
い

て
「

指
定

工
場

等
」

と
い

う
。

）
を

設
置

し
て

い
る

者
は

、
規

則
で

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
、

公
害

防
止

監
督

者
又

は
公

害
防

止
主

任
者

を
選

任
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
２

　
公
害

防
止

監
督

者
及

び
公

害
防

止
主

任
者

は
、

そ
れ

ぞ
れ

、
規

則
で

定
め

る
職

務
を

行
う

も
の

と
す

る
。

３
　

指
定

工
場

等
を

設
置

し
て

い
る

者
は

、
公

害
防

止
監

督
者

又
は

公
害

防
止

主
任

者
を

選
任

し
た

と
き

は
、

規
則

で
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

知
事

に
届

け
出

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
公

害
防

止
監

督
者

又
は

公
害

防
止

主
任

者
が

死
亡

し
、

又
は

こ
れ

を
解

任
し

た
と

き
も

、
同

様
と

す
る

。

条
例

施
行

規
則

（
指

定
工

場
等

）
第

八
十
七

条
　

条
例

第
百

十
三

条
第

一
項

の
規

則
で

定
め

る
工

場
又

は
事

業
場

は
、

次
に

掲
げ

る
と

お
り

と
す

る
。

一
　

大
気

汚
染

防
止

法
施

行
令

（
昭

和
四

十
三

年
政

令
第

三
百

二
十

九
号

）
別

表
第

一
に

掲
げ

る
施

設
（

同
表

十
三

の
項

に
掲

げ
る

施
設

を
除

く
。

）
が

設
置

さ
れ

て
い

る
工

場
（

特
定

工
場

に
お

け
る

公
害

防
止

組
織

の
整

備
に

関
す

る
法

律
（

昭
和
四

十
六

年
法

律
第

百
七

号
。

以
下

こ
の

章
に

お
い

て
「

法
」

と
い

う
。

）
第

二
条

第
一

号
に

掲
げ

る
工

場
を

除
く

。
）
又

は
事

業
場

で
、

排
出

ガ
ス

量
（

設
置

さ
れ

て
い

る
ば

い
煙

発
生

施
設

（
法

第
二

条
第

一
号

に
規

定
す

る
ば

い
煙

発
生

施
設

を
い

う
。

以
下

こ
の

章
に

お
い

て
同

じ
。

）
に

お
い

て
発

生
し

、
大

気
中

に
排

出
さ

れ
る

気
体

の
一

時
間

当
た

り
の

量
を

温
度

が
零

度
で

圧
力

が
一

気
圧

の
状

態
に

換
算

し
た

も
の

の
最

大
値

の
合

計
を

い
う

。
）

が
五

千
立

方
メ

ー
ト

ル
以

上
の

も
の

二
　

水
質

汚
濁

防
止

法
施

行
令

（
昭

和
四

十
六

年
政

令
第

百
八

十
八

号
）

別
表

第
一

に
掲

げ
る

施
設

（
同

表
第

一
号

、
第

七
十

二
号

及
び

第
七

十
三

号
に

掲
げ

る
施

設
を

除
く

。
）

が
設

置
さ

れ
て

い
る

工
場

（
法

第
二

条
第

二
号

に
掲

げ
る

工
場

を
除

く
。

）
又

は
事

業
場

で
、

当
該

工
場

又
は

事
業

場
か

ら
排

出
さ

れ
る

一
日

当
た

り
の

平
均

的
な

排
出

水
の

量
が

三
百

立
方

メ
ー

ト
ル

以
上

の
も

の
三

　
騒
音

規
制

法
施

行
令

（
昭

和
四

十
三

年
政

令
第

三
百

二
十

四
号

）
別

表
第

一
に

掲
げ

る
施

設
（

同
表

第
二

号
か

ら
第

四
号

ま
で

及
び

第
六

号
か

ら
第

十
号

ま
で

に
掲

げ
る

施
設

を
除

く
。

）
が

設
置

さ
れ

て
い

る
工

場
（

法
第

二
条

第
三

号
に

掲
げ

る
工

場
を

除
く

。
）

又
は

事
業

場
で

、
第

三
十

四
条

第
一

号
に

規
定

す
る

規
制

地
域

内
に

設
置

さ
れ

て
い

る
も

の
四

　
振
動

規
制

法
施

行
令

（
昭

和
五

十
一

年
政

令
第

二
百

八
十

号
）

別
表

第
一

に
掲

げ
る

施
設

（
同

表
第

二
号

か
ら

第
九

号
ま

で
に

掲
げ

る
施

設
を

除
く

。
）

が
設

置
さ

れ
て

い
る

工
場

（
法

第
二

条
第

六
号

に
掲

げ
る

工
場

を
除

く
）

又
は

事
業

場
で

、
第

三
十

四
条

第
二

号
に

規
定

す
る

規
制

地
域

内
に

設
置

さ
れ

て
い

る
も

の
五

　
ダ
イ

オ
キ

シ
ン

類
対

策
特

別
措

置
法

施
行

令
（

平
成

十
一

年
政

令
第

四
百

三
十

三
号

。
次

号
及

び
第

七
号

に
お

い
て

「
令

」
と

い
う

。
）

別
表

第
一

第
五

号
に

掲
げ

る
施

設
（

廃
棄

物
の

処
理

及
び

清
掃

に
関

す
る

法
律

第
二

十
一

条
第

一
項

の
技

術
管

理
者

（
次

号
に

お
い

て
「

技
術

管
理

者
」

と
い

う
。

）
を

置
か

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

施
設

を
除

く
。

）
が

設
置

さ
れ

て
い

る
工

場
（

法
第

二
条

第
七

号
に

掲
げ

る
工

場
を

除
く

。
）

又
は

事
業

場
（

終
末

処
理

場
を

除
く

。
）

六
　

令
別

表
第

二
第

十
五

号
に

掲
げ

る
施

設
（

排
出

水
を

排
出

し
な

い
も

の
及

び
技

術
管

理
者

を
置

か
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
も

の
を

除
く

。
）

が
設

置
さ

れ
て

い
る

工
場

（
法

第
二

条
第

七
号

に
掲

げ
る

工
場

を
除

く
。

）
又

は
事

業
場

（
終

末
処

理
場

を
除

く
。

）
七

　
令
別

表
第

二
第

十
九

号
に

掲
げ

る
施

設
が

設
置

さ
れ

て
い

る
工

場
（

法
第

二
条

第
七

号
に

掲
げ

る
工

場
を

除
く

。
）

又
は

事
業

場

110



長
野

県
公

害
防

止
に

関
す

る
条

例

○
―

条
例

（
公

害
防

止
管

理
責

任
者

の
選

任
）

第
5
3
条
　

規
則

で
定

め
る

工
場

又
は

事
業

場
を

設
置

し
て

い
る

者
は

、
当

該
工

場
又

は
事

業
場

に
お

け
る

公
害

の
防

止
に

関
す

る
業

務
に

従
事

す
る

公
害

防
止

管
理

責
任

者
を

選
任

し
て

お
か

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

条
例

施
行

規
則

（
公

害
防

止
管

理
責

任
者

）
第

2
2
条
　

条
例

第
5
3
条

の
規

定
に

よ
る

規
則

で
定
め

る
工

場
又

は
事

業
場

は
、

次
の

各
号

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

も
の

と
す

る
。

(
１

)
　
水

質
汚

濁
防

止
法

（
昭

和
4
5
年

法
律

第
1
38

号
）

第
２

条
第

２
項

に
規

定
す

る
特

定
施

設
を

有
す

る
工

場
又

は
事

業
場

の
う

ち
、

特
定

工
場

に
お

け
る

公
害

防
止

組
織

の
整

備
に

関
す

る
法

律
（

昭
和

4
6
年

法
律

第
1
0
7
号

）
第

４
条

の
規

定
に

よ
る

公
害

防
止

管
理

者
を

選
任

す
る

義
務

の
な

い
も

の
(
２

)
　
大

気
汚

染
防

止
法

（
昭

和
4
3
年

法
律

第
9
7号

）
第

２
条

第
２

項
に

規
定

す
る

ば
い

煙
発

生
施

設
、

同
条

第
６

項
に

規
定

す
る

一
般

粉
じ

ん
発

生
施

設
又

は
同

条
第

７
項

に
規

定
す

る
特

定
粉

じ
ん

発
生

施
設

を
有

す
る

工
場

又
は

事
業

場
の

う
ち

、
特

定
工

場
に

お
け

る
公

害
防

止
組

織
の

整
備

に
関

す
る

法
律

第
４

条
の

規
定

に
よ

る
公

害
防

止
管

理
者

を
選

任
す

る
義

務
の

な
い

も
の

(
３

)
　
条

例
第

２
条

第
１

項
第

５
号

に
規

定
す

る
特

定
施

設
、

同
条

同
項

第
６

号
に

規
定

す
る

ば
い

煙
発

生
施

設
又

は
同

条
同

項
第

７
号

に
規

定
す

る
粉

じ
ん

発
生

施
設

を
有

す
る

工
場

又
は

事
業

場

福
井

県
公

害
防

止
条

例

福
井

県
―

○
■

別
表

第
二
（

第
三

条
関

係
）

排
水

量
一

日
の

通
常
の

排
水

量
　

三
、

〇
〇

〇
立

方
メ

ー
ト

ル
（

紙
ま

た
は

パ
ル

プ
の

製
造

を
行

う
工

場
等

に
あ

っ
て

は
、

二
、

〇
〇

〇
立

方
メ

ー
ト

ル
）

燃
料

使
用

量
一

時
間

当
た
り

の
通

常
の

燃
料

使
用

量
（

重
油

以
外

の
燃

料
に

あ
っ

て
は

、
重

油
の

重
さ

に
換

算
し

た
も

の
）

　
六

〇
〇

キ
ロ

グ
ラ

ム
備

考
　

重
油
以

外
の

燃
料

使
用

量
の

重
油

の
重

さ
（

単
位

は
、

キ
ロ

グ
ラ

ム
と

す
る

。
）

へ
の

換
算

は
、

次
の

表
の

上
欄

に
掲

げ
る

燃
料

の
種

類
の

区
分

に
応

じ
同

表
の

中
欄

に
掲

げ
る

燃
料

の
量

を
そ

れ
ぞ

れ
同

表
の

下
欄

に
掲

げ
る

重
油

の
量

に
置

き
換

え
た

も
の

に
〇

・
九

〇
を

乗
じ

る
こ

と
に

よ
り

行
う

も
の

と
す

る
。

〔
表

略
〕

■
別

表
第

三
（

第
四

条
関

係
）

一
　

ば
い

煙
に

係
る

特
定

施
設

１
　

金
属

の
精

製
ま

た
は

鋳
造

の
用

に
供

す
る

溶
解

炉
（

こ
し

き
炉

な
ら

び
に

４
お

よ
び

1
3
か

ら
1
5
ま

で
に

掲
げ

る
も

の
を

除
く

。
）
で

あ
っ

て
、

そ
の

規
模

が
次

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

も
の

〔
（

一
）

　
火

格
ご

う
子

面
積

（
火

格
ご

う
子

の
水

平
投

影
面

積
を

い
う

。
以

下
同

じ
。

）
が

〇
・

五
平

方
メ

ー
ト

ル
以

上
一

平
方

メ
ー

ト
ル

未
満

で
あ

る
も

の
（

二
）

　
羽
口

面
断

面
積

（
羽

口
の

最
下

端
の

高
さ

に
お

け
る

炉
の

内
壁

で
囲

ま
れ

た
部

分
の

水
平

断
面

積
を

い
う

。
）

が
〇

・
五

平
方

メ
ー

ト
ル

未
満

で
あ

る
も

の
　

　
　

　
（

三
）

　
バ

ー
ナ

ー
の

燃
料

の
燃

焼
能

力
が

重
油

換
算

一
時

間
当

た
り

三
〇

リ
ッ

ト
ル

以
上

で
あ

る
も

の
　

　
　

　
（

四
）

　
変

圧
器

の
定

格
容

量
が

二
〇

〇
キ

ロ
ボ

ル
ト

ア
ン

ペ
ア

未
満

で
あ

る
も

の
〕

　
/
　

２
　

廃
棄
物

焼
却

炉
で

あ
っ

て
、

そ
の

規
模

が
次

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

も
の

〔
（

一
）

　
火

格
ご

う
子

面
積

が
二

平
方

メ
ー

ト
ル

以
上

で
あ

る
も

の
　

　
　

　
（

二
）

　
焼

却
能

力
が

一
時

間
当

た
り

二
〇

〇
キ

ロ
グ

ラ
ム

以
上

で
あ

る
も

の
〕

　
/
　
３

　
ガ

ラ
ス

ま
た

は
ガ

ラ
ス

製
品

の
製

造
の

用
に

供
す

る
焼

成
炉

お
よ

び
溶

融
炉

　
/

４
　

銅
、

鉛
ま

た
は

亜
鉛

の
精

錬
の

用
に

供
す

る
焙

ば
い

焼
炉

、
焼

結
炉

（
ペ

レ
ッ

ト
焼

成
炉

を
含

む
。

）
、

溶
鉱

炉
（

溶
鉱

用
反
射

炉
を

含
む

。
）

、
転

炉
、

溶
解

炉
お

よ
び

乾
燥

炉
　

/
　

５
　

カ
ド

ミ
ウ

ム
系

顔
料

ま
た

は
炭

酸
カ

ド
ミ

ウ
ム

の
製

造
の

用
に

供
す

る
乾

燥
施

設
　

/
　

６
　

塩
素

化
エ

チ
レ

ン
の

製
造

の
用

に
供

す
る

塩
素

急
速

冷
却

施
設

　
/

７
　

塩
化

第
二

鉄
の

製
造

の
用

に
供

す
る

溶
解

槽
　

/
　

８
　

活
性

炭
の

製
造

（
塩

化
亜

鉛
を

使
用

す
る

も
の

に
限

る
。

）
の

用
に

供
す

る
反

応
炉

　
/
　

９
　

化
学

製
品

の
製

造
の

用
に

供
す
る

塩
素

反
応

施
設

、
塩

化
水

素
反

応
施

設
お

よ
び

塩
化

水
素

吸
収

施
設

（
塩

素
ガ

ス
ま

た
は

塩
化

水
素

ガ
ス

を
使

用
す

る
も

の
に

限
り

、
６

か
ら

８
ま

で
に

掲
げ

る
も

の
お

よ
び

密
閉

式
の

も
の

を
除

く
。

）
　

/
　

1
0
　

燐
、

燐
酸

、
燐

酸
質

肥
料

ま
た

は
複

合
肥

料
の

製
造

（
原

料
と

し
て

燐
鉱

石
を

使
用

す
る

も
の

に
限

る
。

）
の

用
に

供
す

る
反

応
施

設
、

濃
縮

施
設

、
焼

成
炉

お
よ

び
溶

解
炉

　
/
　

1
1
　
弗

酸
の

製
造

の
用

に
供

す
る

凝
縮

施
設

、
吸

収
施

設
お

よ
び

蒸
留

施
設

（
こ

れ
ら

の
う

ち
密

閉
式

の
も

の
を

除
く

。
）

1
2
　

ト
リ

ポ
リ

燐
酸

ナ
ト

リ
ウ

ム
の

製
造

（
原

料
と

し
て

燐
鉱

石
を

使
用

す
る

も
の

に
限

る
。

）
の

用
に

供
す

る
反

応
施

設
、

乾
燥

炉
お

よ
び

焼
成

炉
　

/　
1
3
　

鉛
の

第
二

次
精

錬
（

鉛
合

金
の

製
造

を
含

む
。

）
ま

た
は

鉛
の

管
、

板
も

し
く

は
線

の
製

造
の

用
に

供
す

る
溶

解
炉

　
/
　

1
4
　

鉛
蓄

電
池

の
製

造
の

用
に
供

す
る

溶
解

炉
　

/
　
1
5
　

鉛
系

顔
料

の
製

造
の

用
に

供
す
る

溶
解

炉
、

反
射

炉
、

反
応

炉
お

よ
び

乾
燥

施
設

　
/
　

1
6
　
塩

酸
ま

た
は

弗
ふ

つ
酸

に
よ

る
反

応
施

設
お

よ
び

表
面

処
理

施
設

　
/
　

1
7
　
無

機
化

学
工

業
品

ま
た

は
食

料
品

の
製

造
の

用
に

供
す

る
反

応
炉

（
カ

ー
ボ

ン
ブ

ラ
ッ

ク
製

造
用

燃
料

装
置

を
含

む
。

）
お

よ
び

直
火

炉
（

1
5
に

掲
げ

る
も

の
を

除
く

。
）

備
考

　
１

お
よ

び
３

か
ら

1
5
ま

で
に

掲
げ

る
特

定
施

設
に

つ
い

て
は

、
大

気
汚

染
防

止
法

施
行

令
別

表
第

一
に

掲
げ

る
施

設
に

該
当

す
る

も
の

を
除

く
。

二
　

汚
水

お
よ

び
廃

液
に

係
る

特
定

施
設

有
害

物
質

（
別

表
第

一
の

二
の

表
に

掲
げ

る
物

質
に

限
る

。
）

を
使

用
し

、
ま

た
は

排
出

す
る

施
設

で
あ

っ
て

次
に

掲
げ

る
も

の
（

移
動

式
の

も
の

を
含

み
、

水
質

汚
濁

防
止

法
第

五
条

第
一

項
、

第
二

項
ま

た
は

第
三

項
の

規
定

に
よ

る
届

出
を

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
施

設
を

除
く

。
）

１
　

反
応

施
設

　
　

　
２

　
分

離
施

設
　

　
　

３
　

混
合

施
設

　
　

　
４

　
精

製
施

設
　

　
　

５
　

蒸
留

施
設

　
　

　
６

脱
水

施
設

　
　

　
７

　
ろ

過
施

設
　

　
　

８
　

成
型

施
設

　
　

　
９

　
薬

品
処

理
施

設
　

　
　

1
0
　

エ
ッ

チ
ン

グ
施

設
1
1
　

め
っ

き
施

設
　

　
　

1
2
　

廃
ガ

ス
洗

浄
施

設
　

　
　

1
3
　

洗
浄

施
設

三
　

悪
臭

に
係

る
特

定
施

設
１

　
牛

、
豚
（

生
後

二
月

未
満

の
も

の
を

除
く

。
）

ま
た

は
鶏

（
生

後
三

〇
日

未
満

の
も

の
を

除
く

。
）

の
飼

養
場

（
牛

に
あ

っ
て

は
一

〇
頭

以
上

、
豚

に
あ

っ
て

は
五

〇
頭

（
繁

殖
豚

に
あ

っ
て

は
五

頭
）

以
上

、
鶏

に
あ

っ
て

は
一

、
〇

〇
〇

羽
以

上
の

飼
養

の
用

に
供

す
る

も
の

に
限

る
。

）
に

お
い

て
用

い
る

施
設

で
あ

っ
て

次
に

掲
げ

る
も

の
〔

（
一

）
　

飼
養

施
設

、
（

二
）

　
飼

料
調

理
施

設
（

加
熱

し
て

調
理

す
る

も
の

に
限

る
。

）
、

（
三

）
　

ふ
ん

尿
処

理
施

設
〕

　
/
　
２

け
い

ふ
ん

の
乾

燥
ま

た
は

焼
却

を
行

う
工

場
に

お
い

て
用

い
る

施
設

で
あ

っ
て

次
に

掲
げ

る
も

の
〔

（
一

）
　

乾
燥

施
設

、
（

二
）
　

焼
却

施
設

〕
　

/　
３

　
死

亡
獣

畜
取

扱
場

に
お

い
て

用
い
る

施
設

で
あ

っ
て

次
に

掲
げ

る
も

の
〔

（
一

）
　
解

体
室

、
（

二
）

　
汚

物
処

理
施

設
、

（
三

）
　

焼
却

炉
〕

　
/
　

４
　

化
製

場
（

魚
介

類
ま

た
は

鳥
類
の

肉
、

皮
、

骨
、

臓
器

等
を

原
料

と
す

る
飼

料
等

の
製

造
の

工
場

を
含

む
。

）
に

お
い

て
用

い
る

施
設

で
あ

っ
て

次
に

掲
げ

る
も

の
〔

（
一

）
　

原
料

処
理

施
設

（
原

料
貯

蔵
室

お
よ

び
化

製
室

を
含

む
。

）
、

（
二

）
　

煮
熟

施
設

、
（

三
）

　
圧

搾
施

設
、

（
四

）
　

汚
物

処
理

施
設

、
（

五
）

　
乾

燥
施

設
〕

四
　

炭
化

水
素

類
に

係
る

特
定

施
設

１
　

貯
蔵

施
設

（
揮

発
性

の
高

い
有

機
化

合
物

を
貯

蔵
す

る
施

設
（

温
度

が
摂

氏
一

五
度

、
一

気
圧

の
状

態
に

お
い

て
気

体
状

で
あ

る
も

の
を

貯
蔵

す
る

も
の

を
除

く
。

）
で

あ
っ

て
、

貯
蔵

容
量

が
五

〇
キ

ロ
リ

ッ
ト

ル
以

上
で

あ
る

も
の

に
限

る
。

）
　

/
　

２
　

出
荷

施
設

（
燃

料
用

ガ
ソ

リ
ン

を
タ

ン
ク

ロ
ー

リ
ー

に
積

み
込

む
施

設
で

あ
っ

て
、

一
日

の
取

扱
量

が
三

〇
キ

ロ
リ

ッ
ト

ル
以

上
で

あ
る

事
業

場
に

係
る

も
の

に
限

る
。

）
　

/
　

３
　

燃
料

小
売

業
の

用
に

供
す

る
地

下
タ

ン
ク

（
燃

料
用

ガ
ソ

リ
ン

を
貯

蔵
す

る
地

下
タ

ン
ク

で
あ

っ
て

、
当

該
地

下
タ

ン
ク

を
設

置
す

る
事

業
場

の
燃

料
用

ガ
ソ

リ
ン

の
貯

蔵
容

量
の

合
計

が
三

〇
キ

ロ
リ

ッ
ト

ル
以

上
で

あ
る

事
業

場
に

係
る

も
の

に
限

り
、

１
に

該
当

す
る

も
の

を
除

く
。

）
備

考
一

　
「

揮
発
性

の
高

い
有

機
化

合
物

」
と

は
、

次
に

掲
げ

る
有

機
化

合
物

を
い

う
。

イ
　

単
一

成
分

で
あ

る
も

の
に

あ
っ

て
は

、
一

気
圧

の
状

態
で

佛
ふ

つ
点

が
摂

氏
一

五
〇

度
以

下
で

あ
る

も
の

ロ
　

単
一

成
分

で
な

い
も

の
に

あ
っ

て
は

、
一

気
圧

の
状

態
で

五
容

量
比

五
パ

ー
セ

ン
ト

の
留

出
量

と
な

る
と

き
の

温
度

が
摂

氏
一

五
〇

度
以

下
で

あ
る

も
の

二
　

「
貯

蔵
容

量
」

と
は

、
消

防
法

（
昭

和
二

十
三

年
法

律
第

百
八

十
六

号
）

第
十

一
条

の
規

定
に

よ
る

設
置

ま
た

は
変

更
の

許
可

を
受

け
て

い
る

施
設

に
あ

っ
て

は
当

該
許

可
に

係
る

容
積

を
、

そ
の

他
の

施
設

に
あ

っ
て

は
内

容
積

を
い

う
。

条
例

（
公

害
防

止
管

理
責

任
者

）
第

三
十
四

条
　

規
則

で
定

め
る

工
場

等
を

設
置

し
て

い
る

者
は

、
規

則
で

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
、

公
害

防
止

管
理

責
任

者
を

選
任

す
る

と
と

も
に

、
そ

の
者

に
対

し
当

該
工

場
等

か
ら

公
害

を
発

生
さ

せ
な

い
よ

う
に

作
業

の
方

法
、

施
設

の
維

持
等

に
つ

い
て

十
分

な
管

理
を

行
わ

せ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

２
　

前
項

の
規

定
に

よ
り

公
害

防
止

管
理

責
任

者
を

選
任

し
た

者
は

、
選

任
の

日
か

ら
三

十
日

以
内

に
、

規
則

で
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

、
知

事
に

届
け

出
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

条
例

施
行

規
則

（
公

害
防

止
管

理
責

任
者

）
第

二
十
二

条
　

条
例

第
三

十
四

条
第

一
項

の
規

則
で

定
め

る
工

場
等

は
、

常
時

使
用

す
る

従
業

員
の

数
が

二
十

一
人

以
上

の
工

場
等

で
あ

っ
て

、
次

の
各

号
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
も

の
（

特
定

工
場

に
お

け
る

公
害

防
止

組
織

の
整

備
に

関
す

る
法

律
（

昭
和

四
十

六
年

法
律

第
百

七
号

）
第

二
条

の
特

定
工

場
に

該
当

す
る

も
の

を
除

く
。

）
と

す
る

。
一

　
特
定

工
場

二
　

特
定

施
設

を
設

置
し

て
い

る
工

場
等

（
前

号
に

掲
げ

る
も

の
を

除
く

。
）

三
　

大
気

汚
染

防
止

法
施

行
令

第
三

条
の

五
に

規
定

す
る

施
設

、
同

令
別

表
第

一
、

別
表

第
一

の
二

も
し

く
は

別
表

第
二

に
掲

げ
る

施
設

、
水

質
汚

濁
防

止
法

第
五

条
第

三
項

に
規

定
す

る
有

害
物

質
貯

蔵
指

定
施

設
、

水
質

汚
濁

防
止

法
施

行
令

別
表

第
一

に
掲

げ
る

施
設

、
騒

音
規

制
法

施
行

令
（

昭
和

四
十

三
年

政
令

第
三

百
二

十
四

号
）

別
表

第
一

に
掲

げ
る

施
設

、
振
動

規
制

法
施

行
令

（
昭

和
五

十
一

年
政

令
第

二
百

八
十

号
）

別
表

第
一

に
掲

げ
る

施
設

ま
た

は
ダ

イ
オ

キ
シ

ン
類

対
策

特
別

措
置

法
施

行
令

別
表

第
一

も
し

く
は

別
表

第
二

に
掲

げ
る

施
設

を
設

置
し

て
い

る
工

場
等

（
前

二
号

に
掲

げ
る

も
の

を
除

く
。

）
２

　
公
害

防
止

管
理

責
任

者
は

、
汚

水
等

を
排

出
し

、
ま

た
は

発
生

す
る

施
設

の
使

用
お

よ
び

維
持

な
ら

び
に

公
害

の
防

止
に

関
し

専
門

的
知

識
ま

た
は

技
術

的
経

験
を

有
す

る
者

の
う

ち
か

ら
選

任
す

る
も

の
と

す
る

。

＊
（

特
定

工
場

）
　

　
第
三

条
　

条
例

第
二

条
第

二
号

の
規

則
で

定
め

る
数

量
は

、
別

表
第

二
の

上
欄

に
掲

げ
る

区
分

に
応

じ
そ

れ
ぞ

れ
同

表
の

下
欄

に
掲

げ
る

数
量

と
す

る
。

＊
（

特
定

施
設

）
　

　
第
四

条
　

条
例

第
二

条
第

三
号

に
規

定
す

る
規

則
で

定
め

る
施

設
は

、
別

表
第

三
に

掲
げ

る
と

お
り

と
す

る
。
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長
野

市
長

野
市

公
害

防
止

条
例

○
―

条
例

（
公

害
防

止
責

任
者

）
第

1
8
条
　

規
則

で
定

め
る

事
業

場
等

を
設

置
し

て
い

る
者

は
、

当
該

事
業

場
等

に
お

け
る

公
害

の
防

止
に

関
す

る
業

務
に

従
事

す
る

公
害

防
止

責
任

者
を

選
任

し
て

お
か

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
２

　
公
害

防
止

責
任

者
は

、
当

該
事

業
場

等
に

お
い

て
そ

の
事

業
の

実
施

に
責

任
を

負
う

者
を

も
っ

て
充

て
、

規
則

で
定

め
る

業
務

を
行

う
も

の
と

す
る

。

条
例

施
行

規
則

（
公

害
防

止
責

任
者

）
第

1
3
条
　

条
例

第
1
8
条

第
１

項
に

規
定

す
る

規
則
で

定
め

る
事

業
場

等
は

、
次

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

も
の

と
す

る
。

(
１

)
　
水

質
汚

濁
防

止
法

第
２

条
第

２
項

に
規

定
す

る
特

定
施

設
を

有
す

る
工

場
若

し
く

は
事

業
場

又
は

ダ
イ

オ
キ

シ
ン

類
対

策
特

別
措

置
法

（
平

成
11

年
法

律
第

1
0
5
号

）
第

２
条

第
２

項
に
規

定
す

る
特

定
施

設
を

有
す

る
工

場
若

し
く

は
事

業
場

の
う

ち
、

特
定

工
場

に
お

け
る

公
害

防
止

組
織

の
整

備
に

関
す

る
法

律
（

昭
和

4
6
年

法
律

第
1
0
7
号

）
第

４
条

の
規

定
に

よ
る

公
害

防
止

管
理

者
又

は
公

害
の

防
止

に
関

す
る

条
例

（
昭

和
48

年
長

野
県

条
例

第
1
1
号

）
第

5
3
条

の
規

定
に

よ
る

公
害
防

止
管

理
責

任
者

を
選

任
す

る
義

務
の

な
い

も
の

(
２

)
　
条

例
第

２
条

第
４

号
に

規
定

す
る

特
定

施
設

（
騒

音
に

係
る

特
定

施
設

を
除

く
。

）
を

有
す

る
工

場
又

は
事

業
場

２
　

条
例

第
1
8
条

第
２

項
に

規
定

す
る

規
則

で
定
め

る
業

務
は

、
次

に
掲

げ
る

も
の

と
す

る
。

(
１

)
　
汚

水
又

は
廃

液
を

排
出

す
る

施
設

を
設

置
す

る
事

業
場

等
に

あ
っ

て
は

、
次

に
掲

げ
る

業
務

ア
　

施
設

の
使

用
の

方
法

の
監

視
並

び
に

汚
水

等
処

理
施

設
そ

の
他

附
属

す
る

施
設

の
維

持
及

び
使

用
に

関
す

る
こ

と
。

イ
　

工
場

か
ら

公
共

用
水

域
に

排
出

さ
れ

る
水

又
は

地
下

に
浸

透
す

る
水

（
水

質
汚

濁
防

止
法

第
２

条
第

７
項

に
規

定
す

る
有

害
物

質
使

用
特

定
施

設
か

ら
排

出
さ

れ
る

汚
水

又
は

廃
液

を
含

む
。

）
の

汚
染

状
態

の
測

定
及

び
記

録
に

関
す

る
こ

と
。

ウ
　

施
設

の
事

故
時

の
措

置
及

び
汚

水
又

は
廃

液
に

係
る

緊
急

時
の

措
置

に
関

す
る

こ
と

。
(
２

)
　
ダ

イ
オ

キ
シ

ン
類

を
発

生
し

、
及

び
大

気
中

に
排

出
し

、
又

は
こ

れ
を

含
む

汚
水

若
し

く
は

廃
液

を
排

出
す

る
施

設
を

設
置

す
る

事
業

場
等

に
あ

っ
て

は
、

次
に

掲
げ

る
業

務
ア

　
施
設

の
使

用
の

方
法

の
監

視
並

び
に

施
設

に
お

い
て

発
生

す
る

ダ
イ

オ
キ

シ
ン

類
対

策
特

別
措

置
法

第
1
2
条

第
１

項
第

６
号
に

規
定

す
る

発
生

ガ
ス

又
は

施
設

か
ら

排
出

さ
れ

る
汚

水
若

し
く

は
廃

液
を

処
理

す
る

た
め

の
施

設
そ

の
他

附
属

す
る

施
設

の
維

持
及

び
使

用
に

関
す

る
こ

と
。

イ
　

ダ
イ

オ
キ

シ
ン

類
対

策
特

別
措

置
法

第
２

条
第

３
項

に
規

定
す

る
排

出
ガ

ス
又

は
汚

水
若

し
く

は
廃

液
に

含
ま

れ
る

ダ
イ

オ
キ

シ
ン

類
の

量
の

測
定

及
び

記
録

に
関

す
る

こ
と

。
ウ

　
ダ
イ

オ
キ

シ
ン

類
対

策
特

別
措

置
法

第
2
3
条
第

１
項

に
規

定
す

る
特

定
施

設
に

つ
い

て
の

事
故

時
の

措
置

及
び

ダ
イ

オ
キ

シ
ン

類
に

係
る

緊
急

時
の

措
置

に
関

す
る

こ
と

。

愛
知

県
県

民
の

生
活

環
境

の
保

全
等

に
関

す
る

条
例

○
―

条
例

（
公

害
防

止
担

当
者

の
選

任
）

第
九

十
九

条
 
規

則
で

定
め
る

工
場

等
を

設
置

し
て

い
る

者
は

、
当

該
工

場
等

か
ら

発
生

す
る

公
害

の
防

止
に

当
た

ら
せ

る
た

め
、

工
場

等
ご

と
に

、
公

害
防

止
担

当
者

を
選

任
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
２

 
公

害
防

止
担

当
者

は
、
当

該
工

場
等

か
ら

発
生

す
る

公
害

の
防

止
に

関
し

、
当

該
工

場
等

の
従

業
者

を
指

示
す

る
地

位
に

あ
る

者
で

規
則

で
定

め
る

資
格

を
有

す
る

も
の

を
も

っ
て

充
て

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
３

 
第

一
項

の
工

場
等

を
設
置

し
て

い
る

者
は

、
公

害
防

止
担

当
者

を
選

任
し

た
と

き
は

、
そ

の
日

か
ら

三
十

日
以

内
に

、
規
則

で
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

、
そ

の
旨

を
知

事
に

届
け

出
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

公
害

防
止

担
当

者
が

死
亡

し
、

又
は

こ
れ

を
解

任
し

た
と

き
も

、
同

様
と

す
る

。
４

 
前

三
項

に
定

め
る

も
の
の

ほ
か

、
公

害
防

止
担

当
者

に
関

し
必

要
な

事
項

は
、

規
則

で
定

め
る

。

条
例

施
行

規
則

（
公

害
防

止
担

当
者

の
選

任
等

）
第

九
十
三

条
 
条

例
第

九
十
九

条
第

一
項

の
規

則
で

定
め

る
工

場
等

は
、

大
気

総
排

出
量

規
制

区
域

内
に

設
置

さ
れ

る
大

気
指

定
工

場
等

（
以

下
「

大
気

特
定

工
場

等
」

と
い

う
。

）
及

び
水

質
汚

濁
防

止
法

施
行

令
（

昭
和

四
十

六
年

政
令

第
百
八

十
八

号
）

別
表

第
二

第
二

号
の

ロ
に

掲
げ

る
区

域
内

に
設

置
さ

れ
る

工
場

等
の

う
ち

、
同

令
別

表
第

一
に

掲
げ

る
施

設
を

設
置

す
る

も
の

（
そ

の
工

場
等

か
ら

公
共

用
水

域
に

排
出

さ
れ

る
一

日
当

た
り

の
平

均
的

な
汚

水
又

は
廃

液
の

量
が

五
百

立
方

メ
ー

ト
ル

以
上

で
あ

る
も

の
に

限
る

。
以

下
「

水
質

特
定

工
場

等
」

と
い

う
。

）
と

す
る

。
た

だ
し
、

大
気

特
定

工
場

等
の

う
ち

特
定

工
場

に
お

け
る

公
害

防
止

組
織

の
整

備
に

関
す

る
法

律
（

昭
和

四
十

六
年

法
律

第
百

七
号

）
第

二
条

第
一

号
の

特
定

工
場

を
、

水
質

特
定

工
場

等
の

う
ち

同
条

第
二

号
の

特
定

工
場

を
除

く
。

２
 
条

例
第

九
十

九
条

第
二
項

の
規

則
で

定
め

る
資

格
は

、
別

表
第

三
十

二
の

中
欄

に
掲

げ
る

公
害

防
止

担
当

者
の

区
分

ご
と

に
、

そ
れ

ぞ
れ

同
表

の
下

欄
に

掲
げ

る
と

お
り

と
す

る
。

３
 
条

例
第

九
十

九
条

第
三
項

の
規

定
に

よ
る

届
出

は
、

公
害

防
止

担
当

者
選

任
（

死
亡

・
解

任
）

届
出

書
（

様
式

第
五

十
三

）
に

よ
っ

て
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

豊
橋

市
県

民
の

生
活

環
境

の
保

全
等

に
関

す
る

条
例

○
　

―
同

上

三
重

県
■

別
表

第
一
（

第
七

条
関

係
）

一
　

ボ
イ

ラ
ー

（
熱

風
ボ

イ
ラ

ー
を

含
み

、
熱

源
と

し
て

電
気

又
は

廃
熱

の
み

を
使

用
す

る
も

の
を

除
く

。
）

（
日

本
工

業
規

格
（

以
下

「
規

格
」

と
い

う
。

）
B
八

二
〇

一
及

び
B
八

二
〇

三
の

伝
熱

面
積

の
項

で
定

め
る
算

定
方

法
に

よ
り

算
定

し
た

伝
熱

面
積

が
八

平
方

メ
ー

ト
ル

以
上

一
〇

平
方

メ
ー

ト
ル

未
満

で
あ

っ
て

、
か

つ
、

バ
ー

ナ
ー

の
燃

料
の

燃
焼

能
力

が
重

油
換

算
一

時
間

当
た

り
五

〇
リ

ッ
ト

ル
未

満
で

あ
る

こ
と

。
）

　
/
　
二

　
金

属
の

精
錬

又
は

無
機

化
学

工
業

品
の

製
造

の
用

に
供

す
る

焙
ば

い
焼

炉
、

焼
結

炉
（

ペ
レ

ッ
ト

焼
成

炉
を

含
む

。
）

及
び

煆
か

焼
炉

（
第

八
号

の
項

に
掲

げ
る

も
の

を
除

く
。

）
（

原
料

の
処

理
能

力
が

一
時

間
当

た
り

一
ト

ン
未

満
で

あ
る

こ
と

。
）

　
後

略
■

別
表

第
二
（

第
七

条
関

係
）

一
　

第
四

条
第

一
号

か
ら

第
四

号
ま

で
に

掲
げ

る
物

質
を

貯
蔵

す
る

施
設

貯
蔵

能
力

が
五

、
〇

〇
〇

キ
ロ

リ
ッ

ト
ル

以
上

の
も

の
（

圧
力

式
の

も
の

を
除

く
。

）
　

/
　

二
　

第
四

条
第

五
号

に
掲

げ
る

物
質

の
う

ち
、

一
気

圧
の

状
態

に
お

け
る

沸
点

が
摂

氏
一

五
〇

度
以

下
の

も
の

を
貯

蔵
す

る
施

設
貯

蔵
能

力
が

五
〇

キ
ロ

リ
ッ

ト
ル

以
上

の
も

の
（

圧
力

式
の

も
の

を
除

く
。

）
■

別
表

第
三
（

第
七

条
関

係
）

一
　

鉱
物

（
コ

ー
ク

ス
を

含
む

。
以

下
同

じ
。

）
又

は
土

石
の

た
い

積
場

〔
面

積
が

三
〇

〇
平

方
メ

ー
ト

ル
以

上
一

、
〇

〇
〇

平
方

メ
ー

ト
ル

未
満

で
あ

る
こ

と
。

〕
　

/
　

二
　

鉱
物

、
土

石
、

セ
メ

ン
ト

又
は

チ
ッ

プ
の

用
に

供
す

る
ベ

ル
ト

コ
ン

ベ
ア

及
び

バ
ケ

ッ
ト

コ
ン

ベ
ア

（
密

閉
式

の
も

の
を

除
く

。
）

〔
ベ

ル
ト

の
幅

が
五

〇
セ

ン
チ

メ
ー

ト
ル

以
上

（
鉱

物
、

土
石

又
は

セ
メ

ン
ト

の
用

に
供

す
る

施
設

に
あ

っ
て

は
、

七
五

セ
ン

チ
メ

ー
ト

ル
未

満
で

あ
る

も
の

に
限

る
。

）
で

あ
る

か
、

又
は

バ
ケ

ッ
ト

の
内

容
積

が
〇

・
〇

一
立

方
メ

ー
ト

ル
以

上
（

鉱
物

、
土

石
又

は
セ

メ
ン

ト
の

用
に

供
す

る
施

設
に

あ
っ

て
は

、
〇

・
〇

三
立

方
メ

ー
ト

ル
未

満
で

あ
る

も
の

に
限

る
。

）
で

あ
る

こ
と

。
〕

　
後

略
■

別
表

第
四
（

第
七

条
関

係
）

一
　

鉄
道

業
の

用
に

供
す

る
車

輌
整

備
施

設
　

/
　

二
　

家
具

製
造

業
の

用
に

供
す

る
塗

装
水

洗
ブ

ー
ス

施
設

■
別

表
第

五
（

第
七

条
関

係
）

一
　

金
属

製
品

の
製

造
又

は
加

工
の

用
に

供
す

る
圧

延
機

械
〔

原
動

機
の

定
格

出
力

の
合

計
が

二
二

・
五

キ
ロ

ワ
ッ

ト
以

上
で

あ
る

こ
と

。
〕

　
/
　

二
　
金

属
製

品
の

製
造

又
は

加
工

の
用

に
供

す
る

製
管

機
械

　
後

略
■

別
表

第
六
（

第
七

条
関

係
）

一
　

金
属

製
品

の
製

造
又

は
加

工
の

用
に

供
す

る
液

圧
プ

レ
ス

（
矯

正
プ

レ
ス

を
除

く
。

）
　

/
　

二
　

金
属

製
品

の
製

造
又

は
加

工
の

用
に

供
す

る
機

械
プ

レ
ス

　
後

略
備

考
一

　
振
動

規
制

法
第

三
条

第
一

項
の

規
定

に
よ

り
指

定
さ

れ
た

地
域

に
お

い
て

は
、

こ
の

表
の

中
欄

に
掲

げ
る

施
設

か
ら

同
法

第
二

条
第

一
項

に
規

定
す

る
特

定
施

設
を

除
く

。
二

　
前

号
に

掲
げ

る
も

の
の

ほ
か

、
振

動
規

制
法

第
三

条
第

一
項

の
規

定
に

よ
り

指
定

さ
れ

た
地

域
内

の
同

法
第

二
条

第
二

項
に

規
定

す
る

特
定

工
場

等
に

設
置

さ
れ

る
も

の
を

除
く

。
三

　
都
市

計
画

法
第

八
条

第
一

項
第

一
号

に
掲

げ
る

工
業

専
用

地
域

内
の

工
場

等
に

設
置

さ
れ

る
も

の
を

除
く

。

条
例

（
公

害
防

止
担

当
者

）
第

百
三
条

　
ば

い
煙

発
生

施
設

、
粉

じ
ん

発
生

施
設

、
特

定
施

設
、

指
定

施
設

又
は

ダ
イ

オ
キ

シ
ン

類
対

策
特

別
措

置
法

第
二

条
第

二
項

に
規

定
す

る
施

設
を

設
置

し
て

い
る

工
場

等
（

特
定

工
場

に
お

け
る

公
害

防
止

組
織

の
整

備
に

関
す

る
法

律
（

昭
和

四
十

六
年

法
律

第
百

七
号

）
第

二
条

に
規

定
す

る
特

定
工

場
を

除
く

。
）

を
設

置
し

て
い

る
者

は
、

公
害

の
防

止
に

関
す

る
業

務
を

担
当

す
る

者
を

置
か

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
（

報
告
及

び
検

査
）

第
百

四
条

　
知

事
は

、
こ

の
条

例
の

施
行

に
必

要
な

限
度

に
お

い
て

、
規

則
で

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
、

ば
い

煙
等

排
出

者
、

地
下

水
の

採
取

者
、

特
定

工
場

等
所

有
者

等
、

第
七

十
二

条
の

四
第

一
項

若
し

く
は

第
七

十
二

条
の

八
に

規
定

す
る

届
出

が
な

さ
れ

た
土

地
の

所
有

者
等

に
対

し
、

指
定

施
設

、
揚

水
設

備
の

状
況

、
ば

い
煙

等
の

処
理

の
方

法
、

有
害

化
学

物
質

若
し

く
は

特
定

有
害

物
質

の
管

理
の

状
況

そ
の

他
必

要
な

事
項

に
関

し
報

告
を

求
め

、
又

は
当

該
職

員
に

、
工

場
等

に
立

ち
入

り
、

指
定

施
設

そ
の

他
の

物
件

を
検

査
さ

せ
る

こ
と

が
で

き
る

。

※
（

定
義

）
第

二
条
　

十
一

　
指

定
施

設
　

工
場

又
は

事
業

場
（

以
下

「
工

場
等

」
と

い
う

。
）

に
設

置
さ

れ
る

施
設

の
う

ち
、

ば
い

煙
、

炭
化

水
素

系
物

質
、

粉
じ

ん
、

汚
水

、
騒

音
、

振
動

又
は

悪
臭

物
質

（
以

下
「

ば
い

煙
等

」
と

い
う

。
）

を
発

生
し

、
排
出

し
、

飛
散

さ
せ

、
又

は
貯

蔵
す

る
施

設
で

あ
っ

て
規

則
で

定
め

る
も

の
を

い
う

。

条
例

施
行

規
則

（
指

定
施

設
）

第
七

条
　

条
例

第
二

条
第

十
一

号
に

規
定

す
る

規
則

で
定

め
る

施
設

は
、

次
の

各
号

に
掲

げ
る

ば
い

煙
等

の
種

類
に

応
じ

、
そ
れ

ぞ
れ

当
該

各
号

に
掲

げ
る

別
表

第
一

か
ら

別
表

第
六

ま
で

の
中

欄
に

掲
げ

る
施

設
に

該
当

し
、

か
つ

、
こ

れ
ら

の
表

の
下

欄
に

規
模

に
つ

い
て

定
め

が
あ

る
施

設
に

あ
っ

て
は

、
そ

の
規

模
が

そ
れ

ぞ
れ

同
欄

に
該

当
す

る
も

の
（

燃
料

と
し

て
プ

ラ
ス

チ
ッ

ク
、

プ
ラ

ス
チ

ッ
ク

を
含

有
す

る
固

形
化

し
た

燃
料

又
は

廃
棄

物
固

形
化

燃
料

（
廃

棄
物

の
処

理
及

び
清

掃
に

関
す

る
法

律
施

行
規

則
（

昭
和

四
十

六
年

厚
生

省
令

第
三

十
五

号
）

第
四

条
第

一
項

第
七

号
ヌ

に
規

定
す

る
固

形
燃

料
を

い
う

。
）

（
い

ず
れ

も
廃

棄
物

の
処

理
及

び
清

掃
に

関
す

る
法

律
（

昭
和

四
十

五
年

法
律

第
百

三
十

七
号

）
第

二
条

第
一

項
に

規
定

す
る

廃
棄

物
で

な
い

も
の

に
限

る
。

以
下

「
プ

ラ
ス

チ
ッ

ク
等

燃
料

」
と

い
う

。
）

を
使

用
し

な
い

施
設

で
あ

っ
て

、
鉱

山
保

安
法

（
昭

和
二

十
四

年
法

律
第

七
十

号
）

第
十

三
条

第
一

項
に

規
定

す
る

建
設

物
、

工
作

物
そ

の
他

の
施

設
（

騒
音

及
び

振
動

に
係

る
施

設
に

あ
っ

て
は

、
同

法
第

二
条

第
二

項
た

だ
し

書
に

規
定

す
る

附
属

施
設

に
設

置
さ

れ
る

も
の

を
除

く
。

）
、

電
気

事
業

法
（

昭
和

三
十

九
年

法
律

第
百

七
十

号
）

第
二

条
第

一
項

第
十

八
号

に
規

定
す

る
電

気
工

作
物

及
び

ガ
ス

事
業

法
（

昭
和

二
十

九
年

法
律

第
五

十
一

号
）

第
二

条
第

十
三

項
に

規
定

す
る

ガ
ス

工
作

物
を

除
く

。
）

と
す

る
。

　
一

　
ば

い
煙

　
別

表
第

一
　

二
　
炭

化
水

素
系

物
質

　
別

表
第

二
　

三
　
粉

じ
ん

　
別

表
第

三
　

四
　
汚

水
　

別
表

第
四

　
五

　
騒

音
　

別
表

第
五

　
六

　
振

動
　

別
表

第
六

―
○

三
重

県
生

活
環

境
の

保
全

に
関

す
る

条
例
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■
別

表
第

一
（

第
二

条
関

係
）

特
定

工
場

１
　

条
例

第
１

条
第

５
項

に
規

定
す

る
特

定
施

設
に

該
当

す
る

施
設

の
う

ち
ば

い
煙

に
係

る
施

設
を

設
置

す
る

工
場

で
、

当
該

工
場

に
設

置
さ

れ
て

い
る

す
べ

て
の

ば
い

煙
に

係
る

施
設

（
使

用
を

廃
止

さ
れ

た
も

の
、

専
ら

他
の

ば
い

煙
に

係
る

施
設

の
使

用
が

停
止

さ
れ

て
い

る
間

に
使

用
さ

れ
る

も
の

及
び

専
ら

非
常

時
に

用
い

ら
れ

る
も

の
を

除
く

。
）

を
定

格
能

力
で

運
転

す
る

場
合

に
お

い
て

使
用

さ
れ

る
燃

料
の

量
を

次
表

の
左

欄
に

掲
げ

る
燃

料
の

種
類

ご
と

に
そ

れ
ぞ

れ
同

表
の

中
欄

に
掲

げ
る

燃
料

の
量

を
同

表
の

右
欄

に
掲

げ
る

重
油

の
量

に
換

算
し

た
も

の
の

合
計

量
が

１
時

間
当

た
り

２
キ

ロ
リ

ッ
ト

ル
以
上

の
も

の
〔

表
略

〕
２

　
条

例
第
１

条
第

５
項

に
規

定
す

る
特

定
施

設
に

該
当

す
る

施
設

の
う

ち
汚

水
に

係
る

施
設

を
設

置
す

る
工

場
で

、
当

該
工

場
か

ら
公

共
用

水
域

に
排

出
さ

れ
る

１
日

当
た

り
の

平
均

的
な

水
の

量
が

2
,
0
0
0
立

方
メ

ー
ト

ル
以

上
の

も
の

別
表

第
二

（
第

三
条

関
係

）
１

　
ば

い
煙
に

係
る

特
定

施
設

(
1
)
　

大
気

汚
染

防
止

法
施

行
令
（

昭
和

4
3
年

政
令

第
3
2
9
号

）
別

表
第

１
に

掲
げ

る
施

設
　

/
　

(
2
)
　

ゴ
ム

、
合

成
樹

脂
、

廃
油

、
硫

黄
、

皮
革

又
は

ピ
ッ

チ
の

焼
却

の
用

に
供

す
る

焼
却

能
力

が
１

時
間

当
た

り
1
0
0
キ

ロ
グ

ラ
ム

以
上

で
あ

る
廃

棄
物

焼
却

炉
　

/
　

(
3
)
　

繊
維

工
業

（
衣

服
そ

の
他

の
繊

維
製

品
に

係
る

も
の

を
除

く
。

）
の

用
に

供
す

る
施

設
で

あ
っ

て
、

次
に

掲
げ

る
も

の
〔

ア
　

漂
白

施
設

/
イ

　
樹

脂
加

工
施

設
/
ウ

　
乾

燥
施

設
〕

　
/
　

(
4
)
　

木
材

若
し

く
は

木
製

品
の

製
造
（

家
具

に
係

る
も

の
を

除
く

。
）

又
は

パ
ル

プ
、

紙
若

し
く

は
紙

加
工

品
の

製
造

の
用

に
供

す
る

施
設

で
あ

っ
て

、
次
に

掲
げ

る
も

の
〔

ア
　

漂
白

施
設

/
イ

　
吹

付
塗

装
施

設
/
ウ

　
蒸

解
施

設
/
エ

　
張

合
せ

機
械

/
オ

　
乾

燥
施

設
〕

　
/
　

(5
)
　

出
版

若
し

く
は

印
刷

業
又

は
こ

れ
ら
の

関
連

産
業

の
用

に
供

す
る

施
設

で
あ

っ
て

、
次

に
掲

げ
る

も
の

〔
ア

　
グ

ラ
ビ

ア
印

刷
施

設
/
イ
　

金
属

板
印

刷
施

設
〕

　
/
　

(
6
)
　

化
学
工

業
又

は
石

油
製

品
若

し
く

は
石

炭
製

品
の

製
造

の
用

に
供

す
る

施
設

で
あ

っ
て

、
次

に
掲

げ
る

も
の

〔
ア

　
反

応
施

設
/
イ

　
混

合
施

設
/
ウ
　

分
解

施
設

/
エ

　
吸

収
施

設
/
オ

　
抽

出
施

設
/
カ

　
蒸

溜
り

ゆ
う

施
設

/
キ

　
精

製
施

設
/
ク

　
晶

出
施

設
/
ケ

　
分

離
施

設
/
コ

　
蒸

発
・

濃
縮

施
設

/
サ

　
乾

燥
施

設
/
シ

　
紡

糸
施

設
〕

　
/
　

(
7
)
　
ゴ

ム
製

品
の

製
造

の
用

に
供

す
る

施
設

で
あ

っ
て

、
次

に
掲

げ
る

も
の

〔
ア

　
混

練
施

設
/
イ

　
加
硫

施
設

〕
　

/
　

(
8
)
　

窯
業

製
品

及
び

土
石

製
品

の
製

造
の

用
に

供
す

る
施

設
で

あ
っ

て
、

次
に

掲
げ

る
も

の
〔

ア
　

腐
食

施
設

/
イ

　
電

気
め

っ
き

施
設

/
ウ

　
混

合
施

設
（

砥
と

石
製
造

業
に

係
る

も
の

に
限

る
。

）
〕

　
/
　

(
9
)
　

鉄
鋼

業
又

は
非

鉄
金

属
、

金
属
製

品
若

し
く

は
機

械
器

具
の

製
造

の
用

に
供

す
る

施
設

で
あ

っ
て

、
次

に
掲
げ

る
も

の
〔

ア
　

精
錬

施
設

/
イ

　
酸

洗
浄

施
設

/
ウ

　
電

気
め

っ
き

施
設

/
エ

　
溶

融
め

っ
き

施
設

/
オ

　
吹

付
塗

装
施

設
/
カ

　
タ

ー
ル

又
は
ア

ス
フ

ァ
ル

ト
溶

融
施

設
/
キ

　
乾

燥
・

焼
付

施
設

/
ク

　
電

解
施

設
/
ケ

　
溶

射
施

設
/

コ
　

洗
浄

施
設

（
洗

浄
剤

と
し

て
ジ

ク
ロ

ロ
メ

タ
ン

、
テ

ト
ラ

ク
ロ

ロ
エ

チ
レ

ン
又

は
ト

リ
ク

ロ
ロ

エ
チ

レ
ン

を
使

用
す

る
も

の
に

限
る

。
）

〕
　

/
　

(
10

)
　

そ
の

他
の

製
品

の
製

造
の

用
に

供
す
る

施
設

で
あ

っ
て

、
次

に
掲

げ
る

も
の

〔
ア

プ
ラ

ス
チ

ッ
ク

の
配

合
・

混
練

・
発

泡
施

設
/
イ

　
吹

付
塗

装
施

設
/
ウ

　
乾

燥
・

焼
付

施
設

/
エ

　
電

気
め

っ
き

施
設
〕

/
　

(
1
1
)
　

洗
濯

業
の

用
に

供
す
る

ド
ラ

イ
ク

リ
ー

ニ
ン

グ
施

設
　

/
　

(
1
2
)
　

自
動

車
整

備
業

の
用

に
供

す
る

吹
付

塗
装

施
設

備
考

　
(
2
)
か

ら
(
1
2
)
ま

で
に

掲
げ

る
施

設
に

つ
い

て
は

、
(
1
)
に

掲
げ

る
施

設
を

含
ま

な
い

も
の
と

す
る

。
（

中
略

）
４

　
汚

水
に
係

る
特

定
施

設
(
1
)
　

水
質

汚
濁

防
止

法
施

行
令
（

昭
和

4
6
年

政
令

第
1
8
8
号

）
別

表
第

１
に

掲
げ

る
施

設
、

瀬
戸
内

海
環

境
保

全
特

別
措

置
法

（
昭

和
4
8
年

法
律

第
1
1
0
号
）

第
1
2
条

の
２

若
し

く
は

湖
沼

水
質

保
全
特

別
措

置
法

（
昭

和
5
9
年

法
律

第
6
1
号

）
第

1
4
条

の
規

定
に

よ
り

水
質

汚
濁

防
止

法
（

昭
和

4
5
年

法
律

第
1
3
8
号

）
第

２
条

第
３

項
に

規
定

す
る

指
定

地
域

特
定

施
設

と
み

な
さ

れ
る

施
設

又
は

湖
沼

水
質

保
全

特
別

措
置

法
第

1
5
条

に
規

定
す

る
指

定
施

設
　

/
　

(
2
)
　

畜
産

食
料

品
製

造
業

の
用

に
供

す
る

充
て

ん
施

設
　

/　
(
3
)
　

パ
ン

若
し

く
は

菓
子

の
製

造
業

又
は

製
あ

ん
業

の
用

に
供

す
る

自
動

式
洗

浄
施

設
　

/
　

(
4
)　

清
涼

飲
料

製
造

業
の

用
に

供
す

る
調

合
施

設
　

/
　

(
5
)
　

め
ん

類
製

造
業

の
用

に
供

す
る

蒸
煮

施
設

　
/

(
6
)
　

化
学

繊
維

製
造

業
の

用
に
供

す
る

施
設

で
あ

っ
て

、
次

に
掲

げ
る

も
の

〔
ア

　
洗

浄
施

設
/
イ

　
分

離
施

設
〕

　
/

(
7
)
　

木
材

又
は

木
製

品
製

造
業
（

家
具

を
除

く
。

）
の

用
に

供
す

る
施

設
で

あ
っ

て
、

次
に

掲
げ

る
も

の
〔

ア
　

湿
式

バ
ー

カ
ー

/
イ

　
薬

液
浸

透
施

設
/
ウ

　
接

着
機

洗
浄

施
設

/
エ

　
薬

品
等

調
合

施
設

/
オ

　
塗

装
水
洗

ブ
ー

ス
施

設
〕

　
/

(
8
)
　

パ
ル

プ
、

紙
又

は
紙

加
工
品

の
製

造
業

の
用

に
供

す
る

貼
合

施
設

（
ダ

ン
ボ

ー
ル

製
造

又
は

壁
紙

・
ふ

す
ま

紙
製

造
に

係
る

も
の

に
限

る
。

）
　

/　
(
9
)
　

出
版

業
又

は
印

刷
業

の
用

に
供

す
る

施
設

で
あ

っ
て

、
次

に
掲

げ
る

も
の

〔
ア

印
刷

イ
ン

ク
調

合
施

設
/
イ

　
洗
浄

施
設

〕
　

/
　

(
1
0
)
　

無
機

顔
料

製
造

業
の

用
に

供
す

る
施

設
で

あ
っ

て
、

次
に

掲
げ

る
も

の
〔

ア
　

分
離

施
設

/
イ

　
精

製
施

設
〕

　
/
　

(
1
1
)
　

(
1
0
)
に

掲
げ

る
事

業
以

外
の

無
機

化
学

工
業

製
品

製
造

業
の

用
に

供
す

る
施

設
で

あ
っ

て
、

次
に

掲
げ

る
も

の
〔

ア
　

反
応

施
設

/
イ

　
分

離
施

設
/
ウ

　
混

合
施

設
/
エ

　
精

製
施

設
〕

　
/
　

(1
2
)
　

カ
ー

バ
イ

ド
法

ア
セ

チ
レ

ン
誘

導
品

製
造

業
の

用
に

供
す

る
施

設
で

あ
っ

て
、

次
に

掲
げ

る
も

の
〔

ア
　

分
離
施

設
/
イ

　
精

製
施
設

〕
　

/
　

(
1
3
)
　

コ
ー

ル
タ

ー
ル

製
品

製
造

業
の

用
に

供
す

る
精

製
施

設
　

/
　

(
1
4
)

写
真

感
光

材
料

製
造

業
の

用
に

供
す

る
分

離
施

設
　

/
　

(
1
5
)
　

(
1
2
)
か

ら
(
1
4
)
ま

で
に

掲
げ

る
事

業
以

外
の

有
機

化
学

工
業

製
品

製
造

業
の

用
に

供
す

る
施

設
で

あ
っ

て
、

次
に

掲
げ

る
も

の
〔

ア
　

反
応

施
設

/
イ

　
分

離
施

設
/
ウ

　
混

合
施

設
/
エ

　
精

製
施

設
〕

　
/
　

(
1
6)

　
医

薬
品

製
造

業
の
用

に
供

す
る

施
設

で
あ

っ
て

、
次

に
掲

げ
る

も
の

〔
ア

　
洗

浄
施

設
/
イ

　
回

収
施

設
〕

　
/
　

(
1
7)

　
農

薬
製

造
業

の
用
に

供
す

る
施

設
で

あ
っ

て
、

次
に

掲
げ

る
も

の
〔

ア
　

ろ
過

施
設

/
イ

　
分

離
施

設
/
ウ

　
廃

ガ
ス

洗
浄

施
設

/
エ

　
ウ

以
外

の
洗

浄
施

設
/
オ

　
回

収
施

設
〕

　
/
　

(
1
8
)
　

砕
石

業
の

用
に

供
す

る
湿

式
集

じ
ん

施
設

　
/
　
(
1
9
)
　

鉄
鋼

業
の

用
に

供
す

る
溶

融
め

っ
き

施
設

　
/
　

(
2
0
)
　
非

鉄
金

属
製

造
業

の
用

に
供

す
る

溶
融

め
っ

き
施

設
　

/　
(
2
1
)
　

金
属

製
品

製
造

業
又

は
機

械
器
具

製
造

業
（

武
器

製
造

業
を

含
む

。
）

の
用

に
供

す
る

施
設

で
あ

っ
て

、
次

に
掲

げ
る

も
の

〔
ア

　
溶

融
め

っ
き

施
設

/
イ

　
洗

浄
施

設
（

蓄
電

池
製

造
業

に
係

る
も

の
に

限
る

。
）

〕
　

/
　

(
2
2
)
　
給

食
セ

ン
タ

ー
の

用
に

供
す

る
調

理
施

設
(
1
日

の
調

理
能

力
が

1
,
0
0
0
食

未
満

の
も

の
を

除
く

。
）

　
/
　

(
2
3
)
　

鉄
道

業
の

用
に

供
す

る
車

両
給

油
施

設
（

動
力

用
燃

料
に

係
る

も
の

に
限

る
。

）
　

/
　

(
2
4
)

弁
当

仕
出

屋
又

は
弁

当
製

造
業

の
用

に
供

す
る

ち
ゅ

う
房

施
設

（
総

床
面

積
が

2
4
0
平

方
メ

ー
ト

ル
未

満
の

事
業

場
に
係

る
も

の
を

除
く

。
）

　
/
　

(
2
5
)　

食
堂

又
は

レ
ス

ト
ラ

ン
に

設
置

さ
れ

る
ち

ゅ
う

房
施

設
（

総
床

面
積

が
2
8
0
平

方
メ

ー
ト

ル
未

満
の
事

業
場

に
係

る
も

の
を

除
く

。
）

　
/
　

(
2
6
)
　

バ
ッ

テ
リ

ー
解

体
の

用
に

供
す

る
廃

液
処

理
施

設
　

/
(
2
7
)
　

廃
ガ
ス

洗
浄

施
設

(
(
1
7
)の

ウ
に

掲
げ

る
も

の
を

除
く

。
）

　
/
　

(
2
8
)
　

し
尿

浄
化

槽
（
建

築
基

準
法

施
行

令
（

昭
和

2
5
年
政

令
第

3
3
8
号

）
第
3
2
条

第
１

項
の

表
に

規
定

す
る

算
定

方
法
に

よ
り

算
定

し
た

処
理

対
象

人
員

が
2
0
0
人

以
下

の
も

の
を
除

く
。

）
　

/
　

(
29

)
　

特
定

施
設

を
設

置
す

る
工

場
又

は
事
業

場
か

ら
排

出
さ

れ
る

水
（

公
共

用
水

域
に

排
出

さ
れ

る
も

の
を

除
く

。
）

の
処

理
施

設
(
(
2
8
)
に

掲
げ

る
も

の
を

除
く
。

）
備

考
　

(
2
)
か

ら
(
2
9
)
ま

で
に

掲
げ

る
施

設
に

つ
い

て
は

、
(
1
)
に

掲
げ

る
施

設
を

含
ま

な
い

も
の
と

す
る

。

条
例

（
公

害
防

止
管

理
者

の
設

置
）

第
5
3
条
　

特
定

工
場

の
設

置
者

は
、

当
該

特
定

工
場

に
お

け
る

公
害

の
発

生
源

を
管

理
す

る
と

と
も

に
、

公
害

の
発

生
原

因
及

び
発

生
状

況
を

常
時

監
視

し
、

公
害

の
発

生
を

防
止

す
る

た
め

、
規

則
で

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
、

公
害

防
止

管
理

者
を

選
任

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

２
　

前
項

の
規

定
に

よ
り

公
害

防
止

管
理

者
を

選
任

し
た

者
は

、
選

任
の

日
か

ら
3
0
日

以
内
に

、
そ

の
氏

名
を

知
事

に
届

け
出

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
こ

れ
を

変
更

し
た

と
き

も
、

同
様

と
す

る
。

※
（

定
義

）
第

1
条

４
　

こ
の

条
例

に
お
い

て
「

特
定

工
場

」
と

は
、

ば
い

煙
又

は
汚

水
を

多
量

に
排

出
す

る
工

場
で

規
則

で
定

め
る

も
の

を
い

う
。

第
1
条

５
　

こ
の

条
例

に
お
い

て
「

特
定

施
設

」
と

は
、

工
場

又
は

事
業

場
に

設
置

さ
れ

る
施

設
の

う
ち

、
ば

い
煙

、
粉

じ
ん

、
汚

水
、

騒
音

、
振

動
又

は
悪

臭
を

排
出

し
、

発
生

し
、

又
は

飛
散

さ
せ

る
施

設
（

特
定

工
場

に
設

置
さ

れ
る

も
の

に
あ

っ
て

は
騒

音
、

振
動

又
は

悪
臭

に
係

る
も

の
に

限
る

。
）

で
規

則
で

定
め

る
も

の
を

い
う

。

条
例

施
行

規
則

（
特

定
工

場
）

第
２

条
　

条
例

第
１

条
第

４
項

の
規

則
で

定
め

る
工

場
は

、
別

表
第

１
に

掲
げ

る
工

場
と

す
る

。
（

特
定
施

設
）

第
３

条
　

条
例

第
１

条
第

５
項

の
規

則
で

定
め

る
施

設
は

、
別

表
第

２
に

掲
げ

る
施

設
と

す
る

。

（
公

害
防

止
管

理
者

）
第

1
7
条
　

条
例

第
5
3
条

第
１

項
の

公
害

防
止

管
理
者

は
、

特
定

工
場

に
お

け
る

公
害

防
止

組
織

の
整

備
に

関
す

る
法

律
施

行
規

則
（

昭
和

4
6
年

大
蔵

省
・

厚
生

省
・

農
林

省
・

通
商

産
業

省
・

運
輸

省
令

第
３

号
）

第
１

条
第

２
項

第
１

号
か

ら
第

８
号

ま
で

、
第

1
0
号

及
び

第
11

号
に

規
定

す
る

公
害

防
止

管
理

者
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
者

で
知

事
が

行
う

府
公

害
防

止
管

理
者

講
習

の
課

程
を

修
了

し
た

も
の

か
ら

選
任

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

条
例

対
象

工
場

は
講

習
の

修
了

者
を

選
任

○
京

都
府

環
境

を
守

り
育

て
る

条
例

京
都

府

○
生

活
環

境
の

保
全

と
創

造
に

関
す

る
条

例

八
尾

市
１

 
定

格
出

力
の

合
計

が
2
.
2
5
キ
ロ

ワ
ッ

ト
以

上
の

原
動

機
を

使
用

す
る

物
品

の
製

造
、

加
工

又
は

作
業

を
行

う
工

場

２
 
定

格
出

力
の

合
計

が
 
0
.
7
5
キ

ロ
ワ

ッ
ト

以
上

 
2
.
2
5
キ

ロ
ワ

ッ
ト

未
満
の

原
動

機
を

使
用

し
、

次
に

掲
げ

る
物

品
の

製
造

若
し

く
は

加
工

又
は

作
業

を
行

う
工

場
(
１

)
紡

績
、
サ

イ
ジ

ン
グ

、
裁

縫
、

織
物

、
編

物
、

撚
糸

、
糸

巻
、

組
ひ

も
、

電
線

被
覆

、
製

袋
、

刺
し

ゅ
う

、
製

綿
（

再
製

綿
を
含

む
。

）
、

製
網

又
は

フ
ァ

ス
ナ

ー
植

付
/
(
２

)
金

属
の

打
抜
き

、
型

絞
り

、
曲

げ
、

矯
正

、
切

断
又

は
切

削
/
(
３

)
金

属
箔

又
は

金
属

粉
の
製

造
/
(
４

)
金

属
の

線
材

又
は

棒
材

の
加

工
/
(
５

)
つ

き
機

、
が

ら
機

、
粉

砕
機

若
し
く

は
糖

衣
機

を
使

用
す

る
物

品
の

製
造

又
は

加
工

/
(
６

)
石

材
又

は
合

成
樹

脂
の

引
割

り
/
(
７

)
バ

ー
カ

ー
、

チ
ッ

パ
ー

又
は

砕
木

機
を

使
用

す
る

木
材

の
加

工
/
(
８

)
ふ

る
い

機
を

使
用

す
る

ふ
る

い
作
業

/
(
９

)
建

設
用

資
材
の

製
造

３
 
次

に
掲

げ
る

物
品

の
製

造
若
し

く
は

加
工

又
は

作
業

を
行

う
工

場
(
１

)
食

料
品
の

製
造

　
/
　

(
２

)羽
、

毛
若

し
く

は
繊

維
の

染
色

、
漂

白
、
乾

燥
又

は
洗

浄
　

/
　
(
３

)
皮

革
の

な
め

し
、

染
色

又
は

洗
浄

　
/
　

(
４

)
パ

ル
プ

、
紙

、
紙

加
工

品
の

製
造

又
は

加
工

　
/
　

(
５

)
出

版
、

印
刷
又

は
製

本
　

/
　

(
６

)
製

版
　

/
　

(７
)
無

機
若

し
く

は
有

機
化

学
工

業
製

品
の

製
造

又
は

加
工

　
/
　

(
８

)
医

薬
品

の
製
造

又
は

加
工

　
/

(
９

)
飼

料
又
は

肥
料

の
製

造
　

/　
(
1
0
)
化

学
繊

維
の

製
造

　
/
　

(
1
1
)
油

脂
加

工
品

、
石

鹸
、

合
成

洗
剤

、
界

面
活

性
剤

、
塗

料
、
火

薬
、

農
薬

、
香

料
、

化
粧

品
、

ゼ
ラ

チ
ン

、
接

着
剤

、
写

真
感

光
材

料
若

し
く

は
天

然
樹

脂
製

品
の

製
造

又
は

加
工

　
/
　

(
1
2
)
天

然
樹

脂
、

木
材

、
木

皮
そ

の
他

の
植

物
性

原
料

か
ら

の
物

品
の

製
造

　
/
　

(
1
3
)
石

油
の

精
製

（
潤

滑
油

の
再

生
を

含
む

。
）

又
は

加
熱

、
コ

ー
ク

ス
又

は
グ

リ
ー

ス
の

製
造

　
/
　

(
1
4
)
鉱

油
、

動
植

物
油

脂
又

は
溶

剤
の

再
生

　
/
　

(
1
5
)
炭

、
懐

炉
灰

、
た

ど
ん

、
れ

ん
炭

又
は

豆
炭

の
製

造
　

/
　

(
1
6
)
ゴ

ム
製

品
の

製
造

（
加

硫
、

混
練

、
溶

融
、
ラ

テ
ッ

ク
ス

処
理

又
は

ゴ
ム

引
処

理
の

作
業

に
限

る
。

）
　

/
　

(
1
7
)
人

造
黒

鉛
、

う
わ

薬
原

料
、

瓦
、
れ

ん
が

、
陶

管
、

陶
磁

器
、

と
石

、
け

い
藻

土
製

品
、

ほ
う

ろ
う

製
品

、
岩

綿
、

鉱
さ

い
綿

、
石

こ
う

又
は

る
つ

ぼ
の

製
造

/
　

(
1
8
)
セ

メ
ン

ト
製

品
又

は
生
コ

ン
ク

リ
ー

ト
の

製
造

　
/
　

(
1
9
)
ガ

ラ
ス

、
ガ

ラ
ス

製
品

の
製
造

又
は

加
工

　
/

(
2
0
)
木

材
、
木

製
品

の
製

造
若

し
く

は
加

工
又

は
薬

品
処

理
　

/
　

(
2
1
)
電
気

若
し

く
は

ガ
ス

を
用

い
る

金
属

の
溶

接
又

は
切

断
　

/
　

(
2
2
)
釘

、
鋲

、
ね
じ

、
鋼

球
又

は
メ

タ
ル

ラ
ス

の
製

造
　

/
　

(
2
3
)
金

属
の

は
つ

り
、

つ
ち

打
ち

加
工

又
は

鋲
打

　
/
　

(2
4
)
ブ

ラ
ス

ト
若

し
く

は
タ

ン
ブ

ラ
ー

に
よ

る
金

属
の

表
面

処
理

又
は

表
面

加
工

　
/
　

(
2
5
)
金

属
の

溶
融

、
精

錬
若

し
く
は

精
製

又
は

鋳
型

の
造

型
　

/
　

(
2
6
)
金

属
の

鍛
造

、
圧

延
又
は

熱
処

理
　

/
　

(
2
7
)
金

属
管

の
製

造
　

/
(
2
8
)
金

属
の
溶

射
　

/
　

(
2
9
)
金
属

の
溶

融
め

っ
き

　
/
　

(
3
0
)
合

成
樹

脂
の

配
合

、
混

練
、

発
泡
又

は
成

型
加

工
　

/
(
3
1
)
有

機
質
壁

材
の

製
造

　
/
　
(
3
2
)
吹

付
塗

装
、

乾
燥

焼
付

又
は

樹
脂

加
工

　
/
　

（
3
3
)
酸

又
は

ア
ル

カ
リ

に
よ

る
表

面
処

理
　

/
　

(
3
4
)
電

気
め

っ
き
　

/
　

(
3
5
)
動

力
を

使
用

す
る

車
両

洗
浄

　
/
　

(
3
6
)
研

摩
機

を
使

用
す

る
金

属
、

窯
業

、
土

石
、
動

物
質

骨
材

又
は

合
成

樹
脂

の
研

摩
　

/
　

(
3
7
)
粉

粒
塊

堆
積
場

（
面

積
が

 
5
0
0
平

方
メ

ー
ト

ル
以

上
の
も

の
に

限
る

。
）

　
/
　

(
3
8
)
ア

ス
フ

ァ
ル

ト
、

コ
ー

ル
タ

ー
ル

、
木

タ
ー

ル
又

は
石

油
蒸

溜
産

物
若

し
く

は
そ

の
残

り
か

す
を

原
材

料
と

す
る

物
品

の
製

造
　

/
　

(
3
9
)
ガ

ス
の

液
化

又
は

圧
縮

　
/
　

(
4
0
)
油

缶
そ

の
他

の
空

き
缶

の
再

生
又

は
ド

ラ
ム

缶
の

洗
浄

　
/
　

(
4
1
)
動

物
臓

器
若

し
く

は
排

せ
つ

物
を

原
料

と
す

る
物

品
の

製
造

又
は

加
工

　
/
　

(
4
2
)
油

脂
の

採
取

又
は

加
工
　

/
　

(
4
3
)
墨

、
墨
汁

又
は

の
り

の
製

造

４
 
次

の
各

号
に

掲
げ

る
事

業
場

(
１

)
ガ

ソ
リ
ン

ス
タ

ン
ド

又
は

液
化

石
油

ガ
ス

ス
タ

ン
ド

　
/
　

(
２

)
自

動
車

洗
車

場
（

自
動

式
車

両
洗

浄
施

設
を

有
す

る
も

の
に

限
る

。
）

　
/
　

(
３

)自
動

車
整

備
場

　
/
　
(
４

)
セ

メ
ン

ト
サ

イ
ロ

（
セ

メ
ン

ト
の

袋
詰

め
作

業
が

行
わ

れ
る

も
の

に
限

る
。

）
　

/
　

(
５

)
化
製

場
　

/
　

　
(
６

)
死
亡

獣
畜

取
扱

場
　

/
　

(
７

)
と

畜
場

　
/
　
(
８

)
畜

舎
（

飼
養

規
模

が
鶏

 
1
0
0
 
羽

、
豚

房
 
5
0
 
平

方
メ

ー
ト

ル
、

牛
房

 
1
5
0
 
平

方
メ

ー
ト

ル
又

は
馬

房
 
5
0
0
 
平

方
メ

ー
ト

ル
以

上
の

も
の

に
限

る
。

）
　

/
　

(
９

)
ボ

イ
ラ
ー

（
熱

風
ボ

イ
ラ

ー
を

含
み

熱
源

と
し

て
電

気
又

は
廃

熱
の

み
を

使
用

す
る

も
の

及
び

日
本

産
業

規
格

 
B
8
2
0
1
 
並

び
に
 
B
8
2
0
3
 
の

伝
熱

面
積
の

項
で

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
算

定
し

た
伝

熱
面

積
が

 
1
0
 
平

方
メ

ー
ト

ル
未
満

の
も

の
を

除
く

。
）

を
設

置
す

る
事

業
場

　
/
　

(
1
0
)
自

家
処

理
の

用
に

供
す

る
焼

却
炉

（
火

格
子

面
積

が
１

平
方

メ
ー

ト
ル

以
上

又
は

焼
却

能
力

が
１

時
間

当
た

り
 
1
0
0
 
キ

ロ
グ
ラ

ム
以

上
の

も
の

に
限

る
。

）
を

設
置

す
る

も
の

　
/
　

(1
1
)
乾

燥
炉

、
加

熱
炉

及
び

直
火

炉
（

バ
ー

ナ
ー

の
燃

料
の

燃
焼

能
力

が
重

油
換

算
１

時
間

当
た

り
3
0
 
リ

ッ
ト

ル
以

上
で
あ

る
か

、
又

は
変

圧
器

の
定

格
出

力
の

定
格

容
量

が
 
1
0
0
キ

ロ
ボ

ル
ト

ア
ン

ペ
ア

以
上

で
あ

る
こ

と
。

）
を

設
置

す
る

も
の

　
/
　

(
1
2
)
資

源
の

再
生

を
行

う
作

業
場

（
定

格
出

力
の

合
計

が
 
3
.
7
5
キ

ロ
ワ

ッ
ト

 
以

上
の

原
動

機
を

使
用

又
は

敷
地

面
積

が
 
5
0
平

方
メ

ー
ト

ル
以

上
の

も
の

に
限

る
。

）
　

/
　

(
1
3
)
青

写
真

の
作

成
の

用
に

供
す

る
施

設
を

有
す

る
も

の
　

/
　

(
1
4
)
建

設
用
資

材
置

場
又

は
残

土
置

場
（

１
年

以
上

継
続

し
て

使
用

し
、

置
場

面
積

が
 
5
0
0
 
平

方
メ

ー
ト

ル
以
上

の
も

の
に

限
る

。
た

だ
し

、
建

設
現

場
を

除
く

。
）

　
/
　
(
1
5
)
石

材
加

工
場

　
/
　

(
1
6
)
写

真
の

作
成

の
用

に
供

す
る
自

動
式

洗
浄

施
設

を
有

す
る

作
業

場
　

/
　

(
1
7
)
倉

庫
（

店
舗
に

付
随

し
て

設
置

さ
れ

る
も

の
、

産
業

廃
棄

物
積

み
替

え
保

管
施

設
及

び
倉

庫
部

分
の

床
面

積
が

 
1
0
0
 
平

方
メ

ー
ト

ル
未

満
の

も
の

を
除

く
。

）
　

/
　

(
1
8
)
洗

た
く

業
の

用
に

供
す

る
施

設
を

有
す

る
作

業
場

　
/
　

(
1
9
)
工

業
用

材
料

薬
品

の
小

分
け

の
用

に
供

す
る

施
設

を
有

す
る

作
業

場
　

/
　

(
2
0)

粉
粒

塊
堆

積
場

（
面

積
が

 
5
0
0
 
平

方
メ
ー

ト
ル

以
上

の
も

の
に

限
る

。
）

　
/
　

(
2
1
)
給

食
業

の
用

に
供

す
る

調
理

施
設

を
有

す
る

作
業

場

（
公

害
防

止
担

当
者

の
設

置
等

）
第

2
8
条
　

特
定

工
場

等
の

設
置

者
は

、
規

則
で

定
め

る
場

合
を

除
き

、
当

該
特

定
工

場
等

に
お

け
る

公
害

の
防

止
及

び
公

害
防

止
の

施
設

等
の

維
持

管
理

の
体

制
を

確
立

す
る

た
め

、
公

害
防

止
担

当
者

を
置

か
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

２
　

公
害

防
止

担
当

者
は

、
公

害
の

防
止

及
び

公
害

防
止

の
施

設
等

の
維

持
管

理
に

努
め

、
必

要
に

応
じ

て
公

害
防

止
の

状
況

を
市

長
に

報
告

す
る

と
と

も
に

、
市

が
行

う
講

習
会

等
に

参
加

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

（
選

任
等

の
届

出
）

第
2
9
条
　

特
定

工
場

等
の

設
置

者
は

、
公

害
防

止
担

当
者

を
選

任
し

、
又

は
変

更
し

た
と

き
は

、
そ

の
日

か
ら

30
日

以
内

に
、

規
則

で
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

、
そ

の
旨

を
市

長
に

届
け

出
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

※
条

例
第

2
２

条
（

３
）

 
特

定
工

場
等

　
別

表
に

定
め

る
工

場
及

び
事

業
場

を
い

う
。

―

113



和
歌

山
県

和
歌

山
県

公
害

防
止

条
例

○
―

条
例

(
定

義
等

)
第

1
条

の
2

6
　

こ
の

条
例

に
お

い
て

「
指

定
工

場
」

と
は

、
著

し
く

人
の

健
康

又
は

生
活

環
境

を
阻

害
す

る
ば

い
煙

等
を

発
生

し
、

排
出

し
、

又
は

飛
散

す
る

工
場

で
あ

っ
て

別
に

定
め

る
も

の
を

い
う

。
7
　

こ
の

条
例

に
お

い
て

「
特

定
施

設
」

と
は

、
工

場
又

は
事

業
場

に
設

置
さ

れ
る

施
設

(
指
定

工
場

に
設

置
さ

れ
る

施
設

を
除

く
。

)
の

う
ち

、
ば

い
煙

等
を

発
生

し
、

排
出

し
、

又
は

飛
散

す
る

も
の

で
あ

っ
て

規
則

で
定

め
る

も
の

を
い

う
。

8
　

こ
の

条
例

に
お

い
て

「
工

場
等

」
と

は
、

指
定

工
場

及
び

特
定

施
設

を
設

置
す

る
工

場
又

は
事

業
場

を
い

う
。

(
公

害
防

止
管

理
者

の
設

置
)

第
5
1
条
　

工
場

等
の

設
置

者
は

、
規

則
で

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
、

公
害

防
止

管
理

者
を

選
任

し
、

工
場

等
か

ら
公

害
が

発
生

し
な

い
よ

う
に

作
業

の
方

法
、

施
設

の
維

持
等

に
つ

い
て

、
十

分
な

管
理

監
督

を
さ

せ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

2
　

前
項

の
規

定
に

よ
り

公
害

防
止

管
理

者
を

選
任

し
た

者
は

、
選

任
の

日
か

ら
3
0
日

以
内

に
、

そ
の

氏
名

を
知
事

に
届

け
出

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
こ

れ
を

変
更

し
た

と
き

も
、

同
様

と
す

る
。

条
例

施
行

規
則

(
特

定
施

設
)

第
5
条

　
条

例
第

1
条

の
2
第
7
項

に
規

定
す

る
規

則
で

定
め

る
施

設
は

、
別

表
第

3
に

掲
げ

る
施

設
と

す
る

。

和
歌

山
県

公
害

防
止

条
例

第
１

条
の

２
第

６
項

に
規

定
す

る
指

定
工

場
を

定
め

る
条

例
和

歌
山
県

公
害

防
止

条
例

(
昭

和
4
6
年

和
歌

山
県

条
例

第
2
1
号

)
第

1
条
の

2
第

6
項

に
規

定
す

る
指

定
工

場
は

、
次
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
も

の
と

す
る

。
(
1
)
　

1
時

間
当

た
り

の
燃

料
使

用
能

力
が

5
,
0
0
0
リ

ツ
ト

ル
(
重

油
換

算
)以

上
の

工
場

(
2
)
　

1
日

当
た

り
の

総
排

水
量

が
5
,
0
0
0
立

方
メ

ー
ト

ル
以

上
の

工
場

別
表

第
3
(
第
5
条

関
係

)
特

定
施

設
(
そ

の
1
)
硫

黄
酸

化
物

及
び

ば
い
じ

ん
に

係
る

特
定

施
設

1
　

金
属

の
精

錬
又

は
鋳

造
の

用
に

供
す

る
溶

解
炉

(
こ
し

き
炉

並
び

に
銅

、
鉛

及
び

亜
鉛

の
精

錬
の

用
に

供
す

る
溶

解
炉

を
除

く
。

)
〔

火
格

子
面

積
(
火

格
子

の
水

平
投

影
面

積
を

い
う

。
以

下
同

じ
。

)
が

1
平

方
メ

ー
ト
ル

未
満

で
0
.
5
平

方
メ

ー
ト

ル
以
上

で
あ

る
か

、
羽

口
面

断
面

積
(
羽

口
の

最
下

端
の

高
さ

に
お
け

る
炉

の
内

壁
で

囲
ま

れ
た

部
分

の
水

平
断

面
積

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
)
が
0
.
5
平

方
メ

ー
ト

ル
未
満

で
0
.
3
平

方
メ

ー
ト

ル
以

上
で

あ
る

か
、

バ
ー

ナ
ー

の
燃

料
の

燃
焼

能
力

が
重

油
換

算
1
時

間
当
た

り
5
0
リ

ッ
ト

ル
未

満
で

3
0
リ

ッ
ト

ル
以
上

で
あ

る
か

、
又

は
変

圧
器

の
定

格
容

量
が

2
0
0
キ

ロ
ボ

ル
ト

ア
ン

ペ
ア

未
満
で

1
0
0
キ

ロ
ボ

ル
ト

ア
ン

ペ
ア

以
上

で
あ

る
こ

と
。

〕
　

/
　

2
　
金

属
の

回
収

の
用

に
供

す
る

溶
融

炉
〔

1
時

間
当

た
り

処
理

能
力

が
2
0
0
キ

ロ
グ
ラ

ム
以

上
で

あ
る

か
、

バ
ー

ナ
ー

の
燃

料
の

燃
焼

能
力

が
重

油
換

算
1
時

間
当

た
り

3
0
リ

ッ
ト

ル
以
上

で
あ

る
か

、
又

は
変

圧
器

の
定

格
容

量
が

1
0
0
キ

ロ
ボ

ル
ト

ア
ン

ペ
ア

以
上

で
あ

る
こ

と
。

　
/
　

3　
金

属
の

鍛
造

若
し

く
は

圧
延

又
は

金
属
若

し
く

は
金

属
製

品
の

熱
処

理
の

用
に

供
す

る
加

熱
炉

〔
火

格
子

面
積

が
1
平

方
メ

ー
ト

ル
未

満
で
0
.
5
平

方
メ

ー
ト

ル
以
上

で
あ

る
か

、
羽

口
面

断
面

積
が

0
.
5
平

方
メ

ー
ト

ル
未

満
で
0
.
3

平
方

メ
ー

ト
ル

以
上

で
あ

る
か

、
バ

ー
ナ

ー
の

燃
料

の
燃

焼
能

力
が

重
油

換
算

1
時

間
当

た
り

5
0
リ

ッ
ト

ル
未

満
で

3
0

リ
ッ

ト
ル

以
上

で
あ

る
か

、
又

は
変

圧
器

の
定

格
容

量
が

2
0
0
キ

ロ
ボ

ル
ト
ア

ン
ペ

ア
未

満
で

1
0
0
キ

ロ
ボ

ル
ト

ア
ン

ペ
ア

以
上

で
あ

る
こ

と
。

〕
　

/
　

4
　

金
属

若
し

く
は

金
属
製

品
の

溶
融

め
っ

き
の

用
に

供
す

る
加

熱
炉

〔
1
時

間
当

た
り
処

理
能

力
が

2
00

キ
ロ

グ
ラ

ム
以

上
で

あ
る

こ
と

。
〕

　
/
　

5
　

窯
業

製
品

の
製

造
の

用
に

供
す

る
加

熱
炉

〔
火

格
子

面
積

が
1
平

方
メ

ー
ト

ル
以

上
で

あ
る
か

、
バ

ー
ナ

ー
の

燃
料

の
燃

焼
能

力
が

重
油

換
算

1
時

間
当

た
り
5
0
リ

ッ
ト

ル
以

上
で

あ
る

か
、

又
は
変

圧
器

の
定

格
容

量
が

2
0
0
キ

ロ
ボ

ル
ト

ア
ン

ペ
ア

以
上

で
あ
る

こ
と

。
〕

　
/
　

6
　

有
機

化
学

製
品

(
医

薬
品

を
含

む
。
)
の

製
造

の
用

に
供
す

る
反

応
炉

(
カ

ー
ボ
ン

ブ
ラ

ッ
ク

製
造

用
燃

焼
装

置
を

含
む

。
)
及

び
直

火
炉

〔
火
格

子
面

積
が

1
平

方
メ

ー
ト

ル
以

上
で

あ
る

か
、

バ
ー

ナ
ー

の
燃

料
の

燃
焼

能
力

が
重

油
換

算
1
時

間
当

た
り

5
0
リ

ッ
ト

ル
以

上
で

あ
る

か
、

又
は

変
圧

器
の

定
格

容
量

が
2
0
0
キ

ロ
ボ

ル
ト

ア
ン

ペ
ア

以
上

で
あ

る
こ

と
。

6
の
２

も
同

様
〕

　
/
　
6
の

2
化

学
製

品
(医

薬
品

を
含

む
。

)及
び

食
料

品
の

製
造

の
用

に
供

す
る

加
熱
炉

(
石

油
製

品
、

石
油
化

学
製

品
又

は
コ

ー
ル

タ
ー

ル
製

品
の

用
に

供
す

る
も

の
を

除
く

。
)
　

/
　

7
　

石
油

精
製

又
は

石
油

化
学

工
業

の
用

に
供

す
る

フ
レ

ア
ス

タ
ッ

ク
　

/
　

8
　
知

事
が

必
要

と
認

め
て

指
定

す
る

硫
黄

酸
化

物
及

び
ば

い
じ

ん
を

発
生

す
る

施
設

備
考

　
次

に
掲

げ
る

も
の

を
除

く
。

(
1
)
　

実
験

の
用

に
供

す
る

も
の

(
た

だ
し

、
工

業
化

の
た

め
の

テ
ス

ト
プ

ラ
ン

ト
を

除
く

。
)
(
2
)　

移
動

式
の

も
の

後
略

岡
山

県
岡

山
県

環
境

へ
の

負
荷

の
低

減
に

関
す

る
条

例

○
―

条
例

(
公

害
防

止
担

当
者

)
第

八
十
二

条
　

工
場

等
を

設
置

し
て

い
る

者
で

規
則

で
定

め
る

も
の

は
、

当
該

工
場

等
に

お
け

る
公

害
の

防
止

に
関

す
る

業
務

を
統

括
す

る
公

害
防

止
担

当
者

を
選

任
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

条
例

施
行

規
則

（
公

害
防

止
担

当
者

を
選

任
す

べ
き

者
)

第
四

十
六

条
　

条
例

第
八

十
二

条
の

規
則

で
定

め
る

者
は

、
次

の
各

号
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
者

と
す

る
。

一
　

大
気

汚
染

防
止

法
(
昭
和

四
十

三
年

法
律

第
九

十
七

号
)
第

二
条

第
二

項
に

規
定

す
る

ば
い

煙
発

生
施

設
、

同
条

第
九

項
に

規
定

す
る

一
般

粉
じ

ん
発

生
施

設
若

し
く

は
同

条
第

十
項

に
規

定
す

る
特

定
粉

じ
ん

発
生

施
設

、
水

質
汚

濁
防

止
法

(
昭

和
四

十
五

年
法

律
第

百
三

十
八

号
)
第

二
条

第
二

項
に

規
定

す
る

特
定

施
設

又
は

瀬
戸

内
海

環
境

保
全

特
別

措
置

法
(
昭

和
四

十
八

年
法

律
第

百
十

号
)
第

十
二

条
の

二
若

し
く

は
湖

沼
水

質
保

全
特

別
措

置
法

(
昭

和
五

十
九

年
法

律
第

六
十

一
号

)
第

十
四

条
の

規
定

に
よ

り
水

質
汚

濁
防

止
法

第
二

条
第

三
項

に
規

定
す

る
指

定
地

域
特

定
施

設
と

み
な

さ
れ

る
施

設
(
別

表
第

六
の

備
考

一
に
お

い
て

「
み

な
し

指
定

地
域

特
定

施
設

」
と

い
う

。
)
を

設
置

す
る

工
場

等
(
特

定
工
場

に
お

け
る

公
害

防
止

組
織

の
整

備
に

関
す

る
法

律
(
昭

和
四

十
六

年
法

律
第
百

七
号

。
次

号
に

お
い

て
「

公
害

防
止

組
織

法
」

と
い

う
。

)
第

三
条

第
一

項
の

規
定

に
よ

り
公

害
防

止
統

括
者

を
選

任
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

特
定

工
場

を
除

く
。

)
を

設
置

し
て
い

る
者

二
　

条
例

第
六

条
第

一
項

に
規

定
す

る
ば

い
煙

発
生

施
設

、
条

例
第

十
九

条
に

規
定

す
る

粉
じ

ん
発

生
施

設
、

条
例

第
二

十
八

条
に

規
定

す
る

有
害

ガ
ス

発
生

施
設

、
条

例
第

四
十

条
第

一
項

に
規

定
す

る
ベ

ン
ゼ

ン
等

排
出

施
設

又
は

条
例

第
五

十
三

条
第

一
項

に
規

定
す

る
特

定
施

設
(
公

害
防

止
組

織
法

第
三

条
第
一

項
の

規
定

に
よ

り
公

害
防

止
統

括
者

を
選

任
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

特
定

工
場

に
設

置
さ

れ
て

い
る

も
の

を
除

く
。

)を
設

置
し

て
い

る
者

○
環

境
の

保
全

と
創

造
に

関
す

る
条

例

兵
庫

県
別

表
第

一
（
第

2
条

関
係

）
１

　
べ

ん
が
ら

製
造

の
用

に
供

す
る

粉
砕

施
設

〔
原

動
機

の
定

格
出

力
が

0
.
7
5
キ

ロ
ワ

ッ
ト

以
上
の

も
の

〕
　

/
　

２
金

属
粉

製
造
の

用
に

供
す

る
施

設
で

あ
っ

て
、

次
に

掲
げ

る
も

の
〔

(
１

)
　

粉
砕

施
設

、
(
２

)
　
カ

ッ
タ

ー
、

(
３

)
　

グ
ラ

イ
ン

ダ
ー
　

※
(
１

)
に

掲
げ

る
施

設
に

あ
っ

て
は

原
動

機
の

定
格

出
力

が
0
.
7
5
キ

ロ
ワ

ッ
ト

以
上

の
も

の
、

(
２

)
及

び
(
３

)
に

掲
げ
る

施
設

に
あ

っ
て

は
す

べ
て

の
も

の
〕

　
/
　

３
　

生
コ

ン
ク
リ

ー
ト

製
造

の
用

に
供

す
る

施
設

で
あ

っ
て

、
次

に
掲
げ

る
も

の
〔

(
１

)
　

バ
ッ

チ
ャ

ー
プ

ラ
ン
ト

、
(
２

)
　

セ
メ

ン
ト

サ
イ

ロ
、

(
３

)
　
セ

メ
ン

ト
ホ

ッ
パ

ー
、

(
４

)
　

砂
利
・

砂
選

別
施

設
〕

　
/
　

４
　

木
製

品
の

製
造

又
は

加
工

の
用
に

供
す

る
施

設
で

あ
っ

て
、

次
に

掲
げ

る
も

の
〔

(
１

)
　
粉

砕
施

設
、

(
２

)
　

研
削

施
設

　
※

原
動
機

の
定

格
出

力
が

7
.
5
キ

ロ
ワ

ッ
ト

以
上

の
も

の
〕

別
表

第
二

（
第

2
条

関
係

）
１

　
公

害
防
止

組
織

法
施

行
令

別
表

第
１

に
掲

げ
る

施
設

以
外

の
電

気
め

っ
き

施
設

　
/
　

２
　

で
ん

ぷ
ん

又
は

化
工
で

ん
ぷ

ん
の

製
造

業
の

用
に

供
す

る
施

設
で

あ
っ

て
、

次
に

掲
げ

る
も

の
〔

(
１

)
　

原
料

浸
せ

き
施
設

、
(
２

)
　

洗
浄

施
設

（
流

送
施

設
を

含
む

。
）

、
(
３
)
　

分
離

施
設

、
(
４

)
　

渋
だ

め
及

び
こ

れ
に

類
す

る
施

設
〕

　
/
　

３
　

染
色

整
理
業

の
用

に
供

す
る

染
色

施
設

　
/
　
４

　
パ

ル
プ

、
紙

又
は

紙
加

工
品

の
製

造
業

の
用

に
供

す
る

施
設

で
あ

っ
て

、
次

に
掲

げ
る

も
の

〔
(
１

)
　

原
料

浸
せ

き
施

設
、

(
２

)
　

湿
式
バ

ー
カ

ー
、

(
３

)
　

砕
木

機
、

(
４

)
　

蒸
解

施
設

、
(
５

)
　

蒸
解

廃
液

濃
縮

施
設

、
(
６

)
　

チ
ッ

プ
洗

浄
施

設
及

び
パ

ル
プ

洗
浄

施
設

、
(
７
)
　

漂
白

施
設

、
(
８

)
　

抄
紙

施
設

（
抄

造
施

設
を

含
む

。
）

、
(
９

)
　

セ
ロ

ハ
ン

製
膜

施
設

、
(
1
0
)
　

湿
式

繊
維

板
成

形
施

設
、

(
1
1
)
　

廃
ガ
ス

洗
浄

施
設

〕
　

/
５

　
発

酵
工
業

の
用

に
供

す
る

ア
ル

コ
ー

ル
蒸

留
施

設
　

/
　

６
　

べ
ん

が
ら

製
造

業
の

用
に

供
す

る
施

設
で

あ
っ

て
、

次
に

掲
げ

る
も

の
〔

(
１

)
　

排
ガ

ス
洗

浄
施

設
、

(
２

)
　

べ
ん

が
ら

洗
浄

施
設

〕

条
例

（
工

場
等

の
設

置
の

許
可

）
第

3
6
条
　

公
害

が
著

し
い

区
域

若
し

く
は

著
し

く
な

る
お

そ
れ

が
あ

る
区

域
又

は
特

に
人

の
健

康
の

保
護

若
し

く
は

生
活

環
境

の
保

全
を

図
る

必
要

が
あ

る
と

認
め

ら
れ

る
区

域
と

し
て

知
事

が
指

定
す

る
区

域
（

以
下

「
指

定
区

域
」

と
い

う
。

）
内

に
お

い
て

、
ば

い
煙

等
を

排
出

し
、

発
生

さ
せ

、
又

は
飛

散
さ

せ
る

規
則

で
定

め
る

施
設

（
以

下
「

指
定

施
設

」
と
い

う
。

）
を

有
す

る
工

場
等

を
設

置
し

よ
う

と
す

る
者

（
指

定
施

設
を

有
し

な
い

工
場

等
に

指
定

施
設

を
設

置
し

よ
う

と
す

る
者

を
含

む
。

）
は

、
知

事
の

許
可

を
受

け
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

（
施

設
管

理
者

の
設

置
）

第
4
9
条
　

規
則

で
定

め
る

工
場

等
を

設
置

す
る

者
は

、
当

該
工

場
等

の
公

害
の

防
止

に
当

た
ら

せ
る

た
め

、
当

該
工

場
等

ご
と

に
、

施
設

管
理

者
を

置
か

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
２

　
前
項

の
規

定
に

よ
り

施
設

管
理

者
を

設
置

し
た

と
き

は
、

速
や

か
に

、
そ

の
旨

を
知

事
に

届
け

出
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

こ
れ

を
変

更
し

た
と

き
も

、
同

様
と

す
る

。

条
例

施
行

規
則

（
工

場
等

の
設

置
の

許
可

の
申

請
等

）
第

２
条
　

条
例

第
3
6
条

第
１

項
に

規
定

す
る

規
則
で

定
め

る
施

設
は

、
次

に
掲

げ
る

施
設

と
す

る
。

(
１

)
　
粉

じ
ん

に
係

る
施

設
に

あ
っ

て
は

、
別

表
第

１
に

掲
げ

る
施

設
(
２

)
　
汚

水
に

係
る

施
設

に
あ

っ
て

は
、

特
定

工
場

に
お

け
る

公
害

防
止

組
織

の
整

備
に

関
す

る
法

律
施

行
令

（
昭

和
4
6

年
政

令
第

2
6
4
号

。
以

下
「
公

害
防

止
組

織
法

施
行

令
」

と
い

う
。

）
別

表
第

１
に

掲
げ

る
施

設
及

び
別

表
第

２
に

掲
げ

る
施

設
（

施
設
管

理
者

の
設

置
の

届
出

等
）

第
1
2
条
　

条
例

第
4
9
条

第
１

項
に

規
定

す
る

規
則
で

定
め

る
工

場
等

は
、

特
定

工
場

に
お

け
る

公
害

防
止

組
織

の
整

備
に

関
す

る
法

律
（

昭
和

4
6
年

法
律

第
1
0
7
号

。
以

下
「

公
害

防
止

組
織

法
」

と
い

う
。

）
第

２
条

に
規

定
す

る
特

定
工

場
又

は
次

の
各

号
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
工

場
等

と
す

る
。

(
１

)
　
ば

い
煙

を
発

生
さ

せ
る

特
定

施
設

等
を

有
す

る
工

場
等

（
硫

黄
酸

化
物

及
び

ば
い

じ
ん

に
係

る
特

定
施

設
等

を
有

す
る

工
場

等
に

あ
っ

て
は

、
排

出
ガ

ス
量

（
大

気
中

に
排

出
さ

れ
る

気
体

の
１

時
間

当
た

り
の

量
を

温
度

が
零

度
で

圧
力

が
１

気
圧

の
状

態
に

換
算

し
た

も
の

の
最

大
値

の
合

計
を

い
う

。
以

下
同

じ
。

）
が

5
,
0
0
0
立

方
メ

ー
ト

ル
以

上
の

も
の

に
限

る
。

）
(
２

)
　
汚

水
を

排
出

す
る

指
定

施
設

又
は

特
定

施
設

等
（

以
下

「
指

定
施

設
等

」
と

い
う

。
）

を
有

す
る

工
場

等
で

あ
っ

て
、

排
水

量
が

5
0
0
立

方
メ
ー

ト
ル

以
上

の
も

の
(
３

)
　
粉

じ
ん

に
係

る
指

定
施

設
等

を
有

す
る

工
場

等
又

は
騒

音
規

制
法

（
昭

和
4
3
年

法
律
第

9
8
号

）
第

６
条

第
１

項
若

し
く

は
第

７
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

る
届

出
、

振
動

規
制

法
（

昭
和

51
年

法
律

第
6
4
号

）
第
６

条
第

１
項

若
し

く
は

第
７

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
る

届
出

若
し

く
は

騒
音

及
び

振
動

に
係

る
条

例
第

4
3
条

第
１

項
若

し
く

は
第

２
項

の
規

定
に

よ
る

届
出

を
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

工
場

等
で

あ
っ

て
、

次
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
も

の
ア

　
資
本

金
の

額
又

は
出

資
の

総
額

が
１

億
円

を
超

え
る

法
人

に
係

る
工

場
等

イ
　

常
時

使
用

す
る

従
業

員
の

数
が

3
0
0
人

を
超

え
る

法
人

又
は

個
人
に

係
る

工
場

等
２

　
条
例

第
4
9
条

第
２

項
の

規
定

に
よ

る
届

出
は
、

施
設

管
理

者
設

置
（

変
更

）
届

（
様

式
第

1
0
号

）
に

よ
っ

て
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
３

　
工
場

等
の

施
設

管
理

者
は

、
次

に
掲

げ
る

事
項

を
処

理
す

る
も

の
と

す
る

。
(
１

)
　
ば

い
煙

等
の

排
出

、
発

生
又

は
飛

散
の

状
況

の
監

視
に

関
す

る
こ

と
。

(
２

)
　
ば

い
煙

等
を

排
出

し
、

発
生

さ
せ

、
又

は
飛

散
さ

せ
る

施
設

及
び

ば
い

煙
等

を
処

理
す

る
施

設
の

維
持

及
び

使
用

に
関

す
る

こ
と

。
(
３

)
　
ば

い
煙

を
発

生
さ

せ
る

施
設

又
は

汚
水

を
排

出
す

る
施

設
を

有
す

る
工

場
等

に
あ

っ
て

は
、

ば
い

煙
の

量
又

は
排

出
水

の
汚

染
状

態
の

測
定

及
び

記
録

に
関

す
る

こ
と

。
４

　
公
害

防
止

組
織

法
第

３
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

っ
て

選
任

さ
れ

た
公

害
防

止
統

括
者

（
公

害
防

止
統

括
者

が
選

任
さ

れ
て

い
な

い
場

合
に

あ
っ

て
は

、
公

害
防

止
組

織
法

第
４

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
り

選
任

さ
れ

た
公

害
防

止
管

理
者

（
公

害
防

止
組

織
法

第
５

条
第

１
項

の
主

任
管

理
者

が
選

任
さ

れ
て

い
る

場
合

に
あ

っ
て

は
、

当
該

主
任

管
理

者
)
)
は

、
条

例
第

4
9
条
第

１
項

の
規

定
に

よ
り

設
置

さ
れ

た
施

設
管

理
者

と
み

な
す

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、

公
害

防
止

組
織

法
第

３
条

第
３

項
（

公
害

防
止

組
織

法
第

４
条

第
３

項
及

び
第

５
条

第
３

項
に

お
い

て
準

用
す

る
場

合
を

含
む

。
）

の
規

定
に

よ
る

届
出

は
、

条
例

第
4
9
条

第
２

項
の

規
定

に
よ

る
届
出

と
み

な
す

。

―
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香
川

県
香

川
県

生
活

環
境

の
保

全
に

関
す

る
条

例

○
―

条
例

（
公

害
防

止
責

任
者

）
第

1
2
2
条

　
工

場
又

は
事

業
場

を
設

置
し

て
い

る
者

で
規

則
で

定
め

る
も

の
は

、
公

害
の

防
止

に
あ

た
ら

せ
る

た
め

、
当

該
工

場
又

は
事

業
場

ご
と

に
 、

公
害

防
止

責
任

者
を

置
か

な
け

れ
ば
な

ら
な

い
 
。

２
　

前
項

の
規

定
に

よ
り

公
害

防
止

責
任

者
を

設
置

し
た

と
き

は
 
、
速

や
か

に
 
、

そ
の

旨
を

知
事

に
届

け
出

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

 
。

 
こ

れ
を

変
更

し
た

と
き

も
、

同
様
と

す
る

 
。

条
例

施
行

規
則

（
条

例
第

1
2
2
条

第
１

項
の
規

則
で

定
め

る
工

場
又

は
事

業
場

を
設

置
し

て
い

る
者

）
第

8
2
条
　

条
例

第
1
2
2
条

第
１

項
の

規
則

で
定

め
る

工
場

又
は

事
業

場
を

設
置

し
て

い
る

者
は

、
製

造
業

（
物

品
の

加
工

業
を

含
む

。
）

、
電

気
供

給
業

又
は

ガ
ス

供
給

業
に

属
す

る
事

業
の

用
に

供
す

る
工

場
又

は
事

業
場

を
設

置
し

て
い

る
者

で
、

次
の

各
号

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

も
の

と
す

る
。

(
１

)
　
特

定
工

場
に

お
け

る
公

害
防

止
組

織
の

整
備

に
関

す
る

法
律

施
行

令
（

昭
和

4
6
年

政
令

第
2
6
4
号

）
第

２
条

第
１

項
の

施
設

を
設

置
す

る
工

場
又

は
事

業
場

（
同

条
第

２
項

第
１

号
に

掲
げ

る
工

場
を

除
く

。
）

で
、

排
出

ガ
ス

量
（

設
置

さ
れ

て
い

る
当

該
施

設
に

お
い

て
発

生
し

、
大

気
中

に
排

出
さ

れ
る

気
体

の
１

時
間

当
た

り
の

量
を

温
度

が
０

度
で

圧
力

が
１

気
圧

の
状

態
に

換
算

し
た

も
の

の
最

大
値

の
合

計
を

い
う

。
）

が
5,

0
0
0
立

方
メ

ー
ト

ル
以

上
１

万
立

方
メ
ー

ト
ル

未
満

の
も

の
を

設
置

し
て

い
る

者
(
２

)
　
特

定
工

場
に

お
け

る
公

害
防

止
組

織
の

整
備

に
関

す
る

法
律

施
行

令
第

３
条

第
１

項
の

施
設

を
設

置
す

る
工

場
又

は
事

業
場

（
同

条
第

２
項

第
１

号
に

掲
げ

る
工

場
を

除
く

。
）

及
び

別
表

第
３

に
掲

げ
る

施
設

を
設

置
す

る
工

場
で

、
排

出
水

量
（

１
日

当
た

り
の

平
均

的
な

排
出

水
量

を
い

う
。

）
が

5
0
0
立
方

メ
ー

ト
ル

以
上

1
,
00

0
立

方
メ

ー
ト

ル
未

満
の

も
の

を
設
置

し
て

い
る

者

■
別

表
第

３
（

第
8
2
条

関
係

）
非

鉄
金

属
製
造

業
の

用
に

供
す

る
鍰

(
か

ら
み

)
処

理
施
設

備
考

　
鉱

山
保

安
法

第
２

条
第

２
項

本
文

に
規

定
す

る
鉱

山
に

設
置

さ
れ

る
施

設
は

、
除

く
も

の
と

す
る

。

高
松

市
香

川
県

生
活

環
境

の
保

全
に

関
す

る
条

例

○
―

同
上

同
上

愛
媛

県
愛

媛
県

公
害

防
止

条
例

○
―

条
例

（
公

害
防

止
責

任
者

）
第

8
6
条
　

工
場

又
は

事
業

場
を

設
置

し
て

い
る

者
で

規
則

で
定

め
る

も
の

は
、

公
害

の
防

止
に

あ
た

ら
せ

る
た

め
、

当
該

工
場

又
は

事
業

場
ご

と
に

、
公

害
防

止
責

任
者

を
置

か
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

２
　

前
項

の
規

定
に

よ
り

公
害

防
止

責
任

者
を

設
置

し
た

と
き

は
、

す
み

や
か

に
そ

の
旨

を
知

事
に

届
け

出
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

こ
れ

を
変

更
し

た
と

き
も

、
同

様
と

す
る

。

条
例

施
行

規
則

（
公

害
防

止
責

任
者

等
）

第
5
0
条
　

条
例

第
8
6
条

第
１

項
の

工
場

又
は

事
業
場

を
設

置
し

て
い

る
者

で
規

則
で

定
め

る
も

の
は

、
ば

い
煙

等
を

排
出

し
、

若
し

く
は

発
生

す
る

施
設

を
設

置
し

て
い

る
製

造
業

（
物

品
の

加
工

業
を

含
む

。
）

に
属

す
る

事
業

の
用

に
供

す
る

工
場

又
は

事
業

場
（

特
定

工
場

に
お

け
る

公
害

防
止

組
織

の
整

備
に

関
す

る
法

律
（

昭
和

4
6年

法
律

第
1
0
7
号

）
第

２
条

に
規

定
す

る
特

定
工

場
を

除
く

。
）

で
あ

つ
て

当
該

工
場

又
は

事
業

場
に

お
い

て
常

時
使

用
す

る
従

業
員

の
数

が
2
0
人

を
超

え
る
も

の
を

設
置

し
て

い
る

者
と

す
る

。
２

　
公
害

防
止

責
任

者
は

、
当

該
工

場
又

は
事

業
場

に
係

る
公

害
防

止
に

関
す

る
次

に
掲

げ
る

業
務

を
統

括
管

理
す

る
権

限
を

有
す

る
も

の
で

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
(
１

)
　
ば

い
煙

等
を

排
出

し
、

若
し

く
は

発
生

す
る

施
設

の
使

用
の

方
法

の
監

視
そ

の
他

ば
い

煙
等

の
発

生
の

防
止

の
措

置
並

び
に

ば
い

煙
等

を
処

理
す

る
た

め
の

施
設

及
び

こ
れ

に
附

属
す

る
施

設
の

維
持

及
び

使
用

に
関

す
る

こ
と

。
(
２

)
　
ば

い
煙

量
若

し
く

は
ば

い
煙

濃
度

又
は

水
の

汚
染

状
態

の
測

定
及

び
そ

の
結

果
の

記
録

に
関

す
る

こ
と

。
３

　
条
例

第
8
6
条

第
２

項
の

規
定

に
よ

る
届

出
は
、

公
害

防
止

責
任

者
設

置
・

変
更

届
出

書
（

様
式

第
2
6
号

）
に

よ
つ

て
し

な
け
れ

ば
な

ら
な

い
。

別
表

第
１

（
第

４
条

関
係

）
ば

い
煙

発
生

施
設

１
　

ボ
イ

ラ
ー

（
熱

風
ボ

イ
ラ

ー
を

含
み

、
熱

源
と

し
て

電
気

又
は

廃
熱

の
み

を
使

用
す

る
も

の
及

び
硫

黄
化

合
物

の
含

有
率

が
体

積
比

で
0
.
1
パ

ー
セ

ン
ト

以
下

で
あ

る
ガ

ス
（

以
下

「
希

硫
ガ

ス
」

と
い

う
。

）
を

燃
料

と
し

て
専

焼
さ

せ
る

も
の

を
除

く
。

）
〔

日
本

工
業

規
格

（
以

下
「

規
格

」
と

い
う

。
）

B
8
2
0
1
及

び
B
8
2
0
3
の

伝
熱

面
積

の
項

で
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

算
定

し
た

伝
熱

面
積

が
、

５
平

方
メ

ー
ト

ル
以

上
1
0
平

方
メ

ー
ト

ル
未

満
で

あ
る

こ
と
。

〕
 
/
 
２

　
金

属
の

精
製

又
は

鋳
造

の
用

に
供

す
る

溶
解

炉
（

電
気

炉
、

転
炉

、
平

炉
及

び
希

硫
ガ

ス
を

燃
料

と
し

て
専

焼
さ

せ
る

も
の

を
除

く
。

）
〔

火
格

子
面

積
（

火
格

子
の

水
平

投
影

面
積

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）

が
、

0
.
5
平

方
メ

ー
ト

ル
以

上
１

平
方

メ
ー

ト
ル

未
満

で
あ

る
か

、
羽

口
面

断
面

積
（

羽
口

の
最

下
端

の
高

さ
に

お
け

る
炉

の
内

壁
で

囲
ま

れ
た

部
分

の
水

平
断

面
積

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）

が
、

0
.
2
平

方
メ

ー
ト

ル
以

上
0
.
5
平

方
メ

ー
ト

ル
未

満
で

あ
る

か
、

バ
ー

ナ
ー

の
燃

焼
能

力
が

重
油

換
算

１
時

間
当

た
り

25
リ

ッ
ト

ル
以

上
5
0
リ
ッ

ト
ル

未
満

で
あ

る
か

、
又

は
変

圧
器

の
定

格
容

量
が

1
0
0
キ
ロ

ボ
ル

ト
ア

ン
ペ

ア
以

上
2
0
0
キ

ロ
ボ

ル
ト

ア
ン

ペ
ア

未
満

で
あ

る
こ

と
。

３
，

４
と

同
じ

〕
　

/
　
３

　
窯

業
製

品
の

製
造

の
用

に
供

す
る

焼
成

炉
及

び
溶

融
炉

（
電

気
炉

及
び

希
硫

ガ
ス

を
燃

料
と

し
て

専
焼

さ
せ

る
も

の
を

除
く

。
）

　
/
　
４

無
機

化
学

工
業

品
又

は
食

料
品

の
製

造
の

用
に

供
す

る
反

応
炉

（
カ

ー
ボ

ン
ブ

ラ
ッ

ク
製

造
用

燃
焼

装
置

を
含

む
。

）
及

び
直

火
炉

（
希

硫
ガ

ス
を

燃
料

と
し

て
専

焼
さ

せ
る

も
の

を
除

く
。

）
　

/
　

５
　

廃
棄

物
焼

却
炉

〔
火

格
子

面
積

が
１

平
方

メ
ー

ト
ル

以
上

２
平

方
メ

ー
ト

ル
未

満
で

あ
る

か
、

又
は

焼
却

能
力

が
１

時
間

当
た

り
1
0
0
キ

ロ
グ

ラ
ム

以
上

2
0
0
キ

ロ
グ

ラ
ム

未
満

で
あ

る
こ

と
〕

別
表

第
２

（
第

５
条

関
係

）
粉

じ
ん

発
生

施
設

１
　

鉱
物

（
コ

ー
ク

ス
を

含
む

。
以

下
同

じ
。

）
又

は
土

石
の

堆
た

い
積

場
〔

面
積

が
3
0
0
平

方
メ

ー
ト

ル
以

上
1
,
0
0
0
平

方
メ

ー
ト

ル
未

満
で

あ
る

こ
と

。
　

/
　

２
　

鉱
物

、
土

石
又

は
セ

メ
ン

ト
の

用
に

供
す

る
ベ

ル
ト

コ
ン

ベ
ア

及
び

バ
ケ

ッ
ト

コ
ン
ベ

ア
（

密
閉

式
の

も
の

を
除

く
。

）
〔

ベ
ル

ト
の

幅
が

6
0
セ

ン
チ

メ
ー

ト
ル

以
上

7
5
セ

ン
チ

メ
ー

ト
ル

未
満

で
あ

る
か

、
又

は
バ

ケ
ッ

ト
の

内
容

積
が

0
.
0
1
立

方
メ
ー

ト
ル

以
上

0
.
0
3
立

方
メ

ー
ト

ル
未

満
で
あ

る
こ

と
。

〕
　

/
３

　
お

が
く
ず

又
は

木
材

チ
ッ

プ
の

用
に

供
す

る
ベ

ル
ト

コ
ン

ベ
ア

及
び

バ
ケ

ッ
ト

コ
ン

ベ
ア

（
密

閉
式

の
も

の
を

除
く

。
）

〔
ベ
ル

ト
幅

が
6
0
セ

ン
チ

メ
ー

ト
ル

以
上

で
あ
る

か
、

又
は

バ
ケ

ッ
ト

の
内

容
積

が
0
.
0
1
立

方
メ

ー
ト

ル
以

上
で

あ
る

こ
と

。
〕

　
/
　

４
　

鉱
物
、

岩
石

又
は

セ
メ

ン
ト

の
用

に
供

す
る

破
砕

機
及

び
摩

砕
機

（
湿

式
の

も
の

及
び

密
閉

式
の

も
の

を
除

く
。

）
〔

原
動

機
の

定
格

出
力

が
7
.
5
キ

ロ
ワ

ッ
ト

以
上

7
5
キ

ロ
ワ

ッ
ト

未
満

で
あ

る
こ

と
。

〕
　

/
　

５
木

材
又

は
コ
ン

ク
リ

ー
ト

の
用

に
供

す
る

破
砕

機
及

び
摩

砕
機

（
湿

式
の

も
の

及
び

密
閉

式
の

も
の

を
除

く
。

）
〔

原
動

機
の

定
格

出
力

が
7
.
5
キ

ロ
ワ

ッ
ト

以
上

で
あ

る
こ

と
。

〕
　

/
　

６
　

鉱
物

、
岩

石
又

は
セ

メ
ン
ト

の
用

に
供

す
る

ふ
る

い
（

湿
式

の
も

の
及

び
密

閉
式

の
も

の
を

除
く

。
）

〔
原

動
機

の
定

格
出

力
が

7
.
5
キ

ロ
ワ

ッ
ト

以
上

1
5
キ

ロ
ワ

ッ
ト
未

満
で

あ
る

こ
と

。
〕

　
/
　

７
木
材

又
は

コ
ン

ク
リ

ー
ト

の
用

に
供

す
る

ふ
る

い
（

湿
式

の
も

の
及

び
密

閉
式

の
も

の
を

除
く

。
）

〔
原

動
機

の
定

格
出

力
が

7
.
5
キ

ロ
ワ

ッ
ト

以
上

で
あ

る
こ

と
。
〕

　
/
　

８
飼

料
又

は
有

機
質

肥
料

の
製

造
の

用
に

供
す

る
粉

砕
施

設
及

び
ふ

る
い

〔
原

動
機

の
定

格
出

力
が

7
.
5
キ

ロ
ワ
ッ

ト
以

上
で

あ
る

こ
と

。
〕

別
表

第
３

（
第

６
条

関
係

）
汚

水
等

排
出

施
設

１
　

パ
ン

又
は

菓
子

の
製

造
業

の
用

に
供

す
る

厨
房

施
設

〔
業

務
の

用
に

供
す

る
部

分
の

総
面

積
（

以
下

単
に

「
総

床
面

積
」

と
い

う
。

）
が

2
4
0
平

方
メ
ー

ト
ル

以
上

の
事

業
場

に
係

る
も

の
で

あ
る

こ
と

。
〕

　
/
　

２
　

共
同

調
理

場
（

学
校

給
食

法
（

昭
和

2
9
年

法
律

第
1
6
0号

）
第

６
条

に
規

定
す

る
施

設
を

い
う

。
）

に
設

置
さ

れ
る

ち
ゅ

う
房

施
設

〔
総

床
面

積
が

5
0
0
平

方
メ

ー
ト

ル
未

満
の
事

業
場

に
係

る
も

の
で

あ
る

こ
と

。
〕

備
考

　
水

質
汚

濁
防

止
法

第
２

条
第

５
項

で
定

め
る

特
定

事
業

場
に

設
置

さ
れ

る
も

の
を

除
く

。

条
例

（
公

害
防

止
担

当
者

の
選

任
）

第
5
0
条
　

ば
い

煙
発

生
施

設
、

粉
じ

ん
発

生
施

設
又

は
汚

水
等

排
出

施
設

（
こ

の
条

及
び

第
5
3
条

第
１

項
に

お
い

て
「

ば
い

煙
発
生

施
設

等
」

と
い

う
。

）
を

設
置

し
て

い
る

者
で

あ
っ

て
規

則
で

定
め

る
も

の
（

以
下

「
工

場
等

設
置

者
」

と
い

う
。

）
は

、
規

則
で

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
、

当
該

ば
い

煙
発

生
施

設
等

を
設

置
し

て
い

る
工

場
又

は
事

業
場

（
第

5
2
条

第
２

項
及

び
第

5
3
条

第
２

項
に

お
い

て
単

に
「

工
場

又
は

事
業

場
」

と
い

う
。

）
に

係
る

公
害

防
止

に
関

す
る

次
に

掲
げ

る
業

務
を

担
当

す
る

者
（

以
下

「
公

害
防

止
担

当
者

」
と

い
う

。
）

を
選

任
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
た

だ
し

、
当

該
工

場
等

設
置

者
が

規
則

で
定

め
る

要
件

に
該

当
す

る
小

規
模

の
事

業
者

で
あ

る
と

き
は

、
こ

の
限

り
で

な
い

。
(
１

)
　
ば

い
煙

発
生

施
設

等
及

び
ば

い
煙

処
理

施
設

（
ば

い
煙

発
生

施
設

に
お

い
て

発
生

す
る

ば
い

煙
を

処
理

す
る

た
め

の
施

設
及

び
こ

れ
に

附
属

す
る

施
設

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）

の
点

検
の

実
施

状
況

の
確

認
に

関
す

る
こ

と
。

(
２

)
　
ば

い
煙

発
生

施
設

に
係

る
ば

い
煙

量
若

し
く

は
ば

い
煙

濃
度

又
は

汚
水

等
特

定
施

設
に

係
る

排
出

水
の

汚
染

状
態

の
測

定
及

び
記

録
に

関
す

る
こ

と
。

(
３

)
　
ば

い
煙

発
生

施
設

等
及

び
ば

い
煙

処
理

施
設

の
操

作
仕

様
書

等
に

よ
る

適
正

な
施

設
の

操
作

及
び

適
切

な
作

業
の

履
行

確
保

に
関

す
る

こ
と

。
(
４

)
　
ば

い
煙

発
生

施
設

等
及

び
ば

い
煙

処
理

施
設

又
は

汚
水

等
を

処
理

す
る

た
め

の
施

設
（

次
号

に
お

い
て

こ
れ

ら
を

単
に

「
施

設
」

と
い

う
。

）
の

点
検

及
び

補
修

に
関

す
る

こ
と

。
(
５

)
　
燃

料
又

は
原

材
料

を
使

用
す

る
施

設
に

あ
っ

て
は

、
使

用
す

る
燃

料
又

は
原

材
料

の
検

査
に

関
す

る
こ

と
。

(
６

)
　
そ

の
他

公
害

防
止

に
必

要
な

業
務

で
規

則
で

定
め

る
も

の
２

　
工
場

等
設

置
者

は
、

公
害

防
止

担
当

者
を

選
任

し
た

と
き

は
、

そ
の

日
か

ら
3
0
日

以
内
に

、
規

則
で

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
、

そ
の

旨
を

知
事

に
届

け
出

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
公

害
防

止
担

当
者

が
死

亡
し

、
又

は
こ

れ
を

解
任

し
た

と
き

も
、

同
様

と
す

る
。

条
例

施
行

規
則

第
2
9
条
　

条
例

第
5
0
条

第
１

項
の

規
則

で
定

め
る
者

は
、

次
に

掲
げ

る
ば

い
煙

発
生

施
設

等
を

設
置

す
る

工
場

又
は

事
業

場
の

う
ち

、
製

造
業

（
物

品
の

加
工

業
を

含
む

。
）

、
電

気
供

給
業

、
ガ

ス
供

給
業

又
は

熱
供

給
業

の
用

に
供

す
る

工
場

又
は

事
業

場
の

設
置

者
と

す
る

。
(
１

)
　
別

表
第

１
に

掲
げ

る
ば

い
煙

発
生

施
設

（
当

該
ば

い
煙

発
生

施
設

に
お

い
て

発
生

し
、

排
出

口
か

ら
大

気
中

に
排

出
さ

れ
る

排
出

ガ
ス

量
が

、
温

度
が

零
度

で
あ

っ
て

、
圧

力
が

１
気

圧
の

状
態

に
換

算
し

た
も

の
の

最
大

値
の

合
計

が
毎

時
5
,
0
0
0
立

方
メ

ー
ト

ル
未
満

の
も

の
を

除
く

。
）

(
２

)
　
別

表
第

２
に

掲
げ

る
粉

じ
ん

発
生

施
設

(
３

)
　
別

表
第

３
に

掲
げ

る
汚

水
等

排
出

施
設

（
排

出
水

量
が

5
0
立

方
メ

ー
ト

ル
以

上
の

も
の

に
限

る
。

）

―
○

沖
縄

県
生

活
環

境
保

全
条

例

沖
縄

県
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第
一

条
　

こ
の

法
律

は
、

公
害

防
止

統
括

者
等

の
制

度
を

設
け

る
こ

と
に

よ
り

、
特

定
工

場
に

お
け

る
公

害
防

止
組

織
の

整
備

を
図

り
、

も
つ

て
公

害
の

防
止

に
資

す
る

こ
と

を
目

的
と

す
る

。

（
対

象
業

種
）
 

（
定

義
）
 

第
二

条
　

こ
の

法
律

に
お

い
て

「
特

定
工

場
」と

は
、

製
造

業
そ

の
他

の
政

令
で

定
め

る
業

種
に

属
す

る
事

業
の

用
に

供
す

る
工

場
の

う
ち

、
次

に
掲

げ
る

も
の

を
い

う
。

第
一

条
 　

特
定

工
場

に
お

け
る

公
害

防
止

組
織

の
整

備
に

関
す

る
法

律
（以

下
「法

」と
い

う
。

）第
二

条
の

政
令

で
定

め
る

業
種

は
、

次
に

掲
げ

る
と

お
り

と
す

る
。

第
一

条
　

こ
の

省
令

で
使

用
す

る
用

語
は

、
特

定
工

場
に

お
け

る
公

害
防

止
組

織
の

整
備

に
関

す
る

法
律

（以
下

「法
」
と

い
う

。
）及

び
特

定
工

場
に

お
け

る
公

害
防

止
組

織
の

整
備

に
関

す
る

法
律

施
行

令
（昭

和
四

十
六

年
政

令
第

二
百

六
十

四
号

。
以

下
「令

」と
い

う
。

）
で

使
用

す
る

用
語

の
例

に
よ

る
。

一
 　

製
造

業
（物

品
の

加
工

業
を

含
む

。
）

　
２

　
こ

の
省

令
で

次
の

各
号

に
掲

げ
る

用
語

の
定

義
は

、
そ

れ
ぞ

れ
当

該
各

号
に

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

る
。

二
 　

電
気

供
給

業
一

　
「大

気
関

係
第

一
種

公
害

防
止

管
理

者
」
と

は
、

令
別

表
第

三
の

一
の

項
の

中
欄

に
掲

げ
る

公
害

防
止

管
理

者
を

い
う

。
三

 　
ガ

ス
供

給
業

二
　

「大
気

関
係

第
二

種
公

害
防

止
管

理
者

」
と

は
、

令
別

表
第

三
の

二
の

項
の

中
欄

に
掲

げ
る

公
害

防
止

管
理

者
を

い
う

。
四

 　
熱

供
給

業
三

　
「大

気
関

係
第

三
種

公
害

防
止

管
理

者
」
と

は
、

令
別

表
第

三
の

三
の

項
の

中
欄

に
掲

げ
る

公
害

防
止

管
理

者
を

い
う

。

四
　

「大
気

関
係

第
四

種
公

害
防

止
管

理
者

」
と

は
、

令
別

表
第

三
の

四
の

項
の

中
欄

に
掲

げ
る

公
害

防
止

管
理

者
を

い
う

。

五
　

「水
質

関
係

第
一

種
公

害
防

止
管

理
者

」
と

は
、

令
別

表
第

三
の

五
の

項
の

中
欄

に
掲

げ
る

公
害

防
止

管
理

者
を

い
う

。

六
　

「水
質

関
係

第
二

種
公

害
防

止
管

理
者

」
と

は
、

令
別

表
第

三
の

六
の

項
の

中
欄

に
掲

げ
る

公
害

防
止

管
理

者
を

い
う

。

七
　

「水
質

関
係

第
三

種
公

害
防

止
管

理
者

」
と

は
、

令
別

表
第

三
の

七
の

項
の

中
欄

に
掲

げ
る

公
害

防
止

管
理

者
を

い
う

。

八
　

「水
質

関
係

第
四

種
公

害
防

止
管

理
者

」
と

は
、

令
別

表
第

三
の

八
の

項
の

中
欄

に
掲

げ
る

公
害

防
止

管
理

者
を

い
う

。

九
　

「騒
音

・振
動

関
係

公
害

防
止

管
理

者
」と

は
、

令
別

表
第

三
の

九
の

項
の

中
欄

に
掲

げ
る

公
害

防
止

管
理

者
を

い
う

。

十
　

「特
定

粉
じ

ん
関

係
公

害
防

止
管

理
者

」
と

は
、

令
別

表
第

三
の

十
の

項
の

中
欄

に
掲

げ
る

公
害

防
止

管
理

者
を

い
う

。

十
一

　
「一

般
粉

じ
ん

関
係

公
害

防
止

管
理

者
」
と

は
、

令
別

表
第

三
の

十
一

の
項

の
中

欄
に

掲
げ

る
公

害
防

止
管

理
者

を
い

う
。

十
二

　
「ダ

イ
オ

キ
シ

ン
類

関
係

公
害

防
止

管
理

者
」
と

は
、

令
別

表
第

三
の

十
二

の
項

の
中

欄
に

掲
げ

る
公

害
防

止
管

理
者

を
い

う
。

十
三

　
「講

習
」と

は
、

令
第

十
一

条
第

二
号

又
は

令
別

表
第

三
の

各
項

の
下

欄
に

規
定

す
る

経
済

産
業

大
臣

及
び

環
境

大
臣

の
登

録
を

受
け

た
者

（以
下

「登
録

講
習

機
関

」と
い

う
。

）が
行

う
講

習
を

い
う

。

（
ば

い
煙

発
生

施
設

等
）
 

一
　

ば
い

煙
（大

気
汚

染
防

止
法

（昭
和

四
十

三
年

法
律

第
九

十
七

号
）第

二
条

第
一

項
に

規
定

す
る

ば
い

煙
を

い
う

。
以

下
同

じ
。

）を
発

生
し

、
及

び
排

出
す

る
施

設
の

う
ち

そ
の

施
設

か
ら

排
出

さ
れ

る
ば

い
煙

が
大

気
の

汚
染

の
原

因
と

な
る

も
の

で
政

令
で

定
め

る
も

の
（以

下
「ば

い
煙

発
生

施
設

」と
い

う
。

）
が

設
置

さ
れ

て
い

る
工

場
の

う
ち

、
政

令
で

定
め

る
も

の

第
二

条
　

法
第

二
条

第
一

号
の

政
令

で
定

め
る

施
設

は
、

大
気

汚
染

防
止

法
施

行
令

（
昭

和
四

十
三

年
政

令
第

三
百

二
十

九
号

）
別

表
第

一
に

掲
げ

る
施

設
（
同

表
の

一
三

の
項

に
掲

げ
る

施
設

を
除

き
、

こ
れ

ら
に

相
当

す
る

施
設

で
鉱

山
保

安
法

（昭
和

二
十

四
年

法
律

第
七

十
号

）
第

二
条

第
二

項
た

だ
し

書
の

附
属

施
設

に
設

置
さ

れ
る

も
の

を
含

む
。

）と
す

る
。

　
２

　
法

第
二

条
第

一
号

の
政

令
で

定
め

る
工

場
は

、
次

に
掲

げ
る

と
お

り
と

す
る

。

一
 　

大
気

汚
染

防
止

法
施

行
令

別
表

第
一

の
九

の
項

に
掲

げ
る

ば
い

煙
発

生
施

設
（硫

化
カ

ド
ミ

ウ
ム

、
炭

酸
カ

ド
ミ

ウ
ム

、
ほ

た
る

石
、

珪
弗

（け
い

ふ
つ

）化
ナ

ト
リ

ウ
ム

又
は

酸
化

鉛
を

原
料

と
し

て
使

用
す

る
ガ

ラ
ス

又
は

ガ
ラ

ス
製

品
の

製
造

の
用

に
供

す
る

も
の

に
限

る
。

）又
は

同
表

の
一

四
の

項
か

ら
二

六
の

項
ま

で
に

掲
げ

る
ば

い
煙

発
生

施
設

の
い

ず
れ

か
が

設
置

さ
れ

て
い

る
工

場

※
大

防
法

第
二

条
第

一
項

第
三

号
に

該
当

す
る

も
の

二
 　

前
号

に
掲

げ
る

工
場

以
外

の
工

場
で

排
出

ガ
ス

量
（設

置
さ

れ
て

い
る

ば
い

煙
発

生
施

設
に

お
い

て
発

生
し

、
大

気
中

に
排

出
さ

れ
る

気
体

の
一

時
間

当
た

り
の

量
を

温
度

が
零

度
で

圧
力

が
一

気
圧

の
状

態
に

換
算

し
た

も
の

の
最

大
値

の
合

計
を

い
う

。
以

下
同

じ
。

）が
一

万
立

方
メ

ー
ト

ル
以

上
の

も
の

※
大

防
法

第
二

条
第

一
項

第
一

号
及

び
第

二
号

に
該

当
す

る
も

の

（
汚

水
等

排
出

施
設

等
）
 

二
　

汚
水

又
は

廃
液

（
水

質
汚

濁
防

止
法

（昭
和

四
十

五
年

法
律

第
百

三
十

八
号

）第
二

条
第

二
項

各
号

の
要

件
の

い
ず

れ
か

を
備

え
る

汚
水

又
は

廃
液

を
い

う
。

第
三

条
第

一
項

第
二

号
イ

及
び

ロ
に

お
い

て
同

じ
。

）を
排

出
す

る
施

設
で

政
令

で
定

め
る

も
の

（以
下

「
汚

水
等

排
出

施
設

」と
い

う
。

）が
設

置
さ

れ
て

い
る

工
場

の
う

ち
、

政
令

で
定

め
る

も
の

第
三

条
　

法
第

二
条

第
二

号
の

政
令

で
定

め
る

施
設

は
、

水
質

汚
濁

防
止

法
施

行
令

（
昭

和
四

十
六

年
政

令
第

百
八

十
八

号
）別

表
第

一
第

二
号

か
ら

第
五

十
九

号
ま

で
、

第
六

十
一

号
か

ら
第

六
十

三
号

ま
で

、
第

六
十

三
号

の
三

、
第

六
十

四
号

、
第

六
十

五
号

か
ら

第
六

十
六

号
の

二
ま

で
、

第
七

十
一

号
の

五
及

び
第

七
十

一
号

の
六

に
掲

げ
る

施
設

（同
表

第
六

十
二

号
に

掲
げ

る
施

設
で

鉱
山

保
安

法
第

二
条

第
二

項
の

鉱
山

に
設

置
さ

れ
る

も
の

を
除

く
。

）と
す

る
。

　
２

　
法

第
二

条
第

二
号

の
政

令
で

定
め

る
工

場
は

、
次

に
掲

げ
る

と
お

り
と

す
る

。

一
　

別
表

第
一

に
掲

げ
る

汚
水

等
排

出
施

設
の

い
ず

れ
か

が
設

置
さ

れ
て

い
る

工
場

で
排

出
水

を
排

出
し

て
い

る
も

の
又

は
特

定
地

下
浸

透
水

を
浸

透
さ

せ
て

い
る

も
の

※
水

濁
法

第
二

条
第

一
項

の
要

件
を

備
え

る
汚

水
又

は
廃

液

二
　

前
号

に
掲

げ
る

工
場

以
外

の
工

場
で

排
出

水
量

（一
日

当
た

り
の

平
均

的
な

排
出

水
の

量
を

い
う

。
以

下
同

じ
。

）が
千

立
方

メ
ー

ト
ル

以
上

の
も

の

※
水

濁
法

第
二

条
第

二
項

の
要

件
を

備
え

る
汚

水
又

は
廃

液

（
騒

音
発

生
施

設
）
 

三
　

著
し

い
騒

音
を

発
生

す
る

施
設

で
政

令
で

定
め

る
も

の
（以

下
「騒

音
発

生
施

設
」
と

い
う

。
）が

設
置

さ
れ

て
い

る
工

場
の

う
ち

、
騒

音
規

制
法

（昭
和

四
十

三
年

法
律

第
九

十
八

号
）第

三
条

第
一

項
の

規
定

に
よ

り
指

定
さ

れ
た

地
域

内
に

あ
る

も
の

第
四

条
　

法
第

二
条

第
三

号
の

政
令

で
定

め
る

施
設

は
、

次
に

掲
げ

る
と

お
り

と
す

る
。

一
　

機
械

プ
レ

ス
（呼

び
加

圧
能

力
が

九
百

八
十

キ
ロ

ニ
ュ

ー
ト

ン
以

上
の

も
の

に
限

る
。

）

二
　

鍛
造

機
（落

下
部

分
の

重
量

が
一

ト
ン

以
上

の
ハ

ン
マ

ー
に

限
る

。
）

特
定

工
場

に
お

け
る

公
害

防
止

組
織

の
整

備
に

関
す

る
法

律
施

行
規

則
（
昭

和
4
6
年

大
・
厚

・
農

・
通

・
運

令
3
号

）

※
水

質
汚

濁
防

止
法

　
第

二
条

第
二

項

　
一

　
カ

ド
ミ

ウ
ム

そ
の

他
の

人
の

健
康

に
係

る
被

害
を

生
ず

る
　

　
　

お
そ

れ
が

あ
る

物
質

と
し

て
政

令
で

定
め

る
物

質
（有

害
物

　
　

　
質

）
を

含
む

こ
と

。
　

　
　

　
　

→
水

濁
法

施
行

令
第

２
条

　
二

　
化

学
的

酸
素

要
求

量
そ

の
他

の
水

の
汚

染
状

態
（熱

に
よ

　
　

　
る

も
の

を
含

み
、

前
号

に
規

定
す

る
物

質
に

よ
る

も
の

を
除

く
）

　
　

　
を

示
す

項
目

と
し

て
政

令
で

定
め

る
項

目
に

関
し

、
生

活
環

境
　

　
　

に
係

る
被

害
を

生
ず

る
お

そ
れ

が
あ

る
程

度
の

も
の

で
あ

る
こ

　
　

　
と

。
　

　
　

　
　

→
水

濁
法

施
行

令
第

３
条

特
定

工
場

に
お

け
る

公
害

防
止

組
織

の
整

備
に

関
す

る
法

律
（
昭

和
4
6
年

法
律

1
0
7
号

）

第 一 条

特
定

工
場

に
お

け
る

公
害

防
止

組
織

の
整

備
に

関
す

る
法

律
施

行
令

（
昭

和
4
6
年

政
令

2
6
4
号

）

※
騒

音
規

制
法

　
第

三
条

第
一

項

　
　

都
道

府
県

知
事

は
、

住
居

が
集

合
し

て
い

る
地

域
、

病
院

又
は

　
学

校
の

周
辺

の
地

域
そ

の
他

の
騒

音
を

防
止

す
る

こ
と

に
よ

り
　

住
民

の
生

活
環

境
を

保
全

す
る

必
要

が
あ

る
と

認
め

る
地

域
を

、
　

特
定

工
場

等
に

お
い

て
発

生
す

る
騒

音
及

び
特

定
建

設
作

業
に

　
伴

っ
て

発
生

す
る

騒
音

に
つ

い
て

規
制

す
る

地
域

と
し

て
指

定
し

　
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

第 二 条

※
大

気
汚

染
防

止
法

　
第

二
条

第
一

項

　
一

　
燃

料
そ

の
他

の
物

の
燃

焼
に

伴
い

発
生

す
る

い
お

う
酸

化
　

　
　

 物

　
二

　
燃

料
そ

の
他

の
物

の
燃

焼
又

は
熱

源
と

し
て

の
電

気
の

使
　

　
　

 用
に

伴
い

発
生

す
る

ば
い

じ
ん

　
三

　
物

の
燃

焼
、

合
成

、
分

解
そ

の
他

の
処

理
（機

械
的

処
理

を
　

　
　

 除
く

。
）に

伴
い

発
生

す
る

物
質

の
う

ち
、

カ
ド

ミ
ウ

ム
、

塩
素

、
　

　
　

 弗
化

水
素

、
鉛

そ
の

他
の

人
の

健
康

又
は

生
活

環
境

に
係

　
　

　
 る

被
害

を
生

ず
る

お
そ

れ
が

あ
る

物
質

（
第

一
号

に
掲

げ
る

　
　

　
 も

の
を

除
く

。
）で

政
令

で
定

め
る

も
の

（
目

的
）

（
定

義
）資

料
1　

特
定

工
場

に
お

け
る

公
害

防
止

組
織

の
整

備
に

関
す

る
法

律
・施

行
令

・施
行

規
則

　
三

段
表
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特
定

工
場

に
お

け
る

公
害

防
止

組
織

の
整

備
に

関
す

る
法

律
施

行
規

則
（
昭

和
4
6
年

大
・
厚

・
農

・
通

・
運

令
3
号

）
特

定
工

場
に

お
け

る
公

害
防

止
組

織
の

整
備

に
関

す
る

法
律

（
昭

和
4
6
年

法
律

1
0
7
号

）
特

定
工

場
に

お
け

る
公

害
防

止
組

織
の

整
備

に
関

す
る

法
律

施
行

令
（
昭

和
4
6
年

政
令

2
6
4
号

）

（
特

定
粉

じ
ん

発
生

施
設

）
 

四
　

特
定

粉
じ

ん
（大

気
汚

染
防

止
法

第
二

条
第

八
項

に
規

定
す

る
特

定
粉

じ
ん

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）
を

発
生

し
、

及
び

排
出

し
、

又
は

飛
散

さ
せ

る
施

設
の

う
ち

そ
の

施
設

か
ら

排
出

さ
れ

、
又

は
飛

散
す

る
特

定
粉

じ
ん

が
大

気
の

汚
染

の
原

因
と

な
る

も
の

で
政

令
で

定
め

る
も

の
（
以

下
「特

定
粉

じ
ん

発
生

施
設

」と
い

う
。

）が
設

置
さ

れ
て

い
る

工
場

（
第

一
号

に
掲

げ
る

も
の

を
除

く
。

）

第
四

条
の

二
　

法
第

二
条

第
四

号
の

政
令

で
定

め
る

施
設

は
、

大
気

汚
染

防
止

法
施

行
令

別
表

第
二

の
二

に
掲

げ
る

施
設

（
こ

れ
ら

に
相

当
す

る
施

設
で

鉱
山

保
安

法
第

二
条

第
二

項
た

だ
し

書
の

附
属

施
設

に
設

置
さ

れ
る

も
の

を
含

む
。

）と
す

る
。

※
大

気
汚

染
防

止
法

　
第

二
条

第
八

項

　
　

粉
じ

ん
の

う
ち

、
石

綿
そ

の
他

の
人

の
健

康
に

係
る

被
害

を
生

　
  

ず
る

お
そ

れ
が

あ
る

物
質

で
政

令
で

定
め

る
も

の

（
一

般
粉

じ
ん

発
生

施
設

）
 

五
　

一
般

粉
じ

ん
（大

気
汚

染
防

止
法

第
二

条
第

八
項

に
規

定
す

る
一

般
粉

じ
ん

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）
を

発
生

し
、

及
び

排
出

し
、

又
は

飛
散

さ
せ

る
施

設
の

う
ち

そ
の

施
設

か
ら

排
出

さ
れ

、
又

は
飛

散
す

る
一

般
粉

じ
ん

が
大

気
の

汚
染

の
原

因
と

な
る

も
の

で
政

令
で

定
め

る
も

の
（
以

下
「一

般
粉

じ
ん

発
生

施
設

」と
い

う
。

）が
設

置
さ

れ
て

い
る

工
場

（
第

一
号

及
び

前
号

に
掲

げ
る

も
の

を
除

く
。

）

第
五

条
　

法
第

二
条

第
五

号
の

政
令

で
定

め
る

施
設

は
、

大
気

汚
染

防
止

法
施

行
令

別
表

第
二

に
掲

げ
る

施
設

（こ
れ

ら
に

相
当

す
る

施
設

で
鉱

山
保

安
法

第
二

条
第

二
項

た
だ

し
書

の
附

属
施

設
に

設
置

さ
れ

る
も

の
を

含
む

。
）と

す
る

。

※
大

気
汚

染
防

止
法

　
第

二
条

第
八

項

　
　

特
定

粉
じ

ん
以

外
の

粉
じ

ん

（
振

動
発

生
施

設
）
 

六
　

著
し

い
振

動
を

発
生

す
る

施
設

で
政

令
で

定
め

る
も

の
（以

下
「振

動
発

生
施

設
」
と

い
う

。
）が

設
置

さ
れ

て
い

る
工

場
の

う
ち

、
振

動
規

制
法

（昭
和

五
十

一
年

法
律

第
六

十
四

号
）第

三
条

第
一

項
の

規
定

に
よ

り
指

定
さ

れ
た

地
域

内
に

あ
る

も
の

第
五

条
の

二
　

法
第

二
条

第
六

号
の

政
令

で
定

め
る

施
設

は
、

次
に

掲
げ

る
と

お
り

と
す

る
。

一
　

液
圧

プ
レ

ス
（矯

正
プ

レ
ス

を
除

く
も

の
と

し
、

呼
び

加
圧

能
力

が
二

千
九

百
四

十
一

キ
ロ

ニ
ュ

ー
ト

ン
以

上
の

も
の

に
限

る
。

）

二
　

機
械

プ
レ

ス
（呼

び
加

圧
能

力
が

九
百

八
十

キ
ロ

ニ
ュ

ー
ト

ン
以

上
の

も
の

に
限

る
。

）

三
　

鍛
造

機
（落

下
部

分
の

重
量

が
一

ト
ン

以
上

の
ハ

ン
マ

ー
に

限
る

。
）

（
ダ

イ
オ

キ
シ

ン
類

発
生

施
設

等
）
 

七
　

ダ
イ

オ
キ

シ
ン

類
（ダ

イ
オ

キ
シ

ン
類

対
策

特
別

措
置

法
（
平

成
十

一
年

法
律

第
百

五
号

）第
二

条
第

一
項

に
規

定
す

る
ダ

イ
オ

キ
シ

ン
類

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）を

発
生

し
及

び
大

気
中

に
排

出
し

、
又

は
こ

れ
を

含
む

汚
水

若
し

く
は

廃
液

を
排

出
す

る
施

設
で

政
令

で
定

め
る

も
の

（以
下

「ダ
イ

オ
キ

シ
ン

類
発

生
施

設
」と

い
う

。
）が

設
置

さ
れ

て
い

る
工

場
の

う
ち

、
政

令
で

定
め

る
も

の

第
五

条
の

三
　

法
第

二
条

第
七

号
の

政
令

で
定

め
る

施
設

は
、

ダ
イ

オ
キ

シ
ン

類
対

策
特

別
措

置
法

施
行

令
（
平

成
十

一
年

政
令

第
四

百
三

十
三

号
）別

表
第

一
第

一
号

か
ら

第
四

号
ま

で
及

び
別

表
第

二
第

一
号

か
ら

第
十

四
号

ま
で

に
掲

げ
る

施
設

と
す

る
。

※
ダ

イ
オ

キ
シ

ン
類

対
策

特
別

措
置

法
　

第
二

条
第

一
項

　
一

　
ポ

リ
塩

化
ジ

ベ
ン

ゾ
フ

ラ
ン

　
二

　
ポ

リ
塩

化
ジ

ベ
ン

ゾ
－

パ
ラ

－
ジ

オ
キ

シ
ン

　
三

　
コ

プ
ラ

ナ
－

ポ
リ

塩
化

ビ
フ

ェ
ニ

エ
ル

　
２

　
法

第
二

条
第

七
号

の
政

令
で

定
め

る
工

場
は

、
前

項
に

規
定

す
る

施
設

の
い

ず
れ

か
が

設
置

さ
れ

て
い

る
工

場
と

す
る

。

（
公

害
防

止
統

括
者

の
選

任
）

（
小

規
模

事
業

者
）
 

（
公

害
防

止
統

括
者

の
選

任
）
 

第
三

条
　

特
定

工
場

を
設

置
し

て
い

る
者

（以
下

「特
定

事
業

者
」と

い
う

。
）は

、
主

務
省

令
で

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
、

当
該

特
定

工
場

に
係

る
公

害
防

止
に

関
す

る
次

に
掲

げ
る

業
務

を
統

括
管

理
す

る
者

（以
下

「公
害

防
止

統
括

者
」と

い
う

。
）を

選
任

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

た
だ

し
、

特
定

事
業

者
が

政
令

で
定

め
る

要
件

に
該

当
す

る
小

規
模

の
事

業
者

で
あ

る
と

き
は

、
こ

の
限

り
で

な
い

。

第
六

条
　

法
第

三
条

第
一

項
た

だ
し

書
の

政
令

で
定

め
る

要
件

は
、

常
時

使
用

す
る

従
業

員
の

数
が

二
十

人
以

下
で

あ
る

こ
と

と
す

る
。

第
二

条
　

法
第

三
条

第
一

項
の

規
定

に
よ

る
公

害
防

止
統

括
者

の
選

任
は

、
公

害
防

止
統

括
者

を
選

任
す

べ
き

事
由

が
発

生
し

た
日

か
ら

三
十

日
以

内
に

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

一
　

前
条

第
一

号
の

特
定

工
場

に
あ

つ
て

は
、

次
に

掲
げ

る
業

務

イ
　

ば
い

煙
発

生
施

設
の

使
用

の
方

法
の

監
視

並
び

に
ば

い
煙

発
生

施
設

に
お

い
て

発
生

す
る

ば
い

煙
を

処
理

す
る

た
め

の
施

設
及

び
こ

れ
に

附
属

す
る

施
設

の
維

持
及

び
使

用
に

関
す

る
こ

と
。

ロ
　

ば
い

煙
発

生
施

設
に

お
い

て
発

生
し

、
大

気
中

に
排

出
さ

れ
る

ば
い

煙
の

量
の

測
定

及
び

記
録

に
関

す
る

こ
と

。

（
法

第
三

条
第

一
項

の
主

務
省

令
で

定
め

る
業

務
）
 

ハ
　

そ
の

他
大

気
の

汚
染

の
防

止
に

必
要

な
業

務
で

主
務

省
令

で
定

め
る

も
の

第
三

条
　

法
第

三
条

第
一

項
第

一
号

ハ
の

主
務

省
令

で
定

め
る

業
務

は
、

事
故

時
の

措
置

（
大

気
汚

染
防

止
法

（
昭

和
四

十
三

年
法

律
第

九
十

七
号

）
第

十
七

条
第

一
項

に
定

め
る

事
故

時
の

措
置

を
い

う
。

第
六

条
第

一
項

第
六

号
に

お
い

て
同

じ
。

）及
び

ば
い

煙
に

係
る

緊
急

時
の

措
置

に
関

す
る

こ
と

と
す

る
。

二
　

前
条

第
二

号
の

特
定

工
場

に
あ

つ
て

は
、

次
に

掲
げ

る
業

務

イ
　

汚
水

等
排

出
施

設
の

使
用

の
方

法
の

監
視

並
び

に
汚

水
等

排
出

施
設

か
ら

排
出

さ
れ

る
汚

水
又

は
廃

液
を

処
理

す
る

た
め

の
施

設
及

び
こ

れ
に

附
属

す
る

施
設

の
維

持
及

び
使

用
に

関
す

る
こ

と
。

ロ
　

特
定

工
場

か
ら

水
質

汚
濁

防
止

法
第

二
条

第
一

項
に

規
定

す
る

公
共

用
水

域
に

排
出

さ
れ

る
水

（以
下

「排
出

水
」と

い
う

。
）又

は
特

定
工

場
か

ら
地

下
に

浸
透

す
る

水
で

同
条

第
八

項
に

規
定

す
る

有
害

物
質

使
用

特
定

施
設

か
ら

排
出

さ
れ

る
汚

水
又

は
廃

液
（こ

れ
を

処
理

し
た

も
の

を
含

む
。

）を
含

む
も

の
（以

下
「特

定
地

下
浸

透
水

」と
い

う
。

）の
汚

染
状

態
の

測
定

及
び

記
録

に
関

す
る

こ
と

。
ハ

　
そ

の
他

水
質

の
汚

濁
の

防
止

に
必

要
な

業
務

で
主

務
省

令
で

定
め

る
も

の
　

２
　

法
第

三
条

第
一

項
第

二
号

ハ
の

主
務

省
令

で
定

め
る

業
務

は
、

事
故

時
の

措
置

（
水

質
汚

濁
防

止
法

（
昭

和
四

十
五

年
法

律
第

百
三

十
八

号
）第

十
四

条
の

二
第

一
項

に
定

め
る

事
故

時
の

措
置

を
い

う
。

第
六

条
第

二
項

第
六

号
に

お
い

て
同

じ
。

）及
び

排
出

水
に

係
る

緊
急

時
の

措
置

に
関

す
る

こ
と

と
す

る
。

三
　

前
条

第
三

号
の

特
定

工
場

に
あ

つ
て

は
、

騒
音

発
生

施
設

の
使

用
の

方
法

及
び

配
置

そ
の

他
騒

音
の

防
止

の
措

置
に

関
す

る
こ

と
。

四
　

前
条

第
四

号
の

特
定

工
場

に
あ

つ
て

は
、

次
に

掲
げ

る
業

務

イ
　

特
定

粉
じ

ん
発

生
施

設
の

使
用

の
方

法
の

監
視

並
び

に
特

定
粉

じ
ん

発
生

施
設

か
ら

排
出

さ
れ

、
又

は
飛

散
す

る
特

定
粉

じ
ん

を
処

理
す

る
た

め
の

施
設

及
び

こ
れ

に
附

属
す

る
施

設
の

維
持

及
び

使
用

に
関

す
る

こ
と

。

ロ
　

特
定

工
場

の
敷

地
の

境
界

線
に

お
け

る
大

気
中

の
特

定
粉

じ
ん

の
濃

度
の

測
定

及
び

記
録

に
関

す
る

こ
と

。

五
　

前
条

第
五

号
の

特
定

工
場

に
あ

つ
て

は
、

一
般

粉
じ

ん
発

生
施

設
の

使
用

の
方

法
の

監
視

並
び

に
一

般
粉

じ
ん

発
生

施
設

か
ら

排
出

さ
れ

、
又

は
飛

散
す

る
一

般
粉

じ
ん

を
処

理
す

る
た

め
の

施
設

及
び

こ
れ

に
附

属
す

る
施

設
の

維
持

及
び

使
用

に
関

す
る

こ
と

。

※
振

動
規

制
法

　
第

三
条

第
一

項

　
　

都
道

府
県

知
事

は
、

住
居

が
集

合
し

て
い

る
地

域
、

病
院

又
は

　
学

校
の

周
辺

の
地

域
そ

の
他

の
振

動
を

防
止

す
る

こ
と

に
よ

り
　

住
民

の
生

活
環

境
を

保
全

す
る

必
要

が
あ

る
と

認
め

る
も

の
を

　
指

定
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

第 三 条第 二 条 第 三 条
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特
定

工
場

に
お

け
る

公
害

防
止

組
織

の
整

備
に

関
す

る
法

律
施

行
規

則
（
昭

和
4
6
年

大
・
厚

・
農

・
通

・
運

令
3
号

）
特

定
工

場
に

お
け

る
公

害
防

止
組

織
の

整
備

に
関

す
る

法
律

（
昭

和
4
6
年

法
律

1
0
7
号

）
特

定
工

場
に

お
け

る
公

害
防

止
組

織
の

整
備

に
関

す
る

法
律

施
行

令
（
昭

和
4
6
年

政
令

2
6
4
号

）

六
　

前
条

第
六

号
の

特
定

工
場

に
あ

つ
て

は
、

振
動

発
生

施
設

の
使

用
の

方
法

及
び

配
置

そ
の

他
振

動
の

防
止

の
措

置
に

関
す

る
こ

と
。

七
　

前
条

第
七

号
の

特
定

工
場

に
あ

つ
て

は
、

次
に

掲
げ

る
業

務

イ
　

ダ
イ

オ
キ

シ
ン

類
発

生
施

設
の

使
用

の
方

法
の

監
視

並
び

に
ダ

イ
オ

キ
シ

ン
類

発
生

施
設

に
お

い
て

発
生

す
る

ダ
イ

オ
キ

シ
ン

類
対

策
特

別
措

置
法

第
十

二
条

第
一

項
第

六
号

に
規

定
す

る
発

生
ガ

ス
又

は
ダ

イ
オ

キ
シ

ン
類

発
生

施
設

か
ら

排
出

さ
れ

る
汚

水
若

し
く
は

廃
液

を
処

理
す

る
た

め
の

施
設

及
び

こ
れ

に
附

属
す

る
施

設
の

維
持

及
び

使
用

に
関

す
る

こ
と

。

ロ
　

ダ
イ

オ
キ

シ
ン

類
対

策
特

別
措

置
法

第
二

条
第

三
項

に
規

定
す

る
排

出
ガ

ス
（以

下
「排

出
ガ

ス
」と

い
う

。
）
又

は
排

出
水

に
含

ま
れ

る
ダ

イ
オ

キ
シ

ン
類

の
量

の
測

定
及

び
記

録
に

関
す

る
こ

と
。

ハ
　

そ
の

他
ダ

イ
オ

キ
シ

ン
類

に
よ

る
汚

染
の

防
止

に
必

要
な

業
務

で
主

務
省

令
で

定
め

る
も

の
　

３
　

法
第

三
条

第
一

項
第

七
号

ハ
の

主
務

省
令

で
定

め
る

業
務

は
、

事
故

時
の

措
置

（
ダ

イ
オ

キ
シ

ン
類

対
策

特
別

措
置

法
（平

成
十

一
年

法
律

第
百

五
号

）第
二

十
三

条
第

一
項

に
定

め
る

事
故

時
の

措
置

を
い

う
。

第
六

条
第

七
項

第
六

号
に

お
い

て
同

じ
。

）
及

び
ダ

イ
オ

キ
シ

ン
類

に
係

る
緊

急
時

の
措

置
に

関
す

る
こ

と
と

す
る

。

　
２

　
公

害
防

止
統

括
者

は
、

当
該

特
定

工
場

に
お

い
て

そ
の

事
業

の
実

施
を

統
括

管
理

す
る

者
を

も
つ

て
充

て
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

（
公

害
防

止
統

括
者

の
選

任
等

の
届

出
）
 

　
３

　
特

定
事

業
者

は
、

公
害

防
止

統
括

者
を

選
任

し
た

と
き

は
、

そ
の

日
か

ら
三

十
日

以
内

に
、

主
務

省
令

で
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

、
そ

の
旨

を
当

該
特

定
工

場
の

所
在

地
を

管
轄

す
る

都
道

府
県

知
事

に
届

け
出

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
公

害
防

止
統

括
者

が
死

亡
し

、
又

は
こ

れ
を

解
任

し
た

と
き

も
、

同
様

と
す

る
。

第
四

条
　

法
第

三
条

第
三

項
の

規
定

に
よ

る
届

出
は

、
様

式
第

一
に

よ
る

届
出

書
に

よ
つ

て
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

（
届

出
書

の
提

出
部

数
）
 

第
十

二
条

　
法

の
規

定
に

よ
る

届
出

は
、

届
出

書
の

正
本

に
そ

の
写

し
一

通
を

添
え

て
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

※
以

降
の

届
出

（公
害

防
止

管
理

者
、

公
害

防
止

主
任

管
理

者
、

代
理

者
及

び
承

継
）に

つ
い

て
も

同
様

（
公

害
防

止
管

理
者

の
選

任
）

（
ば

い
煙

発
生

施
設

及
び

汚
水

等
排

出
施

設
の

区
分

）
 

（
公

害
防

止
管

理
者

の
選

任
）
 

第
四

条
第

七
条

　
法

第
四

条
第

一
項

の
政

令
で

定
め

る
ば

い
煙

発
生

施
設

の
区

分
は

、
次

に
掲

げ
る

と
お

り
と

す
る

。
第

五
条

　
法

第
四

条
第

一
項

の
規

定
に

よ
る

公
害

防
止

管
理

者
の

選
任

は
、

次
に

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

一
　

第
二

条
第

二
項

第
一

号
に

規
定

す
る

ば
い

煙
発

生
施

設
一

　
公

害
防

止
管

理
者

を
選

任
す

べ
き

事
由

が
発

生
し

た
日

か
ら

六
十

日
以

内
に

す
る

こ
と

。

二
　

前
号

に
掲

げ
る

ば
い

煙
発

生
施

設
以

外
の

ば
い

煙
発

生
施

設
二

　
二

以
上

の
工

場
に

つ
い

て
同

一
の

公
害

防
止

管
理

者
を

選
任

し
て

は
な

ら
な

い
こ

と
。

た
だ

し
、

次
に

掲
げ

る
場

合
で

あ
つ

て
、

工
場

相
互

間
の

距
離

、
生

産
工

程
上

の
関

連
、

指
揮

命
令

系
統

、
当

該
工

場
の

維
持

管
理

に
つ

い
て

権
限

を
有

す
る

者
の

状
況

そ
の

他
の

主
務

大
臣

が
定

め
る

基
準

を
満

た
し

、
一

人
の

公
害

防
止

管
理

者
が

二
以

上
の

工
場

の
公

害
防

止
管

理
者

と
な

つ
て

も
そ

の
職

務
を

遂
行

す
る

に
当

た
つ

て
特

に
支

障
が

な
い

と
き

は
、

こ
の

限
り

で
な

い
。

※
参

考
：特

定
工

場
に

お
け

る
公

害
防

止
組

織
の

整
備

に
関

す
る

法
律

施
行

規
則

第
五

条
第

二
号

た
だ

し
書

（第
十

条
第

二
項

に
お

い
て

準
用

す
る

場
合

を
含

む
。

）に
基

づ
く
基

準
（公

布
日

：平
成

17
年

3月
7日

）

　
２

　
法

第
四

条
第

一
項

の
政

令
で

定
め

る
汚

水
等

排
出

施
設

の
区

分
は

、
次

に
掲

げ
る

と
お

り
と

す
る

。
イ

　
一

の
特

定
事

業
者

が
設

置
す

る
複

数
の

工
場

に
お

い
て

、
同

一
人

を
公

害
防

止
管

理
者

と
し

て
選

任
す

る
場

合

一
　

第
三

条
第

二
項

第
一

号
に

規
定

す
る

汚
水

等
排

出
施

設

二
　

前
号

に
掲

げ
る

汚
水

等
排

出
施

設
以

外
の

汚
水

等
排

出
施

設

ハ
　

中
小

企
業

団
体

の
組

織
に

関
す

る
法

律
（昭

和
三

十
二

年
法

律
第

百
八

十
五

号
）第

三
条

第
一

項
第

一
号

に
掲

げ
る

事
業

協
同

組
合

、
同

項
第

二
号

に
掲

げ
る

事
業

協
同

小
組

合
若

し
く
は

同
項

第
八

号
に

掲
げ

る
商

工
組

合
又

は
水

産
業

協
同

組
合

法
（昭

和
二

十
三

年
法

律
第

二
百

四
十

二
号

）第
二

条
に

規
定

す
る

漁
業

協
同

組
合

若
し

く
は

水
産

加
工

業
協

同
組

合
で

そ
の

地
区

が
都

道
府

県
の

区
域

を
超

え
な

い
も

の
が

そ
の

事
業

と
し

て
公

害
防

止
管

理
者

の
資

格
を

有
す

る
者

に
公

害
の

防
止

に
関

す
る

指
導

を
行

わ
せ

て
い

る
場

合
に

お
い

て
、

当
該

組
合

の
組

合
員

（常
時

使
用

す
る

従
業

員
の

数
が

、
五

十
人

以
下

の
も

の
に

限
る

。
）が

そ
の

者
を

公
害

防
止

管
理

者
と

し
て

選
任

す
る

場
合

ニ
　

同
一

の
業

種
に

属
す

る
中

小
企

業
者

（中
小

企
業

基
本

法
（昭

和
三

十
八

年
法

律
第

百
五

十
四

号
）第

二
条

第
一

項
第

一
号

に
掲

げ
る

中
小

企
業

者
を

い
う

。
）
が

共
同

で
公

害
防

止
管

理
者

の
資

格
を

有
す

る
者

に
公

害
の

防
止

に
関

す
る

業
務

を
行

わ
せ

る
場

合
に

お
い

て
、

当
該

中
小

企
業

者
（常

時
使

用
す

る
従

業
員

の
数

が
、

五
十

人
以

下
の

も
の

に
限

る
。

）が
そ

の
者

を
公

害
防

止
管

理
者

と
し

て
選

任
す

る
場

合

（
法

第
四

条
第

一
項

の
技

術
的

事
項

）
 

一
第

六
条

　
法

第
四

条
第

一
項

第
一

号
の

主
務

省
令

で
定

め
る

技
術

的
事

項
は

、
次

の
と

お
り

と
す

る
。

一
　

使
用

す
る

燃
料

又
は

原
材

料
の

検
査

二
　

ば
い

煙
発

生
施

設
の

点
検

三
　

ば
い

煙
発

生
施

設
に

お
い

て
発

生
す

る
ば

い
煙

を
処

理
す

る
た

め
の

施
設

及
び

こ
れ

に
附

属
す

る
施

設
の

操
作

、
点

検
及

び
補

修

四
　

ば
い

煙
量

又
は

ば
い

煙
濃

度
の

測
定

の
実

施
及

び
そ

の
結

果
の

記
録

五
　

測
定

機
器

の
点

検
及

び
補

修
六

　
事

故
時

の
措

置
（
応

急
の

措
置

に
係

る
も

の
に

限
る

。
）の

実
施

七
　

ば
い

煙
に

係
る

緊
急

時
に

お
け

る
ば

い
煙

量
又

は
ば

い
煙

濃
度

の
減

少
、

ば
い

煙
発

生
施

設
の

使
用

の
制

限
そ

の
他

の
必

要
な

措
置

の
実

施

　
第

二
条

第
一

号
の

特
定

工
場

に
あ

つ
て

は
、

前
条

第
一

項
第

一
号

に
掲

げ
る

業
務

の
う

ち
、

使
用

す
る

燃
料

又
は

原
材

料
の

検
査

、
ば

い
煙

の
量

の
測

定
の

実
施

そ
の

他
の

主
務

省
令

で
定

め
る

技
術

的
事

項

　
特

定
事

業
者

は
、

主
務

省
令

で
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

、
特

定
工

場
に

お
い

て
次

に
掲

げ
る

業
務

を
管

理
す

る
者

（以
下

「
公

害
防

止
管

理
者

」
と

い
う

。
）を

選
任

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

、
第

二
条

第
一

号
又

は
第

二
号

の
特

定
工

場
に

あ
つ

て
は

、
政

令
で

定
め

る
ば

い
煙

発
生

施
設

又
は

汚
水

等
排

出
施

設
の

区
分

ご
と

に
、

そ
れ

ぞ
れ

公
害

防
止

管
理

者
を

選
任

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

第 三 条 第 四 条

　
特

定
事

業
者

及
び

当
該

特
定

事
業

者
の

子
会

社
（
会

社
法

（平
成

十
七

年
法

律
第

八
十

六
号

）第
二

条
第

三
号

に
規

定
す

る
子

会
社

を
い

う
。

以
下

こ
の

号
に

お
い

て
同

じ
。

）、
当

該
特

定
事

業
者

を
子

会
社

と
す

る
親

会
社

（
同

法
第

二
条

第
四

号
に

規
定

す
る

親
会

社
を

い
う

。
以

下
こ

の
号

に
お

い
て

同
じ

。
）又

は
当

該
親

会
社

の
子

会
社

（
当

該
特

定
事

業
者

を
除

く
。

）が
設

置
す

る
複

数
の

工
場

に
お

い
て

、
同

一
人

を
公

害
防

止
管

理
者

と
し

て
選

任
す

る
場

合

ロ
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特
定

工
場

に
お

け
る

公
害

防
止

組
織

の
整

備
に

関
す

る
法

律
施

行
規

則
（
昭

和
4
6
年

大
・
厚

・
農

・
通

・
運

令
3
号

）
特

定
工

場
に

お
け

る
公

害
防

止
組

織
の

整
備

に
関

す
る

法
律

（
昭

和
4
6
年

法
律

1
0
7
号

）
特

定
工

場
に

お
け

る
公

害
防

止
組

織
の

整
備

に
関

す
る

法
律

施
行

令
（
昭

和
4
6
年

政
令

2
6
4
号

）

二
　

２
　

法
第

四
条

第
一

項
第

二
号

の
主

務
省

令
で

定
め

る
技

術
的

事
項

は
、

次
の

と
お

り
と

す
る

。

一
　

使
用

す
る

原
材

料
の

検
査

二
　

汚
水

等
排

出
施

設
の

点
検

三
　

汚
水

等
排

出
施

設
か

ら
排

出
さ

れ
る

汚
水

又
は

廃
液

を
処

理
す

る
た

め
の

施
設

及
び

こ
れ

に
附

属
す

る
施

設
の

操
作

、
点

検
及

び
補

修

四
　

排
出

水
又

は
特

定
地

下
浸

透
水

の
汚

染
状

態
の

測
定

の
実

施
及

び
そ

の
結

果
の

記
録

五
　

測
定

機
器

の
点

検
及

び
補

修
六

　
事

故
時

の
措

置
（
応

急
の

措
置

に
係

る
も

の
に

限
る

。
）の

実
施

七
　

排
出

水
に

係
る

緊
急

時
に

お
け

る
排

出
水

の
量

の
減

少
そ

の
他

の
必

要
な

措
置

の
実

施
三

　
３

　
法

第
四

条
第

一
項

第
三

号
の

主
務

省
令

で
定

め
る

技
術

的
事

項
は

、
次

の
と

お
り

と
す

る
。

一
　

騒
音

発
生

施
設

の
配

置
の

改
善

二
　

騒
音

発
生

施
設

の
点

検
三

　
騒

音
発

生
施

設
の

操
作

の
改

善
四

　
騒

音
を

防
止

す
る

た
め

の
施

設
の

操
作

、
点

検
及

び
補

修
四

　
４

　
法

第
四

条
第

一
項

第
四

号
の

主
務

省
令

で
定

め
る

技
術

的
事

項
は

、
次

の
と

お
り

と
す

る
。

一
　

使
用

す
る

原
材

料
の

検
査

二
　

特
定

粉
じ

ん
発

生
施

設
の

点
検

三
　

特
定

粉
じ

ん
発

生
施

設
か

ら
発

生
し

、
又

は
飛

散
す

る
特

定
粉

じ
ん

を
処

理
す

る
た

め
の

施
設

及
び

こ
れ

に
附

属
す

る
施

設
の

操
作

、
点

検
及

び
補

修
四

　
特

定
粉

じ
ん

の
濃

度
の

測
定

の
実

施
及

び
そ

の
結

果
の

記
録

五
　

測
定

機
器

の
点

検
及

び
補

修
五

　
５

　
法

第
四

条
第

一
項

第
五

号
の

主
務

省
令

で
定

め
る

技
術

的
事

項
は

、
次

の
と

お
り

と
す

る
。

一
　

使
用

す
る

原
材

料
の

検
査

二
　

一
般

粉
じ

ん
発

生
施

設
の

点
検

三
　

一
般

粉
じ

ん
発

生
施

設
か

ら
発

生
し

、
又

は
飛

散
す

る
一

般
粉

じ
ん

を
処

理
す

る
た

め
の

施
設

及
び

こ
れ

に
附

属
す

る
施

設
の

操
作

、
点

検
及

び
補

修
六

　
６

　
法

第
四

条
第

一
項

第
六

号
の

主
務

省
令

で
定

め
る

技
術

的
事

項
は

、
次

の
と

お
り

と
す

る
。

一
　

振
動

発
生

施
設

の
配

置
の

改
善

二
　

振
動

発
生

施
設

の
点

検
三

　
振

動
発

生
施

設
の

操
作

の
改

善
四

　
振

動
を

防
止

す
る

た
め

の
施

設
の

操
作

、
点

検
及

び
補

修
七

　
７

　
法

第
四

条
第

一
項

第
七

号
の

主
務

省
令

で
定

め
る

技
術

的
事

項
は

、
次

の
と

お
り

と
す

る
。

一
　

使
用

す
る

燃
料

又
は

原
材

料
の

検
査

二
　

ダ
イ

オ
キ

シ
ン

類
発

生
施

設
の

点
検

三
　

ダ
イ

オ
キ

シ
ン

類
発

生
施

設
か

ら
排

出
さ

れ
る

排
出

ガ
ス

又
は

排
出

水
を

処
理

す
る

た
め

の
施

設
及

び
こ

れ
に

付
属

す
る

施
設

の
操

作
、

点
検

及
び

補
修

四
　

排
出

ガ
ス

又
は

排
出

水
に

含
ま

れ
る

ダ
イ

オ
キ

シ
ン

類
の

量
の

測
定

の
実

施
及

び
そ

の
結

果
の

記
録

五
　

測
定

機
器

の
点

検
及

び
補

修
六

事
故

時
の

措
置

（応
急

の
措

置
に

係
る

も
の

に
限

る
。

）の
実

施
七

　
排

出
ガ

ス
又

は
排

出
水

に
係

る
緊

急
時

に
お

け
る

量
の

減
少

そ
の

他
の

必
要

な
措

置
の

実
施

（
公

害
防

止
管

理
者

の
選

任
）
 

　
２

　
公

害
防

止
管

理
者

は
、

政
令

で
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

、
第

七
条

第
一

項
第

一
号

の
資

格
を

有
す

る
者

の
う

ち
か

ら
選

任
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

第
八

条
　

公
害

防
止

管
理

者
は

、
法

第
四

条
第

二
項

の
規

定
に

よ
り

、
別

表
第

二
の

中
欄

に
掲

げ
る

施
設

の
区

分
ご

と
に

、
そ

れ
ぞ

れ
同

表
の

下
欄

に
掲

げ
る

者
の

う
ち

か
ら

選
任

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

（
公

害
防

止
管

理
者

の
選

任
等

の
届

出
）
 

　
３

　
前

条
第

三
項

の
規

定
は

、
公

害
防

止
管

理
者

に
つ

い
て

準
用

す
る

。
第

七
条

　
法

第
四

条
第

三
項

に
お

い
て

準
用

す
る

法
第

三
条

第
三

項
の

規
定

に
よ

る
届

出
は

様
式

第
二

に
よ

る
届

出
書

に
よ

つ
て

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

、
そ

の
届

出
が

公
害

防
止

管
理

者
の

選
任

に
係

る
も

の
で

あ
る

と
き

は
、

法
第

七
条

第
一

項
第

一
号

の
資

格
を

有
す

る
者

で
あ

る
旨

を
証

す
る

書
類

を
添

付
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

（
公

害
防

止
主

任
管

理
者

の
選

任
）

（
公

害
防

止
主

任
管

理
者

を
選

任
す

べ
き

工
場

）
 

（
公

害
防

止
主

任
管

理
者

の
選

任
）
 

第
五

条
第

九
条

第
八

条
　

法
第

五
条

第
一

項
の

規
定

に
よ

る
公

害
防

止
主

任
管

理
者

の
選

任
は

、
次

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

一
　

　
公

害
防

止
主

任
管

理
者

を
選

任
す

べ
き

事
由

が
発

生
し

た
日

か
ら

六
十

日
以

内
に

選
任

す
る

こ
と

。

二
 　

二
以

上
の

工
場

に
つ

い
て

同
一

の
公

害
防

止
主

任
管

理
者

を
選

任
し

て
は

な
ら

な
い

こ
と

。

（
令

第
九

条
の

主
務

省
令

で
定

め
る

要
件

）
 

第
八

条
の

二
　

令
第

九
条

の
主

務
省

令
で

定
め

る
要

件
は

、
ば

い
煙

発
生

施
設

に
係

る
公

害
防

止
管

理
者

と
当

該
ば

い
煙

発
生

施
設

に
お

い
て

発
生

す
る

ば
い

煙
の

処
理

工
程

に
設

置
さ

れ
て

い
る

汚
水

等
排

出
施

設
に

係
る

公
害

防
止

管
理

者
の

選
任

に
つ

き
同

一
人

を
選

任
す

る
場

合
又

は
ば

い
煙

発
生

施
設

に
お

い
て

発
生

す
る

ば
い

煙
の

処
理

工
程

と
汚

水
等

排
出

施
設

か
ら

排
出

さ
れ

る
汚

水
若

し
く
は

廃
液

の
処

理
工

程
が

互
い

に
独

立
し

て
い

る
場

合
と

す
る

。

　
２

　
公

害
防

止
主

任
管

理
者

は
、

第
七

条
第

一
項

第
二

号
の

資
格

を
有

す
る

者
を

も
つ

て
充

て
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

（
公

害
防

止
主

任
管

理
者

の
選

任
等

の
届

出
）
 

　
３

　
第

三
条

第
三

項
の

規
定

は
、

公
害

防
止

主
任

管
理

者
に

つ
い

て
準

用
す

る
。

第
九

条
　

法
第

五
条

第
三

項
に

お
い

て
準

用
す

る
法

第
三

条
第

三
項

の
規

定
に

よ
る

届
出

は
、

様
式

第
三

に
よ

る
届

出
書

に
よ

つ
て

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

、
そ

の
届

出
が

公
害

防
止

主
任

管
理

者
の

選
任

に
係

る
も

の
で

あ
る

と
き

は
、

法
第

七
条

第
一

項
第

二
号

の
資

格
を

有
す

る
者

で
あ

る
旨

を
証

す
る

書
類

を
添

付
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

（
代

理
者

の
選

任
）

（
代

理
者

の
選

任
及

び
選

任
等

の
届

出
）
 

第
六

条
　

特
定

事
業

者
は

、
主

務
省

令
で

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
、

公
害

防
止

統
括

者
、

公
害

防
止

管
理

者
又

は
公

害
防

止
主

任
管

理
者

が
旅

行
、

疾
病

そ
の

他
の

事
故

に
よ

つ
て

そ
の

職
務

を
行

な
う

こ
と

が
で

き
な

い
場

合
に

そ
の

職
務

を
行

な
う

者
（以

下
「代

理
者

」と
い

う
。

）を
選

任
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

第
十

条
　

第
二

条
の

規
定

に
よ

る
選

任
及

び
第

四
条

の
規

定
に

よ
る

届
出

は
、

公
害

防
止

統
括

者
の

代
理

者
に

つ
い

て
準

用
す

る
。

　
２

　
第

三
条

第
三

項
及

び
第

四
条

第
二

項
の

規
定

は
公

害
防

止
管

理
者

の
代

理
者

に
つ

い
て

準
用

し
、

第
三

条
第

三
項

及
び

前
条

第
二

項
の

規
定

は
公

害
防

止
主

任
管

理
者

の
代

理
者

に
つ

い
て

準
用

す
る

。

　
２

　
第

五
条

の
規

定
に

よ
る

選
任

及
び

第
七

条
の

規
定

に
よ

る
届

出
は

、
公

害
防

止
管

理
者

の
代

理
者

に
つ

い
て

準
用

す
る

。

　
３

　
　

第
八

条
の

規
定

に
よ

る
選

任
及

び
前

条
の

規
定

に
よ

る
届

出
は

、
公

害
防

止
主

任
管

理
者

の
代

理
者

に
つ

い
て

準
用

す
る

。

　
法

第
五

条
第

一
項

の
政

令
で

定
め

る
要

件
は

、
ば

い
煙

発
生

施
設

及
び

汚
水

等
排

出
施

設
が

設
置

さ
れ

て
い

る
工

場
で

排
出

ガ
ス

量
が

四
万

立
方

メ
ー

ト
ル

以
上

で
あ

り
、

か
つ

、
排

出
水

量
が

一
万

立
方

メ
ー

ト
ル

以
上

で
あ

る
こ

と
（当

該
工

場
に

お
い

て
ば

い
煙

並
び

に
汚

水
及

び
廃

液
の

処
理

を
確

実
に

行
う

こ
と

が
で

き
る

も
の

と
し

て
主

務
省

令
で

定
め

る
要

件
に

該
当

す
る

場
合

を
除

く
。

）と
す

る
。

　
第

二
条

第
二

号
の

特
定

工
場

に
あ

つ
て

は
、

前
条

第
一

項
第

二
号

に
掲

げ
る

業
務

の
う

ち
、

使
用

す
る

原
材

料
の

検
査

、
排

出
水

又
は

特
定

地
下

浸
透

水
の

汚
染

状
態

の
測

定
の

実
施

そ
の

他
の

主
務

省
令

で
定

め
る

技
術

的
事

項

　
第

二
条

第
三

号
の

特
定

工
場

に
あ

つ
て

は
、

前
条

第
一

項
第

三
号

に
掲

げ
る

業
務

の
う

ち
、

騒
音

発
生

施
設

の
配

置
の

改
善

そ
の

他
の

主
務

省
令

で
定

め
る

技
術

的
事

項

　
第

二
条

第
四

号
の

特
定

工
場

に
あ

つ
て

は
、

前
条

第
一

項
第

四
号

に
掲

げ
る

業
務

の
う

ち
、

使
用

す
る

原
材

料
の

検
査

、
特

定
粉

じ
ん

の
濃

度
の

測
定

の
実

施
そ

の
他

の
主

務
省

令
で

定
め

る
技

術
的

事
項

　
第

二
条

第
五

号
の

特
定

工
場

に
あ

つ
て

は
、

前
条

第
一

項
第

五
号

に
掲

げ
る

業
務

の
う

ち
、

使
用

す
る

原
材

料
の

検
査

そ
の

他
の

主
務

省
令

で
定

め
る

技
術

的
事

項

　
第

二
条

第
六

号
の

特
定

工
場

に
あ

つ
て

は
、

前
条

第
一

項
第

六
号

に
掲

げ
る

業
務

の
う

ち
、

振
動

発
生

施
設

の
配

置
の

改
善

そ
の

他
の

主
務

省
令

で
定

め
る

技
術

的
事

項

　
第

二
条

第
七

号
の

特
定

工
場

に
あ

つ
て

は
、

前
条

第
一

項
第

七
号

に
掲

げ
る

業
務

の
う

ち
排

出
ガ

ス
又

は
排

出
水

に
含

ま
れ

る
ダ

イ
オ

キ
シ

ン
類

の
量

の
測

定
の

実
施

そ
の

他
の

主
務

省
令

で
定

め
る

技
術

的
事

項

　
特

定
事

業
者

は
、

当
該

特
定

工
場

が
政

令
で

定
め

る
要

件
に

該
当

す
る

も
の

で
あ

る
と

き
は

、
主

務
省

令
で

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
、

前
条

第
一

項
第

一
号

及
び

第
二

号
に

規
定

す
る

技
術

的
事

項
に

つ
い

て
、

公
害

防
止

統
括

者
を

補
佐

し
、

公
害

防
止

管
理

者
を

指
揮

す
る

者
（以

下
「公

害
防

止
主

任
管

理
者

」と
い

う
。

）を
選

任
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

第 五 条 第 六 条第 四 条
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特
定

工
場

に
お

け
る

公
害

防
止

組
織

の
整

備
に

関
す

る
法

律
施

行
規

則
（
昭

和
4
6
年

大
・
厚

・
農

・
通

・
運

令
3
号

）
特

定
工

場
に

お
け

る
公

害
防

止
組

織
の

整
備

に
関

す
る

法
律

（
昭

和
4
6
年

法
律

1
0
7
号

）
特

定
工

場
に

お
け

る
公

害
防

止
組

織
の

整
備

に
関

す
る

法
律

施
行

令
（
昭

和
4
6
年

政
令

2
6
4
号

）

（
承

継
）

（
承

継
の

届
出

）
 

　
２

　
前

項
の

規
定

に
よ

り
第

三
条

第
三

項
の

規
定

に
よ

る
届

出
を

し
た

特
定

事
業

者
の

地
位

を
承

継
し

た
者

は
、

遅
滞

な
く
、

そ
の

事
実

を
証

す
る

書
面

を
添

え
て

、
そ

の
旨

を
当

該
特

定
工

場
の

所
在

地
を

管
轄

す
る

都
道

府
県

知
事

に
届

け
出

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

第
十

条
の

二
　

法
第

六
条

の
二

第
二

項
の

規
定

に
よ

る
届

出
は

、
様

式
第

三
の

二
に

よ
る

届
出

書
に

よ
つ

て
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

　
２

　
前

項
の

届
出

書
に

は
、

次
の

書
面

を
添

付
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

一
　

法
第

六
条

の
二

第
一

項
の

規
定

に
よ

り
法

第
三

条
第

三
項

（法
第

四
条

第
三

項
、

第
五

条
第

三
項

又
は

第
六

条
第

二
項

に
お

い
て

準
用

す
る

場
合

を
含

む
。

以
下

こ
の

項
に

お
い

て
同

じ
。

）の
規

定
に

よ
る

届
出

を
し

た
特

定
事

業
者

の
地

位
を

承
継

し
た

相
続

人
で

あ
つ

て
、

二
以

上
の

相
続

人
の

全
員

の
同

意
に

よ
り

選
定

さ
れ

た
も

の
に

あ
つ

て
は

、
様

式
第

三
の

三
に

よ
る

書
面

及
び

戸
籍

謄
本

二
　

法
第

六
条

の
二

第
一

項
の

規
定

に
よ

り
法

第
三

条
第

三
項

の
規

定
に

よ
る

届
出

を
し

た
特

定
事

業
者

の
地

位
を

承
継

し
た

相
続

人
で

あ
つ

て
、

前
号

の
相

続
人

以
外

の
も

の
に

あ
つ

て
は

、
様

式
第

三
の

四
に

よ
る

書
面

及
び

戸
籍

謄
本

三
　

法
第

六
条

の
二

第
一

項
の

規
定

に
よ

り
合

併
に

よ
つ

て
法

第
三

条
第

三
項

の
規

定
に

よ
る

届
出

を
し

た
特

定
事

業
者

の
地

位
を

承
継

し
た

法
人

に
あ

つ
て

は
、

そ
の

法
人

の
登

記
事

項
証

明
書

（
公

害
防

止
管

理
者

等
の

資
格

）
第

七
条

　
公

害
防

止
管

理
者

及
び

公
害

防
止

主
任

管
理

者
並

び
に

こ
れ

ら
の

代
理

者
の

資
格

は
、

次
に

掲
げ

る
と

お
り

と
す

る
。

（
公

害
防

止
管

理
者

等
の

資
格

）
 

（
学

歴
及

び
実

務
の

経
験

）
 

一
　

公
害

防
止

管
理

者
及

び
そ

の
代

理
者

　
政

令
で

定
め

る
区

分
ご

と
に

行
な

う
公

害
防

止
管

理
者

試
験

に
合

格
し

た
者

そ
の

他
当

該
区

分
ご

と
に

政
令

で
定

め
る

資
格

を
有

す
る

者

第
十

条
　

法
第

七
条

第
一

項
第

一
号

の
政

令
で

定
め

る
区

分
は

別
表

第
三

の
中

欄
に

掲
げ

る
と

お
り

と
し

、
同

号
の

政
令

で
定

め
る

資
格

は
当

該
区

分
ご

と
に

そ
れ

ぞ
れ

同
表

の
下

欄
に

掲
げ

る
と

お
り

と
す

る
。

第
十

一
条

　
令

別
表

第
三

の
下

欄
に

規
定

す
る

学
歴

及
び

実
務

の
経

験
は

、
別

表
第

一
の

上
欄

に
掲

げ
る

公
害

防
止

管
理

者
の

種
類

に
応

じ
て

、
そ

れ
ぞ

れ
同

表
の

下
欄

に
掲

げ
る

と
お

り
と

す
る

。

（
公

害
防

止
主

任
管

理
者

等
の

資
格

）
 

二
　

公
害

防
止

主
任

管
理

者
及

び
そ

の
代

理
者

　
公

害
防

止
主

任
管

理
者

試
験

に
合

格
し

た
者

そ
の

他
政

令
で

定
め

る
資

格
を

有
す

る
者

第
十

一
条

　
法

第
七

条
第

一
項

第
二

号
の

政
令

で
定

め
る

資
格

は
、

次
の

各
号

に
掲

げ
る

と
お

り
と

す
る

。

一
　

別
表

第
二

の
三

の
項

の
下

欄
に

掲
げ

る
者

で
あ

り
、

か
つ

、
同

表
の

七
の

項
の

下
欄

に
掲

げ
る

者
で

あ
る

も
の

二
　

前
号

に
掲

げ
る

者
の

ほ
か

、
主

務
省

令
で

定
め

る
学

歴
及

び
実

務
の

経
験

を
有

す
る

者
で

主
務

省
令

で
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

経
済

産
業

大
臣

及
び

環
境

大
臣

の
登

録
を

受
け

た
者

が
行

う
講

習
の

課
程

を
修

了
し

た
も

の

　
２

　
令

第
十

一
条

第
二

号
に

規
定

す
る

学
歴

及
び

実
務

の
経

験
は

、
別

表
第

二
に

掲
げ

る
と

お
り

と
す

る
。

　
２

　
第

十
条

の
規

定
に

よ
る

命
令

に
よ

り
解

任
さ

れ
、

そ
の

解
任

の
日

か
ら

二
年

を
経

過
し

な
い

者
は

、
公

害
防

止
統

括
者

、
公

害
防

止
管

理
者

及
び

公
害

防
止

主
任

管
理

者
並

び
に

こ
れ

ら
の

代
理

者
に

な
る

こ
と

が
で

き
な

い
。

（
技

術
士

の
選

択
科

目
）
 

第
十

一
条

の
二

　
令

別
表

第
三

の
一

の
項

の
下

欄
第

一
号

、
三

の
項

の
下

欄
第

六
号

、
五

の
項

の
下

欄
第

一
号

、
七

の
項

の
下

欄
第

一
号

、
九

の
項

の
下

欄
第

二
号

、
十

の
項

の
下

欄
第

三
号

又
は

十
二

の
項

の
下

欄
第

一
号

の
主

務
省

令
で

定
め

る
選

択
科

目
は

、
別

表
第

二
の

二
の

上
欄

に
掲

げ
る

規
定

ご
と

に
、

同
表

の
中

欄
に

掲
げ

る
技

術
部

門
に

つ
い

て
、

同
表

の
下

欄
に

掲
げ

る
選

択
科

目
と

す
る

。

（
計

量
士

の
区

分
）
 

第
十

一
条

の
三

　
令

別
表

第
三

の
一

の
項

の
下

欄
第

二
号

又
は

九
の

項
の

下
欄

第
三

号
の

主
務

省
令

で
定

め
る

区
分

は
、

そ
れ

ぞ
れ

計
量

法
施

行
規

則
（平

成
五

年
通

商
産

業
省

令
第

六
十

九
号

）第
五

十
条

第
一

号
又

は
第

二
号

に
規

定
す

る
区

分
と

す
る

。

（
衛

生
管

理
者

の
免

許
の

種
類

及
び

業
務

）
 

第
十

一
条

の
四

　
令

別
表

第
三

の
二

の
項

の
下

欄
第

一
号

、
九

の
項

の
下

欄
第

一
号

又
は

十
の

項
の

下
欄

第
一

号
の

主
務

省
令

で
定

め
る

種
類

の
免

許
は

、
労

働
安

全
衛

生
規

則
（昭

和
四

十
七

年
労

働
省

令
第

三
十

二
号

）
別

表
第

四
の

上
欄

に
掲

げ
る

衛
生

工
学

衛
生

管
理

者
免

許
と

し
、

同
表

の
二

の
項

の
下

欄
第

一
号

、
九

の
項

の
下

欄
第

一
号

又
は

十
の

項
の

下
欄

第
一

号
の

主
務

省
令

で
定

め
る

業
務

は
、

そ
れ

ぞ
れ

労
働

基
準

法
施

行
規

則
（昭

和
二

十
二

年
厚

生
省

令
第

二
十

三
号

）第
十

八
条

第
九

号
、

同
条

第
六

号
若

し
く

は
第

八
号

又
は

同
条

第
四

号
に

掲
げ

る
業

務
と

す
る

。

（
作

業
主

任
者

の
免

許
の

種
類

）
 

第
十

一
条

の
五

　
令

別
表

第
三

の
三

の
項

の
下

欄
第

四
号

又
は

四
の

項
の

下
欄

第
二

号
の

主
務

省
令

で
定

め
る

種
類

の
免

許
は

、
そ

れ
ぞ

れ
労

働
安

全
衛

生
規

則
別

表
第

四
の

上
欄

に
掲

げ
る

特
級

ボ
イ

ラ
ー

技
士

免
許

又
は

一
級

ボ
イ

ラ
ー

技
士

免
許

と
す

る
。

（
国

家
試

験
）

（
国

家
試

験
の

基
本

方
針

）
 

第
八

条
　

公
害

防
止

管
理

者
試

験
及

び
公

害
防

止
主

任
管

理
者

試
験

（以
下

「国
家

試
験

」
と

い
う

。
）は

、
大

気
の

汚
染

、
水

質
の

汚
濁

、
騒

音
又

は
振

動
の

防
止

に
関

し
て

必
要

な
知

識
及

び
技

能
に

つ
い

て
行

な
う

。

第
十

三
条

　
主

務
大

臣
は

、
国

家
試

験
の

実
施

に
際

し
、

共
同

し
て

、
問

題
作

成
、

採
点

及
び

合
格

の
判

定
に

つ
い

て
の

基
本

方
針

を
定

め
る

。

　
２

　
国

家
試

験
は

、
毎

年
少

な
く

と
も

一
回

、
経

済
産

業
大

臣
及

び
環

境
大

臣
が

行
な

う
。

　
２

　
経

済
産

業
大

臣
及

び
環

境
大

臣
（指

定
試

験
機

関
が

試
験

事
務

を
行

う
場

合
に

あ
つ

て
は

、
指

定
試

験
機

関
。

第
十

五
条

の
二

、
第

十
六

条
及

び
第

十
七

条
第

一
項

に
お

い
て

同
じ

。
）は

、
前

項
の

基
本

方
針

に
基

づ
き

国
家

試
験

を
行

う
。

（
試

験
委

員
）
 

第
十

四
条

　
国

家
試

験
に

関
す

る
事

務
を

つ
か

さ
ど

ら
せ

る
た

め
、

経
済

産
業

省
及

び
環

境
省

に
公

害
防

止
管

理
者

等
試

験
委

員
を

置
く
。

た
だ

し
、

法
第

八
条

の
二

第
一

項
の

規
定

に
よ

り
指

定
試

験
機

関
に

試
験

事
務

の
全

部
を

行
わ

せ
る

こ
と

と
し

た
場

合
は

、
こ

の
限

り
で

な
い

。

　
２

　
公

害
防

止
管

理
者

等
試

験
委

員
は

、
公

害
の

防
止

に
関

し
学

識
経

験
の

あ
る

者
及

び
主

務
省

の
職

員
を

も
つ

て
充

て
る

。

第 八 条

第
六

条
の

二
　

第
三

条
第

三
項

（
第

四
条

第
三

項
、

第
五

条
第

三
項

又
は

前
条

第
二

項
に

お
い

て
準

用
す

る
場

合
を

含
む

。
次

項
に

お
い

て
同

じ
。

）の
規

定
に

よ
る

届
出

を
し

た
特

定
事

業
者

に
つ

い
て

相
続

又
は

合
併

が
あ

つ
た

と
き

は
、

相
続

人
（相

続
人

が
二

人
以

上
あ

る
場

合
に

お
い

て
、

そ
の

全
員

の
同

意
に

よ
り

事
業

を
承

継
す

べ
き

相
続

人
を

選
定

し
た

と
き

は
、

そ
の

者
）

又
は

合
併

後
存

続
す

る
法

人
若

し
く

は
合

併
に

よ
り

設
立

し
た

法
人

は
、

そ
の

届
出

を
し

た
特

定
事

業
者

の
地

位
を

承
継

す
る

。

第 六 条 の 二 第 七 条
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特
定

工
場

に
お

け
る

公
害

防
止

組
織

の
整

備
に

関
す

る
法

律
施

行
規

則
（
昭

和
4
6
年

大
・
厚

・
農

・
通

・
運

令
3
号

）
特

定
工

場
に

お
け

る
公

害
防

止
組

織
の

整
備

に
関

す
る

法
律

（
昭

和
4
6
年

法
律

1
0
7
号

）
特

定
工

場
に

お
け

る
公

害
防

止
組

織
の

整
備

に
関

す
る

法
律

施
行

令
（
昭

和
4
6
年

政
令

2
6
4
号

）

（
国

家
試

験
の

実
施

細
目

）
 

　
３

　
国

家
試

験
の

試
験

科
目

、
受

験
手

続
そ

の
他

国
家

試
験

の
実

施
細

目
は

、
主

務
省

令
で

定
め

る
。

第
十

五
条

　
国

家
試

験
は

、
別

表
第

三
の

上
欄

に
掲

げ
る

試
験

の
区

分
ご

と
に

、
そ

れ
ぞ

れ
同

表
の

下
欄

に
掲

げ
る

科
目

に
つ

い
て

、
筆

記
試

験
に

よ
り

行
な

う
も

の
と

す
る

。

　
２

　
国

家
試

験
（指

定
試

験
機

関
が

そ
の

試
験

事
務

を
行

う
も

の
を

除
く

。
）を

受
け

よ
う

と
す

る
者

は
、

様
式

第
四

の
受

験
願

書
を

そ
の

者
が

受
験

し
よ

う
と

す
る

試
験

地
を

管
轄

す
る

経
済

産
業

局
長

を
経

由
し

て
、

経
済

産
業

大
臣

及
び

環
境

大
臣

に
提

出
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

　
３

　
指

定
試

験
機

関
が

そ
の

試
験

事
務

を
行

う
国

家
試

験
を

受
け

よ
う

と
す

る
者

は
、

当
該

指
定

試
験

機
関

が
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

、
受

験
願

書
を

当
該

指
定

試
験

機
関

に
提

出
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

　
４

　
前

二
項

に
規

定
す

る
も

の
の

ほ
か

、
国

家
試

験
を

実
施

す
る

期
日

、
場

所
そ

の
他

国
家

試
験

の
実

施
に

関
し

必
要

な
事

項
は

、
あ

ら
か

じ
め

、
官

報
に

公
示

す
る

。

（
国

家
試

験
科

目
の

免
除

）
 

第
十

五
条

の
二

　
経

済
産

業
大

臣
及

び
環

境
大

臣
は

、
国

家
試

験
の

一
部

の
科

目
に

合
格

し
た

者
に

対
し

て
は

、
そ

の
合

格
し

た
国

家
試

験
の

行
わ

れ
た

年
の

初
め

か
ら

三
年

以
内

に
そ

の
合

格
し

た
国

家
試

験
と

同
一

の
区

分
に

係
る

国
家

試
験

を
受

け
る

場
合

は
、

そ
の

者
の

申
請

に
よ

り
、

そ
の

合
格

し
た

科
目

を
免

除
す

る
。

　
２

　
経

済
産

業
大

臣
及

び
環

境
大

臣
は

、
別

表
第

三
の

上
欄

に
掲

げ
る

区
分

の
国

家
試

験
を

受
け

よ
う

と
す

る
者

で
あ

つ
て

、
他

の
区

分
の

国
家

試
験

に
合

格
し

た
者

に
あ

つ
て

は
、

そ
の

者
の

申
請

に
よ

り
、

当
該

区
分

の
国

家
試

験
の

科
目

と
同

一
の

科
目

を
免

除
す

る
。

（
合

格
の

通
知

等
）
 

第
十

六
条

　
経

済
産

業
大

臣
及

び
環

境
大

臣
は

、
国

家
試

験
に

合
格

し
た

者
の

受
験

番
号

を
官

報
に

公
示

す
る

と
と

も
に

、
国

家
試

験
に

合
格

し
た

者
に

対
し

、
様

式
第

五
の

書
類

を
送

付
す

る
こ

と
に

よ
り

、
そ

の
旨

を
通

知
す

る
。

（
合

格
証

書
の

再
交

付
）
 

第
十

七
条

　
前

条
の

書
類

（以
下

「合
格

証
書

」と
い

う
。

）を
汚

し
、

損
じ

、
又

は
失

つ
て

そ
の

再
交

付
を

受
け

よ
う

と
す

る
者

は
、

様
式

第
六

の
合

格
証

書
再

交
付

申
請

書
を

経
済

産
業

大
臣

及
び

環
境

大
臣

に
提

出
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

　
２

　
合

格
証

書
を

汚
し

、
又

は
損

じ
て

そ
の

再
交

付
の

申
請

を
す

る
場

合
は

、
前

項
の

合
格

証
書

再
交

付
申

請
書

に
当

該
合

格
証

書
を

添
付

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

　
３

　
第

一
項

の
規

定
に

よ
り

合
格

証
書

の
再

交
付

を
受

け
よ

う
と

す
る

者
は

、
再

交
付

手
数

料
と

し
て

二
千

百
五

十
円

を
納

付
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

（
指

定
試

験
機

関
の

指
定

等
）

第
八

条
の

二
　

経
済

産
業

大
臣

及
び

環
境

大
臣

は
、

そ
の

指
定

す
る

者
（
以

下
「指

定
試

験
機

関
」と

い
う

。
）に

、
国

家
試

験
の

実
施

に
関

す
る

事
務

（以
下

「
試

験
事

務
」と

い
う

。
）の

全
部

又
は

一
部

を
行

わ
せ

る
こ

と
が

で
き

る
。

　
２

　
前

項
の

指
定

は
、

経
済

産
業

省
令

、
環

境
省

令
で

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
、

試
験

事
務

を
行

お
う

と
す

る
者

の
申

請
に

よ
り

行
う

。

※
特

定
工

場
に

お
け

る
公

害
防

止
組

織
の

整
備

に
関

す
る

法
律

に
基

づ
く

指
定

試
験

機
関

に
関

す
る

省
令

（昭
和

6
1年

通
商

産
業

省
令

第
46

号
）
（以

下
、

「試
験

機
関

省
令

」と
い

う
）

参
照

　
３

　
経

済
産

業
大

臣
及

び
環

境
大

臣
は

、
第

一
項

の
規

定
に

よ
り

指
定

試
験

機
関

に
試

験
事

務
の

全
部

又
は

一
部

を
行

わ
せ

る
こ

と
と

し
た

と
き

は
、

当
該

試
験

事
務

の
全

部
又

は
一

部
を

行
わ

な
い

も
の

と
す

る
。

（
主

務
省

令
へ

の
委

任
）
 

（
講

習
）
 

第
十

一
条

の
二

　
前

条
第

二
号

又
は

別
表

第
三

の
各

項
の

下
欄

に
規

定
す

る
講

習
の

実
施

に
関

し
必

要
な

事
項

は
、

主
務

省
令

で
定

め
る

。

第
十

八
条

　
講

習
を

受
け

よ
う

と
す

る
者

は
、

登
録

講
習

機
関

が
定

め
る

受
講

申
込

書
に

令
第

十
一

条
第

二
号

に
規

定
す

る
学

歴
及

び
実

務
の

経
験

又
は

令
別

表
第

三
の

下
欄

の
各

号
に

掲
げ

る
資

格
（以

下
「
受

講
資

格
」と

い
う

。
）を

証
す

る
書

類
を

添
付

し
て

登
録

講
習

機
関

に
提

出
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

　
２

　
講

習
は

、
講

義
及

び
修

了
試

験
に

よ
り

行
う

。
　

３
　

前
項

の
講

義
は

、
別

表
第

四
の

第
一

欄
に

掲
げ

る
区

分
ご

と
に

、
同

表
の

第
二

欄
に

掲
げ

る
講

義
科

目
に

つ
い

て
、

同
表

の
第

三
欄

に
掲

げ
る

講
義

時
間

に
よ

り
行

う
。

　
４

　
第

二
項

の
修

了
試

験
は

、
講

義
を

受
講

し
た

者
に

対
し

て
、

別
表

第
四

の
第

一
欄

に
掲

げ
る

区
分

ご
と

に
、

同
表

の
第

四
欄

に
掲

げ
る

修
了

試
験

時
間

に
よ

り
行

い
、

そ
の

合
格

者
は

当
該

区
分

の
講

習
を

修
了

し
た

者
（以

下
「講

習
修

了
者

」と
い

う
。

）と
す

る
。

　
５

　
講

習
を

実
施

し
た

者
は

、
修

了
試

験
の

結
果

を
、

そ
の

受
験

者
に

通
知

し
、

講
習

修
了

者
に

は
、

様
式

第
七

に
よ

り
作

成
し

た
修

了
証

書
を

交
付

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

（
講

習
機

関
の

登
録

）
 

第
十

九
条

　
令

第
十

一
条

第
二

号
又

は
令

別
表

第
三

の
各

項
の

下
欄

の
登

録
（
以

下
単

に
「登

録
」
と

い
う

。
）は

、
講

習
を

行
お

う
と

す
る

者
の

申
請

に
よ

り
行

う
。

　
２

　
登

録
を

受
け

よ
う

と
す

る
者

は
、

様
式

第
八

の
講

習
機

関
登

録
申

請
書

に
次

に
掲

げ
る

書
類

を
添

え
て

経
済

産
業

大
臣

及
び

環
境

大
臣

に
提

出
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

一
　

定
款

若
し

く
は

寄
附

行
為

及
び

登
記

事
項

証
明

書
又

は
こ

れ
ら

に
準

ず
る

も
の

二
　

申
請

の
日

を
含

む
事

業
年

度
の

前
事

業
年

度
に

お
け

る
財

産
目

録
、

貸
借

対
照

表
及

び
損

益
計

算
書

若
し

く
は

収
支

計
算

書
並

び
に

事
業

報
告

書
並

び
に

申
請

の
日

を
含

む
事

業
年

度
に

お
け

る
事

業
計

画
及

び
収

支
予

算
書

又
は

こ
れ

ら
に

準
ず

る
も

の

三
　

役
員

（持
分

会
社

（会
社

法
第

五
百

七
十

五
条

第
一

項
に

規
定

す
る

持
分

会
社

を
い

う
。

）に
あ

つ
て

は
、

業
務

を
執

行
す

る
社

員
）
の

氏
名

及
び

略
歴

並
び

に
社

団
法

人
に

あ
つ

て
は

社
員

の
氏

名
若

し
く
は

名
称

又
は

こ
れ

ら
に

準
ず

る
も

の

四
　

申
請

者
が

次
条

各
号

に
該

当
し

な
い

こ
と

を
説

明
し

た
書

類

五
　

講
習

の
業

務
の

実
施

の
方

法
に

関
す

る
計

画
六

　
科

目
別

担
当

講
師

（
別

表
第

四
の

第
一

欄
に

掲
げ

る
区

分
ご

と
に

、
同

表
の

第
二

欄
に

掲
げ

る
講

義
科

目
を

担
当

す
る

講
師

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）の

氏
名

、
略

歴
及

び
担

当
す

る
講

義
科

目
を

記
載

し
た

書
類

七
　

修
了

試
験

委
員

（
別

表
第

四
の

第
一

欄
に

掲
げ

る
区

分
ご

と
に

修
了

試
験

の
問

題
の

作
成

及
び

合
否

の
判

定
を

行
う

試
験

委
員

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）の

氏
名

、
略

歴
及

び
担

当
す

る
修

了
試

験
の

区
分

を
記

載
し

た
書

類

第 八 条 の 二第 八 条
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特
定

工
場

に
お

け
る

公
害

防
止

組
織

の
整

備
に

関
す

る
法

律
施

行
規

則
（
昭

和
4
6
年

大
・
厚

・
農

・
通

・
運

令
3
号

）
特

定
工

場
に

お
け

る
公

害
防

止
組

織
の

整
備

に
関

す
る

法
律

（
昭

和
4
6
年

法
律

1
0
7
号

）
特

定
工

場
に

お
け

る
公

害
防

止
組

織
の

整
備

に
関

す
る

法
律

施
行

令
（
昭

和
4
6
年

政
令

2
6
4
号

）

（
欠

格
条

項
）

（
欠

格
条

項
）
 

第
八

条
の

三
　

次
の

各
号

の
一

に
該

当
す

る
者

は
、

前
条

第
一

項
の

指
定

を
受

け
る

こ
と

が
で

き
な

い
。

第
二

十
条

　
次

の
各

号
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
者

は
、

登
録

を
受

け
る

こ
と

が
で

き
な

い
。

一
　

第
八

条
の

十
三

第
二

項
の

規
定

に
よ

り
指

定
を

取
り

消
さ

れ
、

そ
の

取
消

し
の

日
か

ら
二

年
を

経
過

し
な

い
者

一
　

法
又

は
法

に
基

づ
く

命
令

に
違

反
し

、
罰

金
以

上
の

刑
に

処
せ

ら
れ

、
そ

の
執

行
を

終
わ

り
、

又
は

執
行

を
受

け
る

こ
と

が
な

く
な

つ
た

日
か

ら
二

年
を

経
過

し
な

い
者

二
　

そ
の

業
務

を
行

う
役

員
の

う
ち

に
、

次
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
者

が
あ

る
者

二
　

第
三

十
二

条
の

規
定

に
よ

り
登

録
を

取
り

消
さ

れ
、

そ
の

取
消

し
の

日
か

ら
二

年
を

経
過

し
な

い
者

イ
　

こ
の

法
律

又
は

こ
の

法
律

に
基

づ
く
処

分
に

違
反

し
、

罰
金

以
上

の
刑

に
処

せ
ら

れ
、

そ
の

執
行

を
終

わ
り

、
又

は
執

行
を

受
け

る
こ

と
が

な
く
な

つ
た

日
か

ら
二

年
を

経
過

し
な

い
者

三
　

法
人

で
あ

つ
て

、
そ

の
業

務
を

行
う

役
員

の
う

ち
に

前
二

号
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
者

が
あ

る
も

の

ロ
　

第
八

条
の

九
の

規
定

に
よ

る
命

令
に

よ
り

解
任

さ
れ

、
解

任
の

日
か

ら
二

年
を

経
過

し
な

い
者

（
指

定
の

基
準

）
（
登

録
基

準
）
 

第
八

条
の

四
　

経
済

産
業

大
臣

及
び

環
境

大
臣

は
、

他
に

第
八

条
の

二
第

一
項

の
指

定
を

受
け

た
者

が
な

く
、

か
つ

、
同

項
の

指
定

の
申

請
が

次
の

各
号

に
適

合
し

て
い

る
と

認
め

る
と

き
で

な
け

れ
ば

、
そ

の
指

定
を

し
て

は
な

ら
な

い
。

第
二

十
一

条
　

経
済

産
業

大
臣

及
び

環
境

大
臣

は
、

第
十

九
条

第
一

項
の

規
定

に
よ

り
登

録
を

申
請

し
た

者
が

次
に

掲
げ

る
要

件
の

全
て

に
適

合
し

て
い

る
と

き
は

、
そ

の
登

録
を

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

一
　

職
員

、
設

備
、

試
験

事
務

の
実

施
の

方
法

そ
の

他
の

事
項

に
つ

い
て

の
試

験
事

務
の

実
施

に
関

す
る

計
画

が
、

試
験

事
務

の
適

確
な

実
施

の
た

め
に

適
切

な
も

の
で

あ
る

こ
と

。

一
　

第
十

八
条

第
二

項
か

ら
第

五
項

ま
で

に
規

定
す

る
事

項
に

従
つ

て
、

講
習

を
行

う
こ

と
。

二
　

前
号

の
試

験
事

務
の

実
施

に
関

す
る

計
画

を
適

確
に

実
施

す
る

に
足

り
る

経
理

的
基

礎
及

び
技

術
的

能
力

が
あ

る
こ

と
。

二
　

科
目

別
担

当
講

師
及

び
修

了
試

験
委

員
が

、
次

に
掲

げ
る

い
ず

れ
か

の
条

件
に

適
合

す
る

知
識

経
験

を
有

す
る

者
で

あ
る

こ
と

。

三
　

一
般

社
団

法
人

又
は

一
般

財
団

法
人

で
あ

る
こ

と
。

イ
　

学
校

教
育

法
（昭

和
二

十
二

年
法

律
第

二
十

六
号

）
に

基
づ

く
大

学
若

し
く
は

高
等

専
門

学
校

に
お

い
て

薬
学

、
工

学
、

化
学

若
し

く
は

農
学

に
関

す
る

学
科

目
若

し
く
は

こ
れ

ら
に

相
当

す
る

学
科

目
を

担
当

す
る

教
授

、
准

教
授

若
し

く
は

講
師

の
職

に
あ

る
者

又
は

こ
れ

ら
の

職
に

あ
つ

た
者

四
　

試
験

事
務

以
外

の
業

務
を

行
つ

て
い

る
場

合
に

は
、

そ
の

業
務

を
行

う
こ

と
に

よ
つ

て
試

験
事

務
が

不
公

正
に

な
る

お
そ

れ
が

な
い

も
の

で
あ

る
こ

と
。

ロ
　

学
校

教
育

法
に

基
づ

く
大

学
又

は
高

等
専

門
学

校
に

お
い

て
理

科
系

統
の

正
規

の
課

程
を

修
め

て
卒

業
し

た
者

（当
該

課
程

を
修

め
て

同
法

に
基

づ
く
専

門
職

大
学

の
前

期
課

程
を

修
了

し
た

者
を

含
む

。
）で

、
そ

の
後

十
年

以
上

公
害

防
止

に
関

す
る

研
究

又
は

実
務

に
従

事
し

た
経

験
を

有
す

る
も

の

ハ
　

イ
又

は
ロ

に
掲

げ
る

者
と

同
等

以
上

の
知

識
経

験
を

有
す

る
者

三
　

講
習

を
実

施
す

る
に

足
り

る
経

理
的

基
礎

及
び

技
術

的
能

力
が

あ
る

こ
と

。

　
２

　
登

録
は

、
講

習
機

関
登

録
簿

に
次

に
掲

げ
る

事
項

を
記

載
し

て
す

る
も

の
と

す
る

。

一
　

登
録

の
年

月
日

及
び

登
録

番
号

二
　

登
録

を
受

け
た

者
の

氏
名

又
は

名
称

及
び

住
所

並
び

に
法

人
に

あ
つ

て
は

、
そ

の
代

表
者

の
氏

名

三
　

講
習

の
業

務
を

行
う

事
務

所
の

名
称

及
び

所
在

地
（
登

録
の

更
新

）
 

第
二

十
二

条
　

登
録

は
、

三
年

ご
と

に
そ

の
更

新
を

受
け

な
け

れ
ば

、
そ

の
期

間
の

経
過

に
よ

つ
て

、
そ

の
効

力
を

失
う

。

　
２

　
前

三
条

の
規

定
は

、
前

項
の

登
録

の
更

新
に

つ
い

て
準

用
す

（
講

習
の

実
施

義
務

）
 

第
二

十
三

条
　

登
録

講
習

機
関

は
、

公
正

に
、

か
つ

、
次

に
掲

げ
る

基
準

に
適

合
す

る
方

法
に

よ
り

講
習

を
行

わ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

一
　

第
十

八
条

第
二

項
か

ら
第

五
項

ま
で

に
規

定
す

る
事

項
に

従
つ

て
行

わ
れ

る
も

の
で

あ
る

こ
と

。

二
　

講
習

を
受

け
よ

う
と

す
る

者
が

、
受

講
資

格
を

満
た

す
者

で
あ

る
こ

と
を

確
認

す
る

こ
と

。

三
　

講
義

は
、

教
本

そ
の

他
必

要
な

教
材

を
用

い
て

実
施

さ
れ

る
も

の
で

あ
る

こ
と

。

四
　

修
了

試
験

は
、

講
義

を
受

講
し

た
者

が
講

義
の

内
容

を
十

分
に

理
解

し
て

い
る

か
を

的
確

に
把

握
で

き
る

も
の

で
あ

る
こ

と
。

五
　

修
了

試
験

の
問

題
の

作
成

、
印

刷
、

運
搬

及
び

保
管

等
は

秘
密

を
保

持
す

る
こ

と
が

で
き

る
方

法
に

よ
り

行
う

こ
と

。

六
　

修
了

試
験

の
実

施
に

あ
た

つ
て

は
、

監
督

員
を

配
置

す
る

こ
と

そ
の

他
試

験
の

公
正

か
つ

円
滑

な
実

施
に

配
慮

す
る

こ
と

。

七
　

修
了

試
験

の
合

否
の

判
定

基
準

を
明

確
に

す
る

こ
と

。
八

　
第

二
十

五
条

第
一

項
の

規
定

に
よ

り
届

け
出

た
同

項
に

規
定

す
る

業
務

規
程

を
遵

守
す

る
こ

と
。

九
　

講
習

以
外

の
業

務
を

行
つ

て
い

る
場

合
に

は
、

そ
の

業
務

を
行

う
こ

と
に

よ
つ

て
講

習
の

業
務

が
不

公
正

に
な

る
お

そ
れ

が
な

い
も

の
で

あ
る

こ
と

。

（
変

更
の

届
出

）
 

第
二

十
四

条
　

登
録

講
習

機
関

は
、

第
二

十
一

条
第

二
項

第
二

号
及

び
第

三
号

に
掲

げ
る

事
項

を
変

更
し

よ
う

と
す

る
と

き
は

、
変

更
し

よ
う

と
す

る
日

の
二

週
間

前
ま

で
に

、
経

済
産

業
大

臣
及

び
環

境
大

臣
に

届
け

出
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

　
２

　
登

録
講

習
機

関
は

、
科

目
別

担
当

講
師

の
氏

名
に

つ
い

て
変

更
が

生
じ

た
と

き
、

科
目

別
担

当
講

師
の

担
当

す
る

講
義

科
目

を
変

更
し

た
と

き
、

又
は

科
目

別
担

当
講

師
を

解
任

し
た

と
き

は
、

そ
の

日
か

ら
二

週
間

以
内

に
、

そ
の

旨
を

経
済

産
業

大
臣

及
び

環
境

大
臣

に
届

け
出

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

　
３

　
前

項
の

規
定

は
、

修
了

試
験

委
員

に
準

用
す

る
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

、
同

項
中

「
講

義
科

目
」と

あ
る

の
は

、
「
修

了
試

験
の

区
分

」
と

読
み

替
え

る
も

の
と

す
る

。

（
試

験
事

務
規

程
）

（
業

務
規

程
）
 

第
八

条
の

五
第

二
十

五
条

　
登

録
講

習
機

関
は

、
講

習
の

業
務

に
関

す
る

規
程

（次
項

に
お

い
て

「業
務

規
程

」
と

い
う

。
）を

定
め

、
講

習
の

業
務

の
開

始
前

に
、

経
済

産
業

大
臣

及
び

環
境

大
臣

に
届

け
出

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
こ

れ
を

変
更

し
よ

う
と

す
る

と
き

も
、

同
様

と
す

る
。

第 八 条 の 三 第 八 条 の 四

　
指

定
試

験
機

関
は

、
試

験
事

務
の

実
施

に
関

す
る

規
程

（
以

下
「試

験
事

務
規

程
」と

い
う

。
）を

定
め

、
経

済
産

業
大

臣
及

び
環

境
大

臣
の

認
可

を
受

け
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

こ
れ

を
変

更
し

よ
う

と
す

る
と

き
も

、
同

様
と

す
る

。
第 八 条 の 五

124



特
定

工
場

に
お

け
る

公
害

防
止

組
織

の
整

備
に

関
す

る
法

律
施

行
規

則
（
昭

和
4
6
年

大
・
厚

・
農

・
通

・
運

令
3
号

）
特

定
工

場
に

お
け

る
公

害
防

止
組

織
の

整
備

に
関

す
る

法
律

（
昭

和
4
6
年

法
律

1
0
7
号

）
特

定
工

場
に

お
け

る
公

害
防

止
組

織
の

整
備

に
関

す
る

法
律

施
行

令
（
昭

和
4
6
年

政
令

2
6
4
号

）

　
２

　
試

験
事

務
規

程
で

定
め

る
べ

き
事

項
は

、
経

済
産

業
省

令
、

環
境

省
令

で
定

め
る

。

※
試

験
機

関
省

令
参

照

　
３

　
経

済
産

業
大

臣
及

び
環

境
大

臣
は

、
第

一
項

の
認

可
を

し
た

試
験

事
務

規
程

が
試

験
事

務
の

公
正

な
実

施
上

不
適

当
と

な
つ

た
と

認
め

る
と

き
は

、
指

定
試

験
機

関
に

対
し

、
試

験
事

務
規

程
を

変
更

す
べ

き
こ

と
を

命
ず

る
こ

と
が

で
き

る
。

　
２

　
業

務
規

程
に

は
、

次
に

掲
げ

る
事

項
を

定
め

て
お

か
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

一
　

講
習

の
申

込
方

法
、

実
施

場
所

、
実

施
体

制
そ

の
他

講
習

の
実

施
の

方
法

に
関

す
る

事
項

二
　

受
講

資
格

の
確

認
の

方
法

に
関

す
る

事
項

三
　

講
習

の
受

講
料

の
額

及
び

そ
の

収
納

の
方

法
に

関
す

る
事

項
四

　
講

義
の

実
施

に
関

す
る

事
項

五
　

修
了

試
験

の
問

題
の

作
成

及
び

合
否

の
判

定
に

関
す

る
事

項
六

　
修

了
試

験
の

問
題

及
び

答
案

の
管

理
に

関
す

る
事

項
七

　
修

了
試

験
事

務
の

公
正

の
確

保
に

関
す

る
事

項
八

　
修

了
試

験
の

結
果

の
通

知
に

関
す

る
事

項
九

　
修

了
証

書
の

交
付

及
び

再
交

付
に

関
す

る
事

項
十

　
不

正
受

講
者

の
処

分
に

関
す

る
事

項
十

一
　

科
目

別
担

当
講

師
及

び
修

了
試

験
委

員
の

選
任

及
び

解
任

に
関

す
る

事
項

十
二

　
講

習
の

実
施

に
関

し
知

り
得

た
秘

密
の

保
持

に
関

す
る

事
項

十
三

　
講

習
の

業
務

に
関

す
る

帳
簿

及
び

書
類

の
保

存
に

関
す

る
事

十
四

　
第

二
十

九
条

第
二

項
第

二
号

及
び

第
四

号
の

請
求

に
係

る
費

用
に

関
す

る
事

項
十

五
　

そ
の

他
講

習
の

業
務

の
実

施
に

関
し

必
要

な
事

項
（
試

験
事

務
の

休
廃

止
）

（
業

務
の

休
廃

止
）
 

第
八

条
の

六
　

指
定

試
験

機
関

は
、

経
済

産
業

大
臣

及
び

環
境

大
臣

の
許

可
を

受
け

な
け

れ
ば

、
試

験
事

務
の

全
部

又
は

一
部

を
休

止
し

、
又

は
廃

止
し

て
は

な
ら

な
い

。

第
二

十
六

条
　

登
録

講
習

機
関

は
、

講
習

の
業

務
の

全
部

又
は

一
部

を
休

止
し

、
又

は
廃

止
し

よ
う

と
す

る
と

き
は

、
講

習
の

業
務

の
全

部
又

は
一

部
を

休
止

し
、

又
は

廃
止

し
よ

う
と

す
る

日
の

二
週

間
前

ま
で

に
、

次
に

定
め

る
事

項
を

記
載

し
た

届
出

書
に

、
休

止
し

、
又

は
廃

止
し

よ
う

と
す

る
講

習
の

業
務

に
係

る
帳

簿
の

写
し

を
添

え
て

経
済

産
業

大
臣

及
び

環
境

大
臣

に
届

け
出

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

一
　

休
止

し
、

又
は

廃
止

し
よ

う
と

す
る

講
習

の
業

務
の

範
囲

二
　

休
止

し
、

又
は

廃
止

し
よ

う
と

す
る

年
月

日
及

び
休

止
し

よ
う

と
す

る
場

合
に

あ
つ

て
は

、
そ

の
期

間

三
　

休
止

又
は

廃
止

の
理

由
（
事

業
計

画
等

）
（
講

習
の

実
施

計
画

）
 

第
八

条
の

七
　

指
定

試
験

機
関

は
、

毎
事

業
年

度
開

始
前

に
（第

八
条

の
二

第
一

項
の

指
定

を
受

け
た

日
の

属
す

る
事

業
年

度
に

あ
つ

て
は

、
そ

の
指

定
を

受
け

た
後

遅
滞

な
く

）、
そ

の
事

業
年

度
の

事
業

計
画

及
び

収
支

予
算

を
作

成
し

、
経

済
産

業
大

臣
及

び
環

境
大

臣
の

認
可

を
受

け
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

こ
れ

を
変

更
し

よ
う

と
す

る
と

き
も

、
同

様
と

す
る

。

第
二

十
七

条
　

登
録

講
習

機
関

は
、

毎
事

業
年

度
開

始
前

に
（
登

録
を

受
け

た
日

の
属

す
る

事
業

年
度

に
あ

つ
て

は
、

そ
の

登
録

を
受

け
た

後
遅

滞
な

く
）、

そ
の

事
業

年
度

の
講

習
の

実
施

に
関

す
る

計
画

（
以

下
「実

施
計

画
」と

い
う

。
）を

作
成

し
、

経
済

産
業

大
臣

及
び

環
境

大
臣

に
届

け
出

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
こ

れ
を

変
更

し
よ

う
と

す
る

と
き

も
、

同
様

と
す

る
。

　
２

　
指

定
試

験
機

関
は

、
毎

事
業

年
度

経
過

後
三

月
以

内
に

、
そ

の
事

業
年

度
の

事
業

報
告

書
及

び
収

支
決

算
書

を
作

成
し

、
経

済
産

業
大

臣
及

び
環

境
大

臣
に

提
出

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

　
２

　
実

施
計

画
に

お
い

て
は

、
講

習
の

日
程

、
募

集
人

員
、

実
施

場
所

、
講

義
科

目
別

時
間

数
、

講
習

の
業

務
の

実
施

に
係

る
収

支
計

画
そ

の
他

講
習

の
実

施
に

関
し

必
要

な
事

項
を

定
め

る
。

（
講

習
修

了
者

等
の

報
告

）
 

第
二

十
八

条
　

登
録

講
習

機
関

は
、

講
習

を
実

施
し

た
と

き
は

、
遅

滞
な

く
、

講
習

の
区

分
ご

と
に

講
習

実
施

年
月

日
、

講
習

受
講

者
数

及
び

講
習

修
了

者
数

を
記

載
し

た
報

告
書

に
、

講
習

の
区

分
ご

と
に

講
習

修
了

者
の

氏
名

、
生

年
月

日
、

住
所

、
講

習
番

号
及

び
修

了
番

号
を

記
載

し
た

講
習

修
了

者
名

簿
を

添
え

て
経

済
産

業
大

臣
及

び
環

境
大

臣
に

提
出

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

　
２

　
登

録
講

習
機

関
は

、
毎

事
業

年
度

経
過

後
三

月
以

内
に

、
そ

の
事

業
年

度
に

実
施

し
た

講
習

の
業

務
に

関
し

、
次

の
事

項
に

つ
い

て
経

済
産

業
大

臣
及

び
環

境
大

臣
に

報
告

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

一
　

講
習

ご
と

に
そ

の
実

施
の

日
時

、
場

所
、

区
分

別
講

習
受

講
者

数
、

科
目

別
担

当
講

師
及

び
修

了
試

験
委

員
の

氏
名

及
び

略
歴

二
　

講
習

に
用

い
た

教
材

及
び

修
了

試
験

の
問

題
三

　
講

習
の

業
務

の
実

施
に

係
る

収
支

決
算

四
　

そ
の

他
必

要
な

事
項

（
財

務
諸

表
等

の
備

付
け

及
び

閲
覧

等
）
 

第
二

十
九

条
　

登
録

講
習

機
関

は
、

毎
事

業
年

度
経

過
後

三
月

以
内

に
、

そ
の

事
業

年
度

の
財

産
目

録
、

貸
借

対
照

表
及

び
損

益
計

算
書

又
は

収
支

計
算

書
並

び
に

事
業

報
告

書
（そ

の
作

成
に

代
え

て
電

磁
的

記
録

（電
子

的
方

式
、

磁
気

的
方

式
そ

の
他

の
人

の
知

覚
に

よ
つ

て
は

認
識

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
方

式
で

作
ら

れ
る

記
録

で
あ

つ
て

、
電

子
計

算
機

に
よ

る
情

報
処

理
の

用
に

供
さ

れ
る

も
の

を
い

う
。

以
下

こ
の

条
に

お
い

て
同

じ
。

）の
作

成
が

さ
れ

て
い

る
場

合
に

お
け

る
当

該
電

磁
的

記
録

を
含

む
。

次
項

に
お

い
て

「財
務

諸
表

等
」と

い
う

。
）
を

作
成

し
、

五
年

間
事

業
所

に
備

え
て

置
か

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

　
２

　
講

習
を

受
け

よ
う

と
す

る
者

そ
の

他
の

利
害

関
係

人
は

、
登

録
講

習
機

関
の

業
務

時
間

内
は

、
い

つ
で

も
、

次
に

掲
げ

る
請

求
を

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
た

だ
し

、
第

二
号

又
は

第
四

号
の

請
求

を
す

る
に

は
、

登
録

講
習

機
関

の
定

め
た

費
用

を
支

払
わ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

一
　

財
務

諸
表

等
が

書
面

を
も

つ
て

作
成

さ
れ

て
い

る
と

き
は

、
当

該
書

面
の

閲
覧

又
は

謄
写

の
請

求

二
　

前
号

の
書

面
の

謄
本

又
は

抄
本

の
請

求
三

　
財

務
諸

表
等

が
電

磁
的

記
録

を
も

つ
て

作
成

さ
れ

て
い

る
と

き
は

、
当

該
電

磁
的

記
録

に
記

録
さ

れ
た

情
報

の
内

容
を

紙
面

又
は

出
力

装
置

の
映

像
面

に
表

示
す

る
方

法
に

よ
り

表
示

し
た

も
の

の
閲

覧
又

は
謄

写
の

請
求

四
　

前
号

の
電

磁
的

記
録

に
記

録
さ

れ
た

事
項

を
電

磁
的

方
法

で
あ

つ
て

次
に

掲
げ

る
も

の
（受

信
者

が
フ

ァ
イ

ル
へ

の
記

録
を

出
力

す
る

こ
と

に
よ

る
書

面
を

作
成

で
き

る
も

の
に

限
る

。
）に

よ
り

提
供

す
る

こ
と

の
請

求
又

は
当

該
事

項
を

記
載

し
た

書
面

の
交

付
の

請
求

イ
　

送
信

者
の

使
用

に
係

る
電

子
計

算
機

と
受

信
者

の
使

用
に

係
る

電
子

計
算

機
と

を
電

気
通

信
回

線
で

接
続

し
た

電
子

情
報

処
理

組
織

を
使

用
す

る
方

法
で

あ
つ

て
、

当
該

電
気

通
信

回
線

を
通

じ
て

情
報

が
送

信
さ

れ
、

受
信

者
の

使
用

に
係

る
電

子
計

算
機

に
備

え
ら

れ
た

フ
ァ

イ
ル

に
当

該
情

報
が

記
録

さ
れ

る
も

の

ロ
　

磁
気

デ
ィ

ス
ク

そ
の

他
こ

れ
に

準
ず

る
方

法
に

よ
り

一
定

の
情

報
を

確
実

に
記

録
し

て
お

く
こ

と
が

で
き

る
物

を
も

つ
て

調
製

す
る

フ
ァ

イ
ル

に
情

報
を

記
録

し
た

も
の

を
交

付
す

る
方

法

第 八 条 の 六第 八 条 の 五 第 八 条 の 七
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特
定

工
場

に
お

け
る

公
害

防
止

組
織

の
整

備
に

関
す

る
法

律
施

行
規

則
（
昭

和
4
6
年

大
・
厚

・
農

・
通

・
運

令
3
号

）
特

定
工

場
に

お
け

る
公

害
防

止
組

織
の

整
備

に
関

す
る

法
律

（
昭

和
4
6
年

法
律

1
0
7
号

）
特

定
工

場
に

お
け

る
公

害
防

止
組

織
の

整
備

に
関

す
る

法
律

施
行

令
（
昭

和
4
6
年

政
令

2
6
4
号

）

（
役

員
の

選
任

及
び

解
任

）
第

八
条

の
八

　
指

定
試

験
機

関
の

役
員

の
選

任
及

び
解

任
は

、
経

済
産

業
大

臣
及

び
環

境
大

臣
の

認
可

を
受

け
な

け
れ

ば
、

そ
の

効
力

を
生

じ
な

い
。

（
役

員
の

解
任

命
令

）
第

八
条

の
九

　
経

済
産

業
大

臣
及

び
環

境
大

臣
は

、
指

定
試

験
機

関
の

役
員

が
、

こ
の

法
律

（こ
の

法
律

に
基

づ
く

処
分

を
含

む
。

）若
し

く
は

試
験

事
務

規
程

に
違

反
し

た
と

き
、

又
は

試
験

事
務

に
関

し
著

し
く

不
適

当
な

行
為

を
し

た
と

き
は

、
指

定
試

験
機

関
に

対
し

、
そ

の
役

員
を

解
任

す
べ

き
こ

と
を

命
ず

る
こ

と
が

で
き

る
。

（
試

験
員

）
第

八
条

の
十

　
２

　
指

定
試

験
機

関
は

、
試

験
員

を
選

任
し

よ
う

と
す

る
と

き
は

、
経

済
産

業
省

令
、

環
境

省
令

で
定

め
る

要
件

を
備

え
る

者
の

う
ち

か
ら

選
任

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

※
試

験
機

関
省

令
参

照

　
３

　
指

定
試

験
機

関
は

、
試

験
員

を
選

任
し

た
と

き
は

、
経

済
産

業
省

令
、

環
境

省
令

で
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

、
経

済
産

業
大

臣
及

び
環

境
大

臣
に

そ
の

旨
を

届
け

出
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

試
験

員
に

変
更

が
あ

つ
た

と
き

も
、

同
様

と
す

る
。

※
試

験
機

関
省

令
参

照

　
４

　
前

条
の

規
定

は
、

試
験

員
に

準
用

す
る

。

（
秘

密
保

持
義

務
等

）
第

八
条

の
十

一
　

指
定

試
験

機
関

の
役

員
若

し
く
は

職
員

（試
験

員
を

含
む

。
次

項
に

お
い

て
同

じ
。

）又
は

こ
れ

ら
の

職
に

あ
つ

た
者

は
、

試
験

事
務

に
関

し
て

知
り

得
た

秘
密

を
漏

ら
し

て
は

な
ら

な
い

。

　
２

　
試

験
事

務
に

従
事

す
る

指
定

試
験

機
関

の
役

員
又

は
職

員
は

、
刑

法
（明

治
四

十
年

法
律

第
四

十
五

号
）そ

の
他

の
罰

則
の

適
用

に
つ

い
て

は
、

法
令

に
よ

り
公

務
に

従
事

す
る

職
員

と
み

な
す

。

（
適

合
命

令
等

）
 

（
適

合
勧

告
）
 

第
八

条
の

十
二

　
経

済
産

業
大

臣
及

び
環

境
大

臣
は

、
指

定
試

験
機

関
が

第
八

条
の

四
各

号
（第

三
号

を
除

く
。

以
下

こ
の

項
に

お
い

て
同

じ
。

）の
一

に
適

合
し

な
く

な
つ

た
と

認
め

る
と

き
は

、
指

定
試

験
機

関
に

対
し

、
当

該
各

号
に

適
合

す
る

た
め

必
要

な
措

置
を

と
る

べ
き

こ
と

を
命

ず
る

こ
と

が
で

き
る

。

第
三

十
条

　
経

済
産

業
大

臣
及

び
環

境
大

臣
は

、
登

録
講

習
機

関
が

第
二

十
一

条
第

一
項

各
号

の
い

ず
れ

か
に

適
合

し
な

く
な

つ
た

と
認

め
る

と
き

は
、

そ
の

登
録

講
習

機
関

に
対

し
、

こ
れ

ら
の

規
定

に
適

合
す

る
た

め
必

要
な

措
置

を
と

る
べ

き
こ

と
を

勧
告

す
る

こ
と

が
で

き
る

。

　
２

（
改

善
勧

告
）
 

第
三

十
一

条
　

経
済

産
業

大
臣

及
び

環
境

大
臣

は
、

登
録

講
習

機
関

が
第

二
十

三
条

の
規

定
に

違
反

し
て

い
る

と
認

め
る

と
き

は
、

そ
の

登
録

講
習

機
関

に
対

し
、

講
習

の
実

施
方

法
そ

の
他

の
業

務
の

方
法

の
改

善
に

関
し

必
要

な
措

置
を

と
る

べ
き

こ
と

を
勧

告
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

（
指

定
の

取
消

し
等

）
（
登

録
の

取
消

し
等

）
 

第
八

条
の

十
三

　
経

済
産

業
大

臣
及

び
環

境
大

臣
は

、
指

定
試

験
機

関
が

第
八

条
の

四
第

三
号

に
適

合
し

な
く

な
つ

た
と

き
は

、
第

八
条

の
二

第
一

項
の

指
定

を
取

り
消

さ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

第
三

十
二

条
　

経
済

産
業

大
臣

及
び

環
境

大
臣

は
、

登
録

講
習

機
関

が
次

の
各

号
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
と

き
は

、
そ

の
登

録
を

取
り

消
し

、
又

は
期

間
を

定
め

て
講

習
の

業
務

の
全

部
若

し
く

は
一

部
の

停
止

を
命

ず
る

こ
と

が
で

き
る

。

　
２

一
　

第
二

十
条

第
一

号
又

は
第

三
号

に
該

当
す

る
に

至
つ

た
と

き
。

二
　

第
二

十
四

条
、

第
二

十
五

条
第

一
項

、
第

二
十

六
条

、
第

二
十

七
条

第
一

項
及

び
第

二
十

八
条

の
規

定
に

違
反

し
て

届
出

を
せ

ず
、

又
は

虚
偽

の
届

出
を

し
た

と
き

。

一
　

第
八

条
の

三
第

二
号

に
該

当
す

る
に

至
つ

た
と

き
。

三
　

第
二

十
九

条
第

一
項

又
は

次
条

の
規

定
に

違
反

し
た

と
き

。

二
　

第
八

条
の

五
第

一
項

の
認

可
を

受
け

た
試

験
事

務
規

程
に

よ
ら

な
い

で
試

験
事

務
を

行
つ

た
と

き
。

四
　

正
当

な
理

由
が

な
い

の
に

第
二

十
九

条
第

二
項

各
号

の
規

定
に

よ
る

請
求

を
拒

ん
だ

と
き

。

三
　

第
八

条
の

五
第

三
項

、
第

八
条

の
九

（第
八

条
の

十
第

四
項

に
お

い
て

準
用

す
る

場
合

を
含

む
。

）又
は

前
条

の
規

定
に

よ
る

命
令

に
違

反
し

た
と

き
。

五
　

前
二

条
の

規
定

に
よ

る
勧

告
に

従
わ

な
か

つ
た

と
き

。

四
　

第
八

条
の

六
、

第
八

条
の

七
、

第
八

条
の

十
第

一
項

か
ら

第
三

項
ま

で
又

は
次

条
の

規
定

に
違

反
し

た
と

き
。

六
　

不
正

の
手

段
に

よ
り

登
録

を
受

け
た

と
き

。

五
　

不
正

の
手

段
に

よ
り

第
八

条
の

二
第

一
項

の
指

定
を

受
け

た
と

き
。

（
帳

簿
の

記
載

）
（
帳

簿
の

備
付

け
）
 

第
八

条
の

十
四

　
指

定
試

験
機

関
は

、
帳

簿
を

備
え

、
試

験
事

務
に

関
し

経
済

産
業

省
令

、
環

境
省

令
で

定
め

る
事

項
を

記
載

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

※
試

験
機

関
省

令
参

照

第
三

十
三

条
　

登
録

講
習

機
関

は
、

帳
簿

を
備

え
、

講
習

に
関

し
次

に
掲

げ
る

事
項

を
記

載
し

、
こ

れ
を

保
存

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

　
２

一
　

講
習

の
区

分
及

び
実

施
年

月
日

二
　

講
習

受
講

者
の

氏
名

及
び

生
年

月
日

三
　

講
習

修
了

者
の

氏
名

、
生

年
月

日
、

講
習

番
号

、
修

了
番

号
及

び
講

習
の

区
分

（
聴

聞
の

方
法

の
特

例
）

第
八

条
の

十
五

　
第

八
条

の
九

（第
八

条
の

十
第

四
項

に
お

い
て

準
用

す
る

場
合

を
含

む
。

）又
は

第
八

条
の

十
三

の
規

定
に

よ
る

処
分

に
係

る
聴

聞
の

期
日

に
お

け
る

審
理

は
、

公
開

に
よ

り
行

わ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

　
２

　
前

項
の

聴
聞

の
主

宰
者

は
、

行
政

手
続

法
（平

成
五

年
法

律
第

八
十

八
号

）第
十

七
条

第
一

項
の

規
定

に
よ

り
当

該
処

分
に

係
る

利
害

関
係

人
が

当
該

聴
聞

に
関

す
る

手
続

に
参

加
す

る
こ

と
を

求
め

た
と

き
は

、
こ

れ
を

許
可

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

（
指

定
試

験
機

関
が

し
た

処
分

等
に

つ
い

て
の

審
査

請
求

）
 

第
八

条
の

十
六

　
指

定
試

験
機

関
が

行
う

試
験

事
務

に
係

る
処

分
又

は
そ

の
不

作
為

に
つ

い
て

不
服

が
あ

る
者

は
、

経
済

産
業

大
臣

及
び

環
境

大
臣

に
対

し
、

審
査

請
求

を
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

、
経

済
産

業
大

臣
及

び
環

境
大

臣
は

、
行

政
不

服
審

査
法

（平
成

二
十

六
年

法
律

第
六

十
八

号
）第

二
十

五
条

第
二

項
及

び
第

三
項

、
第

四
十

六
条

第
一

項
及

び
第

二
項

並
び

に
第

四
十

九
条

第
三

項
の

規
定

の
適

用
に

つ
い

て
は

、
指

定
試

験
機

関
の

上
級

行
政

庁
と

み
な

す
。

第 八 条 の 十

　
指

定
試

験
機

関
は

、
試

験
事

務
を

行
う

と
き

は
、

公
害

防
止

管
理

者
又

は
公

害
防

止
主

任
管

理
者

と
し

て
必

要
な

知
識

及
び

技
能

を
有

す
る

か
ど

う
か

の
判

定
に

関
す

る
事

務
に

つ
い

て
は

、
試

験
員

に
行

わ
せ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

第 八 条 の 八 第 八 条 の 九 第 八 条 の 十 一 第 八 条 の 十 二

　
経

済
産

業
大

臣
及

び
環

境
大

臣
は

、
前

項
に

定
め

る
も

の
の

ほ
か

、
こ

の
法

律
を

施
行

す
る

た
め

必
要

が
あ

る
と

認
め

る
と

き
は

、
指

定
試

験
機

関
に

対
し

、
試

験
事

務
に

関
し

監
督

上
必

要
な

命
令

を
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

　
経

済
産

業
大

臣
及

び
環

境
大

臣
は

、
指

定
試

験
機

関
が

次
の

各
号

の
一

に
該

当
す

る
と

き
は

、
第

八
条

の
二

第
一

項
の

指
定

を
取

り
消

し
、

又
は

期
間

を
定

め
て

試
験

事
務

の
全

部
若

し
く

は
一

部
の

停
止

を
命

ず
る

こ
と

が
で

き
る

。

　
前

項
の

帳
簿

は
、

経
済

産
業

省
令

、
環

境
省

令
で

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
、

保
存

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

※
試

験
機

関
省

令
参

照

第 八 条 の 十 四 第 八 条 の 十 五第 八 条 の 十 三 第 八 条 の 十 六
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特
定

工
場

に
お

け
る

公
害

防
止

組
織

の
整

備
に

関
す

る
法

律
施

行
規

則
（
昭

和
4
6
年

大
・
厚

・
農

・
通

・
運

令
3
号

）
特

定
工

場
に

お
け

る
公

害
防

止
組

織
の

整
備

に
関

す
る

法
律

（
昭

和
4
6
年

法
律

1
0
7
号

）
特

定
工

場
に

お
け

る
公

害
防

止
組

織
の

整
備

に
関

す
る

法
律

施
行

令
（
昭

和
4
6
年

政
令

2
6
4
号

）

（
経

済
産

業
大

臣
及

び
環

境
大

臣
に

よ
る

試
験

事
務

の
実

施
等

）
第

八
条

の
十

七
　

経
済

産
業

大
臣

及
び

環
境

大
臣

は
、

指
定

試
験

機
関

が
第

八
条

の
六

の
許

可
を

受
け

て
試

験
事

務
の

全
部

若
し

く
は

一
部

を
休

止
し

た
と

き
、

第
八

条
の

十
三

第
二

項
の

規
定

に
よ

り
指

定
試

験
機

関
に

対
し

試
験

事
務

の
全

部
若

し
く

は
一

部
の

停
止

を
命

じ
た

と
き

、
又

は
指

定
試

験
機

関
が

天
災

そ
の

他
の

事
由

に
よ

り
試

験
事

務
の

全
部

若
し

く
は

一
部

を
実

施
す

る
こ

と
が

困
難

と
な

つ
た

場
合

に
お

い
て

必
要

が
あ

る
と

認
め

る
と

き
は

、
試

験
事

務
の

全
部

又
は

一
部

を
自

ら
行

う
も

の
と

す
る

。

　
２

　
経

済
産

業
大

臣
及

び
環

境
大

臣
が

前
項

の
規

定
に

よ
り

試
験

事
務

の
全

部
又

は
一

部
を

自
ら

行
う

場
合

、
指

定
試

験
機

関
が

第
八

条
の

六
の

許
可

を
受

け
て

試
験

事
務

の
全

部
若

し
く

は
一

部
を

廃
止

す
る

場
合

又
は

第
八

条
の

十
三

の
規

定
に

よ
り

経
済

産
業

大
臣

及
び

環
境

大
臣

が
指

定
試

験
機

関
の

指
定

を
取

り
消

し
た

場
合

に
お

け
る

試
験

事
務

の
引

継
ぎ

そ
の

他
必

要
な

事
項

に
つ

い
て

は
、

経
済

産
業

省
令

、
環

境
省

令
で

定
め

る
。

※
試

験
機

関
省

令
参

照

（
公

示
）

（
公

示
）
 

第
八

条
の

十
八

　
経

済
産

業
大

臣
及

び
環

境
大

臣
は

、
次

の
場

合
に

は
、

そ
の

旨
を

官
報

に
公

示
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
第

三
十

五
条

　
経

済
産

業
大

臣
及

び
環

境
大

臣
は

、
次

の
場

合
に

は
、

そ
の

旨
を

官
報

に
公

示
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

一
　

第
八

条
の

二
第

一
項

の
規

定
に

よ
り

試
験

事
務

を
行

わ
せ

る
こ

と
と

し
た

と
き

。
一

　
登

録
を

し
た

と
き

。

二
　

第
八

条
の

六
の

許
可

を
し

た
と

き
。

二
　

第
二

十
四

条
第

一
項

又
は

第
二

十
六

条
の

規
定

に
よ

る
届

出
が

あ
つ

た
と

き
。

三
　

第
八

条
の

十
三

の
規

定
に

よ
り

指
定

を
取

り
消

し
、

又
は

同
条

第
二

項
の

規
定

に
よ

り
試

験
事

務
の

全
部

若
し

く
は

一
部

の
停

止
を

命
じ

た
と

き
。

三
　

第
三

十
二

条
の

規
定

に
よ

り
登

録
を

取
り

消
し

、
又

は
講

習
の

業
務

の
停

止
を

命
じ

た
と

き
。

四
　

前
条

第
一

項
の

規
定

に
よ

り
経

済
産

業
大

臣
及

び
環

境
大

臣
が

試
験

事
務

の
全

部
若

し
く

は
一

部
を

自
ら

行
う

こ
と

と
す

る
と

き
、

又
は

同
項

の
規

定
に

よ
り

自
ら

行
つ

て
い

た
試

験
事

務
の

全
部

若
し

く
は

一
部

を
行

わ
な

い
こ

と
と

す
る

と
き

。

（
修

了
証

書
の

再
交

付
）
 

第
三

十
六

条
　

第
十

八
条

第
五

項
の

修
了

証
書

を
汚

し
、

損
じ

、
又

は
失

つ
て

再
交

付
を

必
要

と
す

る
者

は
、

当
該

修
了

証
書

を
発

行
し

た
者

に
、

そ
の

者
が

定
め

る
修

了
証

書
再

交
付

申
請

書
を

提
出

し
て

再
交

付
を

受
け

る
こ

と
が

で
き

る
。

　
２

　
修

了
証

書
を

汚
し

、
又

は
損

じ
て

そ
の

再
交

付
の

申
請

を
す

る
場

合
は

、
前

項
の

修
了

証
書

再
交

付
申

請
書

に
当

該
修

了
証

書
を

添
付

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

（
公

害
防

止
統

括
者

の
義

務
等

）
第

九
条

　
公

害
防

止
統

括
者

、
公

害
防

止
管

理
者

及
び

公
害

防
止

主
任

管
理

者
並

び
に

こ
れ

ら
の

代
理

者
は

、
そ

の
職

務
を

誠
実

に
行

な
わ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

　
２

　
特

定
工

場
の

従
業

員
は

、
公

害
防

止
統

括
者

、
公

害
防

止
管

理
者

及
び

公
害

防
止

主
任

管
理

者
並

び
に

こ
れ

ら
の

代
理

者
が

そ
の

職
務

を
行

な
う

う
え

で
必

要
で

あ
る

と
認

め
て

す
る

指
示

に
従

わ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

（
公

害
防

止
統

括
者

等
の

解
任

命
令

）
（
法

第
十

条
の

政
令

で
定

め
る

法
令

の
規

定
）
 

第
十

条
　

都
道

府
県

知
事

は
、

公
害

防
止

統
括

者
、

公
害

防
止

管
理

者
若

し
く

は
公

害
防

止
主

任
管

理
者

又
は

こ
れ

ら
の

代
理

者
が

、
こ

の
法

律
、

大
気

汚
染

防
止

法
、

水
質

汚
濁

防
止

法
、

騒
音

規
制

法
、

振
動

規
制

法
若

し
く
は

ダ
イ

オ
キ

シ
ン

類
対

策
特

別
措

置
法

又
は

こ
れ

ら
の

法
律

に
基

づ
く
命

令
の

規
定

そ
の

他
政

令
で

定
め

る
法

令
の

規
定

に
違

反
し

た
と

き
は

、
特

定
事

業
者

に
対

し
、

公
害

防
止

統
括

者
、

公
害

防
止

管
理

者
若

し
く

は
公

害
防

止
主

任
管

理
者

又
は

こ
れ

ら
の

代
理

者
の

解
任

を
命

ず
る

こ
と

が
で

き
る

。

第
十

二
条

　
法

第
十

条
の

政
令

で
定

め
る

法
令

の
規

定
は

、
湖

沼
水

質
保

全
特

別
措

置
法

（昭
和

五
十

九
年

法
律

第
六

十
一

号
）、

特
定

水
道

利
水

障
害

の
防

止
の

た
め

の
水

道
水

源
水

域
の

水
質

の
保

全
に

関
す

る
特

別
措

置
法

（平
成

六
年

法
律

第
九

号
）若

し
く
は

こ
れ

ら
の

法
律

に
基

づ
く

命
令

の
規

定
又

は
大

気
汚

染
防

止
法

（
昭

和
四

十
三

年
法

律
第

九
十

七
号

）、
騒

音
規

制
法

（昭
和

四
十

三
年

法
律

第
九

十
八

号
）、

水
質

汚
濁

防
止

法
（昭

和
四

十
五

年
法

律
第

百
三

十
八

号
）、

振
動

規
制

法
（昭

和
五

十
一

年
法

律
第

六
十

四
号

）、
湖

沼
水

質
保

全
特

別
措

置
法

、
特

定
水

道
利

水
障

害
の

防
止

の
た

め
の

水
道

水
源

水
域

の
水

質
の

保
全

に
関

す
る

特
別

措
置

法
、

ダ
イ

オ
キ

シ
ン

類
対

策
特

別
措

置
法

（
平

成
十

一
年

法
律

第
百

五
号

）若
し

く
は

こ
れ

ら
の

法
律

に
基

づ
く

命
令

の
規

定
に

相
当

す
る

鉱
山

保
安

法
、

ガ
ス

事
業

法
（昭

和
二

十
九

年
法

律
第

五
十

一
号

）、
電

気
事

業
法

（昭
和

三
十

九
年

法
律

第
百

七
十

号
）若

し
く

は
こ

れ
ら

の
法

律
に

基
づ

く
命

令
の

規
定

と
す

る
。

（
報

告
及

び
検

査
）

第
十

一
条

　
都

道
府

県
知

事
は

、
こ

の
法

律
の

施
行

に
必

要
な

限
度

に
お

い
て

、
特

定
事

業
者

に
対

し
、

公
害

防
止

統
括

者
、

公
害

防
止

管
理

者
若

し
く

は
公

害
防

止
主

任
管

理
者

又
は

こ
れ

ら
の

代
理

者
の

職
務

の
実

施
状

況
の

報
告

を
求

め
、

又
は

そ
の

職
員

に
、

特
定

工
場

に
立

ち
入

り
、

書
類

そ
の

他
の

物
件

を
検

査
さ

せ
る

こ
と

が
で

き
る

。

（
報

告
の

徴
収

）
 

第
三

十
四

条
　

経
済

産
業

大
臣

及
び

環
境

大
臣

は
、

講
習

の
実

施
に

必
要

な
限

度
に

お
い

て
、

登
録

講
習

機
関

に
対

し
、

そ
の

業
務

又
は

経
理

の
状

況
に

関
し

報
告

を
さ

せ
る

こ
と

が
で

き
る

。

　
３

（
立

入
検

査
の

身
分

証
明

書
）
 

第
三

十
八

条
　

法
第

十
一

条
第

三
項

の
証

明
書

の
様

式
は

、
立

入
検

査
が

同
条

第
一

項
の

規
定

に
よ

り
行

わ
れ

る
場

合
に

あ
つ

て
は

様
式

第
九

の
と

お
り

と
す

る
。

　
４

　
第

一
項

又
は

第
二

項
の

規
定

に
よ

る
立

入
検

査
の

権
限

は
、

犯
罪

捜
査

の
た

め
に

認
め

ら
れ

た
も

の
と

解
釈

し
て

は
な

ら
な

い
。

（
国

の
指

導
等

）
第

十
二

条
　

国
及

び
地

方
公

共
団

体
は

、
公

害
防

止
管

理
者

又
は

公
害

防
止

主
任

管
理

者
と

し
て

必
要

な
知

識
及

び
技

能
を

習
得

さ
せ

る
た

め
必

要
な

指
導

そ
の

他
の

措
置

を
講

ず
る

よ
う

努
め

る
も

の
と

す
る

。

第 九 条 第 十 条 第 十 一 条 第 十 二 条第 八 条 の 十 八

　
前

二
項

の
規

定
に

よ
り

立
入

検
査

を
す

る
職

員
は

、
そ

の
身

分
を

示
す

証
明

書
を

携
帯

し
、

関
係

人
に

提
示

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

　
２

　
　

経
済

産
業

大
臣

及
び

環
境

大
臣

は
、

こ
の

法
律

の
施

行
に

必
要

な
限

度
に

お
い

て
、

指
定

試
験

機
関

に
対

し
、

そ
の

業
務

又
は

経
理

の
状

況
に

関
し

報
告

を
さ

せ
、

又
は

そ
の

職
員

に
、

指
定

試
験

機
関

の
事

務
所

に
立

ち
入

り
、

業
務

の
状

況
若

し
く

は
帳

簿
、

書
類

そ
の

他
の

物
件

を
検

査
さ

せ
る

こ
と

が
で

き
る

。

第 八 条 の 十 七

127



特
定

工
場

に
お

け
る

公
害

防
止

組
織

の
整

備
に

関
す

る
法

律
施

行
規

則
（
昭

和
4
6
年

大
・
厚

・
農

・
通

・
運

令
3
号

）
特

定
工

場
に

お
け

る
公

害
防

止
組

織
の

整
備

に
関

す
る

法
律

（
昭

和
4
6
年

法
律

1
0
7
号

）
特

定
工

場
に

お
け

る
公

害
防

止
組

織
の

整
備

に
関

す
る

法
律

施
行

令
（
昭

和
4
6
年

政
令

2
6
4
号

）

（
受

験
手

数
料

）
（
受

験
手

数
料

）
 

第
十

二
条

の
二

　
国

家
試

験
を

受
け

よ
う

と
す

る
者

は
、

国
（指

定
試

験
機

関
が

試
験

事
務

の
全

部
を

行
う

場
合

に
あ

つ
て

は
、

指
定

試
験

機
関

）に
、

実
費

を
勘

案
し

て
政

令
で

定
め

る
額

の
受

験
手

数
料

を
納

付
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

第
十

三
条

　
法

第
十

二
条

の
二

第
一

項
の

受
験

手
数

料
の

額
は

、
次

の
各

号
に

掲
げ

る
国

家
試

験
の

区
分

ご
と

に
、

そ
れ

ぞ
れ

当
該

各
号

に
定

め
る

と
お

り
と

す
る

。

第
三

十
七

条
　

法
第

十
二

条
の

二
第

一
項

に
規

定
す

る
受

験
手

数
料

及
び

第
十

七
条

第
三

項
に

規
定

す
る

再
交

付
手

数
料

は
、

収
入

印
紙

を
も

つ
て

（指
定

試
験

機
関

に
納

付
す

る
場

合
に

あ
つ

て
は

、
試

験
事

務
規

程
で

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
）納

付
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

一
　

別
表

第
三

の
一

の
項

、
三

の
項

、
五

の
項

、
七

の
項

及
び

十
二

の
項

の
中

欄
に

掲
げ

る
区

分
に

つ
い

て
行

う
公

害
防

止
管

理
者

試
験

並
び

に
公

害
防

止
主

任
管

理
者

試
験

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

八
千

七
百

円

二
　

前
号

に
規

定
す

る
公

害
防

止
管

理
者

試
験

以
外

の
公

害
防

止
管

理
者

試
験

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

八
千

二
百

円

　
２

　
前

項
の

規
定

に
よ

り
指

定
試

験
機

関
に

納
め

ら
れ

た
受

験
手

数
料

は
、

指
定

試
験

機
関

の
収

入
と

す
る

。

（
経

過
措

置
）

第
十

三
条

　
こ

の
法

律
の

規
定

に
基

づ
き

、
政

令
を

制
定

し
、

又
は

改
廃

す
る

場
合

に
お

い
て

は
、

そ
の

政
令

で
、

そ
の

制
定

又
は

改
廃

に
伴

い
合

理
的

に
必

要
と

判
断

さ
れ

る
範

囲
内

に
お

い
て

、
所

要
の

経
過

措
置

（罰
則

に
関

す
る

経
過

措
置

を
含

む
。

）
を

定
め

る
こ

と
が

で
き

る
。

（
市

町
村

が
処

理
す

る
事

務
）

（
市

町
村

が
処

理
す

る
事

務
）
 

（
条

例
等

に
係

る
適

用
除

外
）
 

第
十

四
条

　
こ

の
法

律
に

規
定

す
る

都
道

府
県

知
事

の
権

限
に

属
す

る
事

務
の

一
部

は
、

政
令

で
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

、
政

令
で

定
め

る
市

の
長

（政
令

で
定

め
る

特
別

区
の

区
長

を
含

む
も

の
と

し
、

第
二

条
各

号
の

政
令

で
定

め
る

施
設

の
う

ち
騒

音
発

生
施

設
又

は
振

動
発

生
施

設
の

み
が

設
置

さ
れ

て
い

る
特

定
工

場
に

係
る

事
務

に
つ

い
て

は
、

市
町

村
長

と
す

る
。

）が
行

う
こ

と
と

す
る

こ
と

が
で

き
る

第
十

四
条

　
法

に
規

定
す

る
都

道
府

県
知

事
の

権
限

に
属

す
る

事
務

の
う

ち
、

騒
音

発
生

施
設

又
は

振
動

発
生

施
設

の
み

が
設

置
さ

れ
て

い
る

工
場

に
係

る
事

務
は

市
町

村
長

が
、

次
の

各
号

に
掲

げ
る

工
場

に
係

る
事

務
は

そ
れ

ぞ
れ

当
該

各
号

に
掲

げ
る

市
の

長
が

行
う

こ
と

と
す

る
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

は
、

法
中

こ
の

項
前

段
に

規
定

す
る

事
務

に
係

る
都

道
府

県
知

事
に

関
す

る
規

定
は

、
市

町
村

長
又

は
市

の
長

に
関

す
る

規
定

と
し

て
そ

れ
ぞ

れ
市

町
村

長
又

は
当

該
各

号
に

掲
げ

る
市

の
長

に
適

用
が

あ
る

も
の

と
す

る
。

第
三

十
九

条
　

第
十

条
の

二
、

第
十

二
条

及
び

前
条

（都
道

府
県

知
事

の
事

務
に

係
る

部
分

に
限

る
。

）の
規

定
は

、
都

道
府

県
の

条
例

、
規

則
そ

の
他

の
定

め
に

別
段

の
定

め
が

あ
る

と
き

は
、

そ
の

限
度

に
お

い
て

適
用

し
な

い
。

一
　

ば
い

煙
発

生
施

設
、

一
般

粉
じ

ん
発

生
施

設
、

特
定

粉
じ

ん
発

生
施

設
又

は
ダ

イ
オ

キ
シ

ン
類

発
生

施
設

が
設

置
さ

れ
て

い
る

工
場

　
地

方
自

治
法

（昭
和

二
十

二
年

法
律

第
六

十
七

号
）第

二
百

五
十

二
条

の
十

九
第

一
項

の
指

定
都

市
（以

下
こ

の
条

に
お

い
て

「指
定

都
市

」と
い

う
。

）及
び

同
法

第
二

百
五

十
二

条
の

二
十

二
第

一
項

の
中

核
市

（以
下

こ
の

条
に

お
い

て
「中

核
市

」と
い

う
。

）

　
２

　
第

十
条

の
二

、
第

十
二

条
及

び
前

条
（市

町
村

長
の

事
務

に
係

る
部

分
に

限
る

。
）
の

規
定

は
、

市
町

村
の

条
例

、
規

則
そ

の
他

の
定

め
に

別
段

の
定

め
が

あ
る

と
き

は
、

そ
の

限
度

に
お

い
て

適
用

し
な

い
。

二
　

前
号

に
掲

げ
る

工
場

以
外

の
工

場
（騒

音
発

生
施

設
又

は
振

動
発

生
施

設
の

み
が

設
置

さ
れ

て
い

る
工

場
を

除
く
。

）
指

定
都

市
及

び
中

核
市

並
び

に
市

川
市

、
松

戸
市

、
市

原
市

、
藤

沢
市

及
び

徳
島

市

※
参

考
附

　
則

　
（平

成
二

七
年

一
月

三
〇

日
政

令
第

三
〇

号
）
　

抄
（特

定
工

場
に

お
け

る
公

害
防

止
組

織
の

整
備

に
関

す
る

法
律

施
行

令
の

一
部

改
正

に
伴

う
経

過
措

置
）

第
九

条
　

施
行

時
特

例
市

に
つ

い
て

は
、

第
二

十
四

条
の

規
定

に
よ

る
改

正
前

の
特

定
工

場
に

お
け

る
公

害
防

止
組

織
の

整
備

に
関

す
る

法
律

施
行

令
第

十
四

条
（同

条
第

二
号

及
び

第
三

号
に

係
る

部
分

に
限

る
。

）
の

規
定

は
、

な
お

そ
の

効
力

を
有

す
る

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、

同
条

第
二

号
中

「
前

号
に

掲
げ

る
」
と

あ
る

の
は

「
ば

い
煙

発
生

施
設

、
特

定
粉

じ
ん

発
生

施
設

又
は

ダ
イ

オ
キ

シ
ン

類
発

生
施

設
が

設
置

さ
れ

て
い

る
」と

、
「地

方
自

治
法

第
二

百
五

十
二

条
の

二
十

六
の

三
第

一
項

の
特

例
市

」
と

あ
る

の
は

「地
方

自
治

法
の

一
部

を
改

正
す

る
法

律
（平

成
二

十
六

年
法

律
第

四
十

二
号

）附
則

第
二

条
に

規
定

す
る

施
行

時
特

例
市

」と
、

「
「特

例
市

」
と

あ
る

の
は

「「
施

行
時

特
例

市
」と

、
同

条
第

三
号

中
「前

二
号

に
掲

げ
る

」と
あ

る
の

は
「ば

い
煙

発
生

施
設

、
一

般
粉

じ
ん

発
生

施
設

、
特

定
粉

じ
ん

発
生

施
設

又
は

ダ
イ

オ
キ

シ
ン

類
発

生
施

設
が

設
置

さ
れ

て
い

る
」と

、
「特

例
市

」と
あ

る
の

は
「施

行
時

特
例

市
」と

す
る

。

（
主

務
省

令
）
 

第
十

五
条

　
こ

の
法

律
に

お
い

て
主

務
省

令
は

、
環

境
大

臣
及

び
第

二
条

の
政

令
で

定
め

る
業

種
に

属
す

る
事

業
を

所
管

す
る

大
臣

の
発

す
る

命
令

と
す

る
。

（
罰

則
）

第
十

五
条

の
二

　
第

八
条

の
十

一
第

一
項

の
規

定
に

違
反

し
た

者
は

、
一

年
以

下
の

懲
役

又
は

五
十

万
円

以
下

の
罰

金
に

処
す

る
。

第 十 五 条 の 三

第
十

五
条

の
三

　
第

八
条

の
十

三
第

二
項

の
規

定
に

よ
る

試
験

事
務

の
停

止
の

命
令

に
違

反
し

た
と

き
は

、
そ

の
違

反
行

為
を

し
た

指
定

試
験

機
関

の
役

員
又

は
職

員
は

、
一

年
以

下
の

懲
役

又
は

五
十

万
円

以
下

の
罰

金
に

処
す

る
。

第
十

六
条

　
次

の
各

号
の

一
に

該
当

す
る

者
は

、
五

十
万

円
以

下
の

罰
金

に
処

す
る

。

一
　

第
三

条
第

一
項

、
第

四
条

第
一

項
、

第
五

条
第

一
項

又
は

第
六

条
第

一
項

の
規

定
に

違
反

し
た

者
※

特
定

事
業

者
の

統
括

者
、

管
理

者
、

主
任

管
理

者
の

選
任

義
務

違
反

二
　

第
十

条
の

規
定

に
よ

る
命

令
に

違
反

し
た

者
※

特
定

事
業

者
の

統
括

者
、

管
理

者
、

主
任

管
理

者
の

解
任

命
令

違
反

第
十

六
条

の
二

　
次

の
各

号
の

一
に

該
当

す
る

と
き

は
、

そ
の

違
反

行
為

を
し

た
指

定
試

験
機

関
の

役
員

又
は

職
員

は
、

二
十

万
円

以
下

の
罰

金
に

処
す

る
。

一
　

第
八

条
の

六
の

許
可

を
受

け
な

い
で

試
験

事
務

の
全

部
を

廃
止

し
た

と
き

。

二
　

第
八

条
の

十
四

第
一

項
の

規
定

に
違

反
し

て
帳

簿
を

備
え

ず
、

帳
簿

に
記

載
せ

ず
、

若
し

く
は

帳
簿

に
虚

偽
の

記
載

を
し

、
又

は
同

条
第

二
項

の
規

定
に

違
反

し
て

帳
簿

を
保

存
し

な
か

つ
た

と
き

。

三
　

第
十

一
条

第
二

項
の

規
定

に
よ

る
報

告
を

せ
ず

、
若

し
く
は

虚
偽

の
報

告
を

し
、

又
は

同
項

の
規

定
に

よ
る

検
査

を
拒

み
、

妨
げ

、
若

し
く

は
忌

避
し

た
と

き
。

第 十 六 条 の 二第 十 三 条第 十 二 条 の 二 第 十 五 条 第 十 五 条 の 二 第 十 六 条第 十 四 条

（
手

数
料

の
納

付
）
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特
定

工
場

に
お

け
る

公
害

防
止

組
織

の
整

備
に

関
す

る
法

律
施

行
規

則
（
昭

和
4
6
年

大
・
厚

・
農

・
通

・
運

令
3
号

）
特

定
工

場
に

お
け

る
公

害
防

止
組

織
の

整
備

に
関

す
る

法
律

（
昭

和
4
6
年

法
律

1
0
7
号

）
特

定
工

場
に

お
け

る
公

害
防

止
組

織
の

整
備

に
関

す
る

法
律

施
行

令
（
昭

和
4
6
年

政
令

2
6
4
号

）

第
十

七
条

　
次

の
各

号
の

一
に

該
当

す
る

者
は

、
二

十
万

円
以

下
の

罰
金

に
処

す
る

。

一
　

第
三

条
第

三
項

（
第

四
条

第
三

項
、

第
五

条
第

三
項

又
は

第
六

条
第

二
項

に
お

い
て

準
用

す
る

場
合

を
含

む
。

）
の

規
定

に
よ

る
届

出
を

せ
ず

、
又

は
虚

偽
の

届
出

を
し

た
者

※
特

定
事

業
者

の
統

括
者

、
管

理
者

、
主

任
管

理
者

の
届

出
義

務
違

反

二
　

第
十

一
条

第
一

項
の

規
定

に
よ

る
報

告
を

せ
ず

、
若

し
く
は

虚
偽

の
報

告
を

し
、

又
は

同
項

の
規

定
に

よ
る

検
査

を
拒

み
、

妨
げ

、
若

し
く

は
忌

避
し

た
者

※
特

定
事

業
者

の
職

務
報

告
義

務
、

立
入

検
査

拒
否

違
反

第 十 八 条

第
十

八
条

　
法

人
の

代
表

者
又

は
法

人
若

し
く
は

人
の

代
理

人
、

使
用

人
そ

の
他

の
従

業
者

が
そ

の
法

人
又

は
人

の
業

務
に

関
し

、
第

十
六

条
又

は
前

条
の

違
反

行
為

を
し

た
と

き
は

、
行

為
者

を
罰

す
る

ほ
か

、
そ

の
法

人
又

は
人

に
対

し
て

、
各

本
条

の
刑

を
科

す
る

。

第 十 九 条

第
十

九
条

　
第

六
条

の
二

第
二

項
の

規
定

に
よ

る
届

出
を

せ
ず

、
又

は
虚

偽
の

届
出

を
し

た
者

は
、

十
万

円
以

下
の

過
料

に
処

す
る

。
※

特
定

事
業

者
の

地
位

の
承

継
届

出
義

務
違

反

（主
務

省
令

） 
第

十
五

条
　

こ
の

政
令

に
お

い
て

主
務

省
令

は
、

環
境

大
臣

及
び

第
一

条
に

掲
げ

る
業

種
に

属
す

る
事

業
を

所
管

す
る

大
臣

の
発

す
る

命
令

と
す

る
。

附
　

則
附

　
則

附
　

則
こ

の
法

律
は

、
公

布
の

日
（昭

和
四

六
年

六
月

一
〇

日
）か

ら
施

行
す

る
。

た
だ

し
、

第
三

条
か

ら
第

六
条

ま
で

の
規

定
は

、
公

布
の

日
か

ら
起

算
し

て
一

年
三

月
を

経
過

し
た

日
か

ら
施

行
す

る
。

こ
の

政
令

は
、

公
布

の
日

（昭
和

四
六

年
八

月
十

一
日

）か
ら

施
行

す
る

。
た

だ
し

、
第

六
条

か
ら

第
九

条
ま

で
の

規
定

は
、

昭
和

四
十

七
年

九
月

十
日

か
ら

施
行

す
る

。

こ
の

省
令

は
、

公
布

の
日

（昭
和

四
六

年
八

月
三

十
一

）か
ら

施
行

す
る

。
た

だ
し

、
第

二
条

か
ら

第
十

二
条

ま
で

の
規

定
は

、
昭

和
四

七
年

九
月

十
日

か
ら

施
行

す
る

。

第 十 七 条
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一 水質汚濁防止法施行令別表第一(以下単に「別表第一」という。)第十九号に掲げる

施設(トリクロロエチレン又はテトラクロロエチレンを使用する染色又は薬液浸透の用

に供するものに限る。) 

二 別表第一第二十二号に掲げる施設(六価クロム化合物又は砒
ひ

素化合物を使用する木材

の薬品処理の用に供するものに限る。) 

三 別表第一第二十三号の二に掲げる施設(トリクロロエチレン又はテトラクロロエチレ

ンを使用する自動式のフイルムの現像洗浄又は自動式の感光膜付印刷版の現像洗浄の

用に供するものに限る。) 

四 別表第一第二十四号に掲げる施設(ふつ素若しくはその化合物を含有する物質、ほう

素若しくはその化合物又はアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物若しくは

硝酸化合物を原料として使用する化学肥料の製造の用に供するものに限る。) 

五 削除 

六 別表第一第二十六号に掲げる施設(カドミウム若しくはその化合物、鉛若しくはその

化合物又は水銀若しくはその化合物を含有する無機顔料の製造の用に供するものに限

る。) 

七 別表第一第二十七号に掲げる施設(水質汚濁防止法施行令第二条各号に掲げる物質

(以下「有害物質」という。)又はこれらを含有する物質を原料又は触媒として使用す

る無機化学工業製品の製造の用に供するもの及び黄燐
りん

の製造の用に供するものに限

る。) 

八 別表第一第二十八号に掲げる施設(塩化ビニルモノマーの製造の用に供するものに限

る。) 

九 別表第一第二十九号に掲げる施設 

十 別表第一第三十一号に掲げる施設(トリクロロエチレン又はテトラクロロエチレンを

原料として使用するフロンガスの製造の用に供するものに限る。) 

十一 別表第一第三十二号に掲げる施設(トリクロロエチレン若しくはテトラクロロエチ

レンを原料として使用する有機顔料若しくは合成染料の製造の用に供するもの又は銅

フタロシアニン系顔料の製造の用に供するものに限る。) 

十二 別表第一第三十三号に掲げる施設(塩化ビニルモノマーを原料として使用する合成
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樹脂の製造の用に供するもの、トリクロロエチレン若しくはテトラクロロエチレンを

溶剤として使用するふつ素樹脂の製造の用に供するもの、一・四―ジオキサンを溶剤

として使用する合成樹脂の製造の用に供するもの又はポリエチレンテレフタレートの

製造の用に供するものに限る。) 

十三 別表第一第三十四号に掲げる施設(テトラクロロエチレンを含有する物質若しくは

二―クロロエチルビニルエーテルを原料として使用する合成ゴムの製造の用に供する

もの又はニトリル・ブタジエンゴムの製造の用に供するものに限る。) 

十四 別表第一第三十五号に掲げる施設(二―クロロエチルビニルエーテルの製造の用に

供するものに限る。) 

十五 別表第一第三十七号に掲げる施設(トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、

アクリロニトリル、テレフタル酸(カドミウム化合物を触媒として使用して製造するも

のに限る。)、メチルメタアクリレートモノマー、ウレタン原料(硝酸化合物を原料と

して使用して製造するものに限る。)、高級アルコール(一分子を構成する炭素の原子

の数が六個以上のアルコールをいい、ほう素化合物を触媒として使用して製造するも

のに限る。)、キシレン(ほう素化合物を触媒として使用し、又はふつ素化合物を溶剤

として使用して製造するものに限る。)、アルキルベンゼン(ふつ素化合物を触媒とし

て使用して製造するものに限る。)若しくはエチレンオキサイドの製造の用に供するも

の又はエチレンオキサイドを原料として使用する石油化学製品の製造の用に供するも

のに限る。) 

十六 別表第一第三十八号の二に掲げる施設 

十七 別表第一第四十一号に掲げる施設(トリクロロエチレン又はテトラクロロエチレン

を使用する抽出の用に供するものに限る。) 

十八 別表第一第四十三号に掲げる施設 

十九 別表第一第四十六号に掲げる施設(有害物質若しくはこれらを含有する物質を原料

若しくは触媒として使用し、又はトリクロロエチレン、テトラクロロエチレン若しく

は一・四―ジオキサンを溶剤として使用する有機化学工業製品の製造の用に供するも

のに限る。) 

二十 別表第一第四十七号に掲げる施設(水銀若しくはその化合物、鉛若しくはその化合

物若しくは砒
ひ

素若しくはその化合物若しくはこれらを含有する物質を原料若しくは触

媒として使用し、又はトリクロロエチレン、テトラクロロエチレン若しくは一・四―

ジオキサンを溶剤として使用する医薬品の製造の用に供するものに限る。) 
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二十一 別表第一第四十八号に掲げる施設(ほう素若しくはその化合物、ふつ素若しくは

その化合物又はアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物若しくは硝酸化合物

を原料として使用する火薬の製造の用に供するものに限る。) 

二十二 別表第一第五十号に掲げる施設(トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン又

は一・四―ジオキサンの試薬の製造の用に供するものに限る。) 

二十三 別表第一第五十一号に掲げる施設(トリクロロエチレンを使用する潤滑油の洗浄

の用に供するものに限る。) 

二十四 別表第一第五十三号に掲げる施設(硫化カドミウム、炭酸カドミウム、酸化鉛、

ほう素若しくはその化合物若しくはふつ素化合物を原料として使用するガラス若しく

はガラス製品の製造の用に供するもの又はトリクロロエチレン若しくはふつ素若しく

はその化合物を使用する研摩洗浄の用に供するものに限る。) 

二十五 別表第一第五十八号に掲げる施設(ほう素化合物を原料として使用するうわ薬原

料の精製の用に供するものに限る。) 

二十六 別表第一第六十一号に掲げる施設(コークスの製造又は転炉ガスの冷却洗浄の用

に供するものに限る。) 

二十七 別表第一第六十二号に掲げる施設(銅、鉛若しくは亜鉛の第一次製錬若しくは鉛

若しくは亜鉛の第二次製錬、水銀の精製又はふつ素化合物を原料として使用するウラ

ンの酸化物の製造の用に供するものに限る。) 

二十八 別表第一第六十三号に掲げる施設(液体浸炭による焼入れ、シアン化合物若しく

は六価クロム化合物を使用する電解式洗浄、カドミウム電極若しくは鉛電極の化成又

は水銀の精製の用に供するものに限る。) 

二十九 別表第一第六十三号の三に掲げる施設 

三十 別表第一第六十四号に掲げる施設(コークス炉ガス又はコークスの製造の用に供す

るものに限る。) 

三十一 別表第一第六十五号に掲げる施設(クロム酸、ほう素若しくはその化合物、ふつ

素若しくはその化合物又はアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物若しくは

硝酸化合物による表面処理の用に供するものに限る。) 

三十二 別表第一第六十六号に掲げる施設(カドミウム化合物、シアン化合物、六価クロ

ム化合物、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ほう素化合物、ふつ素化合

物又はアンモニウム化合物、亜硝酸化合物若しくは硝酸化合物を使用する電気めつき

の用に供するものに限る。) 
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三十三 別表第一第六十六号の二に掲げる施設 

三十四 別表第一第七十一号の五に掲げる施設 

三十五 別表第一第七十一号の六に掲げる施設 
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別表第二(第八条、第十一条関係) 

一 第七条第一項第一号に掲げるばい煙発

生施設で排出ガス量が四万立方メート

ル以上の工場に設置されているもの 

別表第三の一の項の中欄に掲げる区分について

行う公害防止管理者試験に合格した者又は同項

の下欄に掲げる資格を有する者(以下「大気関

係第一種有資格者」という。) 

二 第七条第一項第一号に掲げるばい煙発

生施設で排出ガス量が四万立方メート

ル未満の工場に設置されているもの 

大気関係第一種有資格者又は別表第三の二の項

の中欄に掲げる区分について行う公害防止管理

者試験に合格した者若しくは同項の下欄に掲げ

る資格を有する者(以下「大気関係第二種有資

格者」という。) 

三 第七条第一項第二号に掲げるばい煙発

生施設で排出ガス量が四万立方メート

ル以上の工場に設置されているもの 

大気関係第一種有資格者又は別表第三の三の項

の中欄に掲げる区分について行う公害防止管理

者試験に合格した者若しくは同項の下欄に掲げ

る資格を有する者(以下「大気関係第三種有資

格者」という。) 

四 第七条第一項第二号に掲げるばい煙発

生施設で排出ガス量が四万立方メート

ル未満の工場に設置されているもの 

大気関係第一種有資格者、大気関係第二種有資

格者、大気関係第三種有資格者又は別表第三の

四の項の中欄に掲げる区分について行う公害防

止管理者試験に合格した者若しくは同項の下欄

に掲げる資格を有する者 

五 第七条第二項第一号に掲げる汚水等排

出施設で排出水量が一万立方メートル

以上の工場に設置されているもの 

別表第三の五の項の中欄に掲げる区分について

行う公害防止管理者試験に合格した者又は同項

の下欄に掲げる資格を有する者(以下「水質関

係第一種有資格者」という。) 

六 第七条第二項第一号に掲げる汚水等排

出施設で排出水量が一万立方メートル

未満の工場又は特定地下浸透水を浸透

させている工場に設置されているもの 

水質関係第一種有資格者又は別表第三の六の項

の中欄に掲げる区分について行う公害防止管理

者試験に合格した者若しくは同項の下欄に掲げ

る資格を有する者(以下「水質関係第二種有資

格者」という。) 

七 第七条第二項第二号に掲げる汚水等排 水質関係第一種有資格者又は別表第三の七の項
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出施設で排出水量が一万立方メートル

以上の工場に設置されているもの 

の中欄に掲げる区分について行う公害防止管理

者試験に合格した者若しくは同項の下欄に掲げ

る資格を有する者(以下「水質関係第三種有資

格者」という。) 

八 第七条第二項第二号に掲げる汚水等排

出施設で排出水量が一万立方メートル

未満の工場に設置されているもの 

水質関係第一種有資格者、水質関係第二種有資

格者、水質関係第三種有資格者又は別表第三の

八の項の中欄に掲げる区分について行う公害防

止管理者試験に合格した者若しくは同項の下欄

に掲げる資格を有する者 

九 騒音発生施設又は振動発生施設 別表第三の九の項の中欄に掲げる区分について

行う公害防止管理者試験に合格した者又は同項

の下欄に掲げる資格を有する者 

十 特定粉じん発生施設 四の項の下欄に掲げる者又は別表第三の十の項

の中欄に掲げる区分について行う公害防止管理

者試験に合格した者若しくは同項の下欄に掲げ

る資格を有する者 

十一 一般粉じん発生施設 十の項の下欄に掲げる者又は別表第三の十一の

項の中欄に掲げる区分について行う公害防止管

理者試験に合格した者若しくは同項の下欄に掲

げる資格を有する者 

十二 ダイオキシン類発生施設 別表第三の十二の項の中欄に掲げる区分につい

て行う公害防止管理者試験に合格した者又は同

項の下欄に掲げる資格を有する者 
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別表第三(第十条、第十一条の二、第十三条関係) 

一 別表第二の一の項の中欄に掲げるばい

煙発生施設について選任すべき公害防

止管理者 

次に掲げる者で主務省令で定めるところにより

経済産業大臣及び環境大臣の登録を受けた者が

行う講習の課程を修了したもの 

一 技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第

二条第一項に規定する技術士(主務省令で定め

る選択科目を選択したものに限る。) 

二 計量法(平成四年法律第五十一号)第百二十

二条第一項に規定する計量士(主務省令で定め

る区分に係るものに限る。) 

二 別表第二の二の項の中欄に掲げるばい

煙発生施設について選任すべき公害防

止管理者 

次に掲げる者で主務省令で定めるところにより

経済産業大臣及び環境大臣の登録を受けた者が

行う講習の課程を修了したもの 

一 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七

号)第十二条第一項に規定する免許(主務省令

で定める種類のものに限る。)を受けた者であ

つて、主務省令で定める業務に係る衛生管理

者(同項に規定する衛生管理者をいう。以下同

じ。)として一年以上その職務に従事したもの 

二 鉱山保安法及び経済産業省設置法の一部を

改正する法律(平成十六年法律第九十四号)第

一条の規定による改正前の鉱山保安法第十八

条の規定による保安技術管理者、副保安技術

管理者若しくは保安監督員の国家試験に合格

した者(以下「保安技術管理者等」という。)

又は同条の規定による鉱害防止係員に係る国

家試験に合格した者 

三 毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三

百三号)第七条第一項に規定する毒物劇物取扱

責任者として一年以上その職務に従事した者 

四 薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)
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第二条の規定による免許を受けている者 

五 一の項の下欄各号に掲げる者 

六 前各号に掲げる者のほか、主務省令で定め

る学歴及び実務の経験を有する者 

三 別表第二の三の項の中欄に掲げるばい

煙発生施設について選任すべき公害防

止管理者 

次に掲げる者で主務省令で定めるところにより

経済産業大臣及び環境大臣の登録を受けた者が

行う講習の課程を修了したもの 

一 保安技術管理者等 

二 エネルギーの使用の合理化等に関する法律

(昭和五十四年法律第四十九号)第五十一条第

一項の規定によるエネルギー管理士免状の交

付を受けている者 

三 ガス事業法第二十六条第一項の甲種ガス主

任技術者免状の交付を受けている者 

四 労働安全衛生法第十四条に規定する免許(主

務省令で定める種類のものに限る。)を受けて

いる者 

五 電気事業法第四十四条第一項第一号の第一

種電気主任技術者免状、同項第二号の第二種

電気主任技術者免状、同項第六号の第一種ボ

イラー・タービン主任技術者免状又は同項第

七号の第二種ボイラー・タービン主任技術者

免状の交付を受けている者 

六 技術士法第二条第一項に規定する技術士(主

務省令で定める選択科目を選択したものに限

る。) 

七 一の項の下欄第二号に掲げる者 

八 前各号に掲げる者のほか、主務省令で定め

る学歴及び実務の経験を有する者 

四 別表第二の四の項の中欄に掲げるばい

煙発生施設について選任すべき公害防

次に掲げる者で主務省令で定めるところにより

経済産業大臣及び環境大臣の登録を受けた者が
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止管理者 行う講習の課程を修了したもの 

一 ガス事業法第二十六条第一項の乙種ガス主

任技術者免状の交付を受けている者 

二 労働安全衛生法第十四条に規定する免許(主

務省令で定める種類のものに限る。)を受けて

いる者 

三 一の項の下欄第二号に掲げる者 

四 三の項の下欄第二号から第六号までに掲げ

る者 

五 前各号に掲げる者のほか、主務省令で定め

る学歴及び実務の経験を有する者 

五 別表第二の五の項の中欄に掲げる汚水

等排出施設について選任すべき公害防

止管理者 

次に掲げる者で主務省令で定めるところにより

経済産業大臣及び環境大臣の登録を受けた者が

行う講習の課程を修了したもの 

一 技術士法第二条第一項に規定する技術士(主

務省令で定める選択科目を選択したものに限

る。) 

二 一の項の下欄第二号に掲げる者 

三 二の項の下欄第四号に掲げる者 

六 別表第二の六の項の中欄に掲げる汚水

等排出施設について選任すべき公害防

止管理者 

次に掲げる者で主務省令で定めるところにより

経済産業大臣及び環境大臣の登録を受けた者が

行う講習の課程を修了したもの 

一 一の項の下欄第二号に掲げる者 

二 二の項の下欄第一号から第四号までに掲げ

る者 

三 三の項の下欄第三号又は四の項の下欄第一

号に掲げる者 

四 五の項の下欄第一号に掲げる者 

五 前各号に掲げる者のほか、主務省令で定め

る学歴及び実務の経験を有する者 

七 別表第二の七の項の中欄に掲げる汚水 次に掲げる者で主務省令で定めるところにより
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等排出施設について選任すべき公害防

止管理者 

経済産業大臣及び環境大臣の登録を受けた者が

行う講習の課程を修了したもの 

一 技術士法第二条第一項に規定する技術士(主

務省令で定める選択科目を選択したものに限

る。) 

二 一の項の下欄第二号に掲げる者 

三 二の項の下欄第四号に掲げる者 

四 三の項の下欄第一号に掲げる者 

五 前各号に掲げる者のほか、主務省令で定め

る学歴及び実務の経験を有する者 

八 別表第二の八の項の中欄に掲げる汚水

等排出施設について選任すべき公害防

止管理者 

次に掲げる者で主務省令で定めるところにより

経済産業大臣及び環境大臣の登録を受けた者が

行う講習の課程を修了したもの 

一 採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)

第三十二条の二第一項第二号に規定する採石

業務管理者として一年以上その職務に従事し

た者 

二 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安

全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律

第百四十五号)第二十三条の三十四第三項の規

定により再生医療等製品の製造の管理をする

者として一年以上その職務に従事したもの又

は同法第六十八条の十六第一項の規定により

生物由来製品の製造の管理をする者として一

年以上その職務に従事したもの 

三 一の項の下欄第二号に掲げる者 

四 二の項の下欄第四号に掲げる者 

五 七の項の下欄第一号に掲げる者 

六 前各号に掲げる者のほか、主務省令で定め

る学歴及び実務の経験を有する者 

九 騒音発生施設又は振動発生施設につい 次に掲げる者で主務省令で定めるところにより
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て選任すべき公害防止管理者 経済産業大臣及び環境大臣の登録を受けた者が

行う講習の課程を修了したもの 

一 労働安全衛生法第十二条第一項に規定する

免許(主務省令で定める種類のものに限る。)

を受けた者であつて、主務省令で定める業務

に係る衛生管理者として一年以上その職務に

従事したもの 

二 技術士法第二条第一項に規定する技術士(主

務省令で定める選択科目を選択したものに限

る。) 

三 計量法第百二十二条第一項に規定する計量

士(主務省令で定める区分に係るものに限

る。) 

四 前三号に掲げる者のほか、主務省令で定め

る学歴及び実務の経験を有する者 

十 特定粉じん発生施設について選任すべ

き公害防止管理者 

次に掲げる者で主務省令で定めるところにより

経済産業大臣及び環境大臣の登録を受けた者が

行う講習の課程を修了したもの 

一 労働安全衛生法第十二条第一項に規定する

免許(主務省令で定める種類のものに限る。)

を受けた者であつて、主務省令で定める業務

に係る衛生管理者として一年以上その職務に

従事したもの 

二 作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八

号)第二条第五号に規定する第一種作業環境測

定士 

三 技術士法第二条第一項に規定する技術士(主

務省令で定める選択科目を選択したものに限

る。) 

四 一の項の下欄第二号に掲げる者 

五 前各号に掲げる者のほか、主務省令で定め
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る学歴及び実務の経験を有する者 

十一 一般粉じん発生施設について選任すべ

き公害防止管理者 

次に掲げる者で主務省令で定めるところにより

経済産業大臣及び環境大臣の登録を受けた者が

行う講習の課程を修了したもの 

一 一の項の下欄第二号に掲げる者 

二 八の項の下欄第一号に掲げる者 

三 十の項の下欄第一号から第三号までに掲げ

る者 

四 前三号に掲げる者のほか、主務省令で定め

る学歴及び実務の経験を有する者 

十二 ダイオキシン類発生施設について選任

すべき公害防止管理者 

次に掲げる者で主務省令で定めるところにより

経済産業大臣及び環境大臣の登録を受けた者が

行う講習の課程を修了したもの 

一 技術士法第二条第一項に規定する技術士(主

務省令で定める選択科目を選択したものに限

る。) 

二 一の項の下欄第二号に掲げる者 

三 二の項の下欄第一号から第四号までに掲げ

る者 

四 十の項の下欄第二号に掲げる者 

五 別表第二の二の項の下欄に掲げる者であ

り、かつ、同表の六の項の下欄に掲げる者で

あるもの 

六 前各号に掲げる者のほか、主務省令で定め

る学歴及び実務の経験を有する者 
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○特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則 

 

別表第一(第十一条関係) 

公害防止

管理者の

種類 

学歴及び実務の経験 

学歴 実務の内

容 

経験年数 

大気関係

第二種公

害防止管

理者、大

気関係第

三種公害

防止管理

者及び大

気関係第

四種公害

防止管理

者 

一 学校教育法に基づく大学(短期大学を

除く。)又は旧大学令(大正七年勅令第三

百八十八号)に基づく大学において薬

学、工学又は化学の課程を修めて卒業

したこと。 

ばい煙発

生施設又

はばい煙

を処理す

るための

施設の維

持及び管

理 

大気関係第二種公害防止管理

者及び大気関係第四種公害防

止管理者にあつては三年、大

気関係第三種公害防止管理者

にあつては五年 

二 学校教育法に基づく短期大学（同法に

基づく専門職大学の前期課程を含

む。）若しくは旧専門学校令(明治三十

六年勅令第六十一号)に基づく専門学校

において薬学、工学若しくは化学の課

程を修めて卒業したこと（同法に基づ

く専門職大学の前期課程にあっては、

修了したこと）又は主務大臣がこれと

同等以上であると認める学力を有する

こと。 

大気関係第二種公害防止管理

者及び大気関係第四種公害防

止管理者にあつては五年、大

気関係第三種公害防止管理者

にあつては七年 

三 学校教育法に基づく高等学校若しくは

旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六

号)に基づく中等学校を卒業したこと又

は主務大臣がこれと同等以上であると

認める学力を有すること。 

  大気関係第二種公害防止管理

者及び大気関係第四種公害防

止管理者にあつては七年、大

気関係第三種公害防止管理者

にあつては九年 

  四 前三号のいずれにも該当しないとき。   大気関係第二種公害防止管理

者及び大気関係第四種公害防

止管理者にあつては十年、大

気関係第三種公害防止管理者
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にあつては十二年 

水質関係

第二種公

害防止管

理者、水

質関係第

三種公害

防止管理

者及び水

質関係第

四種公害

防止管理

者 

一 学校教育法に基づく大学(短期大学を

除く。)又は旧大学令に基づく大学にお

いて薬学、工学、化学又は農学(水産学

を含み、農業経済学を除く。以下同

じ。)の課程を修めて卒業したこと。 

汚水等排

出施設又

は汚水等

を処理す

るための

施設の維

持及び管

理 

水質関係第二種公害防止管理

者及び水質関係第四種公害防

止管理者にあつては三年、水

質関係第三種公害防止管理者

にあつては五年 

二 学校教育法に基づく短期大学（同法に

基づく専門職大学の前期課程を含

む。）若しくは旧専門学校令に基づく

専門学校において薬学、工学、化学若

しくは農学の課程を修めて卒業したこ

と（同法に基づく専門職大学の前期課

程にあっては、修了したこと）又は主

務大臣がこれと同等以上であると認め

る学力を有すること。 

水質関係第二種公害防止管理

者及び水質関係第四種公害防

止管理者にあつては五年、水

質関係第三種公害防止管理者

にあつては七年 

三 学校教育法に基づく高等学校若しくは

旧中等学校令に基づく中等学校を卒業

したこと又は主務大臣がこれと同等以

上であると認める学力を有すること。 

  水質関係第二種公害防止管理

者及び水質関係第四種公害防

止管理者にあつては七年、水

質関係第三種公害防止管理者

にあつては九年 

  四 前三号のいずれにも該当しないとき。   水質関係第二種公害防止管理

者及び水質関係第四種公害防

止管理者にあつては十年、水

質関係第三種公害防止管理者

にあつては十二年 

騒音・振

動関係公

害防止管

理者 

一 学校教育法に基づく大学(短期大学を

除く。)又は旧大学令に基づく大学にお

いて薬学、工学又は化学の課程を修め

て卒業したこと。 

騒音発生

施設若し

くは騒音

を防止す

るための

三年 

二 学校教育法に基づく短期大学（同法に 五年 
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基づく専門職大学の前期課程を含

む。）若しくは旧専門学校令に基づく

専門学校において薬学、工学若しくは

化学の課程を修めて卒業したこと（同

法に基づく専門職大学の前期課程にあ

っては、修了したこと）又は主務大臣

がこれと同等以上であると認める学力

を有すること。 

施設又は

振動発生

施設若し

くは振動

を防止す

るための

施設の維

持及び管

理   三 学校教育法に基づく高等学校若しくは

旧中等学校令に基づく中等学校を卒業

したこと又は主務大臣がこれと同等以

上であると認める学力を有すること。 

七年 

  四 前三号のいずれにも該当しないとき。 十年 

特定粉じ

ん関係公

害防止管

理者及び

一般粉じ

ん関係公

害防止管

理者 

一 学校教育法に基づく大学(短期大学を

除く。)又は旧大学令に基づく大学にお

いて薬学、工学又は化学の課程を修め

て卒業したこと。 

特定粉じ

ん発生施

設若しく

は特定粉

じんを処

理するた

めの施設

又は一般

粉じん発

生施設若

しくは一

般粉じん

を処理す

るための

施設の維

持及び管

理 

三年 

二 学校教育法に基づく短期大学（同法に

基づく専門職大学の前期課程を含

む。）若しくは旧専門学校令に基づく

専門学校において薬学、工学若しくは

化学の課程を修めて卒業したこと（同

法に基づく専門職大学の前期課程にあ

っては、修了したこと）又は主務大臣

がこれと同等以上であると認める学力

を有すること。 

五年 

  三 学校教育法に基づく高等学校若しくは

旧中等学校令に基づく中等学校を卒業

したこと又は主務大臣がこれと同等以

上であると認める学力を有すること。 

七年 
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  四 前三号のいずれにも該当しないとき。 十年 

ダイオキ

シン類関

係公害防

止管理者 

一 学校教育法に基づく大学(短期大学を

除く。)又は旧大学令に基づく大学にお

いて薬学、工学又は化学の課程を修め

て卒業したこと。 

ダイオキ

シン類発

生施設又

はダイオ

キシン類

を処理す

るための

施設の維

持及び管

理 

三年 

二 学校教育法に基づく短期大学（同法に

基づく専門職大学の前期課程を含

む。）若しくは旧専門学校令に基づく

専門学校において薬学、工学若しくは

化学の課程を修めて卒業したこと（同

法に基づく専門職大学の前期課程にあ

っては、修了したこと）又は主務大臣

がこれと同等以上であると認める学力

を有すること。 

五年 

  三 学校教育法に基づく高等学校若しくは

旧中等学校令に基づく中等学校を卒業

したこと又は主務大臣がこれと同等以

上であると認める学力を有すること。 

七年 

  四 前三号のいずれにも該当しないとき。   十年 
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別表第二(第十一条関係) 

学歴 実務の経験 

一 学校教育法に基づく大学(短期大学

を除く。)又は旧大学令に基づく大学

において工学、化学又は薬学の課程を

修めて卒業したこと。 

ばい煙発生施設又はばい煙を処理するための施設の維

持及び管理並びに汚水等排出施設又は汚水等を処理す

るための施設の維持及び管理に係る実務にそれぞれ五

年以上従事したこと。 

二 学校教育法に基づく短期大学（同法

に基づく専門職大学の前期課程を含

む。）若しくは旧専門学校令に基づく

専門学校において工学、化学若しくは

薬学の課程を修めて卒業したこと（同

法に基づく専門職大学の前期課程にあ

っては、修了したこと）又は主務大臣

がこれと同等以上であると認める学力

を有すること。 

ばい煙発生施設又はばい煙を処理するための施設の維

持及び管理並びに汚水等排出施設又は汚水等を処理す

るための施設の維持及び管理に係る実務にそれぞれ七

年以上従事したこと。 

三 学校教育法に基づく高等学校若しく

は旧中等学校令に基づく中等学校を卒

業したこと又は主務大臣がこれと同等

以上であると認める学力を有するこ

と。 

ばい煙発生施設又はばい煙を処理するための施設の維

持及び管理並びに汚水等排出施設又は汚水等を処理す

るための施設の維持及び管理に係る実務にそれぞれ九

年以上従事したこと。 

四 前三号のいずれにも該当しないと

き。 

ばい煙発生施設又はばい煙を処理するための施設の維

持及び管理並びに汚水等排出施設又は汚水等を処理す

るための施設の維持及び管理に係る実務にそれぞれ十

二年以上従事したこと。 
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別表第二の二(第十一条の二関係) 

  技術部門 選択科目 

令別表第三の一

の項の下欄第一

号 

化学部門 全選択科目 

金属部門 金属材料・生産システム 

 

  環境部門 環境保全計画 

環境測定 

令別表第三の三

の項の下欄第六

号 

機械部門 熱・動力エネルギー機器 

 

  化学部門 全選択科目 

  金属部門 金属材料・生産システム 

 

  衛生工学部門 建築物環境衛生管理 

  応用理学部門 物理及び化学 

  環境部門 環境保全計画 

環境測定 

令別表第三の五

の項の下欄第一

号 

化学部門 全選択科目 

上下水道部門 全選択科目 

  衛生工学部門 水質管理 

  環境部門 環境保全計画 

環境測定 

令別表第三の七

の項の下欄第一

号 

化学部門 全選択科目 

上下水道部門 全選択科目 

  衛生工学部門 水質管理 

  農業部門 農業・食品 

  応用理学部門 物理及び化学 

  環境部門 環境保全計画 
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環境測定 

令別表第三の九

の項の下欄第二

号 

機械部門 加工・生産システム・産業機械 

機構ダイナミクス・制御 

 

  応用理学部門 物理及び化学 

  環境部門 環境保全計画 

環境測定 

令別表第三の十

の項の下欄第三

号 

化学部門 化学プロセス 

衛生工学部門 建築物環境衛生管理 

  環境部門 環境保全計画 

環境測定 

令別表第三の十

二の項の下欄第

一号 

化学部門 全選択科目 

環境部門 環境保全計画 

環境測定 
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別表第三(第十五条、第十五条の二関係) 

大気関係第一種公害防止管理

者試験 

1 公害総論 

2 大気概論 

3 大気特論 

4 ばいじん・粉じん特論 

5 大気有害物質特論 

6 大規模大気特論 

大気関係第二種公害防止管理

者試験 

1 公害総論 

2 大気概論 

3 大気特論 

4 ばいじん・粉じん特論 

5 大気有害物質特論 

大気関係第三種公害防止管理

者試験 

1 公害総論 

2 大気概論 

3 大気特論 

4 ばいじん・粉じん特論 

5 大規模大気特論 

大気関係第四種公害防止管理

者試験 

1 公害総論 

2 大気概論 

3 大気特論 

4 ばいじん・粉じん特論 

水質関係第一種公害防止管理

者試験 

1 公害総論 

2 水質概論 

3 汚水処理特論 

4 水質有害物質特論 

5 大規模水質特論 

水質関係第二種公害防止管理

者試験 

1 公害総論 

2 水質概論 

3 汚水処理特論 

4 水質有害物質特論 
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水質関係第三種公害防止管理

者試験 

1 公害総論 

2 水質概論 

3 汚水処理特論 

4 大規模水質特論 

水質関係第四種公害防止管理

者試験 

1 公害総論 

2 水質概論 

3 汚水処理特論 

騒音・振動関係公害防止管理

者試験 

1 公害総論 

2 騒音・振動概論 

3 騒音・振動特論 

特定粉じん関係公害防止管理

者試験 

1 公害総論 

2 大気概論 

3 ばいじん・粉じん特論 

一般粉じん関係公害防止管理

者試験 

1 公害総論 

2 大気概論 

3 ばいじん・一般粉じん特論 

ダイオキシン類関係公害防止

管理者試験 

1 公害総論 

2 ダイオキシン類概論 

3 ダイオキシン類特論 

公害防止主任管理者試験 1 公害総論 

2 大気・水質概論 

3 大気関係技術特論 

4 水質関係技術特論 
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別表第四(第十八条、第十九条関係) 

区分 講義科目 講義時間 修了試験時

間 

大気関係第一種

公害防止管理者

講習 

一 公害総論 三時間 二時間 

二 大気概論 四時間   

  三 大気特論 五時間   

  四 ばいじん・粉じん特論 七時間   

  五 大気有害物質特論 五時間   

  六 大規模大気特論 七時間   

大気関係第二種

公害防止管理者

講習 

一 公害総論 三時間 一時間三十

分 

二 大気概論 四時間   

  三 大気特論 五時間   

  四 ばいじん・粉じん特論 七時間   

  五 大気有害物質特論 五時間   

大気関係第三種

公害防止管理者

講習 

一 公害総論 三時間 二時間 

二 大気概論 四時間   

  三 大気特論 五時間   

  四 ばいじん・粉じん特論 七時間   

  五 大規模大気特論 七時間   

大気関係第四種

公害防止管理者

講習 

一 公害総論 三時間 一時間 

二 大気概論 四時間   

  三 大気特論 五時間   

  四 ばいじん・粉じん特論 七時間   

水質関係第一種

公害防止管理者

講習 

一 公害総論 三時間 二時間 

二 水質概論 五時間   
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  三 汚水処理特論 十一時間   

  四 水質有害物質特論 五時間   

  五 大規模水質特論 七時間   

水質関係第二種

公害防止管理者

講習 

一 公害総論 三時間 一時間三十

分 

二 水質概論 五時間   

  三 汚水処理特論 十一時間   

  四 水質有害物質特論 五時間   

水質関係第三種

公害防止管理者

講習 

一 公害総論 三時間 二時間 

二 水質概論 五時間   

  三 汚水処理特論 十一時間   

  四 大規模水質特論 七時間   

水質関係第四種

公害防止管理者

講習 

一 公害総論 三時間 一時間 

二 水質概論 五時間   

  三 汚水処理特論 十一時間   

騒音・振動関係

公害防止管理者

講習 

一 公害総論 三時間 二時間 

二 騒音・振動概論 十三時間   

  三 騒音・振動特論 十三時間   

特定粉じん関係

公害防止管理者

講習 

一 公害総論 三時間 一時間 

二 大気概論 四時間   

  三 ばいじん・粉じん特論 七時間   

一般粉じん関係

公害防止管理者

講習 

一 公害総論 三時間 一時間 

二 大気概論 四時間   

  三 ばいじん・一般粉じん特論 六時間   

ダイオキシン類 一 公害総論 三時間 一時間三十
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関係公害防止管

理者講習 

分 

二 ダイオキシン類概論 七時間   

三 ダイオキシン類特論 十四時間   

公害防止主任管

理者講習 

一 公害総論 三時間 二時間三十

分 

二 大気・水質概論 九時間   

  三 大気関係技術特論 十二時間   

  四 水質関係技術特論 十一時間   
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http://www.meti.go.jp/policy/energy_environment/kankyokeiei/kougaiboushi/download/tadashigaki.pdf 
（リンク先は、告示第 2 号による改正含まず） 

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則第 5 条第 2 号ただし書（第 10
条第 2 項において準用する場合を含む。）に基づく基準 
 

平成 17 年 3 月 7 日 財務省、厚生労働省、農林水産省、 
経済産業省、国土交通省、環境省 告示第 1 号 

改正 平成 18 年 4 月 28 日 同 第 2 号 

 
 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則（昭和 46 年大蔵省、厚生省、農林省、通

商産業省、運輸省令第 3 号）第 5 条第 2 号ただし書（第 10 条第 2 項において準用する場合を含む。）に

基づく基準を次のように定め、平成 17 年 4 月 1 日から施行する。なお、昭和 46 年大蔵省、厚生省、農

林省、通商産業省、運輸省告示第 1 号（特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則第 5
条第 2 号ただし書（第 10 条第 2 項において準用する場合を含む。）に基づく基準）は、廃止する。 

 
第 1 条 一の特定事業者が設置する複数の工場において、同一人を公害防止管理者（公害防止管理者の

代理者を含む。以下同じ。）として選任する場合は、次の基準を満たすこと。 

一 同一人を公害防止管理者として選任させようとする工場（以下「兼務工場」という。）が当該公害防

止管理者（以下「兼務公害防止管理者」という。）の常時勤務する工場から 2 時間以内に到達できる場所

にあること。 
二 兼務工場が同種若しくは類似のものであるか、又は生産工程上密接な関連を有すること。 
三 兼務工場に係る公害の防止に関する業務を統括管理する者が同一であるか、又は公害の防止に関す

る業務に関する規程（以下「業務規程」という。）で兼務工場に係る公害の防止に関する業務の実施体制

及び指揮命令系統が定められていること。 
四 業務規程で兼務公害防止管理者の業務範囲並びに責任及び権限、異常時又は緊急時の連絡体制及び

応急の措置等の対応策その他公害の防止に関する業務の実施に関し必要な事項が定められていること。 
五 兼務公害防止管理者の常時勤務する工場から他の兼務工場の公害の発生状況を監視できる通信手段

が整備されていること。 
六 兼務公害防止管理者の選任に係る兼務工場の数は、5 以下であること。 
 
第 2 条 特定事業者及び当該特定事業者の子会社（会社法（平成 17 年法律第 86 号）第 2 条第 3 号に規

定する子会社をいう。以下この条において同じ。）、当該特定事業者を子会社とする親会社（同法第 2 条

第 4 号に規定する親会社をいう。以下この条において同じ。）又は当該親会社の子会社（当該特定事業者

を除く。）が設置する複数の工場において、同一人を公害防止管理者として選任する場合は、次の基準を

満たすこと。 

一 兼務工場が同一敷地内に設置されていること。 
二 兼務工場が同種若しくは類似のものであるか、又は生産工程上密接な関連を有すること。 
三 次に掲げる事項について、特定事業者と兼務公害防止管理者の所属する会社の契約で具体的かつ体

系的に定められていること。 
イ 公害の防止に関する業務に関する特定事業者と兼務公害防止管理者の所属する会社との相互の義

務及び責任並びに連携体制 
ロ 兼務公害防止管理者の業務範囲並びに責任及び権限並びに指揮命令系統 

四 業務規程で異常時又は緊急時の連絡体制及び応急の措置等の対応策その他公害の防止に関する業務

の実施に関し必要な事項が定められていること。 
五 兼務公害防止管理者の選任に係る兼務工場の数は、5 以下であること。 

資料 4 

154

資料4



http://www.meti.go.jp/policy/energy_environment/kankyokeiei/kougaiboushi/download/tadashigaki.pdf 
（リンク先は、告示第 2 号による改正含まず） 

 
第 3 条 中小企業団体の組織に関する法律（昭和 32 年法律第 185 号）第 3 条第 1 項第 1 号に掲げる事

業協同組合、同項第 2 号に掲げる事業協同小組合若しくは同項第 8 号に掲げる商工組合又は水産業協同

組合法（昭和 23 年法律第 242 号）第 2 条に規定する漁業協同組合若しくは水産加工業協同組合でその地

区が都道府県の区域を超えないものがその事業として公害防止管理者の資格を有する者に公害の防止に

関する指導を行わせている場合において、当該組合の組合員（常時使用する従業員の数が、50 人以下の

ものに限る。）がその者を公害防止管理者として選任する場合は、次の基準を満たすこと。 

一 兼務公害防止管理者の選任に係る兼務工場が、やむを得ない場合を除き、同一の市町村（東京都に

あっては特別区を含む。以下同じ。）の区域に設置されているものであること。 
二 兼務公害防止管理者の選任に係る兼務工場の数は、10 以下であること。 
 
第 4 条 同一の業種に属する中小企業者（中小企業基本法（昭和 38 年法律第 154 号）第 2 条第 1 項第 1
号に掲げる中小企業者をいう。）が共同で公害防止管理者の資格を有する者に公害の防止に関する業務を

行わせる場合において、当該中小企業者（常時使用する従業員の数が、50 人以下のものに限る。）がその

者を公害防止管理者として選任する場合は、次の基準を満たすこと。 

一 兼務公害防止管理者の選任に係る兼務工場が、やむを得ない場合を除き、同一の市町村の区域に設

置されているものであること。 
二 中小企業者と兼務公害防止管理者の契約で当該兼務公害防止管理者の業務範囲並びに責任及び権限

並びに指揮命令系統が具体的かつ体系的に定められていること。 
三 業務規程で異常時又は緊急時の連絡体制及び応急の措置等の対応策その他公害の防止に関する業務

の実施に関し必要な事項が定められていること。 
四 兼務公害防止管理者の選任に係る兼務工場の数は、10 以下であること。 
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特定工場における公害防止組織の整備に関する法律の施行について 

公布日：昭和 46年 10 月 15 日 

46 保局 444 号 

大蔵省大臣官房長・厚生省薬務局長・農林省農林経済局長・ 

通商産業省公害保安局長・運輸省官房長から各都道府県知事(市町村長)あて 

 

 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(以下「法」という。)は、第 65 回国会において成立し、昭和 46年

6 月 10 日法律第 107 号をもつて公布され、法第 3条から第6条までの規定を除き、即日施行された。これに伴い、特定工

場における公害防止組織の整備に関する法律施行令(以下「令」という。)が昭和 46 年 8月 11 日政令第 264 号をもつて、

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則(以下「規則」という。)が昭和 46年 8月 13 日大蔵省・厚生

省・農林省・通商産業省・運輸省令第 3号をもつて公布され、令については第 6条から第 9条までの規定を除き、規則に

ついては第 2条から第 12 条までの規定を除き、それぞれ即日施行された。法の規定により公害防止管理者等の選任の届出

の受理、解任命令等の事務の施行は都道府県知事(市町村長)に委任されているが、その施行にあたつては、下記の事項に

留意のうえ、円滑適正な運用を図られたい。 

 なお、下記の事項以外の事項たとえば公害防止管理者等の選任の届出、解任命令、公害防止管理者等の資格認定講習等

の事項で法の施行に必要な事項については別途通達する。 

 

記 

第 1 特定工場について 

 1 対象業種について 

   法の対象業種は、製造業(物品の加工業を含む。)、電気供給業およびガス供給業である(令第 1条)がそれぞれの範

囲は、原則として日本標準産業分類によるものとする。したがつて、たとえば採石業は鉱業であり、自動車整備業はサー

ビス業であるから、いずれも法の対象業種ではない。ただし、ある工場が同時に 2以上の業種に属し、かつ、それらの業

種の一部が法の対象業種である場合には、その工場は、法の対象工場となるものとする。すなわち、ある工場が採石業(鉱

業に属する。)と砕石業(製造業に属する。)を兼業している場合には、その工場は、砕石業に属する工場として法の対象と

なる。 

 

 2 特定工場の範囲について 

   工場とは、社会通念上、一個の単位として生産活動が行なわれている場所をいい、原則として同一敷地内にあり、

かつ、組織上、生産工程上密接な関連があるものをいう。ただし、同一敷地内になくても、道路、河川等をへだてている

等近接しており、かつ、組織的関連、生産工程上の関連等からみてそれぞれが一個の工場としての独立性がなく、全体を

一工場として取り扱つた方が公害防止組織の機能をより効果的に発揮できると認められる場合には、全体を一工場として

取り扱うものとする。 

   具体的事例については、以上の考え方に基づきつつ、次に示す例示を参考として、判断することとされたい。 

資料 5 

156

資料5



http://www.env.go.jp/hourei/17/000014.html 

〔例 1〕 同一会社の A工場と B工場が離れた場所にある場合には、別個の工場とする。この場合、A工場と B工場が

組織上、生産工程上密接な関連がある場合も同様に取り扱うものとする。 

 

〔例 2〕 同一会社の A工場と B工場が道路または河川等をへだてて設置されているが近接しており、組織上、生産

工程上、密接な関連があると認められる場合には、A工場と B工場を一括して一工場として取り扱つてさしつかえな

い。 

 

〔例 3〕 同一敷地内に異なる製品を生産する複数の工場があるが、全体の組織上、生産工程上密接な関連があると

認められる場合には、全体を一括して一工場とする。 

 

〔例 4〕 同一敷地内に A社の工場と B社の工場がある場合には、別個の工場とする。この場合、B社が A社の子会社

であつても同様とする。 

 

 3 汚水等排出施設が設置されている工場について 

(1) 汚水等排出施設が設置されている工場が法第 2条第 2号に定める特定工場となるためには、その工場から公共用

水域に水が排出されていることが要件となつている(令第 3条第 2項、法第 3条第 1項第 2号ロ)。したがつて、工場

から水が全量終末処理場を有する公共下水道に排出されている場合には、その工場は法第 2条第 2号に定める特定工

場とならない。ただし、汚水等排出施設から排出される水が全量終末処理場を有する公共下水道に排出されていても、

その工場の他の施設から排出される水が公共用水域に排出されている場合には、その工場は法第 2条第 2号に定める

特定工場となる。 

(2) 汚水等排出施設が設置されている工場から排出される水が直接公共用水域に排出されず、他の工場の排水溝また

は排水処理施設に排出される場合の取り扱いは、水質汚濁防止法および昭和 46年 9月 20 日付環境庁水質保全局長通

達の趣旨に沿つて次の例により行なうものとする。  
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① 汚水等排出施設が設置されている A工場から排出される水が全量 B工場の排水溝に排出されている場合

であつても、A工場は法第2条第 2号に定める特定工場となる(第 1図)。 

 

② ①において、B工場の排水溝または共同排水溝から公共用水域への排出口に B工場の汚水等の処理施設

がある場合には、A工場は法第 2条第 2号に定める特定工場とならない(第 2図)。 

 

 4 研究所の取り扱いについて 

(1) 工場から地域的、組織的に独立した研究所は、工場ではないので、法の対象となる特定工場にはならないものと

する。 

(2) 工場に組織的に附属している研究所で工場の敷地内に設置されているものは、工場の一部として取り扱うものと

する。 

 5 排出ガス量および排出水量について 

 

  (1) 排出ガス量 

    排出ガス量とは、特定工場内に設置されているばい煙発生施設のそれぞれにおいて発生し、大気中に排出される

気体の1時間当りの量を温度が零度で圧力が1気圧の状態に換算したものの最大値を合計したものであり(令第2条第2項

第 2号)、個々のばい煙発生施設の排出ガスの量ではない。この値の具体的な算出は、次により行なうものとする。 

① 特定工場内に設置されているばい煙発生施設のそれぞれについて、その工場における通常の原燃料または電力の

使用条件に従い、当該施設を定格能力で運転するときの排出ガスの量を温度 0℃、圧力 1気圧の状態に換算して算出

する。これらの量の算定は、湿りガスで行なう(昭和 46 年 8 月 25 日付環境庁大気保全局長通達参照)。この場合、令

第 2条第 1項に規定するばい煙発生施設以外の施設は対象とならない。 

     工場のばい煙発生施設であれば、常時使用されていないものであつても、また、工場内の研究所、食堂等

に設置されているものであつても、すべて対象となる。 

② ①により算出された値を合計する。 

③ なお、実際には、②により算出される値は、大気汚染防止法に基づく届出を行なう際にすでに算出されているは

ずであるから、その値を用いることが適当である。 
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  (2) 排出水量 

    排出水量とは、特定工場から公共用水域に排出される水の 1日当りの平均的な量であり(令第 3 条第 2 項第 2号、

法第 3条第 1項第 2号ロ)個々の汚水等排出施設から排出される水の量ではない。この値の具体的な算出は、次により行な

うものとする。 

① 公共用水域に排出される水について、正常に操業している時点において 1日 1回週 3日以上操業状態が異なる時

期を含むようにして流量測定を行ない、次式により求める。なお、季節的に大幅に排水量が変動する場合は、通常の

操業時間を対象とする(昭和 46 年 9 月 20 日付環境庁水質保全局長通達参照)。 

     Q＝q1t1＋q2t2＋......＋qntn／n 

    ただし、Q：排出水量(m3／day) 

        qn：実測流量(m3／sec) 

        tn：qn の測定を行なつた日の実質操業時間(sec) 

        n：測定回数 

    とする。 

② ①において、流量測定の対象は、特定事業場から公共用水域に排出されているすべての水である。したがつて、

終末処理場を有する公共下水道に排出される水は対象とならないが、公共用水域に排出される水であれば、工場内の

研究所、食堂等から排出される水であつてもすべて対象となる。 

③ 特定工場において年間を通じほぼ恒常的な操業が行なわれ、かつ、使用水が水道だけである場合には、①にかか

わらず、次式によることができる(昭和 46 年 9 月 20 日付環境庁水質保全局長通達参照)。 

     Q＝Qt－Qo／n 

    ただし、Q：排出水量(m3／day) 

        Qt：1 ケ月間の水道使用量 

        Qo：製造過程等で明らかに消費される水量(実測または生産量によつて明らかに消費水量が把握でき

る場合に限る。) 

        n：1 ケ月の操業日数 

    とする。 

④ なお、実際には、排出水量は、水質汚濁防止法に基づく届出を行なう際にすでに算出されているはずであるから、

その値を用いることが適当である。 

⑤ 甘しよでん粉製造工場については、年間の排水期間が極めて短く、特殊な操業形態をとつているものが多いので、

このうち排水期間が年間 2ケ月以下のものについては、当分の間、上記の算出方法により得られた値に年間の操業日

数を 365 日で除した数値を乗じたものをもつて排出水量とする。 

 

第 2 公害防止統括者の選任について 

 1 公害防止統括者を選任すべき事由の発生について 

   公害防止統括者の選任は、公害防止統括者を選任すべき事由が発生した日から 30 日以内にしなければならないこと

とされているが(法第 3条第 1項、規則第 2条)、「公害防止統括者を選任すべき事由が発生した日」を具体的に例示する

と、次のとおりである。 

(1) 法第 3条の規定が施行される日(昭和 47 年 9 月 10 日)において特定工場である工場については、その施行される

日。 
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(2) 死亡、退職、人事異動等により公害防止統括者に選任されている者が特定工場においてその事業の実施を統括管

理する者でなくなつた日。 

(3) 法第 10 条の規定に基づく都道府県知事の解任命令により公害防止統括者が解任された日。 

(4) 特定工場が設置された日(ばい煙発生施設等の新設または増設により既設の工場が新たに特定工場となつた日を

含む)。 

(5) 令第 1条から第 5条までまたは大気汚染防止法施行令別表第 1もしくは別表第2、水質汚濁防止法施行令別表第

1の改正による対象業種、対象施設または特定工場の範囲の拡大、騒音規制法第 3条第 1項に基づく指定地域の拡大

等により特定工場の範囲が拡大され、特定工場となつた日。 

 なお、(5)の場合には、法第 13 条に基づく経過措置がとられることが考えられるが、その場合には、その経過措置

により定められるところに従い、公害防止統括者の選任を行なうものとする。 

 

 2 公害防止統括者の選任を要しない小規模事業者について 

   常時使用する従業員の数が 20 人以下である小規模事業者は、公害防止統括者を選任する必要はないが(法第 3条第

1項、令第 6条)、この場合の従業員の数は、事業者が使用する従業員のうち個々の工場に配置されている従業員の数でな

く、事業者が常時使用する従業員の総数である。したがつて常時使用する従業員の数が 20 人以下の工場であつても、その

事業者に別に工場がありその事業者が常時使用する従業員を合計すると 21 人以上になる場合には、その事業者は、それぞ

れの工場について公害防止統括者を選任しなければならない。 

 

 3 公害防止統括者の要件について 

   公害防止統括者は、特定の資格を有する者であることを要しないが、当該特定工場においてその事業の実施を統括

管理する者でなければならない(法第 3条第 2項)。「当該特定工場においてその事業の実施を統括管理する者」とは、当

該特定工場における事業の実施について最高の権限と責任を有する者のことであり、名称は工場ごとに異なるにせよ、い

わゆる工場長に該当する者をいう。 

 

第 3 公害防止管理者の選任について 

 1 公害防止管理者の選任方法について 

(1) 公害防止管理者の選任方法は、法第4条第2項、令別表第2および規則第1条に規定されているとおりであるが、

これを一表にして示せば、次のとおりとなる。 

 この表において、公害防止管理者の種類の欄には該当する施設の区分について選任される公害防止管理者の種類が

掲げられており、資格者の種類の欄には該当する公害防止管理者になり得る資格者が掲げられている。 

 

施設の区分 公害防止管理者の

種類 

資格者の種類 

① 令第 7条第 1項第 1号に掲げるばい煙発生施設(大気汚

染防止法に規定する有害物質を発生するばい煙発生施設)で

排出ガス量が 4万 m3以上の工場に設置されるもの 

大気関係第 1種公

害防止管理者 

大気関係第 1種有資格者 

② 令第 7条第 1項第 1号に掲げるばい煙発生施設(大気汚

染防止法に規定する有害物質を発生するばい煙発生施設)で

大気関係第 2種公

害防止管理者 

大気関係第 1種有資格者または大

気関係第 2種有資格者 
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排出ガス量が 4万 m3未満の工場に設置されるもの 

③ 令第 7条第 1項第 2号に掲げるばい煙発生施設(いおう

酸化物およびばいじんのみを発生するばい煙発生施設)で排

出ガス量が 4万 m3以上の工場に設置されるもの 

大気関係第 3種公

害防止管理者 

大気関係第 1種有資格者または大

気関係第 3種有資格者 

④ 令第 7条第 1項第 2号に掲げるばい煙発生施設(いおう

酸化物およびばいじんのみを発生するばい煙発生施設)で排

出ガス量が 4万 m3未満の工場に設置されるもの(注)5 

大気関係第 4種公

害防止管理者 

大気関係第 1種有資格者、大気関

係第 2種有資格者、大気関係第 3

種有資格者または大気関係第 4種

有資格者(注)1 

⑤ 令第 7条第 2項第 1号に掲げる汚水等排出施設(水質汚

濁防止法に規定する有害物質を排出する汚水等排出施設)で

排出水量が 1万 m3以上の工場に設置されるもの 

水質関係第 1種公

害防止管理者 

水質関係第 1種有資格者 

⑥ 令第 7条第 2項第 1号に掲げる汚水等排出施設(水質汚

濁防止法に規定する有害物質を排出する汚水等排出施設)で

排出水量が 1万 m3未満の工場に設置されるもの(注)6 

水質関係第 2種公

害防止管理者 

水質関係第 1種有資格者または水

質関係第 2種有資格者 

⑦ 令第 7条第 2項第 2号に掲げる汚水等排出施設(BOD、SS

等のいわゆる生活環境項目が問題となる汚水等排出施設)で

排出水量が 1万 m3以上の工場に設置されるもの 

水質関係第 3種公

害防止管理者 

水質関係第 1種有資格者または水

質関係第 3種有資格者 

⑧ 令第 7条第 2項第 2号に掲げる汚水等排出施設(BOD、SS

等のいわゆる生活環境項目が問題となる汚水等排出施設)で

排出水量が 1万 m3未満の工場に設置されるもの(注)7 

水質関係第 4種公

害防止管理者 

水質関係第 1種有資格者、水質関

係第 2種有資格者、水質関係第 3

種有資格者または水質関係第 4種

有資格者(注)2 

⑨ 騒音発生施設 騒音関係公害防止

管理者 

騒音関係有資格者(注)3 

⑩ 粉じん発生施設 粉じん関係公害防

止管理者 

大気関係第 1種有資格者、大気関

係第 2種有資格者、大気関係第 3

種有資格者、大気関係第 4種有資

格者または粉じん関係有資格者

(注)4 

(注) 1 大気関係第 4種有資格者とは、大気関係第 4種公害防止管理者試験に合格した者または令別表第 3の 4の項

の下欄に掲げる者をいうものとする。 

(注) 2 水質関係第 4種有資格者とは、水質関係第 4種公害防止管理者試験に合格した者または令別表第 3の 8の項

の下欄に掲げる者をいうものとする。 

(注) 3 騒音関係有資格者とは、騒音関係公害防止管理者試験に合格した者または令別表第 3の 9の項の下欄に掲げ

る者をいうものとする。 

(注) 4 粉じん関係有資格者とは、粉じん関係公害防止管理者試験に合格した者または令別表第 3の 10 の項の下欄

に掲げる者をいうものとする。 

(注) 5 令第 7条第 1項第 1号に掲げるばい煙発生施設が設置されていない工場で排出ガス量が 1万 m3 未満のもの

は法の対象とならない(令第 2条第 2項第 2号)。 
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(注) 6 令第7条第2項第1号に掲げる汚水等排出施設が設置されている工場で排出水量が500m3未満のものについ

ては、設置されている汚水等排出施設について選任される公害防止管理者およびその代理者は、昭和 51年 3月 31 日

までは資格を有する者でなくてもよい(令附則第 2項)。 

(注) 7 令第7条第2項第1号に掲げる汚水等排出施設が設置されていない工場で排出水量が1,000m3未満のものは、

法の対象とならない(令第 3条第 2項第 2号)。 

 

  したがつて、たとえば特定事業者が③の施設について公害防止管理者を選任する場合には、大気関係第 1種有資

格者または大気関係第 3種有資格者のうちから選任しなければならず、選任された公害防止管理者は大気関係第 3種

公害防止管理者となる。この場合、大気関係第 3種公害防止管理者はいわばポストであり、大気関係第 1種有資格者

および大気関係第 3種有資格者は、大気関係第 3種公害防止管理者のポストにつき得る資格を有する者である。 

(2) 公害防止管理者は、施設の区分ごとに選任しなければならない(令第 8条)。たとえば、ある工場において有害物

質を発生する施設(排出ガスの量が1万Nm3／h)とボイラー(排出ガスの量が3万5千Nm3／h)が設置されている場合に

はその工場の排出ガス量が 4万 5千 Nm3／h となるので、これらの施設の区分は、それぞれ(1)の表の①および③に該

当することとなり、この工場の特定事業者は、大気関係第 1種公害防止管理者および大気関係第 3種公害防止管理者

を選任しなければならないこととなる。 

  ただし、この場合、それぞれの公害防止管理者に同一人を選任することはさしつかえないものとする(第 5を参照)。 

(3) 公害防止管理者は、施設の区分ごとに選任すればよいから、同一の施設の区分について複数の施設がある場合で

あつても、施設の区分につき 1名の公害防止管理者を選任すればよい。同一の施設の区分について複数の公害防止管

理者を選任してもさしつかえないが、その場合には、それぞれの公害防止管理者が管理すべき業務の範囲を明確にし、

選任の届出を行なう際に届出書に業務の範囲を記載しておくことが必要である。 

 

 2 公害防止管理者を選任すべき事由の発生について 

   公害防止管理者の選任は、公害防止管理者を選任すべき事由が発生した日から 60 日以内にしなければならないこと

とされているが(法第 4条第 1項、規則第 5条第 1号)、「公害防止管理者を選任すべき事由が発生した日」の意味は、概

ね、公害防止統括者の選任の場合(第 2の 1参照)と同様とする。なお、第 2の 1の(1)から(5)までに掲げる場合のほか、

ばい煙発生施設等の新設、増設等により施設の区分が変つた場合にも、新たに公害防止管理者の選任が必要となる。 

   なお、公害防止管理者が法第 9条第 1項の定めるところに従いその業務を誠実に行なうことができるためには、特

定工場の従業員に対し公害防止に関し必要な措置を指示し得る立場にあることが必要であり、したがつて、そのためには

原則として当該特定工場の従業員であることが必要である。 

   当該特定工場の従業員でなくても所要の資格を有する者であれば、その者を当該特定工場の公害防止管理者に選任

しても違法ではないが、その場合には、特定事業者は、その者が当該特定工場の従業員に対し公害防止に関し必要な指示

をし得るような地位を与えるよう配慮することが必要であろう。 

 

 3 中小企業者のための特例措置について 

(1) 同一人が 2以上の工場の公害防止管理者になることはできないこととされている(法第 4条、規則第5条第 2号)

が、公害防止管理者の有資格者を確保することが困難な中小企業の立場を配慮して次のような特例が認められている。

すなわち、①中小企業団体の組織に関する法律第 3条第 1項第 1号に掲げる事業協同組合、同項第 2号に掲げる事業

協同小組合もしくは同項第 8号に掲げる商工組合または水産業協同組合法第 2条に規定する漁業協同組合もしくは水
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産加工業協同組合でその地区が都道府県の区域をこえないものが、②その事業として公害防止管理者の資格を有する

者に公害の防止に関する指導を行なわせている場合において、③その組合の組合員で常時使用する従業員の数が 50 人

以下のものが、④主務大臣の定める基準に従い、⑤その公害防止管理者の資格を有する者を自分の工場の公害防止管

理者として選任する場合は、その者は複数の工場の公害防止管理者となることができる(規則第 5条第 2号)。 

(2) (1)の②において「その事業として公害防止管理者の資格を有する者に公害の防止に関する指導を行なわせてい

る場合」とは、当該組合の定款にその組合の事業として公害の防止に関する指導を行なうことが明記されており、か

つ、実際に公害防止管理者の資格を有する者による公害防止のための技術指導等の事業が行なわれている場合をいう

ものとする。 

(3) (1)の③において「常時使用する従業員の数」とは、令第 6条の場合と同様、組合員である事業者が使用する従

業員のうち個々の工場に配置されている従業員の数ではなく、当該組合員が常時使用する従業員の総数である。 

(4) (1)の④の「主務大臣の定める基準」については、別に公示するところによるものとする。 

 

第 4 代理者の選任について 

  特定事業者は、公害防止統括者、公害防止管理者または公害防止主任管理者が旅行、疾病その他の事故によつてその

職務を行なうことができない場合にその職務を行なわせるため代理者を選任しなければならない(法第 6条第 1項)。この

場合、代理者は、本人が事故によつてその職務を行なうことができなくなる場合に備えてあらかじめ選任しておかなけれ

ばならないものとし、選任の方法、選任の時期等は、本人に準ずるものとする。また、公害防止管理者の代理者および公

害防止主任管理者の代理者について要求される資格は、それぞれ本人について要求される資格と同一でなければならない。 

 

第 5 兼務の可否について 

  法において兼務が禁止されている場合は、次の場合である。 

① 同一人が 2以上の工場の公害防止管理者またはその代理者を兼ねる場合(規則第 5条第 2号、第 10 条第 2項)。た

だし、この場合には、中小企業について特例が認められている(第 3の 3を参照)。 

② 同一人が2以上の工場の公害防止主任管理者またはその代理者を兼ねる場合(規則第8条第2号、第10条第3項)。 

③ 同一人が本人とその代理者を兼ねる場合。この場合についてはとくに法による規定はないが、代理者の選任の趣

旨から当然兼務は認められていないものとする。 

④ 同一人が A工場の公害防止管理者と B工場の公害防止主任管理者を兼ねる場合。この場合についてはとくに法に

よる規定はないが、①および②の趣旨から兼務は認められないものとする。 

  以上の①から④までの場合以外においてやむを得ず同一人が 2以上のポストを兼務することは、その者が所要の有資

格者である限り違法ではない。したがつて、たとえば次のような場合は、兼務を認めてもさしつかえないが、その場合に

は、兼務することにより、その者が法に定める職務を誠実に行なううえで支障が生じないかどうかに十分留意して指導さ

れたい。 

① 同一人が同一工場の大気関係第 1種公害防止管理者と大気関係第 3種公害防止管理者を兼ねる場合 

② 同一人が同一工場の大気関係第 1種公害防止管理者の代理者と大気関係第 3種公害防止管理者を兼ねる場合 

③ 同一人が同一工場の大気関係第 2種公害防止管理者と水質関係第 1種公害防止管理者を兼ねる場合 

④ 同一人が同一工場の公害防止統括者と公害防止管理者を兼ねる場合 

⑤ 同一人が同一工場の公害防止主任管理者と公害防止管理者を兼ねる場合 

  なお、同一人が 2以上の工場(異なる会社に属する工場を含む。)の工場長である場合には、法第 3条第 2項の趣
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旨から、その者がそれらの工場の公害防止統括者となるものとする。また、同一人が公害防止管理者等とその工場の

他のポストを兼ねることは、法第 9条第 1項に定めるところに従い、公害防止管理者の職務を誠実に行なうことがで

きる限り、さしつかえない。 

 

第 6 公害防止管理者等の資格について 

 1 公害防止管理者等の資格について 

   公害防止管理者、公害防止主任管理者およびこれらの代理者となる者には法により一定の資格が要求されている(法

第 4条第 2項、第 5条第 2項)。すなわち、公害防止管理者およびその代理者となる者は、公害防止管理者の種類ごとに行

なう公害防止管理者試験に合格した者または公害防止管理者の種類ごとに政令で定める資格を有する者でなければならず

(法第 7条第 1項第 1号)、また、公害防止主任管理者およびその代理者となる者は、公害防止主任管理者試験に合格した

者または政令で定める資格を有する者でなければならない(法第 7条第 1項第 2号)。 

   「政令で定める資格」は、公害防止管理者およびその代理者については令別表第 3に、公害防止主任管理者および

その代理者については令第 11条にそれぞれ定められているが、その内容は一定の資格(技術士等の資格または学歴および

実務経験)を有し、かつ、主務大臣が行ない、または指定する講習(以下「資格認定講習」という。)の課程を修了したこと

となつている。ここで一定の資格(技術士等の資格または学歴および実務経験)とは、資格認定講習の受講資格である。な

お、公害防止主任管理者には大気関係第 1種有資格者または大気関係第 3種有資格者であり、かつ、水質関係第 1種有資

格者または水質関係第 3種有資格者である者もなることができる(令第 11 条第 1号)。 

 

 2 学歴および実務の経験について 

  (1) 薬学、工学または化学の課程 

    規則別表第 1および別表第 2の学歴の欄中「薬学、工学または化学の課程」とは、次のいずれかの学科をいうも

のとする。なお、学科の名称にかえて「部門」または「専攻」の名称を用いているものも学科とみなすものとする。 

 ① 薬学部に属する学科 

 ② 工学部に属する学科 

 ③ 理学部に属する物理化学科、無機化学科、有機化学科、応用化学科、燃料化学科、石油化学科等 

 ④ 農学部に属する農業化学科、農芸化学科、水産化学科等 

 ⑤ ①から④までの学科以外の学科で、授業科目の必須課目のうち薬学、工学または化学に関する課目が単位数に

おいて過半数であるもの 

  なお、規則別表第 1の学歴の欄の水質関係公害防止管理者の項中「農学(水産学を含み、農業経済学を除く。)の

課程」とは、農学部に属する学科で農業経済学科以外のものおよび水産学部に属する学科とする。 

  (2) 主務大臣がこれと同等以上であると認める学力 

    規則別表第 1および別表第 2の学歴の欄中「主務大臣がこれと同等以上であると認める学歴」については、別に

公示するところによるものとする。 

  (3) ばい煙発生施設またはばい煙を処理するための施設の維持および管理に係る実務等 

 ① 規則別表第 1の実務の内容の欄中「ばい煙発生施設」とは令第 2条第 1項に規定するばい煙発生施設とし、「ば

い煙を処理するための施設」とは法第 2条第 1号に規定する「ばい煙」を処理するための施設とする。「汚水等排出

施設」とは令第 3条第 1項に規定する汚水等排出施設とし、「汚水等を処理するための施設」とは法第 2条第 2項に

規定する「汚水または廃液」を処理するための施設とする。 
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   「騒音発生施設」とは令第 4条に規定する施設とし、「騒音を防止するための施設」とは騒音規制法施行令別

表第 1に掲げる施設から発生する騒音を防止するための施設とする。「粉じん発生施設」とは令第 5条に規定する粉

じん発生施設とし、「粉じんを処理するための施設」とは法第 2条第 4号に規定する「粉じん」を処理するための施

設とする。 

 ② これらの施設の「維持および管理に係る実務」とは、これらの施設を直接維持管理していることのほか、維持

管理する者を指揮、監督していることも含まれるものとする。具体的には、たとえば、ばい煙発生施設等や処理施設

の運転、維持補修、検査等の業務に直接従事している者、その者の監督者(たとえば製造課(部)長、工務課(部)長、公

害課(部)長、施設課(部)長等)は、これらの施設の「維持および管理に係る実務」に従事している者となるが、研究所

や設計部門において施設の設計等を行なつている者、これらの施設を使用して生産された製品の品質管理を行なつて

いる者、本社や官公庁の公害関係部門に従事している者、施設の販売会社に勤務する者で販売先の施設のアフターケ

アを行なつている者等は、これらの施設の「維持および管理に係る実務」に従事している者とはならないものとする。 

  (4) 技術的業務に係る実務 

    規則別表第 2の実務の経験の欄中「技術的業務に係る実務」には、②の施設の「維持および管理に係る実務」よ

り広い範囲の業務が含まれるものとし、製造、設計、研究開発、施設の維持管理等技術的知識を要する業務であれば、こ

れに該当するものとする。 

  (5) 経験年数 

 ① 施設の「維持および管理」に関する経験年数の計算は、過去において施設の「維持および管理に係る実務」に

従事した期間のすべてを合計して行なうものとする。したがつて、たとえば高等学校を卒業した者が大気関係第 2種

有資格者の資格認定講習の受講資格を得るためには、ばい煙発生施設またはばい煙を処理するための施設の維持およ

び管理に関する実務に 7年以上従事したことが必要であるが、この場合、継続して 7年以上その実務に従事したこと

は必要でなく、また、同一工場において 7年以上その実務に従事したことも必要でない。「技術的業務に係る実務」

に関する経験年数の計算方法も同様である。 

 ② 公害防止主任管理者に関する実務の経験に関する経験年数の計算は、次のとおり行なう。すなわち、たとえば

大学の工学部を卒業した者が公害防止主任管理者の資格認定講習の受講資格を得るためには、「ばい煙発生施設また

はばい煙を処理するための施設の維持および管理に係る実務」および「汚水等排出施設または汚水等を処理するため

の施設の維持および管理に係る実務」のそれぞれについて 5年、「技術的業務に係る実務」について 10 年の経験が必

要であるが(規則別表第 2)、この場合、「ばい煙発生施設またはばい煙を処理するための施設」および「汚水等排出

施設または汚水等を処理するための施設」の両方にまたがる業務に 5年間従事した場合には、両方の業務にそれぞれ

5年間従事したものとして取扱う。また、この期間は、同時に「技術的業務に係る実務」に従事した期間でもあるも

のとして取扱うものとし、したがつて、この者は、この期間以外に 5年以上技術的業務に係る実務に従事していれば、

「技術的業務に係る実務」に 10 年以上従事したことになるものとする。 
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公害防止管理者等の配置について 

公布日：昭和 47年 8月 25 日 

47 保局 391 号 

通商産業省公害保安局長から業界団体の長あて 

 

 昨年 6月に公布、施行された「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」に基づき、来る 9月 10 日から、特

定工場においては公害防止統括者、公害防止管理者等の選任義務が生ずることとなり、公害防止管理者制度は実質的に発

足することになります。 

 公害防止管理者の選任方法、資格等に関する法の解釈については、すでに 46年 10 月 15 日付都道府県知事宛通達「特定

工場における公害防止組織の整備に関する法律の施行について」がだされており、また公害防止管理者等の届出方法等制

度の発足に必要な事項については別添の都道府県知事に対する通達により明らかにされているが、このような法の解釈の

ほかに、公害防止管理者等の工場内における配置方法等公害防止組織のあり方についても、ある程度、考え方を統一して

おくことは、各企業が本制度を実施していく上で参考になると思います。 

 このため公害防止管理者等の配置方法等について、下記のような考え方をとりまとめました。ついては貴協会の会員各

社に対しその内容の周知徹底を図り、工場内の公害防止組織の整備について万全を期するようお願いします。 

 

記 

1 本制度の目的 

 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(以下「法」という。)の目的は、特定工場の公害防止に関する業務

を統括する公害防止統括者、公害防止に関する技術的、専門的知識・技能を有する公害防止管理者等の選任を義務付け、

これらの者を中心とする公害防止組織を整備することにより、工場において自主的に日々の公害防止活動を行なうことが

できるような体制をつくりあげることにある。 

 したがつて、この目的を達成するためには、単に必要数の有資格者を確保するだけでは不十分であり、公害防止管理者

等が企業内組織においてその職務を十分果たし得るような適切な配置を行なうことが必要であり、さらに公害防止管理者

等を中心とする工場全体の公害防止のための体制を整備することが必要である。 

 なお、工場における公害防止組織の機能を十分発揮させるためには、企業全体としての公害防止体制を確立することが

必要であり、本法の直接の対象とはなつていないが、本社においても工場の公害防止組織に対応する組織を整備し、工場

の公害防止組織に対する指導体制を確立することが望ましい。 

 

2 公害防止管理者等の配置方法に関する考え方 

(1) 本法の目的は、工場全体の公害防止のための組織を整備することにあるが、公害防止統括者、公害防止管理者等

は公害防止組織の中心となるものであり、この意味で、公害防止管理者等の適切な配置を行なうことは、上記のよう

な法の目的に沿つた公害防止組織を整備するうえで極めて重要である。 

(2) 公害防止管理者等の選任の方法としては、大別すれば、公害防止管理者等を生産ラインに配置するいわゆるライ

ン型と環境管理課等のスタツフ部門に配置するいわゆるスタツフ型とがある。 

 いずれの型をとるかは、業種、業態、各企業の組織の実態に応じて決定すべきであり、一律に決定することは適切

でないが、それぞれの型を採用した場合には、次のような点に配慮することが必要である。 

資料 6 
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(3) ライン型の場合には、工場の生産規模が大きく、多数の生産部門が存するようなときは、必要数の有資格者を確

保することが困難であること、公害防止管理者等の異動の場合の届出事務が繁雑になること等から、すべてのライン

に公害防止管理者等を配置することが容易でない。そのため公害防止管理者等を主要なラインのみに配置し、その他

のラインの公害防止の業務についても管理させる場合が多くなることが予想される。しかし、このような場合には、

企業内の職務と本法上の職務との間にくい違いが生ずることとなり、他のラインに関する公害防止の業務を十分管理

することができるかどうかという問題が残る。 

 したがつて、ライン型をとる場合には、できるだけばい煙発生施設等を有するすべてのラインに公害防止管理者を

配置することが望ましく、すべてのラインに配置することが困難な場合には、公害防止に関する社内規程等により公

害防止管理者等がその職務を十分果たし得るよう措置することが必要である。 

 なお、環境管理課、公害防止課等の公害防止に関するスタツフ部門があるにもかかわらずライン型をとる場合には、

両部門の間で十分調整が行なわれるよう配慮することが必要であろう。 

(4) 公害防止管理者等をスタツフ部門に配置する場合には、生産ライン部門との連絡調整が十分に行なわれるよう配

慮することが重要である。このため、具体的には、スタツフ部門の職務および権限を社内規程等により明確にすると

ともに、生産ライン部門については、操業基準等において公害防止のための措置を明示しておくことが必要であり、

できれば生産ライン部門においても公害防止に関する担当者を定めておく等の措置を講ずることが望ましい。 

(5) 公害防止管理者等がその職務を十分に果たすことができるようにするためには、上記いずれの選任方法をとると

しても、企業の管理組織と本法に基づく公害防止組織が十分に整合性を保ち得るよう配慮することが重要である。な

お、この場合、環境管理課等の公害防止のための企業内組織がすでに整備されている場合においては、このような企

業内組織の機能を十分活用する方向で検討を行なうことが望ましい。 

 

3 公害防止管理者等の職務および権限等 

  公害防止管理者等の職務については、法により規定されているが、公害防止組織がその機能を十分発揮し得るように

するためには、なお、次のような点に配慮することが望ましい。 

(1) 社内規定においても、公害防止管理者等の職務および権限を明らかにし、あわせて公害防止組織全体について、

企業内における位置づけを明確にしておくこと。 

(2) 公害防止管理者等の職務の内容を確実に実施し得るような公害防止に関する操業基準を作成しておくこと。 
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公害防止統括者の選任の届出等について 

公布日：昭和 47年 8月 25 日 

47 保局 392 号 

大蔵省大臣官房長・厚生省薬務局長・農林省農林経済局長・ 

通商産業省公害保安局長・運輸省官房長から各都道府県知事あて 

 

 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和 46 年法律第 107 号。以下「法」という。)第 3条から第6条ま

で、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令(昭和 46 年政令第 264 号。以下「令」という。)第 6条から

第 9条までおよび特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則(昭和 46年大蔵省・厚生省・農林省・通商

産業省・運輸省令第 3号。以下「規則」という。)第 2条から第 12 条までの規定は、昭和 47年 9月 10 日沖縄県にあつて

は昭和 49年 5月 15 日から施行される。法の施行については、昭和 46年 10 月 15 日付け 46 保局第 444 号大蔵省大臣官房

長・厚生省薬務局長・農林省農林経済局長・通商産業省公害保安局長・運輸省官房長から都道府県知事あて通達「特定工

場における公害防止組織の整備に関する法律の施行について」により示されたところであるが、同通達において別途通達

することとされていた公害防止統括者等の選任の届出・解任命令等の事項については、下記に留意のうえ、円滑適正な運

用を図られたい。なお、下記の諸点につき、都道府県知事の権限に属する事務が委任されている市町村長に対し、周知徹

底を図ることとされたい。 

 

記 

第 1 公害防止統括者等の選任の届出について 

 1 届出者について 

  公害防止統括者等の選任の届出は、特定事業者が行なうこととなつているが(法第 3条第 3項、第 4条第 3項、第 5条

第 3項および第 6条第 2項)、工場長等が委任状等により届出の権限を特定事業者から委任されている場合には、工場長等

が届出を行なつて差支えない。 

 2 届出の猶予期間について 

  公害防止統括者等の選任の届出は、選任の日から30日以内にしなければならないこととされている(法第3条第3項、

第 4条第 3項、第 5条第 3項および第 6条第 2項)。したがつて、昭和 47年 9月 10 日において法第 2条に規定する特定工

場である工場に関する届出の猶予期間は、次のとおりである。 

(1) 公害防止統括者およびその代理者については、選任の猶予期間は 30 日であるから、その最終日の 10月 9 日に選

任が行なわれた場合には、その日から 30 日後の 11 月 8 日までに届出が行なわれなければならない。 

(2) 公害防止管理者および公害防止主任管理者ならびにこれらの代理者については、選任の猶予期間は 60 日である

から、その最終日の 11 月 8 日に選任が行なわれた場合には、その日から 30 日後の 12月 8 日までに届出が行なわれな

ければならない。 

 3 届出書等について 

(1) 届出書の記載については、事務処理上、次のようにすることが適当であると考えられるので、あらかじめ指導す

ることとされたい。  

① 公害防止統括者等(本人)とこれらの代理者とは、それぞれ別個の用紙を用いて届け出ること。 

② 規則様式第 2中のばい煙発生施設の種類の欄には、大気汚染防止法に規定する有害物質を発生する施設

とその他の施設とを分けて記載することとし、それぞれ大気汚染防止法施行令別表第 1に掲げる項番号およ
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び名称を記載すること。同様式中の汚水等排出施設の種類の欄には、水質汚濁防止法に規定する有害物質を

排出する施設とその他の施設とを分けて記載することとし、前者については令別表第 1に掲げる号番号およ

び名称を、後者については水質汚濁防止法施行令別表第 1に掲げる号番号および名称を記載すること。同様

式中の粉じん発生施設の種類の欄には、大気汚染防止法施行令別表第 2に掲げる項番号および名称を記載す

ること。 

③ 規則第 5条第 2号ただし書または第 10 条第 2項の規定に基づき、事業協同組合等の組合員が他の工場の

公害防止管理者またはその代理者として選任されている者を自らの工場の公害防止管理者またはその代理者

として選任した場合には、規則様式第 2中の職名の欄に当該事業協同組合等の名称およびその者が 2以上の

工場の公害防止管理者または代理者である旨を附記すること。 

(2) 規則第 7条、第 9条および第 10 条の公害防止管理者等の届出書に添付すべき法第 7条第 1項第 1号または同項

第 2号の資格を有する者である旨を証する書類とは、次のものをいう。  

① 国家試験の合格証書の写しまたは資格認定講習の修了証書の写し 

  ただし、国家試験の合格証書または資格認定講習の修了証書の交付が手続中の場合には、国家試験の合

格通知書の写しまたは資格認定講習の修了に関する通知書の写し 

② 令別表第 2の 3の項の下欄に掲げる大気関係第 1種有資格者または大気関係第 3種有資格者であり、か

つ、同表の 7の項の下欄に掲げる水質関係第 1種有資格者または水質関係第 3種有資格者であるものを公害

防止主任管理者として選任した場合には、両方の資格を証する①の書類 

 

第 2 解任命令について 

 1 解任命令の運用について 

(1) 解任命令は公害防止統括者等が法、大気汚染防止法、水質汚濁防止法、騒音規制法もしくはこれらの法律に基づ

く命令の規定またはこれらの規定に相当する鉱山保安法、ガス事業法、電気事業法もしくはこれらの法律に基づく命

令の規定(以下「公害関係法規」という。)に違反した場合に発動される。なお、法第 9条第 1項の規定は、罰則を伴

なわない訓示規定であるが、この規定に違反した場合も解任命令の対象となり得ると解される。 

(2) 解任命令は、次の要件のすべてに該当する場合等公害防止のため解任命令が必要である場合に発動すべきであり、

その発動に当たつては、慎重かつ適切な配慮を要する。 

  なお、令第 13 条に掲げる鉱山保安法、ガス事業法、電気事業法またはこれらの法律に基づく命令の規定の違反に

ついては、通商産業大臣は、解任命令の行使の要件に該当すると認める違反があつた場合にはその旨を都道府県知事

に通知するものとし、また、都道府県知事は、解任命令にあつては、違反の事実につき通商産業大臣と協議のうえ、

行なうものとする。  

① 公害関係法規に対する違反の存在が客観的な事態に照らして明白であること。 

② 違反の内容が排出基準を上回る排出を行なつたこと等、公害防止上実質的な影響が生ずるものであるこ

と。 

③ 公害防止統括者が公害関係法規の違反に実質的に関与していること。 

 2 弁明および証拠の提出について 

  解任命令をしようとするときは、あらかじめ、特定事業者に対し、その理由を通知し、弁明および証拠の提出の機会

を与えなければならない旨規定されている(法第 10 条第 2項)。 

 3 解任命令に関する行政不服審査法による審査請求等について 
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  解任命令の発動に当たつては、解任を命ぜられた事業者に対し、当該解任命令に不服がある場合には、審査請求をす

ることができる旨ならびに審査請求をすべき上級行政庁(当該業種を所管する大臣)および審査請求をすることができる期

間を教示するものとする。このため、解任命令を発動した場合には、主務大臣にその旨を連絡するものとする。 

 4 選任の制限について 

  解任を命ぜられた公害防止統括者等で、その解任の日から 2年を経過しないものは、公害防止統括者等になることが

できない旨規定されている(法第 7条第 2項)。これは、解任を命ぜられた者を 2年間公害防止管理組織から排除すること

を意味するもので、解任を命ぜられた者は、当該工場のみならず、他のいずれかの特定工場においても公害防止統括者、

公害防止管理者および公害防止主任管理者ならびにこれらの代理者のいずれにもなることができない。 

 

第 3 事務の委任について 

 1 委任事務について 

  法の規定により都道府県知事の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、政令で定める市の長(騒音発生施設

のみが設置されている特定工場に係る事務については、市町村長)に委任することができるものとされているが(法第 14

条)、都道府県知事の権限に属する事務とは、具体的には次のものをいう。 

(1) 公害防止統括者等の選任等の届出の受理に係る事務 

(2) 公害防止統括者等の解任命令に係る事務 

(3) 報告徴収および立入検査に係る事務 

 2 委任する市町村長について 

   事務の委任の方法については、次のように定められている(法第 14 条、令第14 条)。 

(1) 騒音発生施設のみが設置されている特定工場に係る事務は、市町村長に委任すること。 

(2) ばい煙発生施設または粉じん発生施設が設置されている特定工場に係る事務は、札幌市、横浜市、川崎市、名古

屋市、京都市、大阪市、神戸市、福岡市および北九州市の長に委任すること。 

(3) (1)および(2)に述べた特定工場以外の特定工場(汚水等排出施設のみが設置されている特定工場または汚水等排

出施設および騒音発生施設が併置されている特定工場)に係る事務は、(2)に掲げた 9市のほか、仙台市、堺市、東大

阪市、尼崎市および広島市の長に委任すること。 

 

第 4 その他 

 1 特定工場内における他の法令に基づく組織との連絡調整について 

  特定工場における公害防止管理者等と当該特定工場に置かれている衛生管理者等他の法令に基づく組織との間におい

て十分連絡調整が行なわれるよう指導することとされたい。 

 2 届出状況に関する報告について 

  特定工場における公害防止統括者等の選任状況を把握することにより法の円滑な運用に資することとしたいので、別

添様式により、公害防止統括者等の選任状況を毎年度末に主務大臣に報告することとされたい。 

 

様式 略 
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特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令及び同法施行規則の一部改正に

ついて 

公布日：昭和 52年 7月 18 日 

52 立局 436 号 

大蔵省大臣官房長・厚生省薬務局長・農林省食品流通局長・ 

通商産業省立地公害局長・運輸省官房長から各都道府県知事あて 

 

 今般、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令(以下「令」という。)及び同法施行規則(以下「規則」

という。)の一部改正が行われ、令については昭和 52年 6月 14 日政令第 201 号をもつて、規則については同年 6月 21 日

大蔵省、厚生省、農林省、通商産業省、運輸省令第 1号をもつてそれぞれ公布されたが、この取り扱いについては下記の

事項に留意のうえ、適正円滑な実施を図られたい。 

 

記 

第 1 騒音発生施設及び振動発生施設について 

1 令第 4条に掲げる騒音発生施設とは、騒音規制法施行令別表第 1に掲げる特定施設のうち、次のものとする。 

  金属加工機械のうち  

(1) 機械プレス(呼び加圧能力が 100 重量トン以上のものに限る。) 

(2) 鍛造機(落下部分の重量が 1トン以上のハンマーに限る。) 

2 令第 5条の 2に掲げる振動発生施設とは、振動規制法施行令別表第 1に掲げる特定施設のうち、次のものとする。 

  金属加工機械のうち  

(1) 液圧プレス(矯正プレスを除くものとし、呼び加圧能力が 300 重量トン以上のものに限る。) 

(2) 機械プレス(呼び加圧能力が 100 重量トン以上のものに限る。) 

(3) 鍛造機(落下部分の重量が 1トン以上のハンマーに限る。) 

 

第 2 届出の猶予期間について 

 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(以下「法」という。)第 3条第 3項、第 4条第 3項及び第 6条第 2

項の規定に基づく公害防止統括者等の届出は選任の日から 30 日以内にしなければならないこととされている。従つて、昭

和 53年 6月 10 日に新たに特定工場となる工場に関する届出の猶予期間は、次のとおりである。 

(1) 公害防止統括者及びその代理者については、規則第 2条の規定に基づき選任の猶予期間は 30 日であるので、そ

の最終日である昭和 53年 7月 9 日に選任が行われた場合には、その日から 30 日後である昭和 53年 8月 7 日までに届

出が行われなければならない。 

(2) 騒音関係公害防止管理者及び振動関係公害防止管理者並びにこれらの代理者については規則第5条第1号の規定

に基づき選任の猶予期間は 60日であるので、その最終日の 8月 8日に選任が行われた場合には、その日から 30 日後

の 9月 6日までに届出が行われなければならない。 

 

第 3 事務の委任について 

 1 法第 14 条に規定する都道府県知事の権限に属する事務のうち、令第 14 条各号列記以外の部分に規定する工場に係る

事務については市町村長へ、同条第 1号及び第2号に規定するものに係る事務については、それぞれ各号に掲げる市の長
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へ委任されるが、今回の改正により新たに同条第 2号には函館市他 44 市が追加された。 

 なお、令第 14 条各号列記以外の部分に振動発生施設が追加されたことにより、事務委任の対象となる「工場」は次のと

おりとなつた。 

 (1) 令第 14 条各号列記以外の部分に規定する工場 

1 騒音発生施設のみを設置する工場 

2 振動発生施設のみを設置する工場 

3 騒音発生施設及び振動発生施設を併置する工場 

 (2) 令第 14 条第 1 号に規定する工場 

1 ばい煙発生施設のみを設置する工場 

2 ばい煙発生施設及び汚水等排出施設を併置する工場 

3 ばい煙発生施設及び騒音発生施設を併置する工場 

4 ばい煙発生施設及び振動発生施設を併置する工場 

5 ばい煙発生施設、汚水等排出施設及び騒音発生施設を併置する工場 

6 ばい煙発生施設、汚水等排出施設及び振動発生施設を併置する工場 

7 ばい煙発生施設、騒音発生施設及び振動発生施設を併置する工場 

8 ばい煙発生施設、汚水等排出施設、騒音発生施設及び振動発生施設を併置する工場 

9 粉じん発生施設のみを設置する工場 

10 粉じん発生施設及び汚水等排出施設を併置する工場 

11 粉じん発生施設及び騒音発生施設を併置する工場 

12 粉じん発生施設及び振動発生施設を併置する工場 

13 粉じん発生施設、汚水等排出施設及び騒音発生施設を併置する工場 

14 粉じん発生施設、汚水等排出施設及び振動発生施設を併置する工場 

15 粉じん発生施設、騒音発生施設及び振動発生施設を併置する工場 

16 粉じん発生施設、汚水等排出施設、騒音発生施設及び振動発生施設を併置する工場 

17 ばい煙発生施設及び粉じん発生施設を併置する工場 

18 ばい煙発生施設、粉じん発生施設及び汚水等排出施設を併置する工場 

19 ばい煙発生施設、粉じん発生施設及び騒音発生施設を併置する工場 

20 ばい煙発生施設、粉じん発生施設及び振動発生施設を併置する工場 

21 ばい煙発生施設、粉じん発生施設、汚水等排出施設及び騒音発生施設を併置する工場 

22 ばい煙発生施設、粉じん発生施設、汚水等排出施設及び振動発生施設を併置する工場 

23 ばい煙発生施設、粉じん発生施設、騒音発生施設及び振動発生施設を併置する工場 

24 ばい煙発生施設、粉じん発生施設、汚水等排出施設、騒音発生施設及び振動発生施設を併置する工場 

 (3) 令第 14 条第 2 号に規定する工場 

1 汚水等排出施設のみを設置する工場 

2 汚水等排出施設及び騒音発生施設を併置する工場 

3 汚水等排出施設及び振動発生施設を併置する工場 

4 汚水等排出施設、騒音発生施設及び振動発生施設を併置する工場 
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 2 委任事務の開始の日 

  令第 14 条の規定に基づき、都道府県知事の権限に属する事務のうち市町村長又は市長に委任される事務の開始する日

は、それぞれ次のとおりである。 

(1) 令第 14 条各号列記以外の部分(第 3の 1の(1))及び令第 14 条第 1号(第 3の 1の(2))の規定に基づき、市町村長

又は市長に委任される事務の開始する日は、昭和 53年 6月 10 日である。 

(2) 令第 14 条第 2号(第 3の 1の(3))の規定に基づき、市長に委任される事務の開始する日は、昭和 52 年 9 月 10 日

である。 

 

第 4 届出書の様式について 

 1 規則様式第 2公害防止管理者(公害防止管理者の代理者)選任(死亡、解任)届出書中「ばい煙発生施設の種類」及び「汚

水等排出施設の種類」の右欄の別紙の様式は次のとおりとする。 

 (1) ばい煙発生施設の場合 

有害物質を発

生する施設 

番号 施設の名称 項番号 施設の規模 施設の用途 

1         

2         

有害物質を発

生する施設以

外の施設 

1 

    

2         

3         

注 1 「施設の名称」の欄には、大気汚染防止法施行令別表第 1の中欄に掲げる名称を記載すること。 

注 2 「項番号」の欄には、大気汚染防止法施行令別表第 1の上欄に掲げる項番号を記載すること。 

注 3 「施設の規模」の欄には、大気汚染防止法施行令別表第 1の下欄に掲げる規模を記載すること。 

注 4 「施設の用途」の欄には、施設の用途の他に当該施設により製造、選別等される製品、半製品、中間製品等の

名称を記載すること。 

 (2) 汚水等排出施設の場合 

  汚水等排出施設の別紙の様式は(1)に準ずるものとする。ただし、この場合「項番号」は「号番号」とし、水質汚濁防

止法施行令別表第 1に掲げる号番号とする。また、「施設の名称」の欄には、同表に掲げる名称を記載すること。 

  なお、「施設の規模」の欄は、記載する必要はない。 

 2 規則様式第二中「騒音発生施設の種類」及び「振動発生施設の種類」については、同様式の当該欄に記載すること。

ただし、異なる 2種類以上の施設又は同一の種類ではあるが、施設の公称能力若しくは施設の用途が違うものがある場合

には次の様式の別紙に記載すること。 

番号 施設の名称 公称能力 台数 施設の用途 

1     

2     

計 ／ ／  ／ 

注 1 「施設の名称」の欄には、液圧プレス、機械プレス又は鍛造機の別を記載すること。 

注 2 「公称能力」の欄には、次のとおり記載すること。 

  ① 液圧プレスについては、呼び加圧能力(重量トン) 

  ② 機械プレスについては、呼び加圧能力(重量トン) 
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  ③ 鍛造機については、落下部分の重量(トン) 

注 3 同一の種類の施設であつて、公称能力及び施設の用途が同じものはまとめて記載すること。 

 

第 5 公害防止管理者等の資格について 

  昭和 46年 10 月 15 日付け 46 保局第 444 号「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律の施行について」の

第 6の 2の(1)中③には「物理学科」が含まれるものとする。 
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事 務 連 絡 

平成１７年３月３１日 

 

 

各都道府県（政令指定都市） 

公害防止管理者制度所管部局 御中 

 

経済産業省産業技術環境局環境指導室 

環 境 省 環 境 管 理 局 総 務 課 

 

 

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令及び 

同法施行規則の一部改正等について 

 

今般、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令（昭和４６年政令第２６４号。以下「令」

という。）及び特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則（昭和４６年大蔵省、厚生省、

農林省、通商産業省、運輸省令第３号。以下「規則」という。）が改正されました。 

また、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則第五条第二号ただし書（第十条第二項

において準用する場合を含む。）に基づく基準（平成１７年財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、

国土交通省、環境省告示第１号。以下「基準告示」という。）が制定され、特定工場における公害防止組織

の整備に関する法律施行規則第五条第二号ただし書（第十条第二項において準用する場合を含む。）に基づ

く基準（昭和４６年大蔵省、厚生省、農林省、通商産業省、運輸省告示第１号）が廃止されました。 

今回の改正は、「規制改革推進３か年計画」（平成１４年３月閣議決定）を踏まえ、公害防止管理者等の必置

制度、国家資格制度のあり方について規制緩和や行政改革の観点から見直しを行い、公害防止主任管理者を選任

すべき工場の要件の緩和、公害防止管理者の兼務可能要件の追加（必置制度の見直し関係）、公害防止管理者の

選任の区分の見直し、公害防止管理者等の資格に係る国家試験制度・講習制度の見直し等（国家資格制度の見直

し関係）について所要の改正及び規定の整備を行ったものです。 

それぞれの施行期日は、必置制度の見直し関係については平成１７年４月１日から、国家資格制度の見直

し関係については平成１８年４月１日から施行されることとなりますが、これらの制度改正の概要及び今後

の適正な運用に際しての留意事項等を以下のとおり示しますので、貴職におかれては今後の事務執行上の参

考として下さい。 

なお、各都道府県におかれましては、貴管内の関係市町村（政令指定都市を除く。）に対し、この旨の周

知についてよろしくお願いいたします。

資料 9 
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第１ 公害防止管理者等の必置制度の見直しについて 

１．複数の工場における公害防止管理者の兼務可能要件の追加（規則第５条第２号、基準告示関係） 

公害防止管理者は、原則として２以上の工場について同一の公害防止管理者を選任してはならないこ

ととされているが、今回、以下に掲げる場合であって、兼務する公害防止管理者の公害防止業務に係る

責任・権限の所在、指揮命令系統などが明確化されており、かつ、実態上も公害防止業務を行い得る場

合については、同一人の公害防止管理者の兼務を認めることとした。その際、兼務が可能となる具体的

な基準については、基準告示を制定した。なお、現行規定されている事業協同組合等の組合員が共同で

公害防止業務を行う際に、同一の公害防止管理者を選任する場合の取扱いについては、従前と変わるも

のではない（規則第５条第２号ハ、基準告示第３条）。 

 

 (1)  一の特定事業者が設置する複数の工場において、同一人を公害防止管理者（公害防止管理者の

代理者を含む。以下同じ。）として選任する場合（規則第５条第２号イ、基準告示第１条） 

本規定は、一の特定事業者が設置し、時間的・距離的に離れている同一敷地内にない複数の工場

の場合において、兼務する公害防止管理者の責任・権限の所在、指揮命令系統が明確化され、かつ、

公害防止業務の実行面において支障がない場合に兼務を認めるものである。 

① 同一人を公害防止管理者として選任させようとする工場（以下「兼務工場」という。）が当該公

害防止管理者（以下「兼務公害防止管理者」という。）の常時勤務する工場から二時間以内に到達

できる場所にあること。 

なお、「常時勤務する工場から二時間以内」とは、兼務公害防止管理者が特定施設（特定工場に

おける公害防止組織の整備に関する法律（昭和４６年法律第１０７号。以下「法」という。）第２

条各号に定める有害物質等を発生する施設をいう。以下同じ。）の定期的な維持管理のために、通

常使用する交通手段を用いて他の兼務工場へ移動する場合の所要時間を目安とする。 

② 兼務工場が同種若しくは類似のものであるか、又は生産工程上密接な関連を有すること。 

なお、「兼務工場が同種若しくは類似のもの」とは、兼務工場が日本標準産業分類中分類程度で

同一の業種に属するものであって、同種又は類似の特定施設を設置している工場であることなどを

いい、「生産工程上密接な関連を有すること」とは、兼務工場が１つの製品を生産する際の一連の

製造工程を形成している工場であることなどをいう。 

③ 兼務工場に係る公害の防止に関する業務を統括管理する者が同一であるか、又は公害の防止に

関する業務に関する規程（以下「業務規程」という。）により、兼務工場に係る公害の防止に関す

る業務の実施体制及び指揮命令系統が定められていること。 

なお、「公害の防止に関する業務を統括管理する者が同一」とは、複数の工場において法に規定

する公害防止統括者（公害防止統括者が選任不要な工場においては工場長）が同一であることをい

う。 

また、業務規程で規定することが必要と考えられる事項としては、以下のようなものがあげられ

る。 

ⅰ 兼務工場に係る公害防止業務の実施体制及び相互の連携体制 

ⅱ 公害防止統括者との連絡調整及び作業員への指揮命令系統 

④ 業務規程により、兼務公害防止管理者の業務範囲並びに責任及び権限、異常時又は緊急時の連絡

体制及び応急の措置等の対応策その他公害の防止に関する業務の実施に関し必要な事項が定めら

れていること。 

なお、業務規程で規定することが必要と考えられる事項としては、以下のようなものがあげられ

る。 
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ⅰ 兼務公害防止管理者の選任方法 

ⅱ 兼務公害防止管理者の業務範囲並びに責任及び権限 

ⅲ 兼務公害防止管理者が常時勤務しない工場にあっては、平常時の特定施設の維持管理方法、

公害防止業務の実施に関し必要な事項を兼務公害防止管理者に連絡する責任者（以下「連絡責

任者」という。）の氏名 

ⅳ 兼務公害防止管理者の平常時の監視方法、他の兼務工場への定期巡回の頻度 

ⅴ 兼務工場における異常時及び緊急時の連絡体制 

ⅵ 事故時の応急措置等の初期対応策及び二次対応策 

ただし、③及び④の業務規程で規定することが必要と考えられる事項は、あくまで事務処理上

の参考例を示したに過ぎないため、実際に兼務の可否を判断する際は、兼務工場の実情に応じ、

公害防止業務の実施に関し必要と思われる範囲で確認することが望ましい。 

⑤ 兼務公害防止管理者の常時勤務する工場から他の兼務工場の公害の発生状況を監視できる通信

手段が整備されていること。 

なお、「公害の発生状況を監視できる通信手段が整備されている」とは、遠隔監視システム、

社内ＬＡＮ等により、常時、公害の発生状況、排出量等の測定結果を受信できる環境が備えられ

ており、かつ、直ちに伝達事項を送信できる設備が整備されていることなどをいう。 

⑥ 兼務公害防止管理者の選任に係る兼務工場の数は、五以下であること。 

 

(2)  特定事業者及び当該特定事業者の子会社（商法（明治三十二年法律第四十八号）第二百十一条ノ

二第一項（有限会社法（昭和十三年法律第七十四号）第二十四条第一項において準用する場合を含む。

以下この号において同じ。）の子会社及び商法第二百十一条ノ二第三項（有限会社法第二十四条第一

項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。）の規定により子会社となる会社をいう。

以下この号において同じ。）、当該特定事業者を子会社とする親会社（商法第二百十一条ノ二第一項の

親会社及び同条第三項の規定により親会社となる会社をいう。以下この号において同じ。）又は当該

親会社の子会社（当該特定事業者を除く。）が設置する複数の工場において、同一人を公害防止管理

者として選任する場合（規則第５条第２号ロ、基準告示第２条） 

本規定は、同一敷地内にある複数の工場で親子会社、兄弟会社の関係にあるものが、共同で公害防

止業務を行う場合であって、兼務する公害防止管理者の責任・権限の所在、指揮命令系統が明確化さ

れ、かつ、公害防止業務の実行面において支障がない場合に兼務を認めるものである。 

① 兼務工場が同一敷地内に設置されていること。 

② 兼務工場が同種若しくは類似のものであるか、又は生産工程上密接な関連を有すること。 

なお、「兼務工場が同種若しくは類似のもの」及び「生産工程上密接な関連が有すること」とは、

(1)の②と同意である。 

③ 次に掲げる事項について、特定事業者と兼務公害防止管理者の所属する会社の契約において具体

的かつ体系的に定められていること。 

イ 公害の防止に関する業務に関する特定事業者と兼務公害防止管理者の所属する会社との相互

の義務及び責任並びに連携体制 

ロ 兼務公害防止管理者の業務範囲並びに責任及び権限並びに指揮命令系統 

なお、契約で規定することが必要と考えられる事項としては、以下のようなものがあげられる。 

ⅰ 兼務公害防止管理者の選任方法 

ⅱ 公害防止業務を執行する実施体制 

ⅱ 委託業務範囲並びに相互の義務及び責任並びに指揮命令系統 
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ⅱ 兼務公害防止管理者に対する権限の付与 

ⅲ 兼務公害防止管理者が職務を誠実に行うこと、公害防止統括者が兼務公害防止管理者の報

告・助言を尊重すること、作業員が兼務公害防止管理者の指示に従うことの明示 

ⅵ 連絡責任者の氏名、異常時又は緊急時の連絡方法 

ただし、契約で規定することが必要と考えられる事項は、あくまで事務処理上の参考例を示し

たに過ぎないため、実際に兼務の可否を判断する際は、兼務工場の実情に応じ、公害防止業務の

実施に関し必要と思われる範囲で確認することが望ましい。 

④ 業務規程により、異常時又は緊急時の連絡体制及び応急の措置等の対応策その他公害の防止に関

する業務の実施に関し必要な事項が定められていること。 

なお、業務規程で規定することが必要と考えられる事項は、(1)の③及び④を参考にされたい。 

⑤ 兼務公害防止管理者の選任に係る兼務工場の数は、五以下であること。 

 

(3)  同一の業種に属する中小企業者（中小企業基本法（昭和三十八年法律第百五十四号）第二条第一

項第一号に掲げる中小企業者をいう。）が共同で公害防止管理者の資格を有する者に公害の防止に関

する業務を行わせる場合において、当該中小企業者（常時使用する従業員の数が、五十人以下のもの

に限る。）がその者を公害防止管理者として選任する場合（規則第５条第２号ニ、基準告示第４条） 

本規定は、事業協同組合等を組織していない場合でも、人材の効率的な活用の観点から、近隣の同

一業種に属する中小企業者が共同で公害防止業務を行う際に、兼務する公害防止管理者の責任・権限

の所在、指揮命令系統が明確化され、かつ、公害防止業務の実行面において支障がない場合には、兼

務を認めるものである。 

なお、「同一の業種に属する」とは、兼務工場が日本標準産業分類中分類程度で同一の業種に属す

ることをいう。また、「常時使用する従業員の数」の解釈は、従来の考え方と変わるものではない。 

① 兼務公害防止管理者の選任に係る兼務工場が、やむを得ない場合を除き、同一の市町村（東京都

にあっては特別区を含む。）の区域に設置されているものであること。 

② 中小企業者と兼務公害防止管理者の契約により、当該兼務公害防止管理者の業務範囲並びに責任

及び権限並びに指揮命令系統が具体的かつ体系的に定められていること。 

なお、契約において規定することが必要と考えられる事項は、(2)の③を参考にされたい。 

③ 業務規程により、異常時又は緊急時の連絡体制及び応急の措置等の対応策その他公害の防止に関

する業務の実施に関し必要な事項が定められていること。 

なお、業務規程において規定することが必要と考えられる事項は、(1)の③及び④を参考にされ

たい。 

④ 兼務公害防止管理者の選任に係る兼務工場の数は、十以下であること。 

 

なお、特定事業者が２以上の工場について同一人を公害防止管理者として選任する場合の届出書につ

いては、規則様式第２を改正し、兼務公害防止管理者が兼務することとなる工場の名称及び所在地を記

載することとした。また、規則第５条第２号及び基準告示への適合の可否については、必要に応じ、業

務規程、委託契約書の写し、兼務公害防止管理者の常時勤務する工場の名称・他の兼務工場までの移動

時間・他の兼務工場の監視手段等を記載した説明書などにより確認されたい。 

 

２．公害防止主任管理者を選任すべき工場の要件の緩和（令第９条、規則第８条の２関係） 

ばい煙発生施設及び汚水等排出施設の両方が設置されている工場のうち、排出ガス量が４万立方メー

トル／時以上であり、かつ、排出水量が１万立方メートル／日以上である工場については、公害防止統
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括者並びに大気関係及び水質関係の施設の区分ごとに公害防止管理者を選任するほか、公害防止統括者

を補佐し、両公害防止管理者を指揮・調整する公害防止主任管理者を選任することとされている。 

今回、特定事業者の公害防止意識の向上、公害防止技術の進歩の状況を考慮し、公害防止主任管理者

を選任すべき工場において、ばい煙並びに汚水及び廃液の処理を確実に行うことができるものとして、

主務省令で定める要件に該当する場合には、公害防止主任管理者の選任を免除することができるものと

した（令第９条）。 

 

(1) ばい煙発生施設に係る公害防止管理者と当該ばい煙発生施設において発生するばい煙の処理工程

に設置されている汚水等排出施設に係る公害防止管理者の選任につき同一人を選任する場合（規則第

８条の２） 

 本規定は、大気関係公害防止管理者とばい煙発生施設において発生するばい煙の処理工程に選

任されている水質関係公害防止管理者を同一人が兼務する場合は、その者が大気関係及び水質関係の

両方の知識を併せ持つ公害防止管理者として、双方の施設の維持管理に当たるため、公害防止主任管

理者の業務である大気関係公害防止管理者及び水質関係公害防止管理者の指揮・調整が不要となるこ

とから選任を免除するものである。 

なお、大気関係公害防止管理者及び水質関係公害防止管理者を同一人が兼務することにより、その

者が法に定める職務を誠実に行う上で支障が生じないかどうかに留意されたい。 

 

(2) ばい煙発生施設において発生するばい煙の処理工程と汚水等排出施設から排出される汚水若しく

は廃液の処理工程が互いに独立している場合（規則第８条の２） 

 本規定は、ばい煙発生施設において発生するばい煙の処理工程と汚水等排出施設から排出される汚

水又は廃液の処理工程がそれぞれ独立して存在するため、公害防止主任管理者の業務である大気

関係公害防止管理者及び水質関係公害防止管理者の指揮・調整が不要であることから選任を免除

するものである。 

 

なお、改正規定の施行前に現に選任されている公害防止主任管理者が、施行後に選任を免除できる要

件に該当する場合であっても、現に届出されている選任届はなお効力を有するので、選任を免除するた

めには、解任届を届出する必要がある。その際、規則様式第３の解任の事由欄には、令９条及び規則第

８条の２の選任免除要件に該当する旨を記載すること。 

また、改正規定の施行前に公害防止主任管理者が行った行為（不作為を含む）に対する罰則の適用に

ついては、なお従前の例によることとした（令附則第３条）。 

 

第２ 公害防止管理者の選任の区分の見直しについて（令別表第２、同別表第３、規則別表第１、同別表

第３及び同別表第４関係） 

公害防止管理者の選任の区分のうち、騒音発生施設に選任すべき騒音関係公害防止管理者と振動発生

施設に選任すべき振動関係公害防止管理者については、選任の対象となる施設の騒音又は振動の発生源

やその対策技術に共通性が大きいことから、二つの選任の区分を統合し、新たに騒音・振動関係公害防

止管理者の資格を設け、騒音発生施設又は振動発生施設に選任すべきものとした。 

なお、改正規定の施行前に現に騒音関係公害防止管理者又は振動関係公害防止管理者の資格を取得し

ている者については、施行後の令第８条の規定にかかわらず、それぞれ騒音発生施設に係る公害防止管

理者又は振動発生施設に係る公害防止管理者として選任される資格を有する（令附則第２条）。よって、

規則様式第２の選任届の受理の際には、該当する施設の区分及び公害防止管理者の資格の区分を確認の
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上、事務処理を行うこと。 

 

第３ 公害防止管理者等の資格に係る国家試験制度及び講習制度の見直しについて 

１．講習の受講資格として必要な技術資格の追加並びに学歴及び実務経験年数の緩和（令別表第３、規

則第１１条の２から第１１条の５まで、同別表第１、同別表第２及び同別表第２の２関係） 

講習の門戸を広く構え、かつ、必要な質を担保するという観点から、受講資格の一つである特定の技

術資格の保有について、現行の技術士（化学部門）、熱管理士等に加え、それぞれの施設の区分の特性

に応じ、技術士（環境部門）、環境計量士、第一種作業環境測定士等を追加することとした（令別表第

３）。その際、技術士の選択科目、環境計量士の区分、衛生管理者の免許の種類・必要な業務内容及び

作業主任者の免許の種類については、規則において定めることとした（規則第１１条の２から第１１条

の５まで、同別表第２の２）。 

また、同じく受講資格の一つである一定の学歴及び実務経験について、現行の高等学校卒業程度以上

の学歴による制限をなくし、適切な実務経験を有する者について、受講資格を付与することとした（規

則別表第１及び同別表第２）。 

 

２．国家試験に係る科目別合格制度の導入（規則第１５条の２関係） 

現行の公害防止管理者等国家試験では、いずれの区分の国家試験も複数の試験科目を設けており、当

該国家試験に合格するためには、一度の国家試験において、全ての試験科目で合格点に達する必要があ

る。今回の改正では、効率的に資格を取得させるため、受験者が最初に当該国家試験の一部の試験科目

に合格した年の初めから３年以内であれば、同一区分の資格を試験科目ごとの合格の積み重ねで取得で

きることとした（規則第１５条の２第１項）。 

なお、本規定は同一の区分を受験しようとする者に適用されるものであって、例えば、大気関係第２

種公害防止管理者国家試験を受験し、大気概論の試験科目に合格した者は、次年度以降同じく大気関係

第２種公害防止管理者国家試験を受験する場合において大気概論の試験科目の免除が適用されるもの

である。 

 また、各区分に共通の試験科目を設け、１以上の区分の国家試験に合格した者が他の区分の国家試験

を受験しようとする場合は、既に合格した区分の試験科目と同一の試験科目を免除することとした（規

則第１５条の２第２項）。 

 本制度は、新たな試験科目により実施される平成１８年４月１日以降の国家試験から適用されるもの

であり、その日以前に実施された国家試験において、一部の試験科目に合格した者や１以上の区分の国

家試験に合格した者には適用されない（規則附則第２条）。 

 

３．国家試験科目及び講習科目等の見直し（規則別表第３及び規則別表第４関係） 

現行の試験科目及び講習科目（以下「試験科目等」という。）の構成は、各区分ともに公害概論、関

係法令、公害防止・処理技術一般、有害物質処理技術、測定技術等から成り立っている。しかし、今日

では現場の実務から乖離してきている試験科目等が少なからず存在し、また、環境マネジメントシステ

ムの導入や新たな有害物質の規制などに関する知識が必要とされていることから、公害防止管理者等の

実務に見合った試験科目等の見直しを行った（規則別表第３及び規則別表第４）。 

 その際、各資格区分に共通の試験科目等を設けることにより、国家試験において１の区分に合格した

者が他の区分の資格を取得しやすくすることとした。 

また、試験科目等の見直しに併せ、講習の科目別講義時間及び修了試験時間の見直しを行った（規則

別表第４）。 
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第４ 公害防止管理者等国家試験を実施する指定試験機関への試験事務の移管について 

１．公害防止管理者等国家試験に係る合格証書の交付事務及び再交付事務の移管（規則第１６条、同第

１７条関係） 

行政事務の効率化を図るため、これまで国が行ってきた合格証書の交付事務及び合格証書の再交付事

務を指定試験機関が試験事務を行う場合は、指定試験機関が交付及び再交付することとした（規則第１

６条及び同第１７条第１項）。 

 

２．指定試験機関への試験事務の移管に係るその他の規定の整備（規則第１３条、同第１５条、同第３

７条関係） 

(1) 国家試験の基本方針（規則第１３条第２項） 

指定試験機関が試験事務を行う場合は、国家試験の基本方針に基づき国家試験を行うこととした。 

(2) 国家試験受験願書（規則第１５条第２項及び第３項） 

指定試験機関が試験事務を行う場合は、当該指定試験機関が定める受験願書により提出するもの

とした。 

(3) 手数料の納付（規則第３７条） 

指定試験機関が合格証書の再交付事務を行う場合は、納付方法を当該指定試験機関の試験事務規

程で定める方法によるものとした 
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大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う特定工場における公害防止

組織の整備に関する法律の取扱について 

 公布日：昭和 51 年 1 月 21 日 

 51 立局 31 号 

 

(各都道府県知事及び政令市長あて通商産業省立地公害局長通知) 

 大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令が、昭和五〇年一二月九日付け政令第三

四九号をもつて公布され、同年一二月一〇日からばい煙発生施設にコークス炉が新たに

追加されました。これに伴い、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第二

条第一号に規定するばい煙発生施設の範囲が拡大するため、新たに公害防止管理者等の

選任及び公害防止管理者の区分の変更等の事由が発生しますので当該特定施設を有する

特定工場が貴(都道府県、市)管内にある場合には、公害防止管理者等の選任及びその届

出について、下記により御指導願います。 

記 

1 改正後の大気汚染防止法施行令別表第一に定めるコークス炉(以下「コークス炉」と

いう。)を設置しているため、新たに特定工場となるものについては、大気関係(第三種

又は第四種)公害防止管理者及びその代理者の選任が必要となります。 

2 既に特定工場であるもので、コークス炉を設置している場合は、「公害防止管理者

(公害防止主任管理者)選任(死亡、解任)届出書」中の「ばい煙発生施設の種類」の欄の

施設の追加届出が必要となります。 

3 大気汚染防止法施行令別表第二第一号に定める粉じん発生施設を設置しているため

既に粉じん関係公害防止管理者を選任し、届出済の特定工場にあっては、粉じん関係公

害防止管理者に替えて大気関係公害防止管理者を新たに選任しなければならないことと

なります。 

4 従来、水質関係第一種又は第三種公害防止管理者を選任しなければならない特定工

場であってコークス炉を有し、かつ、同特定工場の排出ガス量が四万 Nm3/h 以上(特定

工場においてばい煙発生施設から排出ガス量)になるものについては、新たに公害防止

主任管理者の選任及びその届出が必要となります。 

5 公害防止管理者等の選任等の事由が発生する日は、「大気汚染防止法施行令の一部

を改正する政令」が施行された日(昭和五〇年一二月一〇日)となります。また、選任及

びその届出の猶予期間については、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律

の規定によります。 
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水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う特定工場における公害防止

組織の整備に関する法律の運用について 

 公布日：昭和 51 年 8 月 18 日 

 通商産業省立地公害局公害防止企画課長通知 

 

(各都道府県知事あて通商産業省立地公害局公害防止企画課長通知) 

 水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令が、昭和五一年五月二五日付け政令第一

二二号をもって公布され、同年六月一日付けで施行されました。 

 本改正により、水質汚濁防止法の規制対象となる特定施設として、新たに、水道施

設、工業用水道施設又は自家用工業用水道の施設のうち、浄水施設である沈でん施設及

びろ過施設(一日当たりの浄化能力が一万立方メートル未満のものを除く。)(以下「追

加施設」という。)が追加されました。これに伴い、特定工場における公害防止組織の

整備に関する法律(以下「法」という。)第二条第二号に規定する汚水等排出施設の範囲

が拡大したため、新たに、公害防止管理者等の選任等の事由が発生することとなります

ので、追加施設を有する工場が貴管内に所在する場合には、公害防止管理者等の選任等

について、下記により、御指導願います。 

記 

1 既に、水質関係の特定工場であるものが、追加施設を設置している場合には、「公

害防止管理者(主任)選任(死亡、解任)届出書」中の「汚水等排出施設」の欄の施設の追

加の届出が必要となります。 

2 追加施設を設置していることによって、新たに、特定工場となるものについては、

公害防止統括者及び水質関係公害防止管理者並びにこれらの代理者の選任及び届出が必

要となります。 

3 既に、大気関係、騒音関係、粉じん関係又はこれら 2以上の特定工場であるもの

が、今回の追加施設を設置していることによって、新たに、水質関係の特定工場にもな

ることとなるものは、水質関係公害防止管理者及びその代理者の選任及び届出が必要と

なります。 

  さらに、大気関係第一種又は第三種公害防止管理者を選任しなければならないこと

とされている特定工場であって、一日当たりの排出水量が一万立方メートル以上のもの

については、公害防止主任管理者の選任及び届出も必要となります。 

4 公害防止管理者等の選任等の事由が発生する日は、水質汚濁防止法施行令の一部を

改正する政令が施行される昭和五一年六月一日となります。また公害防止管理者等の選

任及び届出の猶予期間については、法の規定によります。 

 (注) 公害防止統括者及びその代理者については昭和五一年七月三一日、公害防止主

任管理者及び公害防止管理者並びにその代理者については昭和五一年八月三〇日までに

届出しなければならないこととなります。 
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